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巻頭言
今後の法整備支援に望むこと

―国際民商事法センターの視点から―

公益財団法人国際民商事法センター理事
小　杉　丈　夫

１．はじめに
　国際民商事法センター（財団）は、法務省等による法整備支援事業を民間からサポー
トする目的で１９９６年に設立された公益財団法人である。私は、財団の設立以来、理
事を務め、法整備支援に関ってきた。財団が営む公益事業は２つある。一つは、ＪＩＣ
Ａからの法整備支援委託事業であり、もう一つは、財団独自の、調査、研究、セミナー
等の事業である。そして、この後者事業の中核をなしているのが中国国家発展改革委員
会（国発改）をカウンターパートとする日中民商事法セミナー（日中セミナー）であ
る。ここでは、この委託事業と日中セミナーの２本柱を通じて見た、法整備支援の将来
について、財団の視点から、私の考えを述べてみたい。

２．途上国に向けての法整備支援
　１９９４年に始まった日本の法整備支援は、３０年を経て、対象国の経済発展、法
律、司法制度の整備の進展など、大きな環境変化に直面し、変革を迫られている（森嶌
昭夫「法整備支援の今後を考える」ＩＣＤ ＮＥＷＳ第８８号（２０２１．９）、松本剛

「「司法外交」と法制度整備支援 ― 現在の位置付けと今後への期待」ＩＣＤ ＮＥＷＳ第
９４号（２０２３．３））。主要な課題のいくつかを挙げれば、①対象国との対等、双方
向での協働、共同研究体制への移行、②企業、一般国民との連携の拡大、③ＳＤＧｓな
どグローバルな視点からの新たな取り組みの探究、確立、④ＩＴ化に即応した支援シス
テムの構築、等がある。これらは、相互に密接に関り合っており、これらを複合的に組
合わせた施策を講ずることが実践的であろう。まず、①～③について述べ、④は項を改
めて論ずることとしたい。
　①については、日本が確立してきた、対象国の主体性を尊重する、人材養成をも含め
た、いわゆる「寄り添い型」の支援手法が、被支援国から高い評価を得ている。例え
ば、ベトナムは、１９９６年に開始した最初の支援対象国であるが、２０２１年から
は、共産党中央内政委員会も協力機関に加わって「法整備・執行の質及び効率性プロ
ジェクト」が進行している。「支援」という用語の不適切を言うのはともかくとして、

「寄り添い型」支援に特に欠陥がある訳ではない。被支援国の法整備、人材の養成、経
済発展に応じて、自ずと対等な関係に移行するというのが、自然で望ましい形と考えら
れる。しかしながら、従来の法整備支援は、日本を基点として、各対象国をそれぞれ結
ぶという、いわば放射線状の支援で、そこには、複数国に跨るとか、地域を面として考
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える、という発想はない。私は、各国の実情に応じた従来の二国間の「寄り添い型」を
維持、深化させつつ、複数の国や地域を対象にし、日本がリーダーシップを取って、同
じテーマを共同研究、討議するという、いわゆるマルチ方式を併用することが、ひいて
は、対象国と日本、対象国同士の対等関係を同時に促進する有益な方法ではないか、と
考えている。次に、②、③に繋がることであるが、従来の法整備支援の枠を踏み出し
て、国際的視点に立って、アジア地域における共通ルールの策定や、模範的行動指針の
確立に、日本がリーダーシップを取ることを指向すべきであると考える。明治維新以来
の先人の経験と蓄積をアジア諸国に伝えることの重要性は言わずもがなだが、過去の遺
産に頼るだけでなく、日本が現代的、将来的な課題に、現在も率先して取り組んでいる
姿勢を示すことが大切である。このことを強く実感したのが、昨年７月に東京で開催
された、アセアン加盟国との法務大臣特別会合を頂点とする、日アセアン友好関係樹
立５０周年の「ビジネスと人権ウィーク」であった。財団は、「ビジネスと人権」に関
するシンポジウムに、法務総合研究所の共催者として参加すると共に、独自に「人権
デューデリジェンスの実践」等に焦点を当てたシンポジウムを開催した。国連の「ビ
ジネスと人権に関する指導原則」は、国家の義務に加えて、企業の責任、救済制度の確
立、を定めている。要するに、今日、企業もビジネスの遂行にあたり、人権擁護に主体
的に取組むことが求められている。サプライチェーンの問題を取り上げてみても、外国
人労働者の処遇は、日本においても、社会全体、とりわけ企業が解決を迫られている大
きな問題であり、決してアジアの国の他人事ではない。このような問題に、企業と共に
国内で取り組みつつ、アジアでの共通ルールや模範的行動指針の確立に汗をかくべきだ
と思う。思い切って、アセアンとの協働を模索してもよいと思われる。アジアとかアセ
アン全体とか大きな地域を扱うのではなくても、マルチの方式で、複数国の会合から始
めることも可能である。この取り組みは、日本企業の法整備支援への理解の深化、参
加、提携の拡大にも繋がる。日本企業は、法整備支援の公益性に理解を示しつつも、各
企業の直接利益にどう結びつくか、という観点から、ともすれば、法整備支援への積
極参加に二の足を踏む傾向がないとは言えなかった。しかし、今や企業は、ＳＤＧｓ
や「ビジネスと人権」の問題に、当事者として取り組まざるを得ないことになった。こ
れまでの国対国中心の支援から、国連やＯＥＣＤ等国際機関と連携しながら企業と協働
する、新しい形を構築して、アジアのみならず、世界に貢献するチャンスが到来してい
る、と捕えたい。

３．ＩＴ化と法整備支援
　④は、①②③すべてに共通する課題である。とにかく、日本の司法におけるＩＴ化の
遅れは深刻である。私は、２０１９年、日韓パートナーシップ共同研究２０周年の記念
式典がソウルで開催された際、ソウル近郊に所在する韓国大法院の盆唐電算情報セン
ターを視察する機会があった。大法院は、全国に３ヵ所のコンピュータセンターを保有
し、既に進行中の刑事手続を除き、すべての分野の裁判手続のＩＴ化を完了し、現実に
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運用していた。同センターは、また、不動産、商業登記のコンピュータシステムも、併
せ一元管理していた。とにかく圧倒的だった。シンガポール、韓国、中国などのＩＴ先
進国ばかりでなく、マレーシア、インドネシア、タイなどアジア諸国でも、日本を追い
越して司法のＩＴ化が急速に進行している。日本の司法にどのような貴重な情報の保
有、集積があっても、それがＩＴのシステムに登載、連結する形で提供できなければ、
これからは、相手にされなくなる。法整備支援は、対象国からの要請があって初めて始
まる、ということを肝に銘じなければならない。例えば、日本はカンボジアにおける不
動産登記法の支援を実施したが、他国にも有用なこの成果を、他のアジアの国に提供し
ようにも、人材を含め、デジタル化しない限り、宝の持ち腐れになってしまう。韓国も
中国も、今や、法整備支援のドナーとして参入し、韓国は倒産手続、中国は知財紛争処
理などの分野で、ＩＴを活用した他国への法整備への影響拡大を虎視眈々と狙っている
ことにも、注意を払うべきである。

４．日中セミナー
⑴　経緯と現状

　財団の２つ目の柱は、財団独自の、調査、研究、セミナー等の事業であるが、その
中で最も重要なものが日中セミナーである。
　財団の事業に中国を取り込んだことについては、設立時の会長であった伊藤正氏

（住友商事会長（当時））の長年のビジネスで培われた卓越したバランス感覚による
ところが大きい。財団の活動は、会員企業からの年会費に多くを依存している。し
かし、「法整備支援を求める発展途上国への支援を標榜しただけでは、企業は興味を
示さない。企業に協力を求めるには、中国を財団の事業に取り込むことが欠かせな
い。」。伊藤氏は、このように考えられて、親交があった中国国務院国家経済改革委員
会（後に、国家発展改革委員会（国発改））主任 李鉄映氏に、率先して接触され、日
中セミナーを誕生させた。両国間の国家体制の違い、政治問題に立入ることを注意深
く回避しつつ、日中両国の共通の利益である民商事法分野での交流、情報共有を目的
とする。１９９６年の第１回セミナーを皮切りに、２０１９年まで毎年、既に２４回
のセミナーを実施し、コロナ禍による中断を挟んで、現在、第２５回セミナー開催の
準備中である。開催地は、東京と北京で年毎に交代に実施している。第２５回は北京
開催の順番である。セミナーのテーマは、北京開催の場合は中国側が案を提出し、東
京開催の場合は逆に日本が案を提出して、最終的に双方合意して決めている。中国側
が提案するテーマは、当初こそ「日本契約法の総則的諸問題について」（第２回セミ
ナー）、「日本証券取引法の概要と最近の改正について」（第４回セミナー）のような
一般的、概括的なものが多かったが、中国の立法作業の目ざましい進展、急速な経済
発展を反映して、近年では、「日本のＰＦＩ推進法の立法と実践及び中国への啓示」

（第２１回セミナー）など、専門的で高度なテーマが要求されるようになった。更に
は、「先端技術に関わる法律問題や、先端技術を有する企業との交流をより深めて、
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対中投資の増加を計りたい」、との強い要望が中国側からあり、２０１８年の第２２
回セミナーからは、日本企業の意向をより多く反映すべく、日中経済協会に日本側の
共催者に加わっていただき、法律テーマ、経済テーマの２部構成にしてセミナーを実
施している。

⑵　法整備支援事業への示唆
　２．①で述べたとおり、途上国に対する法整備支援事業は、これからは、対等の立
場に立つ、双方向の関係に移行することが必須になる。ＩＴ化の促進という課題もあ
る。それらの観点からは、財団は、日中セミナーの実施、協定書改訂交渉等を通じ
て、ＩＴ化で先行する中国の巨大官庁 国発改との間で、友好的な関係と、厳しいせ
めぎ合いの両方を、既に３０年にわたり体験してきた。日本の社会、経済の停滞、遅
れを実感させられることも度々であった。２０１９年には、中国側から、中国のス
マートシティや大学のＩＴ教育、最高人民法院、知財裁判所のＩＴ化など、中国先端
技術の現状視察を積極的に申し出られた。２．で述べたとおり、法整備支援事業にお
いても、ビジネスと人権への取組みを通じての、企業による主体的参加が求められて
おり、企業の役割増大という方向において、財団の２つの柱に重りが増えてきている
のは興味深い。

５．まとめ
　１９９４年に始まった日本の法整備支援は、大きな転機を迎えている。財団も
２０２６年には創立３０年を迎える。アジア諸国の目ざましい経済発展、ＩＴ化の進展
などから、新しいニーズや解決を迫られる問題も生れている。これら変化の動向を見誤
まることなく対象国との協働、共創を深め、国際ルールを念頭に置いて、共通のルール
策定など新しい課題にチャレンジして行かなければならない。とりわけ、対象国だけに
目を向けるのではなく、足元の日本企業との連携、関係強化がこれまで以上に重要にな
ることの認識と、それを実現するための努力が求められる。財団は、ＪＩＣＡからの委
託事業と、日中セミナーを中核とする、調査、研究、セミナー等の事業の２つを維持し
つつ、法務省、ＪＩＣＡ、日弁連、ＪＥＴＲＯ、ＣＡＬＥほかの大学、教育機関等との
連携を更に深めて、土台から、あるいは舞台裏から、日本の法整備支援を支える役割を
しっかり果して行きたい。
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寄稿

～　寄　稿　～

元法務総合研究所総務企画部長、
公益財団法人国際民商事法センター監事、弁護士

本江威憙先生　追悼

　元法務総合研究所総務企画部長であり、公益財団法人国際民商事法センターの監事であ
る本江威憙先生が、令和５年６月６日に逝去されました（享年８２歳）。
　本江先生は、法務総合研究所総務企画部長就任中に、法整備支援事業を担う法務省内の
機関の設立のために御尽力され、同研究所国際協力部設立の礎を築かれたほか、国際協力
部が実施する同事業の研修業務受託機関である財団法人国際民商事法センター（現公益財
団法人国際民商事法センター）やその支部である石川国際民商事法センターの創立に大き
く貢献されました 1。
　大野恒太郎公益財団法人国際民商事法センター理事長からお寄せいただいた本江先生へ
の追悼文をここに掲載いたします。
　謹んで御冥福をお祈りいたします。

本江威憙先生御略歴

昭和１６年　２月１９日 御生誕
昭和４１年　３月 東京大学法学部卒業
昭和４３年　３月 司法修習終了（２０期）
昭和４３年　４月 検事任官
平成　４年　３月 東京地方検察庁公判部長
平成　５年　４月 法務総合研究所研修第一部長
平成　７年　４月 　　　　　同総務企画部長
平成　８年　４月 金沢地方検察庁検事正兼名古屋高等検察庁金沢支部長

1　財団法人国際民商事法センターや石川国際民商事法センター創立については、ＩＣＤ ＮＥＷＳ第３８号 特集「財団
法人国際民商事法センター創立のころの思い出」（同６ページ以下）に掲載がございます。
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平成　９年　７月 法務省保護局長
平成１１年　７月 最高検察庁公判部長
平成１２年　６月 検事退官
平成１３年　１月 東京法務局所属公証人（銀座公証役場）
平成１３年　５月 財団法人国際民商事法センター学術評議員
平成１４年　５月 財団法人国際民商事法センター評議員
平成１５年　３月 更生保護事業財団理事長
平成２０年　４月 全国更生保護法人連盟理事長
平成２０年　５月 公益財団法人国際民商事法センター監事
平成２３年　１月 公証人退任、弁護士登録（第一東京弁護士会）
平成２６年　４月 全国更生保護法人連盟顧問
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本江先生を偲ぶ

公益財団法人国際民商事法センター理事長
大　野　恒太郎

　２０２３（令和５）年６月６日、本江威憙先生が逝去されました。
　本江先生は、刑事司法の実務現場でいわゆるロス疑惑事件を始め数多くの重大凶悪事犯
を担当された高名な検事です。また、若いころフランスに留学され外国法にも通じた理論
家でもあり、法務総合研究所研修第一部長当時に監修された「民商事と交錯する経済犯罪
Ⅰ～Ⅲ」という書籍は、その後も経済事犯を担当する検察官の間で長く参照されてきまし
た。さらに、法務省保護局長を務められ、退官後は更生保護事業財団理事長や全国更生保
護法人連盟理事長を歴任されるなど、更生保護の分野においても多大の貢献をされまし
た。
　このように本江先生は、多方面に大きな足跡を残されたのですが、本稿では、専ら法整
備支援の分野における本江先生のご活躍に焦点を当て、そのご業績とお人柄を偲びたいと
思います。

　本江先生は、ご自身と法整備支援事業との関わりについて、「財団法人国際民商事法セ
ンター創立のころの思い出」（ＩＣＤ ＮＥＷＳ３８号６頁）という論稿の中で触れられて
います。それによりますと、１９９５（平成７）年４月に法務総合研究所総務企画部の初
代部長に就任されると間もなく、原田明夫法務省官房長（当時。その後公益財団法人国際
民商事法センター理事長）から、法務総合研究所においてアジア諸国が市場経済に適応で
きるよう民商事を中心とした法整備支援に取り組む体制を整備することを提案されたとの
ことでした。そして、ご自身がパリ大学に留学されていた当時のことを回想し、「（パリ大
学Ⅱの校舎の廊下に設置されていた）ボアソナードの胸像の前に立つといつも感謝の気持
ちが沸々と湧き上がってくるのです。一国の法整備に貢献することということは、その国
にとっても貢献する側にとっても、極めて有意義なこと」であるという思いから、原田氏
の提案を直ちに受け入れ、その実現に奔走されたと述懐しておられます。
　そもそも我が国の法整備支援は、１９９２（平成４）年に名古屋大学森嶌昭夫教授（当
時）がベトナム司法省から民法起草支援の依頼を受けて始められたことを嚆矢とします。
法務省においては、本江先生が総務企画部長に着任する直前の１９９４（平成６）年に法
整備支援事業を始めたものですが、当時はまだ業務の位置付けが決まっておりませんでし
たから、もとより専任の職員はおらず、支援の方法も含め万事が暗中模索の状態であった
ものと思われます。したがって、法整備支援を本格的に実施していくために、それを担う
しっかりとした体制を作らなければならないことは明らかでした。
　そうは言っても、刑事法分野を専門とする検事出身者の多い法務総合研究所が民商事法
分野で開発途上国に対する法整備支援を行うということは、相当ハードルが高かったと思
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われます。そこで、本江先生は、法務総合研究所内の人的体制を充実させるとともに、自
ら最高裁判所、全国各地の大学等に足を運んで講師派遣を依頼するなど法整備支援事業へ
の協力を要請して回られました。同時に、来日したベトナム研修生を自宅に招いて懇談
し、あるいはベトナムに出張して「司法権の独立」についてフランス語で講義するなど正
に獅子奮迅の活躍をされています。こうして先生はその信念と行動力により法整備支援に
向けての体制作りを急速に進め、現在の法務総合研究所による法整備支援の礎石を築かれ
たのです。
　その一方で、本江先生は、法整備支援事業に社会的な理解を得ながらこれを財政的にも
持続可能なものとするためには経済界からの支援が不可欠であるとお考えになりました。
そこで、検察のかつての上司の伝手を頼りに自ら住友商事の伊藤正相談役（元社長・会
長）に説明をされ、そのご理解の下、経済界の幅広いご協力も得て、法整備支援に関わる
ようになってから１年もたたない１９９６（平成８）年３月には財団法人国際民商事法セ
ンター（現公益財団法人国際民商事法センター。以下「財団」といいます。）を発足させ
たのでした。
　本江先生は、財団設立の直後、金沢地方検察庁検事正に栄転されました。そして、その
地でも法整備支援事業を地域から支えるとのお考えに基づき、北國新聞社を始め石川県内
の経済界関係者に法整備支援事業への協力を要請され、石川国際民商事法センターを設立
されたのです。その結果、石川県においては、１９９７（平成９）年以降本年に至るまで
２７年間にわたり毎年、北國新聞社、石川国際民商事法センター及び財団の主催によって
金沢セミナーが開催されました。このセミナーは、学界の最高権威や第一線の実務家等に
登壇していただくことにより、地方の皆様に法整備支援やアジア法に関する発信を行うと
ともに、様々な問題意識やニーズについて直接受信する貴重な機会となりました。
　このように本江先生が歩んでこられた跡を振り返りますと、先生が法務総合研究所総務
企画部長の職にあった１９９５（平成７）年から９６（平成８）年までのわずか１年前後
の間に、法整備支援のためになし遂げられた業績の大きさや多様さはまさしく驚嘆に値す
るもので、今更のように当時先生が築かれた土台の上に現在の法整備支援事業があるとい
う思いを強く持ちます。
　その後、２００１（平成１３）年に至り、法務総合研究所国際協力部が新設されまし
た。行財政改革により財政的・人員的な制約も厳しい中で、これが実現したのは、本江先
生をはじめとする当時の関係者のご尽力により法整備支援のための体制作りが着々と進め
られてきたことの賜物であり、それが結実したものであると言わなければなりません。国
際協力部が現在我が国の法整備支援において中心的な役割を果たしていることは、皆様ご
存じの通りです。

　さて、本江先生は、２０００（平成１２）年最高検察庁公判部長を最後に退官された後
も、財団の評議員、監事等を歴任され、法整備支援事業へのご献身はお亡くなりになるま
で全く変わることはありませんでした。
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　私事になりますが、私が２０１７（平成２９）年急逝された原田氏の後任の財団理事長
をお引受けすることとなったのも、本江先生の法整備支援に対する使命感や情熱に心を動
かされたからでした。私は、そうしたお話を受けた当初、民商事法に対する知識を持ち合
わせていない上、国際感覚にも乏しいことなどを理由に、到底その任に堪えないことを重
ねて申し上げました。しかし、先生は、広く世界情勢から法整備支援の意義を説き起こ
し、そうした事業に尽力することこそこれまで役所に長く勤めてきた者としての責任では
ないか、是非一緒にやって欲しいということを熱く論じられたのです。私は、それまで先
生と同じ職場に勤務したことはなかったのですが、先生が人格高潔で表裏なく筋を通され
る立派なお方であることは様々な人から聞き知っておりました。そして、先生が法整備支
援に熱心に取り組まれていることが、決して個人的な利害からではなく、法整備支援の重
要性に対する揺るぎのない信念と燃えるような使命感によるものであることは、そのお話
から本当によく分かりました。そのため、私が個人的な感情や都合を理由に逃げ回ること
は、いかにも自分勝手で恥ずかしく思われ、先生の熱意に打たれて、とうとうお引受けす
ることになったものです。
　財団では５年間本江先生とご一緒いたしました。
　先生は体調が必ずしもすぐれていなくても、財団の様々な会議には努めて出席され、常
に正攻法で、アジアにおける法の支配を実現するために日本に何ができるか、また何をす
べきなのかという視点から発言をされていました。先生が最後に出席された財団の会合
は、２０２２（令和４）年６月監事を退任し顧問となられた理事会・評議員会でした。懇
親会の席で、先生が、法整備支援を行っている先である一部の国が権威主義的な傾向を強
めていることやロシアのウクライナに対する武力侵攻を、法の支配の観点から深く憂慮さ
れていたことを忘れることができません。
　既に書きました通り、本江先生は、法整備支援においても、金沢との関係においても、
また更生保護の分野においても、勤務された先々での縁を終生大切にしてこられました。
国家公務員取り分け検事は異動が多く、様々な職域や地域で勤務することが通例です。多
くの場合、そうした時にできた縁は異動を重ねることによって次第に薄れていくのです
が、先生は、ポストを離れても、その縁が衰えることなく続いた稀有な方でした。そし
て、法整備支援関係者だけではなく、金沢の方や更生保護関係の方と先生の思い出話をし
てつくづく感じたことは、先生のまっすぐな人柄と溢れる情熱、そして後輩を温かく包み
込む人間的な大きさが、それぞれの分野の人達をして先生を永く慕わせたという事実で
す。
　私は、本江先生のような素晴らしい先達を持ったことを、法整備支援事業に携わる者の
一人として、また法務検察の後輩として大変誇らしく思います。そして、先生のご遺志を
受け継いで法整備支援を今後も発展させていかなければならないと改めて心に誓いまし
た。
　これまでの本江先生のご指導ご貢献に感謝申し上げ、先生のご冥福を心からお祈りいた
します。
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ベトナム共産党による汚職防止の取組み
～党の規律施行と刑事手続の二重構造～

ＪＩＣＡベトナム長期派遣専門家
河　野　龍　三

１　はじめに 1

　２０２１年１月に開始したＪＩＣＡ「法整備・執行の質及び効率性向上プロジェク
ト」にはベトナム共産党 2 の組織である中央内政委員会（ＣＩＡＣ）が実施機関（カウ
ンターパート、ＣＰ）に加わっている。ＣＩＡＣとの間では汚職防止 3 をテーマに活動
を実施しており、２０２３年１０月には、法務省法務総合研究所国際協力部（ＩＣＤ）
等のご協力を得て本邦研修を実施した。
　近時、ベトナムにおける汚職防止の取組みは共産党主導の下で行われていると言われ
ることがある。このことは、当職が汚職防止に関する党の方針や文献を研究し、汚職に
関与したとされる党員の規律施行や刑事手続の報道に接する中で、日々実感している。
本稿ではまず、汚職防止の法令や党の文献の一部をご紹介し、汚職取締の各機関の役割
を概観した後、党の組織による活動を検討し、実際に摘発された汚職事件にも言及する
ことで、「汚職防止が党主導で行われている」とはどういう意味か考察したい 4。

２　ベトナムにおける汚職防止の歴史
　本論に入る前に、ベトナムにおけるこれまでの汚職防止の取組みについて大きな流れ
を確認しておく。本項の多くはグエン・タイン・フエン氏の論文 5 に基づいており、詳
細はそちらをご覧いただきたい。
　１９４５年のベトナム民主共和国（当時の北ベトナム）の独立宣言後、汚職取締の専
門機関として特別監査委員会と特別裁判所が設置され、特別監査委員会が汚職事件の摘
発・捜査・起訴を、特別裁判所がその審理を行っていた。その後、特別監査委員会は政
府の下に位置付けられ、捜査・起訴権限を失い、現在の政府監査院となっている。ベト
ナムは１９８６年にドイモイ政策を採択、市場経済への移行が始まり、経済発展ととも
に汚職の機会が拡大したとされる。
　２００３年の国連腐敗防止条約（ＵＮＣＡＣ）6 への加盟を経て、２００５年には汚職

1　本稿の見解は筆者の私見であり、ＪＩＣＡはもとより日本の法務省その他の組織を代表するものではない。ベトナ
ムの法令、共産党の文献等の内容についてはベトナム語の原典を参照されたい。なお、本稿掲載の情報は２０２３年
１２月３１日までの内容であり、報道等の二次、三次情報を含む上、一部は越語からの自動英訳を参照している。

2　党と国家機関の関係に関しては、ＩＣＤ ＮＥＷＳ第９６号（２０２３．９）４７頁以下の拙稿を参照。
3　「汚職防止」と訳した言葉の越語原文は「phòng, chống tham nhũng, tiêu cực」であり、「汚職（tham nhũng）」及び「消極（tiêu 

cực）」の「防止（phòng）」（prevention）、「反（chống）」（anti）の両方を含む。「消極」の意味については後述する。
4　ベトナムの汚職防止法制に関する論考として、国連アジア極東犯罪防止研修所（ＵＮＡＦＥＩ）の研究報告、「東南
アジア諸国の汚職防止法制」（２０２１年）２０７頁以下の「ベトナム社会主義共和国における汚職防止法制」（二子
石亮教官）がある。

5　同志社大学大学院博士論文「今日のベトナムにおける汚職・腐敗問題への取り組み：新たな模索と課題についての考
察」（２０２１年１１月）。指導教授は小山田英治教授。

6　「United Nations Convention against Corruption」。
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防止法を制定、同法に基づき「汚職防止中央指導委員会」を設立し、政府監査院・公安
省・最高人民検察院（ＳＰＰ）にはそれぞれ汚職取締部門が設置された 7。当初の汚職防
止中央指導委員会のヘッドは当時のグエン・タン・ズン政府首相であり、２００９年に
は「２０２０年までの汚職防止国家戦略」が発行された 8。
　２０１１年の第１１回党大会においてグエン・フー・チョン氏が共産党書記長に就
任し、特に２期目となる２０１６年以降は「đốt lò（焼却炉に火をつける）」というス
ローガンの下、幹部党員の処分を含む聖域なき反汚職闘争が展開されるようになった 9。
２０１８年には、２０１５年刑法と整合させるために新たな汚職防止法 10 が制定された

（以下、単に「汚職防止法」というときは２０１８年法を指す。）11。２０２１年１～２月
の第１３回党大会ではチョン書記長が三選された。同党大会決議や法・司法改革の新方
針（２０２２年１１月９日付中央執行委員会決議２７号）、汚職防止に関して新たに発
行された党の各文献、汚職防止中央指導委員会に関する報道記事を見ても、党の方針に
大きな変化は見られない。

３　ベトナムにおける汚職防止の法令
　本項では、汚職防止の法令について概観する。汚職防止に関係する法規範文書の一例
は以下である 12。

法律 下位規程など
２０１５年刑法（100/2015/QH13、
２０１７年に修正・補充）

汚職犯罪等の審理における刑法の諸規定の
適用を案内する最高人民裁判所裁判官評議
会決議０３号（03/2020/NQ-HĐTP）

２０１８年汚職防止法（36/2018/QH14） 汚職防止法の一部条項及び施行措置を詳細
に規定する政府議定５９号（59/2019/NĐ-
CP）
職務・権限を有する者の財産・収入の監視
に関する政府議定１３０号（130/2020/NĐ-
CP）

２０１８年告発法（25/2018/QH14） 告発法の一部条項及び施行措置を詳細に規
定する政府議定３１号（31/2019/NĐ-CP）

２０２２年監査法（11/2022/QH15） 監査法の一部条項及び施行措置を詳細に規
定する政府議定４３号（43/2023/NĐ-CP）

7　２００５年汚職防止法７５条１項参照。
8　ズン政府首相が署名した２００９年５月１２日付政府決議２１号（21/NQ-CP）によって発行された文書で、各省大臣、
汚職防止中央指導委員会の事務局長、省・中央直轄市人民委員会の主席等を名宛人とし、汚職・浪費の防止抑制の任
務を割り当てたもの。なお、「２０３０年までの汚職防止国家戦略」の策定に関する２０２２年１２月９日付首相決定
１５２１号が発行されている。

9　ズン氏は２０１１年に首相に留任したが、２０１６年の第１２回党大会では党中央委員から外れ、引退となった。
10　越語は「LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG」。
11　２０１５年刑法において民間部門の汚職が犯罪化された（３５３条６項、３５４条６項、３６４条６項）ことから、
２０１８年汚職防止法には企業等における汚職防止に関する章が新たに設けられた（７８～８２条）。

12　２０１５年刑法、２０１８年汚職防止法は「ベトナム六法」にて日本語仮訳を公開している。https://www.moj.go.jp/
housouken/houso_houkoku_vietnam.html
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　ベトナムでは、汚職犯罪の構成要件・罰則は全てが刑法典、つまり現在の２０１５年
刑法に規定されている。同法第２３章「職務に関する犯罪」第１節「汚職犯罪」（３５３
～３５９条）及び第２節「職務に関するその他の罪」のうち贈賄関係の犯罪（３６４～
３６６条）が典型である。また、責任不足により重大な被害を引き起こす罪（３６０
条）、故意に職務上の秘密を漏えいする罪等（３６１条）も汚職に関連して適用される
可能性がある。企業等（国有以外の企業・組織）で職務・権限を有する者も財産横領
罪、収賄罪の処罰対象になり、これらの者に対する贈賄も犯罪になる（３５３条６項、
３５４条６項、３６４条６項）。
　一方、犯罪の構成要件以外の汚職防止全般を規定する法律は汚職防止法である。汚職
防止法は２００５年に制定、２００７年及び２０１２年に一部が修正・補充され、現行
法は２０１８年１１月２０日に成立、２０１９年７月１日から施行されている。汚職防
止法は、汚職行為として国家区域の１２類型（財産横領、収賄、職務・権限濫用によ
る財産奪取など）、民間区域の３類型（財産横領、収賄、贈賄・賄賂の仲介等）を規定
し（２条）、汚職とは「職務・権限を有する者が利得のためにその職務・権限を利用す
る行為である」と定義する（３条１項）ほか、汚職防止に関する機関・組織・部門・企
業等の責任、国民の権利義務、宣伝、普及・教育等を規定している。単純な比較は難し
いが、日本における国会議員資産公開法、会計検査院法、公益通報者保護法、国家公務
員倫理規程、各企業における企業倫理規範など、汚職に関連する広汎な規制を包含する
ものと位置付けられる。汚職防止法の下位規程として、汚職防止法の一部条項及び施行
措置を詳細に規定する政府議定５９号が２０１８年汚職防止法の施行日に発行され、
２０１９年８月１５日に施行されている。同議定は、例えば、汚職防止法２３条の「利
益相反」の類型及びその対処方法について詳細を規定している。
　汚職防止法には、公務員等の財産・収入の開示義務が定められており、政府監査院な
どが財産・収入を監視すると規定されている（３０条以下）。政府議定１３０号は財産・
収入の開示に関するもので、開示義務の対象者の詳細等を規定している。
　また、汚職犯罪等の審理における刑法の諸規定の適用を案内する最高人民裁判所裁判
官評議会決議０３号は、例えば、財産横領罪や収賄罪で死刑判決を受けた者の減刑条件
である「横領、収賄した財産の少なくとも４分の３を主体的に返納する」という規定

（４０条３項ｃ））について具体例を用いて案内している。
　告発法は、一般市民が公務員による違法行為を各管轄機関に告発する手続等を定め、
監査法は、政府監査院ないし各級の監査機関による行政監査の実施等を定めており、い
ずれも汚職事件・事案の端緒に関するものとして重要である。
　その他、公務員の禁止事項や懲戒処分を定める幹部・公務員法（22/2008/QH12、
２０１９年に修正・補充）、汚職財産の回収に関する民事判決執行法（41/2019/QH14、
２０２２年に修正・補充）、汚職犯罪捜査の国際協力において重要な司法共助法

（08/2007/QH12）、マネーロンダリング防止法（14/2022/QH15）などが汚職防止の関係法
令として挙げられよう。
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４　汚職防止に関する共産党の文献
　次に、汚職防止に関する共産党の文献について検討する。党の文献の一例は以下のと
おりである。

日付 名称 内容
２０１１年
１月１９日

共産党規約 13 党員の権利・義務、入党手続、党の組織・機構、検
査・監察、規律施行等を定めた最も基本的な文献

２０２１年
２月１日

共産党第１３回全
国代表大会決議

２０２１年１～２月に開催された第１３回党大会の
決議、２０２１～２０２６年の党方針に関する最重
要文献

２０２２年
１１月９日

中央執行委員会決
議２７号（27-NQ/
TW）14

第１３回党大会決議、第１３期第６回中央執行委員
会総会等を踏まえたいわゆる法・司法改革の新方針

（従前の４８号・４９号決議の後継文献）
２０２２年
１１月２８日

中央執行委員会計
画１１号（11-KH/
TW）15

法・司法改革の新方針を実施するための計画であ
り、２０２６年までの各任務を党機関・国家機関内
の党組織に割り当てるための文献

日付 名称 内容
２０１４年
１月３日

政治局指示３３号
（33-CT/TW）

党員や各機関の指導者による財産の申告及び申告の
監視に対する党の領導強化に関する文献 16

２０１６年
５月１５日

政治局指示０５号
（05-CT/TW）17

第１１期の政治局指示０３号の実施を踏まえ、第
１２回党大会決議の実践において、ホー・チ・ミン
思想・教育の学習を強化し、それに従うために定め
られた文献（チョン書記長が署名）

２０１７年
５月２３日

中央執行委員会規
定８５号（85-QĐ/
TW）

政治局・書記局の管理に属する幹部の財産申告に対
する検査・監察に関する文献 18

２０１９年
９月２３日

政治局規定２０５
号（205-QĐ/TW）

第１２回党大会決議の実践において、幹部任務 19 に
おける権力の監視及び反・幹部任務における汚職 20

に関する文献（チョン書記長が署名）
２０２１年
６月２日

書記局指示０４号
（04-CT/TW）

第１３回党大会決議を踏まえ、汚職・経済事件にお
ける逸失・奪取財産の没収事業に関して党の領導
を強化するために発出された文献（当時のヴォー・
ヴァン・トゥオン書記局常任 21 が署名）

13　前掲ＩＣＤ ＮＥＷＳ第９６号（２０２３．９）６７頁以下に仮訳あり。
14　ＩＣＤ ＮＥＷＳ第９５号（２０２３．６）４９頁以下に仮訳あり。特に、「ＩＶ－任務及び解決法」のうち、「８．
国家権力統制制度の完備、汚職・消極的現象の防止の促進」の項を参照。

15　前掲ＩＣＤ ＮＥＷＳ第９５号（２０２３．６）６２頁以下に仮訳あり。
16　幹部・党員・公務員・職員による財産の申告及び申告の監視は汚職防止の重要な解決策との観点から、機関・組織・
単位の指導者に対しその厳格な実施を指示するもの。

17　２０２１年５月１８日付で、同指示の継続に関する政治局結論０１号（01-KL/TW）が発行されている。
18　政治局・書記局・中央検査委員会等による検査・監察において、政治局・書記局の管理に属する幹部は要求に従って十分・
忠実・適時に報告し、関連する情報・資料等を提供しなければならないことや、違反の処理などを規定。

19　越語は「công tác cán bộ」であり、組織における採用・配置・評価・研修・免任などいわゆる人事業務を指す。
20　越語は「chạy chức, chạy quyền」。職位・権力を得るために不当な手段（例えば、コネや賄賂）を用いるという意味。
21　越語は「Thường trực」、漢越語は「常・直」。日本語の常設という意味に近く、「常任」と訳されることが多い。役職
に用いられる場合、筆頭のようなニュアンスがあると理解している。
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２０２１年
９月１６日

中央執行委員会規
定３２号（32-QĐ/
TW）

２０１３年２月１日付中央執行委員会決定１６２号
等に基づき、汚職防止中央指導委員会の任務・権限
等について定めた文献（チョン書記長が署名）

２０２１年
１０月２５日

中央執行委員会結
論２１号（21-KL/
TW）

マルクス－レーニン主義及びホー・チ・ミン思想に
沿い、党員の「自演変 22」、「自転化 23」を阻止・厳正
対処することを目的とした、第１３期第４回中央執
行委員会総会の結論の文献（チョン書記長が署名）

２０２１年
１０月２５日

中央執行委員会規
定３７号（37-QĐ/
TW）

第１３期第４回中央執行委員会総会の議論を踏ま
え、党規約、憲法等に基づき、党の規律強化等を目
的に１９の党員の禁止事項を定めた文献（チョン書
記長が署名）

２０２１年
１１月３日

中央執行委員会規
定４１号（41-QĐ/
TW）

党規約、党の幹部任務に関する規定等に基づき、党
幹部に対する免任 24・辞職について定めた文献（トゥ
オン政治局員が署名）

２０２２年
３月８日

汚職防止中央指導
委員会規定１６号

（16-QD/BCDTW）

党規約、検査・監察に関する党の規定等に基づき、
汚職防止中央指導委員会の常任機関であるＣＩＡＣ
の提案を審査し、同委員会による検査・監察につき
規定した文献（チョン書記長が署名）

２０２２年
４月６日

政治局結論通知
１２号（12-KL/
TW）

２０１６年１２月２６日付政治局結論１０号等に基
づき、プロパガンダ・教育・節約文化の構築、汚
職・消極が生じやすい分野における権力抑制メカニ
ズムの完備、競売・入札・土地・金融・証券等の法
規範文書の不備の是正等の汚職防止における党指導
力を強化するための文献

２０２２年
６月２日

中央執行委員会規
定６７号（67-QĐ/
TW）

党規約、第１３期第５回中央執行委員会総会決議等
に基づき、省・中央直轄市の汚職防止指導委員会の
任務・権限等を定める文献（当時のトゥオン書記局
常任が署名）

２０２２年
８月１日

汚職防止中央指導
委員会ガイドライ
ン２５号（25-HD/
BCÐTW）

前記中央執行委員会規定３２号、中央執行委員会結
論２１号等に基づき、「消極」の意義等を含む、同
規定３２号を案内する文献（汚職防止中央指導委員
会副委員長常任のファン・ディン・チャックＣＩＡ
Ｃ委員長が署名）

２０２２年
９月８日

政治局結論通知
２０号（20-TB/
TW）

中央組織委員会の提議を検討した結果の、規律施行
後に政治局・書記局の管理下に属する幹部に対する
仕事の配置に関する文献（トゥオン政治局員が署
名）25

22　越語は「tự diễn biến」、幹部・党員の心の中で社会主義的・革命的な思想が衰退し、資本主義的・消極的なものが取っ
て代わること。

23　越語は「tự chuyển hóa」、自演変の結果、幹部・党員の政治的観点・道徳・生活が変質してしまい、前衛・模範とし
ての役割を果たさなくなるばかりか、党や国家に対する敵対勢力に加わるようにさえなること。

24　同規定によれば、「免任（miễn nhiệm）」とは、任期未了又は任命期間未了時点で、任務の要求を満たしていない、威
信を低下させた、罷免の規律のレベルには至っていないものの違反があったことを理由として、権限を有する者が幹
部の職務継続の停止（thôi giữ chức vụ）を決定することをいう。

25　同通知には、「“có vào, có ra”, “có lên, có xuống”」（あえて訳せば、「入る者がいれば出る者がいる、昇る者がいれば降
りる者がいる」）という幹部人事に関するモットーが掲げられており、能力不足や威信失墜によって規律を受けた幹部
を任期満了や任命期間終了を待たずに適時に交代させると同時に、それら幹部に修正、欠点の克服等の機会を持てる
ような条件を作ることなどが狙いとされている。
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２０２３年
２月２日

政治局規定９６号
（96-QĐ/TW）

政治システムにおける指導・管理の職名・職務に対
する信任投票に関する文献（トゥオン政治局員が署
名）

２０２３年
７月１１日

政治局規定１１４
号（114-QĐ/TW）

幹部任務における権力の監視、汚職防止に関する文
献（チュオン・ティ・マイ政治局員が署名 26）

２０２３年
１０月２７日

政治局規定１３１
号（131-QĐ/TW）

党規約等に基づき、検査・監察・党の規律施行及び
監査・会計検査活動における権力の監視・汚職防止
に関する文献（マイ政治局員が署名）

同日 政治局規定１３２
号（132-QĐ/TW）

党規約等に基づき、捜査・起訴・審理・判決執行の
活動における権力の監視・汚職防止に関する文献

（マイ政治局員が署名）

　汚職防止に関する党の文献は多い。上記文献につき、全ての内容を確認できたわけで
はないが、幾つかコメントをしておく。
　第一に、党内の規律強化の傾向が継続ないし強化されていることである。チョン書記
長体制において聖域なき反汚職闘争が展開されていると前述したが、近時の党の文献、
例えば、党員の禁止事項を定めた中央執行委員会規定３７号（概要に関しては本稿末
尾の別紙１を参照 27）、党幹部に対する免任・辞職について定めた中央執行委員会規定
４１号、規律施行後の幹部処遇に関する中央執行委員会通知２０号（別紙２を参照）な
どは、党として党規違反者を厳しく取り締まる方針を改めて示したものと評価すること
が可能で、実際、これらを適用して党幹部に対する厳格な処分が下されている。
　第二に、汚職防止中央指導委員会ガイドライン２５号（別紙３を参照）は、汚職防止
中央指導委員会の任務・権限等を定めた中央執行委員会規定３２号の案内文書として発
行されたものであるが、その中で「消極（tiêu cực）」とは何かについて言及されている
点が興味深い。すなわち、「幹部・党員・公務員・職員の消極とは、党の規約・綱領・
決議・規制・規定・指示・結論…（以下「党の規定」）、国家の法令、ベトナム祖国戦線
の規約、党・国家から任務を委託された政治－社会組織及び会議体の規約に違反し；道
徳の標準・行動準則に違反し、民族の善良な伝統文化、党・国家の威信に悪影響を及ぼ
す行為、幹部・党員・公務員・職員の隊列を腐敗させる行為、人民の信念を低下させる
行為、社会経済の発展過程を阻害する行為である。その中でも、最も明らかな消極の表
れは、幹部・党員・公務員・職員の政治思想・道徳・生活様式の衰退であり、何よりも
まず政治システム内の幹部指導者及び上級管理職のそれである。」と記載されており、
これは、いわゆる汚職行為（前記汚職防止法の規定を参照）よりも広い概念と考えられ
る。同ガイドラインに「消極の事案とは、本ガイドライン第３部に定める幹部・党員・
公務員・職員の消極行為に関連する幹部・党員・公務員・担当職員による刑事事件（汚
職事件以外）である。」との記載があること、列挙されている１９の消極行為の内容か

26　２０２３年３月にトゥオン氏が国家主席に任命され、マイ政治局員・中央組織委員長が書記局常任を兼務するよう
になった。

27　本稿末尾の各別紙は、当職ないしプロジェクトスタッフが作成したメモであり、時間の制約等から翻訳の正確性は
担保されていない。いずれも抜粋で、本文を理解するための補助資料であることをご理解いただきたい。
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らすれば、「消極」とは、汚職犯罪に至らないまでも国民の党への信頼を失わせるよう
な不当な行い、ひいてはそのような悪弊を生み出す土壌として、思想・道徳の衰退をも
含むものと理解される。汚職防止中央指導委員会の名称に「消極」が追加されたのは、
同委員会がチョン書記長ヘッドの党の組織に改組されてからである。チョン書記長は理
論派と言われているが、最近の文献にはマルクス－レーニン主義及びホー・チ・ミン思
想に基づく思想教育に関連して同人が署名するものも散見される。これらの事情を考慮
すると、近時の汚職防止の取組みの特徴として、理論的支柱を伴った党内の規律強化が
トップダウンで実行されている可能性を指摘することができる。
　第三に、幾つかの党の文献については今後改訂されて後継文献が発行される、もしく
は、下位文献による具体化がなされる可能性がある。例えば、財産申告に関する政治局
指示３３号については、２０２３年７月１１日、同指示の実施を総括する会議がヴォー・
ヴァン・ズンＣＩＡＣ副委員長常任らの主宰で行われ、編集チームに対して期限まで
に報告書を完成させ、政治局に提出するよう要求がなされている。また、政治局規定
１３１号・１３２号は権力の監視・汚職防止に関する文献であるが、検査・監察・党の
規律施行・監査・会計検査の活動における２２の汚職・消極行為、そして、捜査・起
訴・審理・判決執行の活動における２８の職務・権限の濫用、汚職・消極行為をそれぞ
れ列挙し、これら違反を厳しく処理するため、今後、中央検査委員会や、政府監査院・
国家会計検査院の各党幹事委員会、中央公安党委員会や最高人民裁判所（ＳＰＣ）・Ｓ
ＰＰ・司法省の各党幹事委員会、ベトナム弁護士連合会（ＶＢＦ）の党団などの党組織
がこれら規定の具体化を行うとされている。上記各活動における権力の監視・汚職防止
に関する規定を発行することは、中央執行委員会決議２７号（法・司法改革の新方針）
に明記され、中央執行委員会計画１１号によってＣＩＡＣに対して２０２３年中に政治
局へ助言する任務が割り当てられており、同計画に従ったものと考えられる。特に政治
局規定１３２号は、捜査・起訴・審理の刑事訴訟手続に関係する重要な文献であり、現
行プロジェクトの各ＣＰ内の党組織に任務が下りてきていることから、今後新たな法規
範文書の発行につながる可能性もあり、注目している。
　なお、２０２３年２月、党設立９３周年と汚職防止中央指導委員会設立１０周年に際
し、チョン書記長の汚職防止に関する本 28 が発表された。ＣＩＡＣと国家政治・事実出
版社が共同で、党トップかつ汚職防止中央指導委員会トップであるチョン書記長の指示
を体系化し、汚職防止活動における党の清廉かつ強固なイデオロギーを表したものとさ
れ、その後、各党組織・国家機関、各地方で普及・宣伝活動が行われている。

28　タイトルの越語は「Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước 
ta ngày càng trong sạch, vững mạnh」、漢越語を基にした直訳は「堅決・堅持な防止及び反汚職・消極の闘争、ますます清廉・
強固な党及び我が国家の建設への貢献」。
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５　ベトナムにおける汚職取締機関
⑴　汚職事件の刑事手続の概要

　次に、汚職事件の刑事手続、汚職を取り締まる各機関について検討する。
　汚職事件の刑事手続は、基本的に通常の刑事事件と同様であり、例えば、以下のよ
うなフローが考えられる 29。

監査・告発 立件 捜査 起訴 審理

　すなわち、①政府監査院が監査法に基づく行政監査、告発法に基づく違法行為の告
発の受理・調査等を行い、汚職事案の端緒を発見、刑事処罰相当の事案を捜査機関に
送付する、②公安の捜査機関が立件・捜査し、事件を人民検察院に送付する、③人民
検察院が起訴する、④人民裁判所が審理するという流れである 30。現在のベトナムに
は汚職取締の専門機関は存在しない。公安の捜査機関や検察院が通常の刑事事件と同
様の手続で汚職事件の摘発・処理を行っており、この点は日本と共通している。

⑵　政府監査院
　政府監査院 31 は、政府に直属する省（Ministry）同格機関であり、２０１８年４月
９日付政府議定５０号に任務・権限等が定められている。汚職防止における任務につ
いては汚職防止法８４条２項に規定がある。
　監査法の規定によれば、監査機関には政府監査院のほか、省（Province）級以下の
地方の監査機関、各省（Ministry）の監査機関等があり、行政監査（国家機関の管理
下にある組織・個人の権限行使等を対象とする監査）などを実施している。政府監査
院は、政府の監査事業を補佐し、各地方や各級の監査機関に対して監査計画の作成を
案内するとともに、広範・複雑な事案を自ら監査する。
　また、政府監査院は、告発法の規定に従い、全国規模の国家管理に関する違法行
為（公務員以外の組織・個人も含む）の告発を政府が受理する窓口となり、調査を行
い、汚職など犯罪の兆候がある事案について捜査機関に立件を建議する 32。

29　前掲フエン氏の論文１０３ページの図などを参考に筆者が作成。
30　監査活動の過程で発見された犯罪及び立件建議の解決に関する情報交換における捜査機関・検察院・監査機関の協
力を規定した２０１８年１０月１８日付最高人民検察院・公安省・国防省・政府監査院の合同通達（03/2018/TTLT-
VKSNDTC-BCA-BQP-TTCP）参照。

31　越語は「Thanh tra Chính phủ（清査・政府）」。英語は「Government Inspectorate (GI)」、日本語では「政府監察院」、「政
府監査委員会」とも呼ばれる。

32　各省（Ministry）や省（Province）級人民委員会はそれぞれの管轄下の告発を処理し、その結果を政府に報告、政府は毎年、
国会・国会常務委員会・国家主席・ベトナム祖国戦線中央委員会に報告する。なお、ＳＰＣ・ＳＰＰは管轄下の告発
処理について国会への報告書を政府に提出し、省級人民裁判所・人民検察院は管轄下の告発処理について人民評議会
への報告書を同級の人民委員会に提出することとされている。

政府監査院
公安省の捜査機関

各級公安の捜査機関
最高人民検察院
各級人民検察院

最高人民検察院の捜査機関 最高人民検察院

人民裁判所

国家会計検査院
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⑶　国家会計検査院
　国家会計検査院 33 は、２０１５年国家会計検査法（２０１９年に修正・補充）に基
づき会計検査を行う国家機関であり、毎年の会計検査計画を決定、その実施前に国会
に報告すると規定されている。汚職の兆候を有する事件で会計検査を行う責任を有す
る 34。

⑷　公安の捜査機関
　公安の捜査機関については、２０１５年刑事捜査機関組織法（２０２１年に修正・
補充）に規定されており、中央レベルの公安省と地方レベルの省級公安に治安捜査機
関 35（国家の安全を侵害する罪、戦争犯罪などを処理）が、公安省と省級及び県級公
安に警察捜査機関 36（刑法第１４～２４章の罪などを処理）がそれぞれ存在する。公
安省傘下の警察捜査機関は全国規模の複雑な事件を取り扱い、特に汚職犯罪（刑法第
２３章）の担当部局として「汚職・経済・密輸犯罪警察捜査局」（通称「Ｃ０３」）37

が設けられている。各級の公安の捜査機関は、２０１５年刑事訴訟法（２０２１年に
修正・補充）の規定に基づき、刑事事件の立件・捜査の権限を有する 38。

⑸　人民検察院
　人民検察院は、刑事事件の公訴権を行使するとともに、捜査機関の立件・捜査活動
を検察する権限を有する（刑事訴訟法、２０１４年人民検察院組織法）。通常の汚職
事件は公安が捜査を行い、公安省の捜査機関はＳＰＰの第５局（汚職・職務事件の公
訴権の行使及び捜査の検察局）39 に送付し、省級の公安（例えば、ハノイ市公安局）
は同級の人民検察院（同じく、ハノイ市人民検察院）に事件を送付し、各級の人民検
察院がその適法性をチェックし、起訴している 40。
　他方、司法活動において発生した刑法第２３章（職務関連犯罪）、２４章（司法活
動侵害罪）の事件に関して犯罪者が捜査機関・人民検察院・人民裁判所等に所属する
場合は、ＳＰＰの捜査機関 41 が捜査権限を有し、その公訴権の行使及び捜査の検察は
ＳＰＰの第６局（司法活動において発生した司法活動侵害・汚職・職務事件の公訴権
の行使及び捜査の検察局）42 が行っていると考えられる。
　なお、各級の人民検察院が起訴した場合、事件は同級の人民裁判所に係属するが、
ＳＰＰが起訴した場合は、下級検察院（例えば、ハノイ市人民検察院）が公訴権の行
使及び第一審の審理の検察を担当する決定がなされ、同審級の人民裁判所（同じく、

33　越語は「Kiểm toán nhà nước Việt Nam」。
34　汚職防止法８７条。
35　越語は「Cơ quan An ninh điều tra」。
36　越語は「Cơ quan Cảnh sát điều tra」。
37　越語は「Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu」。
38　汚職防止法８４条３項参照。
39　越語は「Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án tham nhũng, chức vụ (Vụ 5)」。
40　刑事訴訟法２３２条４項参照。
41　越語は「Cơ quan điều tra Viện kiểm sát Nhân dân tối cao (Cục 1)」。人民検察院組織法２０条、刑事捜査機関組織法３０
条２項、汚職防止法８６条１項。

42　越語は「Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án xâm phạm hoạt động tư pháp, tham nhũng, chức vụ xảy ra trong 
hoạt động tư pháp (Vụ 6)」。
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ハノイ市人民裁判所）において第一審の審理が行われることになる 43。
⑹　人民裁判所

　人民裁判所は、各級の人民検察院に対応して設置されており、起訴された刑事事
件を審理し（公判を含む）、判決を下す権限を有する（刑事訴訟法、２０１４年人民
裁判所組織法）。汚職犯罪に関する特別の法廷はなく、一般刑事事件と同様の手続に
よって審理が行われる。ＳＰＣは、汚職事件の監督審・再審を行い、下級裁判所の審
理を監督し、法令の統一的適用を確保する責任を有する 44。

⑺　汚職防止中央指導委員会
ア　沿革

　汚職防止中央指導委員会 45 は、もともと、２００５年汚職防止法に基づき、同法
が施行される２００６年に設置された 46。２００５年汚職防止法７３条は、同委員
会は「政府首相の指導・監督の下に活動を行い、その組織・任務・権限・活動規制
は国会常務委員会によって決められる」と定めており、もともとは党の組織ではな
く国家機関として位置付けられていた 47。
　２０１１年１月、第１１回党大会においてチョン氏が書記長に選出された。同党
大会では新たな政治綱領及び党規約が採択された。同年１２月末の第１１期中央執
行委員会第４回総会決議の中には「中央組織委員会は、汚職防止中央指導委員会の
業績を評価し、それによってその運営の質を向上させるための改善を提案する」と
の記載があり 48、２０１２年５月の第５回総会では、汚職防止中央指導委員会は政
府ではなく党の政治局の下に直属されることが表明された。同年１１月２３日、
２００５年汚職防止法を修正・補充する法律が国会で成立、２００５年汚職防止法
７３条が無効化され（修正・補充法の１条の２５）、同修正・補充法が施行される
２０１３年２月１日付で、汚職防止中央指導委員会はチョン書記長をヘッドとする
党の組織に改組された 49。その後、現在に至るまで、共産党トップのチョン書記長
が汚職防止中央指導委員会を率いている。

イ　構成員
　現在の汚職防止中央指導委員会の構成員は以下のとおりである。

43　刑事訴訟法２３９条１項参照。
44　汚職防止法８６条２項。
45　現在の名称は「Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực」、直訳は「防止及び反汚職・消極に関す
る中央指導委員会」。

46　設立当時の名称は「Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng」。
47　２００６年７月２８日付首相決定１００９号（1009/QĐ-TTg）も参照。
48　背景として、ズン首相自身が国有企業と深い関係を有しており、汚職の摘発が思うように進まなかった可能性が指
摘されている（ベトナム「繁栄と幸福」への模索―第１３回党大会にみる発展の方向性と課題―（アジア経済研究所、
２０２２）６頁）。

49　２０１３年２月１日付中央執行委員会決定１６２号（162-QĐ/TW）参照。同文献においては、汚職防止中央指導委
員会の名称に「消極（tiêu cực）」が追記されている。
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役職 氏名 党の役職、
国家機関等の役職

委員長 グエン・フー・チョン 書記長
副委員長常
任

ファン・ディン・チャッ
ク

政治局員兼書記局員、ＣＩＡＣ委員長

副委員長 チュオン・ティ・マイ 政治局員兼書記局常任、中央組織委員会委員
長

トー・ラム 政治局員、
公安大臣

チャン・カム・トゥー 政治局員兼書記局員、中央検査委員会主任
グエン・ハック・ディ
ン

党中央委員、
国会副議長

委員 グエン・ホア・ビン 政治局員兼書記局員、
ＳＰＣ長官

ルオン・クオン 政治局員、
ベトナム人民軍政治総局主任

グエン・チョン・ギア 書記局員、中央宣教委員会委員長
ドー・ヴァン・チエン 書記局員、

ベトナム祖国戦線中央委員会主席
レー・ミン・フン 書記局員、党中央官房長官
ヴォー・ヴァン・ズン 党中央委員、ＣＩＡＣ副委員長常任
レー・ミン・チー 党中央委員、

ＳＰＰ長官
ゴー・ヴァン・トゥア
ン

党中央委員、
国家会計検査院総官

レー・ティ・ガー 党中央委員、
国会常務委員会委員、国会司法委員会主任

ドアン・ホン・フォン 党中央委員、
政府監査院総官

レー・タイン・ロン 党中央委員、
司法大臣

ウ　任務・権限等
　汚職防止中央指導委員会の任務・権限等は前記中央執行委員会規定３２号 50 に規
定されており、党の方針に基づく一般的な指導から、個別具体的な事件処理の直接
の指導まで広汎な権限を与えられている（別紙４を参照）。主な任務は、制度・政
策・法令等に関する理念・方針の提案、党の方針・政策・国家の法令の宣伝の指
導、汚職・消極に関する情報提供の案内から、それら党の方針等の実施における各
レベルの党委員会・組織に対する指導・検査のほか、中央直下の各党委員会及び組
織に対する検査・捜査・起訴・審理・判決執行の指導などである。また、その権限

50　２０１９年１２月２５日付中央執行委員会規定２１１号（211-QĐ/TW）に代わるもの。
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には、全レベルの党組織に対する報告要求、党組織内に汚職・消極の兆候がある場
合の検査・捜査・処理の指導のほか、検査・捜査・起訴・審理・判決執行の実施機
関に対する事件・事案の処理要求に加えて、深刻・複雑又は世論が関心を有する汚
職・消極の事件・事案の処理を直接指導する権限までが含まれている。
　なお、前記中央執行委員会規定６７号に基づき、全国６３の省・中央直轄市に省
級の汚職防止指導委員会 51 が設立されており、汚職防止中央指導委員会の指導を受
けながら、各地方における事件・事案の処理を指導している。

エ　活動状況
　汚職防止中央指導委員会は、６か月ごと定期開催すると規定されており、
２０２３年８月１６日にチョン書記長の主宰で第２４回が開催された。同会議で
は、２０２３年上半期及び第１３回党大会任期前半の汚職防止活動に関する議論が
行われ、２０２３年下半期及び今後の主要課題が決定された。また、汚職防止中央
指導委員会は３か月に１回、委員長及び各副委員長から成る常任指導委員会を定期
開催すると規定され、同年１１月２２日に同委員会が開かれている。
　なお、汚職防止中央指導委員会は、６か月に１回又は要求に応じて活動結果を政
治局・書記局に報告することとされている。
　参考までに、２０１３年以降の汚職防止中央指導委員会の開催実績を記載してお
く（第２４回の概要については別紙５を参照）。

会期 開催時期
第１回 ２０１３年　２月　４日
第２回 ２０１３年　３月２６日
第３回 ２０１３年　７月１７日
第４回 ２０１３年１２月２５日
第５回 ２０１４年　７月　９日
第６回 ２０１４年１２月２９日
第７回 ２０１５年　５月１４日
第８回 ２０１５年　９月２８日
第９回 ２０１６年　１月１４日

第１０回 ２０１６年　４月２９日
第１１回 ２０１６年１２月２８日
第１２回 ２０１７年　７月３１日
第１３回 ２０１８年　１月２２日
第１４回 ２０１８年　８月１６日
第１５回 ２０１９年　１月２１日
第１６回 ２０１９年　７月２６日
第１７回 ２０２０年　１月１５日

51　越語は「Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương」。省・中央直轄市の党委書
記が委員長を、副書記常任、内政委員会委員長、検査委員会主任、公安局局長らが副委員長を務める。
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第１８回 ２０２０年　７月２５日
第１９回 　　　　　　　　２０２１年　１月 52

第２０回 ２０２１年　８月　５日
第２１回 ２０２２年　１月２０日
第２２回 ２０２２年　８月１７日
第２３回 ２０２３年　１月１２日
第２４回 ２０２３年　８月１６日

⑻　中央内政委員会
　中央内政委員会（ＣＩＡＣ）53 は党の組織であり、現在の任務・権限等は、２０２０
年１月２日付政治局決定２１６号に定められている（別紙６を参照）54。内政、汚職防
止、司法改革の３つの分野 55 に属する方針・政策に関して中央執行委員会（平常時は
政治局・書記局）の業務を参謀・補佐するとともに、汚職防止中央指導委員会と司法
改革中央指導委員会の常任機関 56 を務める。すなわちＣＩＡＣは、これら党の中央レ
ベルの委員会の事務局機能を担っており、各会合の準備、例えば、前回会議以降の活
動報告の取りまとめ、今後の課題の洗出し、それらの委員への事前説明、会議当日の
運営等を行っていると考えられる。また、３分野の広範な任務を遂行するため、ＣＩ
ＡＣには、中央の各内政機関・司法機関（ＳＰＰ、ＳＰＣ等が含まれると思われる）
や各級の委員会に対して報告を求め、必要に応じて国家機関内の党組織や省級の級委
員会の会議に参加する権限を与えられている。さらに、前記中央執行委員会規定３２
号によれば、ＣＩＡＣは、汚職防止中央指導委員会の常任機関として、深刻・複雑又
は世論が関心を有する汚職・消極の事件・事案の処理方針について汚職防止中央指導
委員会、常任指導委員会に提案し、必要に応じて、それら事件・事案の捜査・起訴・
審理・判決執行の過程における問題を解決するために汚職防止中央指導委員会又は常
任指導委員会、委員長に具体的な解決策を提案する任務・権限を有する。

⑼　中央検査委員会
　中央検査委員会 57 も党の組織である。中央検査委員会は中央執行委員会によって選
ばれ、その任務は、党規約に従い、党による検査・監察・規律施行に関して中央執行
委員会・政治局・書記局に助言・支援し、政治綱領、党規約、党の決議・指示、党の
各組織原則、国家の法令の執行における違反の兆候がある場合に党員・下部党組織を
検査するものとされる。中央レベルの中央検査委員会、省級以下に各級の検査委員会
があり、それぞれ、党規約や党員の任務実施に対する違反の兆候を検査し、党の規定

52　詳細な開催時期は不明。
53　越語は「Ban Nội chính Trung ương」、漢越語は「班・内政・中央」。英語は「Central Commission for Internal Affairs」であり「Ｃ
ＣＩＡ」と略されることがある。

54　現在のＣＩＡＣは２０１２年１２月２８日付政治局決定１５８号（158-QĐ/TW）に基づいて設立され、その後、決
定２１６号が発行された。

55　ＣＩＡＣウェブサイトのトップページ（https://noichinh.vn/）には、３分野の活動状況がアップデートされている。
56　越語は「Cơ quan Thường trực」、漢越語は「機関・常直」。中央指導委員会や常任指導委員会の会期と会期の間に事務
を取り扱う常設の事務局のようなものと理解している。

57　越語は「Ủy ban Kiểm tra Trung ương」。
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に従った道徳等の実施を監察する。
　中央検査委員会の重要な任務の一つは、党員・党組織に対する検査である。党規約
第７章によれば、中央レベルの中央検査委員会、地方レベルの検査委員会（例えば、
省級のハノイ市党委検査委員会、県級のバーディン郡党委検査委員会）は違反の兆候
のある党員（同級の党委委員を含む）及び下級の党組織を検査し、同級の党委委員、
同党委が管理する幹部、下級の党組織における道徳等の実施を監察する。そして、規
律違反を認めた場合に決定等を行い、党委が規律を施行するよう提議する。党員に対
する規律施行は譴責・警告・革職 58・除名の４種類であり、違反党員に対する規律施
行の管轄権はそれぞれの級に対応して定められている。基本的には、党委委員に対す
る規律施行は当該党委が、党委委員以外の党員に対する規律施行は同級の検査委員会
が行っていると考えられる 59。
　中央検査委員会は、たとえ相手が政治局・書記局が管理する幹部 60 であっても検査
を行い、汚職・消極行為（例えば、財産申告違反や党員の禁止行為）を認めた場合、
政治局・書記局に規律施行の検討を提議する権限を有しており、党内規律の側面にお
いて汚職取締の大きな役割を担っている。２０２３年１２月２７日には、２０２３年
の検査・監察活動を総括し、２０２４年の任務を展開するための会議が書記局におい
て開催された。チュオン・ティ・マイ書記局常任が主宰し、中央検査委員会主任（委
員長）・副主任以下が出席した同会議では、党員の規律施行等の実績について報告が
なされた。
　なお、中央検査委員会は１～２か月に一度会議を開き、その都度、党幹部に対する
規律施行を検討・提議し、その結果を公表している。以下は、２０２２年以降の会議
の開催実績である（第３２回の概要については別紙７を参照）。

会期 開催時期
第１１回 ２０２２年　１月１２日～１３日
第１２回 ２０２２年　３月　２日～　４日
第１３回 ２０２２年　３月２８日～３１日
第１４回 ２０２２年　４月１９日～２０日
第１５回 ２０２２年　５月１６日～１７日
第１６回 ２０２２年　６月２０日～２２日
第１７回 ２０２２年　７月１３日～１４日
第１８回 ２０２２年　８月１０日～１１日
第１９回 ２０２２年　９月　６日～　８日
第２０回 ２０２２年　９月２３日、２６日
第２１回 ２０２２年１０月１８日～１９日

58　革職は除名と異なり、党籍は剝奪されないものの、党の役職を解かれるという意味と理解される。
59　例えば、党中央委員に対する規律処分は中央執行委員会が、政治局・書記局の管理に属する幹部である党員に対す
る規律処分は政治局・書記局が決定し、中央検査委員会は中央レベルの党委の管理に属する幹部と直接の下級党委委
員である党員の譴責・警告を決定する（党規約３６条参照）。

60　２０２２年５月５日付政治局結論３５号（35-KL/TW）参照。
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第２２回 ２０２２年１１月　１日～　２日
第２３回 ２０２２年１１月２９日～３０日
第２４回 ２０２２年１２月２０日～２１日
第２５回 ２０２３年　１月１０日～１２日
第２６回 ２０２３年　２月２０日～２１日
第２７回 ２０２３年　３月２１日～２２日
第２８回 ２０２３年　４月１２日～１３日
第２９回 ２０２３年　６月１２日～１５日
第３０回 ２０２３年　７月１２日～１３日
第３１回 ２０２３年　８月１６日～１７日
第３２回 ２０２３年　９月１９日～２０日
第３３回 ２０２３年１１月１４日～１６日
第３４回 ２０２３年１２月１８日～２０日

⑽　小括
　以上のとおり、汚職取締機関としては国家機関及び党の組織が存在する。ベトナム
において国家機関のトップはいずれも党の高級幹部であり、特に、汚職防止に関する
国家機関の長は全員が政治局員ないし党中央委員である上、汚職防止中央指導委員会
の構成員である。汚職防止中央指導委員会は、深刻・複雑又は世論が関心を有する汚
職事件や、党及び国家に対する国民の信頼を損なう汚職以外の消極事案について、党
の組織のみならず、監査・捜査・起訴・審理・判決執行等を実施する機関に対して汚
職・消極の事件・事案の処理を要求し、具体的な事件・事案の処理の方針について直
接指示する権限を与えられている。同委員会の会議では、幾つかの大規模汚職事件の
処理について捜査・起訴・審理の期限が指示され、その進捗確認及び処理促進に対す
る指導がなされており、実際に、捜査機関、人民検察院、人民裁判所はその期限を遵
守しているように見える 61。
　また、汚職で摘発される幹部の多くは党員であるため、刑事手続とは別に党員の規
律施行のフローが存在する。すなわち、党の中央検査委員会は、たとえ中央直属の党
幹部であっても汚職行為を認めた場合は規律施行を提案するなど重要な役割を果たし
ている。重大な汚職事件の当事者については、中央検査委員会の提案に基づき党の規
律施行が検討され、その後、逮捕・起訴されるケースが存在し、このような汚職摘
発・処理における党の規律施行と刑事手続の二重構造がベトナムの特徴であると言え

61　ＣＩＡＣ本邦研修の際、汚職防止中央指導委員会が個別事件に関してどの範囲まで指導するのかについて議論になっ
た。研修員の説明は次のとおり。「ＣＩＡＣは汚職防止中央指導委員会の事務局として、６か月ごとの活動計画を立て
ている。中央の各司法機関に党の方針・規則、国家の法令を遵守するよう指導するとともに、地方の司法機関の遵守
状況に関する報告書を提出させる。報告書には汚職事件の数や傾向も記載させる。報告を取り扱う過程で各地方にお
ける汚職事件の内容を把握し、どの事件を汚職防止中央指導委員会で取り扱い、どの事件を省級の汚職防止指導委員
会に追跡させるかなど選択と集中を行う。特に重大で世論の関心の高い事件、複数の地方・省庁にまたがる事件、捜
査機関と裁判所の意見が食い違うような事件はＣＩＡＣがその事件の内容を汚職防止中央指導委員会に報告し、方針
決定を仰ぐ。個別事件の罪名・量刑は裁判所に任せるが、党の方針・規則、国家の法令に従い、事件規模や社会的影
響の程度を考慮してこのくらいの処理が適当といった指導は行う。あくまで公平な裁判を行うための指導なので、個
別の被告人について終身刑とか懲役２０年とか具体的な量刑には関与しない。一方で、きちんと捜査機関に供述し、
弁償し、反省の態度を示した被告人の量刑においては、それらの事情を考慮するようにという指導は行う。」
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る。その背景に、共産党一党支配体制ゆえの「党≒国家機関」という実態が存在する
ことは想像に難くない。
　汚職防止中央指導委員会は、名実共にベトナムにおける汚職防止の最高機関であ
り、中央検査委員会以下の党の組織の活動内容も併せて考えると、「汚職防止が党主
導で行われている」という意味を理解できるのではないかと思う。したがって、前掲
の汚職事件の刑事手続のフローは、党の組織を追記して、以下の図のように再構成で
きるだろう。

汚職防止中央指導委員会
中央内政委員会

刑事手続
監査・告発 立件 捜査 起訴 審理

党員の規律施行

※灰色網掛けは共産党の組織

６　汚職事件の具体例の検討
　本項では、具体例として、幾つかの汚職事件を取り上げて検討する。個別の事件に言
及するが、あくまで、これまで述べてきた党の規律施行と刑事手続の関係を理解するこ
とが目的である 62。
⑴　コロナ特別便に関する汚職事件

ア　事件の概要
　コロナ禍の２０２０～２０２１年に運航された海外からベトナムへの帰国者向け
特別航空便の運航認可をめぐり、旅行会社社長等が便宜を図ってもらう見返りに外
務省関係者らに賄賂を贈った一連の贈収賄事件であり、国内外で大きく報道され
た。収賄罪に問われたトー・アイン・ズン外務次官やヴー・ホン・ナム駐日大使ら
のほか、事件をもみ消そうとした公安幹部らも逮捕され、その後、グエン・スア

62　本項の情報は、ベトナムニュース総合情報サイトＶＩＥＴＪＯ、日経新聞等の日本語ソースのほか、現地オンライ
ンニュース、ＣＩＡＣウェブサイト等のベトナム語記事（自動英訳含む）に基づく。

政府監査院
公安省の捜査機関

各級公安の捜査機関
最高人民検察院
各級人民検察院

最高人民検察院の捜査機関 最高人民検察院

人民裁判所

国家会計検査院

中央検査委員会 政治局・書記局
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ン・フック国家主席（政治局員、事件当時の政府首相）、ファム・ビン・ミン副首
相常任（政治局員、事件当時は外務大臣を兼務、外務省の指導を担当）が辞任する
に至った。主な時系列は以下のとおりである（対照するため、党関係の出来事は灰
色網掛け）。
年月日 党の規律施行、刑事手続など

２０２２年
１月

公安省の捜査機関がグエン・ティ・フオン・ラン外務省領事局局
長らを逮捕

４月１４日 公安省の捜査機関がズン次官、ファム・チュン・キエン元保健次
官秘書官、ヴー・アイン・トゥアン元公安省出入国管理局職員ら
を立件・逮捕

４月２７日 汚職防止中央指導委員会の常任指導委員会
７月 公安省の捜査機関が元公安省出入国管理局副局長らを逮捕
８月１７日 第２２回汚職防止中央指導委員会
９月２３、２６日 中央検査委員会（第２０回）が、ズン次官、グエン・クアン・リ

ン副首相補佐官（ミン副首相常任付）の規律施行検討を書記局に
提議

９月２７日 公安省の捜査機関がリン補佐官を逮捕 63

９月２７日 書記局の会議（チョン書記長以下）において、ズン次官、リン補
佐官の党除名を決定 64

１１月１８日 汚職防止中央指導委員会の常任指導委員会
１２月２０－２１日 中央検査委員会（第２４回）が、ブイ・タイン・ソン外務大臣

（党中央委員、現職）、ナム大使の規律施行検討を政治局・書記局
に提議

１２月２２日 公安省の捜査機関がナム大使を逮捕
１２月２７日 政治局・書記局の会議（チョン書記長以下）において、ナム大使

の党除名を決定 65、ソン外務大臣には形式処分（規律施行なし）
１２月３０日 臨時中央執行委員会において、ミン副首相常任の政治局員・党中

央委員の職務停止 66

２０２３年
１月５日

第２回臨時国会において、ミン副首相常任の副首相職の辞任決
議 67

１月１０－１２日 中央検査委員会（第２５回）が、マイ・ティエン・ズン元首相府
長官（元党中央委員）の規律施行検討を書記局に提議

１月１２日 第２３回汚職防止中央指導委員会
１月１３日 書記局の会議（チョン書記長以下）において、ズン元長官に対す

る警告を決定 68

63　リン補佐官の逮捕と除名の先後は不明。
64　その後、両名はファム・ミン・チン首相により懲戒処分。
65　２０２３年６月、チン首相により解雇処分。
66　同日、ヴー・ドゥック・ダム副首相も党中央委員の職務を停止されている。
67　同日、ダム副首相の副首相職の辞任も決議。
68　その後、首相決定によって警告処分。
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１月１７日 臨時中央執行委員会において、フック国家主席の政治局員・党中
央委員の職務停止 69

１月１８日 第３回臨時国会において、フック国家主席の国家主席職の辞任決
議（国会議員も辞任）70

４月３日 公安省の捜査機関がズン氏ら５４名の被疑者に対する捜査結論書
を公表

４月１９日 ＳＰＰが５４名の起訴を発表
５月１０日 汚職防止中央指導委員会の常任指導委員会
７月１１日～ ハノイ市人民裁判所において、５４名に対する第一審公判
７月１７－１８日 検察院の求刑
７月２８日 第一審判決
１２月２５－２６日 控訴審公判（２１名）
１２月２７日 控訴審判決 71

イ　検討
　上記時系列のとおり、本件では、まずラン局長やズン次官の刑事手続（立件・逮
捕）が先行し、中央検査委員会による検査・提議を受けて書記局によってズン次官
らに除名等の党の規律施行がなされている。その後、各国の大使館にも捜査が拡大
し、ナム大使に対する党の規律施行検討の提議、逮捕、除名が相次いで行われた。
事件当時、政府首相であったフック氏、外務大臣であったミン氏は党の規律施行、
刑事手続のいずれもなかったが、両名とも党及び国家機関の職を辞すこととなっ
た。その理由として一連の汚職事件の引責を指摘する報道は多い。他方、当時の首
相府長官のズン氏は警告の規律施行を受け、現職のソン外務大臣は党の形式処分が
なされただけで現在も党及び国家機関の職を維持している。党内規律は党主導であ
る以上、政治や外交の影響を受ける可能性を否定できず、一方で、刑事手続におい
ても、各国家機関のトップは党員であるため、汚職防止における党と国家機関の関
係については今後の事例・研究の蓄積が待たれる。
　また、汚職防止中央指導委員会の動きにも着目したい。ズン次官逮捕後に開催さ
れた２０２２年４月２７日の常任指導委員会において、新たに５件を直接の指導案
件に加えることが同意されており、そのうちの１件が本件である。同年８月１７日
の第２２回会議では、中央・地方の各機関が緊密に連携した事件として本件が評価

69　党の新聞電子版（Báo Điện Từ Đảng Cộng Sản Việt Nam）においては、「現行の党及び国家の規定に基づき、フック同
志の願望を検討し、党中央執行委員会は、政治局員及び中央執行委員の職務停止（thôi giữ các chức vụ）に同意する。」
旨報道された。

70　国会ウェブサイトには、「国会は、ヴオン・ディン・フエ国会議長主宰の下、国家主席・国防及び安寧評議会議長の
職務停止（thôi giữ chức vụ）、国会代表の任務停止（thôi làm nhiệm vụ）の申し出（xin）を審査し、２０２３年１月１８
日付国会常務委員会の上申書とフック氏に対する国家主席職務の免任（miễn nhiệm）及び国会代表の任務停止に対す
る投票結果の議事録に基づき、フック氏に対する国家主席職務の免任及び国会代表任務の停止に関する決議（83/2023/
QH15）を通過させた。」旨記載されている。憲法上、国家主席は国会が国会議員の中から選出し、任期は国会の任期
に従うとされており、フック氏の任期は２０２１年～２０２６年のため、幹部・公務員法に基づく手続が履践された
ものと思われる。同法７条６項において「免任」は「任期未了又は任命期間未了時の幹部・公務員の職務・職名の停
止の許可」と定義されており、同条７項の「罷免（bãi nhiệm）」とは異なる。

71　ベトナムは二審制のため、控訴審判決は宣告日から法的効力が発生する（確定する）。
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される一方で、捜査・起訴・審理の迅速化が指示され、同年１１月１８日の常任指
導委員会及び２０２３年１月１２日の第２３回会議で進捗確認があった後、同年５
月１０日の常任指導委員会では、本件を含む５件を同年第２四半期中に第一審審理
に付すよう指示がなされている。前述した、汚職防止中央指導委員会が「具体的な
事件・事案の処理の方針について直接指示する」ということの具体例として参考に
なると思われる。

ウ　参考事項
　本論からはそれるが、本件には幾つかの論点がある。
　例えば、第一審公判における検察院の立証である。５４名の被告人のうち、公判
で無罪を主張したのは元公安省捜査官のホアン・ヴァン・フン被告人のみであっ
た。フン被告人は、事件もみ消し 72 の見返りに会社社長らから賄賂を受け取ったと
いう事実関係で起訴されていたが、公判では授受の事実を一貫して否定した。検察
院は通話履歴、防犯カメラ等の客観証拠を積み上げて有罪立証を行ったと報じられ
ている。ベトナムは職権主義を採用しつつ、公判における争訟原則を導入してお
り、否認事件の公判審理の在り方といった意味で研究に値すると思われる。
　また、最高の収賄額（約４２０億ドン≒２億５，０００万円）を認定され、死刑
求刑をされていた元保健次官秘書官のキエン被告人に対して裁判所が終身刑を言い
渡した点である。収賄した財産の少なくとも４分の３を主体的に返納すること等に
よる減刑条件が考慮された可能性があるとの見方もあり、刑事裁判における量刑判
断の一事例として興味深い。
　なお、第一審判決は５４名全員が有罪で、キエン元保健次官秘書官、トゥアン元
公安省入国管理局職員、ラン元外務省領事局局長、フン元公安省捜査官の４名は終
身刑、ズン元次官は懲役１６年、リン元補佐官は７年、ナム元大使は３０か月な
どであった。フン被告人には詐欺による財産奪取罪（刑法１７４条）が適用され
た 73。うち２１名が控訴し、キエン、トゥアン、ラン各被告人の終身刑は維持され
たが、控訴審公判で自白に転じたフン被告人は２０年に、ズン被告人は１４年に、
弁償等を考慮されてそれぞれ減刑となった。

⑵　コロナ検査キットに関する汚職事件
ア　事件の概要

　ベトアー・テクノロジー・コーポレーション（Ｖｉｅｔ Ａ社）らが組成するコ
ンソーシアムによるコロナ検査キットの研究開発をめぐる汚職事件であり、元科学
技術大臣のチュー・ゴック・アイン、ハノイ市党委副書記兼人民委員会主席（党中
央委員）やグエン・タイン・ロン保健大臣（党中央委員）が逮捕された。前記コロ
ナ特別便事件と並んで国民の関心が高く、フック国家主席とヴー・ドゥック・ダム

72　事件もみ消しの越語は「chạy án」、事件を逃がすというようなニュアンス。
73　フン被告人と同じ事実関係で起訴された元ハノイ市公安局副局長のグエン・アイン・トゥアン被告人は、賄賂仲介
の罪で５年の判決であった。
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副首相（保健省の指導を担当）の辞任には本件が影響していると報じられている。
主な時系列は以下のとおりである（党関係の出来事は灰色網掛け）。
年月日 党の規律施行、刑事手続など

２０２２年
５月１６－１７日

中央検査委員会（第１５回）が、アイン主席、ロン大臣に対する
規律施行検討を政治局に提議

６月６日 臨時中央執行委員会において、アイン主席、ロン大臣の党除名を
決定 74

６月７日 ハノイ市人民評議会がアイン主席の人民委員会主席職務を罷免 75

６月７日 国会がロン大臣の国会議員の罷免を決議 76、保健大臣職の革職に関
する政府首相による提議を承認

６月７日 公安省の捜査機関がアイン氏、ロン氏を立件・逮捕
９月６－８日 中央検査委員会（第１９回）が、ファム・スアン・タン、ハイズ

オン省党委書記（党中央委員）らの規律施行検討を提議
９月１６日 政治局・書記局の会議（チョン書記長以下）において、政治局が

タン書記の党の職務停止を決定、同人に対する規律施行検討を中
央執行委員会に提出

９月１７日 公安省の捜査機関がタン書記を逮捕
１０月３日 第１３期第６回中央執行委員会総会において、タン書記の党除名

を決定
１０月１７日 公安省の捜査機関がチャン・ディン・タイン元ドンナイ省党委書

記（元党中央委員）、ディン・クォック・タイ元同省人民委員会主
席を逮捕

１１月２９－３０日 中央検査委員会（第２３回）が、タイン元書記、タイ元主席らの
規律施行検討を政治局・書記局に提議

１１月３０日 公安省の捜査機関がグエン・ヴァン・チン副首相補佐官 77 を逮捕
１２月１６日 政治局・書記局の会議（チョン書記長以下）において、政治局は

タイン元書記の規律施行検討を中央執行委員会に報告し、書記局
はタイ元主席、チン補佐官らの党除名を決定

１２月３０日 臨時中央執行委員会において、タイン元書記の党除名を決定
２０２３年
８月１８日

公安省の捜査機関がアイン氏、ロン氏ら３８名の被疑者に対する
捜査結論書を公表

９月３０日 ＳＰＰが３８名の起訴を発表
２０２４年
１月３日～

ハノイ市人民裁判所において、３８名に対する第一審公判

74　ズン外務次官は書記局が管理する幹部なので同局の会議で規律施行を決定したのに対し、アイン主席やロン大臣は
政治局が管理する幹部で党中央委員であるため、臨時の中央執行委員会を開いて規律施行を決定したものと考えられる。

75　アイン氏は当時、①党員、②党中央委員、③ハノイ市党委副書記、④ハノイ市人民委員会主席の身分を有しており、
党除名処分により①②③を失ったが、国家機関の役職④は残っていた。

76　報道によれば、憲法７条（２項に「国会議員…は、人民の信任に対してふさわしくない場合、…国会…により罷免
される」という規定がある）等に基づく。

77　逮捕当時は明らかにされていなかったが、ダム副首相付だったとの報道がある。
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イ　検討
　本件は、コロナ特別便事件とは異なり、アイン主席やロン大臣に対する中央検査
委員会による検査、その提議を受けた党の規律施行が先行し、両名とも党の役職及
び国家機関の役職を剥奪された後に刑事手続（立件・逮捕）が開始されている。そ
の後、捜査は各地方に拡大し、現職のハイズオン省党委書記であるタン氏、元ドン
ナイ省党委書記のタイン氏など現職・元職のトップが次々と逮捕された。この点、
タン氏は「規律施行検討の提議→逮捕→除名」（逮捕前に党の職務停止がなされて
いる）、タイン氏は「逮捕→規律施行検討の提議→除名」と順番が異なるが、現職
の党中央委員か否か、捜査の進捗にも関わる問題であり、有意な理由付けは難し
い。いずれにせよ、同一の違反事実に関して党の規律施行と刑事手続がダブルト
ラックで走っている実態を理解できると思う。
　時系列では割愛したが、本件も汚職防止中央指導委員会の直接の指導対象となっ
ており、会議ごとに進捗確認がなされ、各国家機関に対して具体的な処理期限が指
示されていたことはコロナ特別便事件と同様である。一方で、コロナ特別便事件で
摘発された最高位者が次官級（党中央委員ではない）であるのに対し、本件では現
職の大臣を含む党中央委員が複数名逮捕・起訴されており、その意味では近時の汚
職取締の象徴的な事例と言えるのであろう 78。

ウ　参考事項
　ロン被告人は、収賄罪（刑法３５４条）、アイン被告人は国の財産の管理・使用
に関する規定に違反して逸失・浪費を引き起こす罪（刑法２１９条）、Ｖｉｅｔ Ａ
社社長のファン・クオック・ベト被告人は贈賄罪（刑法３６４条）等で起訴された
と報道されている。ロン被告人は当初、公務執行中に職務・権限を利用する罪（刑
法３５６条）で逮捕されたが、その後の捜査で収賄の事実が判明し、より重い犯罪
に問えると判断された可能性がある。これら汚職に関連する罪名が実際にどのよう
に適用されているのかを知る上でも、具体例の検討は有益と考えられる 79。

⑶　その他の関連情報
　２０２２年６月３０日、チョン書記長主宰の大規模な会議が開かれ、過去１０年間
の汚職防止の実績について総括が行われた。この会議でチョン書記長は次のように
語っている。「一部には、過度の反汚職への集中は人々を意気消沈させ、国の発展を
遅らせるとの意見もある。しかし、全く逆であり、党の建設と整頓を良く行い、汚
職・消極との闘争を押し進めることで、社会経済の発展、政治の安定の堅持、国防・
安寧・外交の強化、特に国民の信任を回復し強固なものとし、『汚職・消極との闘争
や、違反を犯した幹部・党員の処理は内部抗争・派閥である』（『』は筆者の加筆）と
いった敵対勢力の誤った論調を拒絶することに貢献した。（中略）総括すると、我々

78　「禁止区域なし、例外なし」（không có vùng cấm, không có ngoại lệ）というフレーズが使われることがある。
79　検査キット事件については２０２４年１月８日に検察院の求刑が行われ、同月１２日に第一審判決が宣告された。
ロン被告人は懲役１８年、アイン被告人は３年、ベト被告人は２９年の刑が言い渡された。
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は、汚職・消極との闘争という任務がこれほど強力かつ同期して実現されたことはな
かったと断言できる。」
　２０２２年１０月３日から９日にかけて第１３期第６回中央執行委員会総会が開催
された。前記検査キット事件の時系列表記載のとおり、初日にタン書記の党除名が決
定されたのだが、その他にも党中央委員３名の職務停止が決定され、彼らは総会への
出席が許されなかった。３名はこれに先立ち警告処分を受けていたと報道されてお
り、この職務停止の決定は前記中央執行委員会規定４１号及び中央執行委員会通知
２０号を適用した初の事例となった。チョン書記長は当該処分について次のように述
べている。「非常に心を痛める出来事だった。しかし、他のケースの教訓、防止・警
告・抑止のための党の規律の厳格性、そして、党の結束の強化のため、我々はやらね
ばならなかった。」80

　２０２３年１１月２２日、チョン書記長以下で開催された汚職防止中央指導委員会
の常任指導委員会では、直接の指導対象の事件・事案の処理結果が報告され、討論が
なされた。現在も多くの汚職に関する事件・事案が摘発・処理されており、その中に
は本稿で取り上げた事件より更に規模の大きいものが含まれている可能性がある。ベ
トナムにおける汚職防止の取組みは現在進行形の課題の一つであり、法・司法改革に
おいても重要な位置を占めている。
　なお、本稿では汚職防止の一部しか取り扱っておらず、他にも不動産や金融関連の
法改正、公務員の給与改革など多くの取組みがなされていることを付言する。

７　おわりに
　以上、ベトナム共産党の汚職防止の取組みについて考察してきた。冒頭で問題提起し
た、「汚職防止が党主導で行われている」ということを具体的にイメージしていただけ
たのであれば幸いである。
　２０２３年度のＣＩＡＣのプロジェクト活動は、汚職防止という広い分野の中でも、

「汚職取締の専門機関を設置すべきか否か、設置するとしたらどのような内容にすべき
か」というかなりスペシフィックなテーマに絞って実施している。これはＣＩＡＣの要
望に基づくものであり、その背景には、前記中央執行委員会計画１１号がある。すなわ
ち、同計画によりＣＩＡＣには、「権力の検査、汚職・消極的現象の防止に関して新た
な制度の設立の研究、提案をする」との任務が与えられており、これを２０２５年中に
完了する必要がある。ＣＩＡＣは、汚職取締の専門機関を有する国 81 と、有しない国の
研究を行っている。日本は後者に属するが、ベトナムとの間では、検察院（検察官）が
起訴権限を独占していること、大陸法系の刑事手続に当事者主義的要素を加えたことな
どの法制度以外に、文化や歴史、さらに、実質面を見れば社会や政治の面でも共通点を

80　越語原文は「Đây là sự việc rất đau xót, nhưng vì sự nghiêm minh của kỷ luật đảng, để giáo dục, ngăn ngừa, cảnh tỉnh, răn đe 
các trường hợp khác và vì sự lớn mạnh của Đảng buộc chúng ta phải làm」。

81　汚職取締の専門機関としては、シンガポールのＣＰＩＢ（Corrupt Practices Investigation Bureau）、香港のＩＣＡＣ
（Independent Commission Against Corruption、廉政公署）などがある。
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見出せる。ベトナムが目指す「社会主義法治国家」に関する研究が必要であるものの、
個人的には、ＣＩＡＣに対して日本人の専門家が提供できる知見は少なくないと考えて
いる。残りのプロジェクト活動が充実したものとなることを心より祈念している 82。

82　本稿執筆に必要な情報収集及び越語資料の翻訳においては、プロジェクトオフィスの日越スタッフ（マイ・ティ・フォ
ン、ダオ・ミン・フオン、チャン・ホアン・アイン、ドー・ゴック・アイン、グエン・ミン・ティ・トゥほか）に多
大な貢献をしてもらった。末筆ながら、この場を借りて感謝申し上げる。
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【別紙１】

２０２１年１０月２５日付中央執行委員会規定３７号の概要（メモ）

※ 党規約、憲法、第１３期中央執行委員会・政治局・書記局の執務規制に基づき、党の規
律を強化し、党員の政治的品質、革命的倫理、前衛・模範の性格を維持し、指導者の能
力及び党組織の戦闘力を向上させるために以下の党員の禁止事項を定める。

　１条 　「政治綱領、党規約、党の決議・指示・結論・規定・規制・決定に反する又はそ
れを実現しない発言・執筆・行動；法令が許していないことをすること」

　２条 　党の組織・活動の原則を執行しないこと；管轄の党組織によって未だ決定されて
いない国家や党などの職名に自ら立候補すること

　３条 　マルクス＝レーニン主義及びホーチミン思想に反対、否定、歪曲すること；個人
主義、機会主義、利益主義、「任期思考」、権威主義、官僚主義など

　４条 　党及び国家の機密情報・文書又は公開が許可されていないものの提供・開示・逸
失又は執筆・投稿；党のガイドライン・方針及び国家の法令に反する情報・見解を
隠匿・宣伝・拡散・扇動等

　５条 　「誤ったニュースや記事を執筆・発言・発表する他者に、執筆又は文書を提供す
ること、それらに対して規定に従った返答や訂正をしないこと。不健全で、ベトナ
ムの善良な風俗に反する、社会に悪影響を及ぼす扇動性をもたらす作品・事業・文
学・芸術を創作・生産・隠匿・流通すること；規定に照らして正しくない記事・発
言・インタビュー・回想録・映画・写真を流通させること。」

　６条 　捏造した内容の告発をすること；他人が書類に署名する、名前を隠す、偽名を名
乗るなど

　　　 　不服申立て人・告発者に対する脅迫、拷問、報復；告発者・批評者・意見提出者
の保護に関する党及び法令の規定を実現しないことなど

　７条 　「党の規定及び国家の法令に反する組織を作ること、組織・集会に参加すること；
安寧秩序を失わせるようなデモ、集会を行うこと」

　８条 　内部団結を失わせるような派閥・部局の活動に組織、扇動、参加すること。組織
及び個人に対する名誉棄損・誹謗中傷・恣意的な評価等のために党及び国家に対す
る反映・意見を利用すること

　９条 　忠実ではない報告・ファイルの作成・履歴書の提出・財産収入の申告。適法では
ない学位記・証明書等の使用；規定に反する国籍の取得、外国への送金・財産移
転、口座の開設及び外国における財産の売買

　１０ 条　党の規定及び国家の法令に反する内容の文書を指揮・参謀・発布すること。投
資管理、建設、党及び国家の建物・土地・天然資源・財政・財産の使用における規
定に適合しないこと
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　１１ 条　公務倫理の違反、隠ぺい又は虚偽の報告；直接の管理下にある機関・単位・地
方・個人において団結を失わせる状況、汚職、浪費、消極及びその他の違反を発生
させること

　　　　‐汚職、浪費、消極の各行為の不報告、不処理
　　　　‐ 私腹を肥やすため、妻（夫）・子・父・母・血のつながった兄弟姉妹・妻（夫）

側・その他の者が当該者の職務・地位・仕事を利用することに干渉し、影響を
与え、又は、そのようにさせること

　　　　‐ 金儲け、汚職、消極、党の規定及び国家の法令に違反する行為をかばうため、
公共の利益のために能動的かつ創造的な幹部の奨励・保護の主張を利用するこ
と

　１２ 条　自身又は他人が受領・選用・企画・輪転・補任・提挙・応挙・褒賞・名号の封
贈・就学・海外渡航・規定に反する幹部制度政策の実現のため、あらゆる形式の下
での組織・個人に対する職・権の追求、かばうこと、手助け、干渉、影響を与える
行為

　１３ 条　党の規定及び国家の法令の違反行為をかばい、手助けするために、検査、監
察、監査、会計検査、捜査、起訴、審理、判決執行、特赦の審査、不服申立て・告
白の解決の活動に干渉、影響を与えること。他人の責任、刑罰を軽くするために組
織及び個人に影響を与え、強制し、買収すること

　１４ 条　横領、賄賂の供与・受領・仲介、又は、あらゆる形式の下での賄賂の仲介のた
めの仕事の地位の利用；組織、参加又は創造

　１５ 条　責任ある組織及び人間が誤った決定をすること、自身又は個人・組織・機関・
営業のために私利を得ることにつながる、あらゆる形式の下での贈答品の供与・受
領

　１６ 条　節約を実行しないこと、公の財政・財産の管理・使用における逸失・浪費の発
生を放置すること；規定に反する公の財産の購入・管理・使用

　１７ 条　追求及び管理に係る専門分野・領域に関連する組織・個人の援助により、妻
（夫）・子・父・母・血のつながった兄弟姉妹・妻（夫）側・自身及びその他の者が
旅行をする、学習する、病気の治療を受けるために干渉し、影響を与えること

　１８ 条　あらゆる形式の下での賭博を組織・参加すること；各麻薬物質の使用；規定に
適合しない又は遊蕩になる程度の酒・ビールの使用、及び他の社会の弊害

　　　 　浪費又は金儲けの目的で個人・家族社会の結婚式、葬式及び他のイベントを組織
すること

　　　 　社会の中で間違っている行為に対して冷淡、無感動であること；家庭内で暴力を
ふるうこと；人口政策に違反すること；夫婦のように他人と同棲すること；外国人
との結婚の規定に違反すること

　１９ 条　迷信、迷信的な活動；不適法ないし私利私欲を図るための活動・信仰を利用し
た宗教を擁護又は参加すること
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※ その他、実施機関に関する規定（中央検査委員会が実施ガイドを定めること、当規定に
違反した党員は厳明・正確・適時に党の規定及び国家の法令に従って処理されること、
当規定は２０１１年１１月１日付第１１期中央執行委員会規定４７号（47-QD/TW）に
代わるものであることなど）

※党ウェブサイト
https://tulieuvankien.dangcongsan.vn/he-thong-van-ban/van-ban-cua-dang/quy-dinh-so-37-qdtw-

ngay-25102021-cua-ban-chap-hanh-trung-uong-ve-nhung-dieu-dang-vien-khong-duoc-lam-7919
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【別紙２】

２０２２年９月８日付中央執行委員会通知２０号の概要（メモ）

※ 中央組織委員会の提議（意見書 02-TTr/BTCTW, 10/08/2022）を検討した結果の政治局結
論であり、規律後に政治局・書記局の管理下に属する幹部に対する仕事の配置に関する
もの

１ ．規律後に政治局、書記局の管理下に属する幹部に対する仕事の配置は、幹部に対する
免職・辞職に関する党の規律及び政治局の規定の厳格な実現を狙いとしている；能力不
足や威信失墜によって規律を受けた幹部を任期終了や任命期間終了を待たずに適時に交
代させ、「入る者がいれば出る者がいる、昇る者がいれば降りる者がいる（có vào, có ra, 

có lên, có xuống）」という幹部の仕事の方針を実現すると同時に、規律処分を受けた幹
部が修正、欠点の克服、奮闘の継続、修養、鍛錬の機会を持てるように条件を造る；党
の建設・整頓の仕事の増強に貢献し、幹部、党員及び人民の党及び制度に対する信念を
強固なものにする

２ ．能力不足や威信失墜によって警告又は譴責を受けた幹部に自ら辞職を願い出るよう勧
告すること、もし自ら辞職を願い出ない場合は、権限ある上司が規定に基づく免職を検
討すること

３ ．辞職ないし免職後の幹部の配置については、党の規定、国家の法令及び以下の方針に
従う：
３．１ 　定年前や任期前に自ら辞職を願い出た幹部については、権限ある上司によって

その願望が検討される
３．２ 　もし幹部が仕事の継続を希望したら、権限ある上司は以下のように配置を検討

する：
ａ）仕事の期間が５年未満の場合：

‐ 当該幹部が中央執行委員の場合、政治局は個別具体の場合に適合する配置を検
討する

‐ 当該幹部が中央及び地方の機関に属する場合、権限ある上司によって、専門の
仕事への配置を検討され（指導者、管理者の仕事以外）、任命されていた元の
職にとどまることができる

ｂ）仕事の期間が５年以上の場合：
‐ 権限ある上司は、前項記載の原則に従って仕事の配置を検討する
‐ 当該幹部が規律を受けた後に自ら辞職を願い出た場合、権限ある上司によっ

て、当該機関・単位・地方の実態に基づき、規律時から１階級下げる方針に
従って個別具体の場合が検討される

　 新たな地位で２４か月勤務した後、過ちや欠陥を克服し、優秀に任務を完了し
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た場合、権限ある上司によって、従前担当していた又はそれに相当する職名へ
の任命、再度の立候補を検討されることができる

４ ．中央組織委員会に委任し、同委員会が、中央検査委員会及び各級委員会・党組織・機
関・関連単位との調整を主導し、この通知結論を実現し、同時性・統一性を確保する；
規律後に政治局、書記局の管理下に属する幹部に対する仕事の配置を検討する権限ある
上司に参謀し、報告する

５ ．各級委員会・党組織・機関・中央執行委員会直属の単位は、地方・機関・単位の政治
任務の状況、要求に適合するよう、この通知結論に基づき、その具体化・組織化を行う

※党ウェブサイト
https://tulieuvankien.dangcongsan.vn/he-thong-van-ban/van-ban-cua-dang/thong-bao-ket-luan-

so-20-tbtw-ngay-892022-cua-bo-chinh-tri-ve-chu-truong-bo-tri-cong-tac-doi-voi-can-bo-thuoc-

dien-8825
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【別紙３】

２０２２年８月１日付汚職防止中央指導委員会ガイドライン２５号の概要（メモ）

※ 汚職防止中央指導委員会の権限等に関する中央執行委員会規定３２号、マルクス＝レー
ニン主義及びホーチミン思想に沿った理論的な研究に基づく党員の「自演変」・「自転
化」の阻止等を目的とする中央執行委員会結論２１号、党員の禁止行為に関する中央執
行委員会規定３７号、前記結論２１号を実施するための中央執行委員会計画０３号に基
づき、汚職防止に関する任務の内容について前記規定３２号を案内するもの

※Ⅰ定義
「規定３２号において、以下の各語は次のように理解される。」

※Ⅰ１．
「幹部・党員・公務員・職員の消極とは、党の規約・綱領・決議・規制・規定・指示・
結論…（以下「党の規定」）、国家の法令、ベトナム祖国戦線の規約、党・国家から任務
を委託された政治－社会組織及び会議体の規約に違反し；道徳の標準・行動準則に違反
し、民族の善良な伝統文化、党・国家の威信に悪影響を及ぼす行為、幹部・党員・公務
員・職員の隊列を腐敗させる行為、人民の信念を低下させる行為、社会経済の発展過程
を阻害する行為である。その中でも、最も明らかな消極の表れは、幹部・党員・公務
員・職員の政治思想・道徳・生活様式の衰退であり、何よりもまず政治システム内の幹
部指導者及び上級管理職のそれである。」

※同２．
「消極の事件とは、本ガイドライン第３部に定める幹部・党員・公務員・職員の消極行
為に関連する幹部・党員・公務員・担当職員による刑事事件（汚職事件以外）である。」

※同３．
「消極の事案とは、本ガイドライン第３部に定める各消極行為に関連する幹部・党員・
公務員・担当職員による事案（汚職事案以外）である。」

※同４．
「深刻・複雑で、社会・世論が関心を持つ消極の事件・事案とは、幹部・党員・公務員・
職員の名誉・威信・道徳の品質・模範となる役割に深刻な影響を及ぼし、党・国家・制
度に対する人民の信念を低下させ、かつ、以下の一つに属する汚職以外の事件・事案で
ある；
４．１ 　経済・政治・文化・社会・国防・安寧・対外に重大な、極めて重大な、若しく

は特別に極めて重大な結果をもたらす、又は、重大な、極めて重大な、若しくは
特別に極めて重大な犯罪に属する。

４．２　多くの地方、多くのレベル、多くの領域に関連する。
４．３ 　新聞雑誌・メディアのニュースにおいて大きく取り上げられたもの、社会世論
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に差し迫った必要性を生じさせたもの；国会・人民評議会の代表者、有権者の関
心があり、反映されたもの；ベトナム祖国戦線及び各政治社会組織が処理を建議
したもの。

４．４　敵対・反動勢力によって政治機会を利用した反抗活動が行われること。」
（以下略）

※ 本ガイドラインでは、重点的に防止・抑制されるべき１９の消極行為を列挙（以下は概
要）
①党の規定（上記Ⅰ１．参照）や国家の法令を十分に実現しない
②人民主権の原則を守らず、違反を隠す
③党の規定に定められた責任を果たさない
④国家機密を自己の利益のために利用する、党の規定に反して開示する
⑤その場しのぎ、権力の濫用、短期的な視野で家族などの利益を図る
⑥現実的ではない官僚主義
⑦党の規定や国家の法令に反し、抜け穴のある文書を発行する
⑧直属の単位・地方における消極の報告を怠る
⑨ 投資・建設・銀行・保健・保険・入札・証券・社債・住宅土地・天然資源・金融等に

関する党の規定に違反する
⑩自己の利益になる決定のために贈答品を受領する
⑪消極行為を報告・告発した者に対し脅したり、報復したりする
⑫党の規定に反する方法で事務所を経営する
⑬家族・親族・知人の利益になるよう影響力を発揮すること
⑭検査・監察・監査・会計検査・捜査・起訴・審理・判決執行等を妨害する
⑮資産や収入を不正申告する
⑯帰化の際に虚偽申告をする
⑰違法なマネロン・金銭貸借・送金等を行う
⑱結婚式・葬式・テト等において浪費する
⑲その他中央執行委員会によって深刻と判断される消極行為

※党ウェブサイト
https://tulieuvankien.dangcongsan.vn/he-thong-van-ban/van-ban-cua-dang/huong-dan-so-25-

hdbcdtw-ngay-0182022-cua-ban-chi-dao-trung-uong-ve-phong-chong-tham-nhung-tieu-cuc-ve-

mot-so-noi-dung-ve-8778
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【別紙４】

汚職防止中央指導委員会の任務・権限等の概要（メモ）

※ 汚職防止中央指導委員会の任務・権限等は、２０２１年９月１６日付中央執行委員会規
定３２号（32-QĐ/TW）に定められている。

１．指導委員会の機能
　指導委員会は、政治局によって設立され、政治局と書記局に対し、全国範囲内に汚
職・消極防止に関する事業を指導、協力、督促、検査、監察する責任がある。

２．指導委員会の任務
１ ．汚職・消極防止に関する仕組み、政策、法律、解決について、方針と方向性を検

討、決定するように、政治局と書記局に参謀及び提案する。
２ ．汚職・消極防止に関する党の方針、政策及び国家の法律を実施する際、各レベルの

党委員会及び党の組織を指導、督促、協力、検査、監察する。
３ ．機関、組織、部門及び権限のある者に予防及び是正措置を実行するよう建議、要求

するために、責任範囲内での活動を通じて、汚職・消極が発生する原因、条件；汚
職・消極を発生させたことに対する機関、組織の長の責任；仕組み、政策、法律の抜
け穴、不備な点を明確にするよう中央直轄の党委員会、党の組織を指導する。

４ ．中央直轄の各党委員会及び党の組織を指導し、汚職・消極防止における検査、監
査、会計検査、捜査、起訴、審理、判決執行の事業を指導する。深刻、複雑で世論が
関心を有する汚職・消極の事件の検査、監査、会計検査、処理、立件、捜査、起訴、
審理、判決執行について、各党委員会、党の組織及び管轄権を有する国家機関を指
導、督促、検査、監察する。

５ ．汚職・消極の行為に関する不服申立、告発の処理、及び個人、組織によって発見、
提供、建議された汚職・消極の事件・事案に関する情報の処理の権限を持つ中央直轄
の各党委員会、党の組織及び党委員会委員、党員を指導、督促、検査、監察する。

６ ．汚職・消極防止に関する党の方針、政策、国家の法律を宣伝するように指導し；汚
職・消極に関する情報を提供するように方向性を定め；汚職・消極に関する情報の管
理、提供に関わる規定の違反を処理することを指導し、及び汚職・消極の防止活動を
利用することによって歪曲し、誹謗中傷し、名誉と尊厳を侮辱し、国家の利益、組織
と個人の正当な権利と利益に損害を与え、内部の不一致を引き起こす行為を処理する
ことを指導する。

７ ．汚職・消極防止の事業の状況及び結果、指導委員会の機能、任務、権限の行使につ
いて、予備レビュー、総括を行い、政治局、書記局に定期又は不定期的に報告する。

３．指導委員会の権限
１ ．党団、党幹事委員会、省委員会、市委員会、中央直轄の党委員会、管轄権を有する
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機関、組織、部門、個人に対し、汚職・消極防止の指導及びその事業の状況及び結
果、汚職・消極に関する事件・事案の処理、不服申立、告発、及び汚職・消極の行為
に関する情報の解決、指導又は管理の下で機関、組織、部門での汚職・消極の防止措
置の実行について、報告するよう要求する。

２ ．党団、党幹事委員会、省委員会、市委員会、中央直轄の党委員会に対し、管轄権を
有する機関、組織、個人に汚職・消極の兆候がある事件・事案を検査、監査、会計検
査、捜査、処理することを指導するよう要求する；その結論と処理が客観的、正確、
厳格でないと信じる根拠がある場合に検査、監査、会計検査、捜査、処理を再検討す
ることを指導する。

３ ．検査、監査、会計検査、捜査、起訴、審理、判決執行を実施する機関に対し、汚
職・消極に関する事件・事案を結論、処理するよう要求する。いくつかの具体的な事
件・事案の処理の方針について直接指示し、又は党の規定及び国家の法律に従って厳
密で正確な処理を保証するために、管轄権を有する機関、組織及び個人に、解決を再
検討し又は再解決するよう要求する。必要に応じて、深刻、複雑で世論が関心を有す
る汚職・消極の事件・事案を処理することを直接指導するための各指導委員会を検
討、設置することを政治局と書記局に建議する。

４ ．幹部、党員、公務員、職員に汚職・消極の行為があり、汚職・消極に関する党の規
定、法律の規定に反し、又は汚職・消極防止の活動を妨害又は困難にする行為がある
と信じる根拠がある場合、検討、決定のために政治局と書記局に建議し、又は管轄権
を有する機関に対して党の規定及び国家の法律に従って処理するよう要求する。

５ ．検査、監査、会計検査、捜査、起訴、審理、判決執行の過程で、政治局、書記局、
各級の党委員会の管理に属する幹部の違反を発見した場合、迅速に処理を指導するた
めに、各党委員会、党の組織、国家機関に対し、直ちに指導委員会、幹部を管理して
いる党委員会に報告するよう要求する；同時に、党の規定に従って検査、処理するた
めに、中央検査委員会、幹部を管理している党委員会の検査委員会に対し、関連する
書類、資料を転送する。検査、監査、会計検査、判決執行の過程で、犯罪の兆候があ
る違反を発見した場合、終了してから転送するのを待つのではなく、権限に従って処
理するために、迅速に捜査機関に転送する。

６ ．汚職・消極防止の事業について、各党委員会、党の組織、関連する機関、組織、部
門及び個人と直接協力し；必要に応じて、指導委員会の任務を遂行するために、組織
機構、幹部、公務員、職員及び関連する各機関、組織の手段を使用することができ
る。

※汚職防止中央指導委員会ウェブサイト
https://noichinh.vn/gioi-thieu/ban-chi-dao-tw-ve-phong-chong-tham-nhung/
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【別紙５】
第２４回汚職防止中央指導委員会の概要（メモ）

※ ２０２３年上期、第１３回党大会から現在までの防止及び反汚職・消極（以下「汚職防
止」）の活動結果に対する議論・コメントを行い、２０２３年下期の主要課題を決定

※ 活動結果の概要は以下のとおり（冒頭で、防止及び反「自演変」「自転化」の成果にも
言及）。

①　 党建設・政治システム・反汚職に関する多くの重要なガイドライン・規定が見
直され、修正・補充、実施された。特に、チョン書記長の本は、清廉かつ強力
な党建設に貢献するものである。

　　 第１３回党大会から現在まで、中央執行委員会・政治局・書記局は、３つの内
政・反汚職の会議を開催し、党建設・政治システム・反汚職に関する仕事を
強化する１００超の文献を発行した（第１２回党大会任期前半比２倍）。国会
は、２４の法令を成立させ、多くの重要な決議を発行した。政府及び政府首相
は、３３５の議定、８６の決定を発行し、各省・部門は１，８００近い通達を
発行して、汚職・消極を「できない」ためのメカニズム完備における国家管理
の効力・効果の向上に貢献した。

②　 検査・監察・監査・会計検査が継続的に強化され、厳明に規律し、辞職を勧奨
し、適時に免任し、規律された幹部・能力が制限された幹部・威信の低い幹部
を配置換えした。

　　 ２０２３年上期には、各級の級委員会・検査委員会は、汚職による２１８名の
党員を、収入・財産の申告に関する違反をした１０名の党員に対する規律を施
行した。中央執行委員会・政治局・書記局・中央検査委員会は、中央の管理に
属する１３名の幹部に対する規律を施行した。監査・会計検査の部門は、汚
職・消極の発生しやすい領域・地盤、指導委員会の指導に従ったテーマ・事案
の監査に集中し、監査を通じて、１６５兆ドン近い財政の回収・処理を建議し

（前年同期比１０倍）、７８４の集団・２，９１２の個人の責任の処理を建議し
た。各職能機関は、指導委員会常直による汚職・消極の発見・処理の協力メカ
ニズムを厳格に実施し、検査・監察・監査・会計検査の活動を通じて、犯罪の
兆候のある３２０超の事案を捜査・処理するため、法令の規定に従い、捜査機
関への送致を施行した。

　　 第１３回大会任期当初から現在まで、中央の管理に属する９１名の幹部に対
する規律を施行、その中には、１７名の党中央委員・元党中央委員、２３名
の武装勢力の将級士官がいる（第１２回大会任期前半比２倍近く）。監査・会
計検査の部門は、３４０兆ドン超の財政（第１２回大会任期前半比２倍超）、
１，７００ヘクタール超の土地の回収・処理を建議し、６，６００超の集団・
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１８，０００近い個人に対する責任の処理を建議した。各職能機関は、犯罪の
兆候のある１，２００近い事案を検討・処理するため、法令の規定に従い、捜
査機関に送致した（第１２回大会任期全体と比べて２倍近い増加）。

　　 これまで、中央は、中央の管理に属する１５名の幹部に対して職務停止・退
職・配置換えを検討し、各地方は、規律された後の１５０近いケースにおいて
辞職・免任・退職・配置換えを行い、その中には、中央の管理に属する４名の
幹部、省委員会・市委員会が管理する常務委員会に属する６５名の幹部がい
た。

③　 捜査・起訴・審理の仕事は、強力に決烈に遂行され、特に厳重な、国内・国外
の全区域で発生した多くの汚職・消極の事件は、「禁止区域なし、例外なし」
として、系統的・慎重・厳明な処理を指導された。

　　 ２０２３年上期には、全国の各訴訟遂行機関は、各汚職罪で４５２事件／１，
４０９被疑者を立件・捜査した（前年同期比１５５事件／７２７被疑者の増
加）。指導委員会が追跡・指導した事件・事案について言えば、新たに７事件
／３７被疑者を立件、１５事件において１４９被疑者を補充立件し、７事件／
１０７被疑者の捜査を終了、２事件／３４被疑者の補充捜査を終了し、９事件
／１７５被疑者の起訴状を発行し、１０事件／１３１被告人の第一審を審理
し、７事件／６２被告の控訴審を審理した。

　　 第１３回大会任期当初から現在まで、各汚職罪で１，３０４事件／３，５２３被
疑者を立件・捜査し（第１２回党大会任期前半比、事件数は２倍超、被疑者数
は３倍超）、指導委員会の計画に従って２３の重点事件の審理を完了した。特
筆すべきは、各訴訟遂行機関が、国内・国外の全区域における、人民において
差し迫った多くの大規模・広範囲・体系的・組織的な汚職・消極事件の発見・
立件・捜査を主導し（領事局において発生した事件（外務省）、ＦＬＣ集団の
事件、タン・ホア・ミン集団の事件、ヴァン・ティン・ファット集団の事件、
ＡＩＣ社の事件、ビン・トゥアンにおいて発生した土地・国家財産の管理・使
用に関係する各事件、ベトナム車検局と一部の車検センターの事件…）、立件
した多くの被疑者は現職・退職の高級幹部、武装勢力の将級士官であり（第
１３回大会任期当初から現在まで、中央の管理に属する３１名の幹部を刑事処
理し、その中には、２名の大臣・元大臣、４名の省委員会の書記・元書記、５
名の次官・元次官、７名の省・中央直轄市級の人民委員会の主席・元主席、２
名の政府副首相補佐官、９名の武装勢力の将級士官がいた）、ＡＩＣ社及びい
くつかの地方において発生した各事件における逃亡中の各被疑者・被告人の捜
査・起訴・欠席審理を行い、各汚職・消極事件の捜査・起訴・審理において突
破口を作った。

④　 汚職・消極財産の回収の仕事；鑑定、財産査定；汚職・消極犯罪及びそれ以
前の重要な段階に関する情報源の発見・転交・接受・処理の指導への集中、
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積極的な変化。中央指導委員会の追跡・指導に属する各事件について言え
ば、２０２３年上期において、各民事判決執行機関は、指導委員会の追跡・
指導する事件・事案で２兆１，０００億ドン近くを回収した；第１３回大会
任期当初から現在まで、５３兆ドン超を回収した（第１２回大会任期全体と
比べて２．５倍に増加）；その中では、外国に分散隠匿された多くの財産を回
収した；典型的には、外国におけるファン・サオ・ナムの２７０万米ドル、
１２万７，０００シンガポールドルである。

　　 指導委員会は、汚職・消極犯罪に関する情報源の発見・転交・接受・処理の仕
事と、鑑定・財産査定の仕事に関する８つの検査団を設立した。検査を通じ
て、多くの汚職・消極の事件・事案の検査・監査・会計検査・捜査・処理の多
くの存在・制限を整頓・克服し、この領域における多くの積極変化を造り出し
た。指導委員会常直も、専門的な会議を組織し、困難・妨害を克服するため多
くの指導を行い、指導委員会の追跡・指導に属する各事件・事案に関係する鑑
定・財産査定の仕事における変化を造った。

⑤　 汚職防止の各職能機関、地方・基礎における汚職防止の仕事は、強力に指導
し、「上は熱く、下は冷たい」の状態を克服する第一歩となった。２０２３
年上期には、地方の各訴訟遂行機関は、汚職犯罪に関して４１９事件／１，
３２４被疑者を立件（前年同期比２５２事件／９８９被疑者の増加）；多くの
地方は、元幹部が省委員会の書記、省人民委員会の元主席・副主席、省委員会
常務委員会委員、局長、副局長、県級の人民委員会主席を立件した。

　　 各職能機関は、汚職防止における汚職・消極の各幹部・党員を発見、決然と厳
明・適時に処理した。２０２３年上期では、これら各機関内で汚職・消極によ
る過ちのある１２０超の幹部・党員のケースを発見・処理、その中で６０超の
ケースを刑事処理した。第１３回大会任期当初から現在まで、汚職防止の各職
能機関内の５９０超の幹部の規律を処理し、その中には２００超の刑事処理さ
れたケースがあった。

⑥　 汚職防止に関する情報・宣伝の仕事は大きな刷新があった；汚職防止における
各民選機関・ベトナム祖国戦線・新聞雑誌・人民の役割は、より良く発揮され
た。メディア・新聞雑誌の各機関は、より深く、骨太に情報発信・宣伝し、多
くの新しい特集…を組んだ。２０２３年上期では、新聞雑誌・メディアの各機
関は、汚職防止の仕事に関する１２，８３１情報を登載した（前年同期比２倍
超）。第１３回大会任期当初から現在まで、汚職防止に関する２９，６７８情報
を登載した（第１２回大会任期前半比３倍近く）。～以下略

　　 国会・国会常務委員会・ベトナム祖国戦線は、公民の不服申立て・告発の解
決、幹部・党員の道徳の修養・鍛錬のような汚職防止の仕事に関する多くの
テーマの監察に集中した；節約の実行・反濫費の政策・法律を実施した；汚
職・経済の各事件において紛失・占奪された財産を回収した；…
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※ ２０２３年下期及び今後において、指導委員会は、各級委員会・党組織・職能機関が指
導委員会の２０２３年ワーキング・プログラムに従った各任務と、指導委員会委員長の
同志書記長の各結論の効果的な実施の領導・指導に集中するよう要求し、その中で各任
務のうち集中する主要なものは以下のとおり：

①　 汚職防止のための体制の建設・完備を引き続き強化するよう指導する。重心
は、汚職・消極が発生しやすい各領域における権力と汚職防止の監視に関す
る；告発者、汚職・消極の情報提供者の保護に関する体制の早期の完備であ
る。検査を通じて示されたメカニズム・政策・法律における抜け穴・不足と、
検査・監察・監査・会計検査の各団、捜査・起訴・審理・建議及び提出された
案の施行の各機関の具体的な各問題を緊急に克服する。土地法、財産競売法、
信用組織法、不動産経営法、汚職防止に関係するその他の法案の修正を完成す
る；２０３０年までの汚職防止国家戦略を緊急に発行する。

②　 鑑定・査定・材料提供における各妨害の処理の協力・主導の指導を強化する；
厳重・複雑・社会世論の関心のある汚職・消極の各事件の確明・捜査・起訴・
審理、各事案の処理の進度を速める。現在から２０２３年末までに、７事件の
捜査、９事件の起訴状の発行、１１事件の第一審審理、７事件の控訴審理を完
了し、指導委員会が追跡・指導する１１事案の確明・解決を完了するよう奮闘
する。特に、Ｖｉｅｔ Ａ社、ＦＬＣ集団、タン・ホア・ミン集団、ヴァン・
ティン・ファット集団、クアンニン保健局及びＡＩＣ社において発生した各事
件の捜査・起訴・審理、ダナン－クアンガイ高速道路プロジェクトにおいて発
生した事案の第２段階…の進度・完了の加速に集中する。

③　 汚職・消極の発生しやすい各領域（ママ）の検査・監察・監査・監視の強化
と、指導委員会の計画に従った各専門テーマの監査・監察の緊急の完成を指導
する。指導委員会の追跡・指導に属する各事件・事案に関係する各組織・党員
の過ちの検査・終局処理に集中する。政治局の正しい主張に従って規律された
後の幹部に対する辞職・免任・仕事配置のためのレビュー・検討を継続する。
一部の幹部・党員、特に指導者・高級管理者の押しつけ・回避・嫌々働くこ
と・誤りを恐れて思い切ってしないことの表現の整頓・克服の指導に集中す
る。

④　 汚職防止に関する国家の法律の成立に関する党の主張・政策の体制化の仕事に
関する専門テーマの検査を展開する；指導委員会の２０２３年ワーキング・プ
ログラムに従った各提案を完成する。

⑤　 幹部・党員・人民における宣伝、教育、廉正で汚職・消極をしない文化の建設
の堅持の仕事の効果を強化・向上する指導を継続する。汚職防止の闘争におけ
るベトナム祖国戦線、各組織構成員、新聞雑誌、人民の役割を更に発揮する。

⑥　 省級の汚職防止指導委員会の活動の効果を向上する指導を継続する；地方・基

45ICD NEWS 　第98号（2024.3）



礎における汚職防止の仕事における「小さな汚職」の弊害を決然と克服し、よ
り強力な変化を造る。

※ また、本会議において指導委員会は、法律の規定に従って解決が完了された指導委員会
の追跡・指導に属する１０事件・１事案に対する処理の指導を終了することで一致し
た。

※中央内政委員会ウェブサイト
https://noichinh.vn/cong-tac-phong-chong-tham-nhung/202308/phien-hop-thu-24-cua-ban-chi-dao-

trung-uong-ve-phong-chong-tham-nhung-tieu-cuc-312876/
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【別紙６】
中央内政委員会の任務・権限等の概要（メモ）

※ 中央内政委員会（ＣＩＡＣ）の任務・権限等については、２０２０年１月２日付政治局
決定２１６号（216-QĐ/TW）に定められている。

１．機能
　中央内政委員会は、中央執行委員会にとっての（政治局、書記局にとっては直接かつ常
時の）内政、汚職・消極防止及び司法改革分野の主要な政策及び方針に関する助言及び補
佐を行う機関であり；同時に、党の内政事業に関する専門業務機関であり、汚職・消極防
止中央指導委員会及び中央司法改革指導委員会の常務機関である。

２．任務、権限
１．研究、助言

ａ ）内政、汚職防止及び司法改革に関連する提案に重点を置いた立法事業に関する党
の観点、方針及び方向性への研究・助言を主宰、又はそれらに協力する。

ｂ ）国家安全、汚職防止及び司法改革に関し、いくつかの主要な方針及び政策に係る
研究・助言を主宰、又はそれらに協力する；内政機関（検察院、裁判所、司法、監
査、公安、軍隊）、ベトナム法律家協会、ベトナム弁護士連合会及び中央における
内政、司法分野に関連する機関、組織の機構及び活動に関する研究・助言に協力す
る。

ｃ ）政治局、書記局、汚職・消極防止中央指導委員会及び中央司法改革指導委員会が
内政、汚職防止及び司法改革分野における仕組み、政策、法律の抜け穴、不備な点
の修正、補充、克服を領導・指導することの研究・助言を主宰し、又は関連する機
関と協力する；規定に基づき、深刻かつ複雑で、世論が関心を有する事案・事件を
処理するための方針及び方向性を定める

ｄ ）実践的な問題を総括し、科学的研究を行い、内政、汚職防止及び司法改革に関す
る理論の作成に貢献する。

２．案内、検査、監察
ａ ）政治局、書記局が内政、汚職防止及び司法改革分野における年次検査・監察のプ

ログラム・計画を作成・実施することを助言、補佐するために中央検査委員会と協
力する。

ｂ ）各党委員会と党の各組織が内政、汚職防止及び司法改革分野に関する党の方針、
政策、国の法律の実施に関して、案内、追跡、督促、検査、監察を主宰し、それら
に協力する。

ｃ ）政治局、書記局が内政機関、ベトナム法律家協会、ベトナム弁護士連合における
党の方針、政策、国の法律の実施の検査・監察への補佐を主宰し、又は関連する機
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関と協力する。
ｄ ）政治局、書記局、汚職防止中央指導委員会によって割り当てられた事件の処理に

関する指導、案内、追跡、督促、検査、監察を主宰し、又は関連する機関と協力す
る。

ｅ ）省委員会・市委員会の内政委員会及び各党委員会、党の組織における内政、汚職
防止及び司法改革事業を担当する幹部に対し、業務を案内・育成することを主宰
し；省委員会、市委員会及び中央直轄の党委員会及び党の組織における内政、汚職
防止及び司法改革事業に対する方向性・任務に関与する。

ｆ ）党の規定に基づき、内政、汚職防止及び司法改革分野における検査、監察に関す
る他の任務を遂行する。

３．査定
　内政、汚職防止及び司法改革の分野に属する提案・方針に対し、政治局、書記局に
提出する前に査定を行い、又は意見を付する。

４．組織・幹部の事業への参加 
ａ ）省委員会又は中央直轄市委員会の内政委員会の機能、任務、組織機構の案内に中

央組織委員会と協力する。
ｂ ）規定に基づき、政治局、書記局の管理下にある幹部職位及び他の職位に対する幹

部の事業に対して、査定を行い、意見を付することに中央組織委員会及び関連する
機関と協力する。

５ ．政治局の規定、汚職防止中央指導委員会及び中央司法改革指導委員会の業務規程に
従い、汚職防止中央指導委員会の常務機関、中央司法改革指導委員会の常務機関の任
務を遂行し、権限を行使する。

６ ．機能、任務及び権限に従い、内政、汚職防止及び司法改革分野に関し、国際協力を
する。

７ ．政治局、書記局、汚職防止中央指導委員会、中央司法改革指導委員会によって割り
当てられた他の任務を遂行する。

８．機能、任務を遂行するために、中央内政委員会は以下に掲げる権利がある：
ａ ）割り当てられた機能と任務を遂行するために、中央の内政機関と司法機関及び中

央直轄の党委員会、党の組織に対し、定期又は不定期に報告するよう要求し；各党
委員会、党の組織、関連する機関、組織、部門、個人に対し、任務について作業
し、また任務遂行に関連する情報、資料を報告・提出するよう要求する。

ｂ ）中央内政委員会の機能、任務に関連する内容のある省委員会、市委員会、党幹事
委員会、党団、中央直轄の党委員会の会議に参加する。
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３．組織機構
ア　ＣＩＡＣは共産党の中央レベルの委員会であり、指導者は以下のとおりである 。

・ファン・ディン・チャック委員長 
　政治局員、書記局員、「汚職防止中央指導委員会」常務委員会副委員長、「司法改
革中央指導委員会」常務委員会副委員長

・ ヴォー・ヴァン・ズン副委員長常直（筆頭）、党中央委員、「汚職防止中央指導委員
会」委員

・グエン・タイ・ホック副委員長、司法改革中央指導委員会委員
・グエン・タイン・ハイ副委員長 
・グエン・ヴァン・イェン副委員長
・ダン・ヴァン・ズン副委員長、常務委員会補佐官

イ　ＣＩＡＣの内部部局は以下のとおりである 。
・委員会指導者秘書
・事件・事案追跡処理局－第１局
・法律局－第２局
・総合研究局－第３局
・内政機関局－第４局
・防止及び反汚職・消極追跡局－第５局
・地方第１局、ハノイ
・地方第２局、ダナン
・地方第３局、ホーチミン市
・組織・幹部局－第７局
・司法改革局－第８局
・内政雑誌
・事務局

※ＣＩＡＣウェブサイト
https://noichinh.vn/gioi-thieu/ban-noi-chinh-trung-uong/

https://noichinh.vn/gioi-thieu/
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【別紙７】
第３２回中央検査委員会の概要（メモ）

※チャン・カム・トゥー主任（委員長）が主宰。以下の内容を検討・結論した：

①　 クアンニン省人民委員会の党幹事委員会に対して違反の兆候がある際の検査結
果を検討した後、汚職防止中央指導委員会の指導を実施する。中央検査委員会
は以下のとおり認めた：
クアンニン省人民委員会の党幹事委員会は、民主集中原則と執務規制に違反し
た；責任が足りず、領導・指導を緩めたことで、ＡＩＣ社等とＦＬＣ社によっ
て実施されたプロジェクト／請負パッケージの管理・実施において、省人民委
員会、多くの組織・個人に党の規定及び国家の法律に違反させた；多くの党組
織・党員が規律処理された。
上記違反は厳重な結果・損害・損害の危機・大金と国家財産の浪費を生じさ
せ、社会に悪い世論を生じさせ、党組織・地方政権の威信に影響を及ぼし、規
律を検討・処理するに至った。
上記違反・欠点に対する責任は、２０１１～２０１６・２０１６～２０２１任
期のクアンニン省人民委員会の党幹事委員会及び以下の各同志に属する：
グエン・ヴァン・ドック元党委書記・党団書記・省人民評議会議長・党幹事委
員会書記・省人民委員会主席、
グエン・ドゥック・ロン元党委副書記・党団書記・省人民評議会議長・党幹事
委員会書記・省人民委員会主席；各同志：
ドー・トン、ダン・フイ・ハウ、グエン・ヴァン・タイン元党委常務委員会委
員・省人民委員会副主席、
ドー・ヴァン・ルック元党委常務委員会委員・省公安局局長、
ヴー・スアン・ジエン党委常務委員会委員・省内政委員会委員長、
ヴー・ヴァン・ジエン党委常務委員会委員・省人民委員会副主席、
ヴー・ティ・トゥー・トゥイ党委委員・省人民委員会副主席；各同志：
チャン・ヴァン・フン、チャン・ドゥック・ラム、グエン・ヴァン・ミン元党
委委員・計画投資局局長；
グエン・ゴック・トゥー元党委委員・天然資源環境局局長；
グエン・マイン・クオン元党委委員・建設局局長；
ホアン・クアン・ハイ党委委員・交通運輸局局長；
グエン・マイン・トゥアン党委委員・建設局局長；
カオ・ゴック・トゥアン党委委員・税務局局長；
グエン・マイン・クオン、カムファー市委員会副書記・市人民委員会主席・元
クアンニン省の民間工事・工業プロジェクト管理委員会委員長。
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上記違反に関連し、２０１５～２０２０任期の省党委常務委員会；２０１６～
２０２１任期のクアンニン省人民評議会の党団及びいくつかその他の党組織・
党員にも責任がある。
内容・性質・程度・結果・違反の原因を検討し；党の規定に基づき、中央検査
委員会は規律施行を決定した：
警告：
２０１１～２０１６・２０１６～２０２１任期のクアンニン省人民委員会の党
幹事委員会及び各同志：ドー・トン、グエン・ヴァン・タイン、ドー・ヴァ
ン・ルック、グエン・ヴァン・ミン、チャン・ドゥック・ラム；グエン・マイ
ン・クオン元党委委員・建設局局長；グエン・マイン・クオン、カムファー市
委員会副書記・市人民委員会主席・元クアンニン省の民間工事・工業プロジェ
クト管理委員会委員長。
譴責：
２０１６～２０２１任期のクアンニン省人民評議会の党団及び各同志：ヴー・
ヴァン・ジエン、ホアン・クアン・ハイ、カオ・ゴック・トゥアン、グエン・
マイン・トゥアン。
中央検査委員会は、２０１５～２０２０任期のクアンニン省党委常務委員会及
び各同志：
グエン・ヴァン・ドック、グエン・ドゥック・ロン、ダン・フイ・ハウ、
ヴー・スアン・ジエン、ヴー・ティ・トゥー・トゥイ、グエン・ゴック・
トゥー、チャン・ヴァン・フンの規律施行を検討するよう政治局・書記局に提
議する。
中央検査委員会は、中央検査委員会の結論に従い、関連する１４党組織・１０
党員の規律施行の決定を発行するようクアンニン省党委常務委員会に要求す
る。

②　 ニントゥアン、ハウザンの各省において、省党委常務委員会及び省党委検査委
員会に対する党規律の検査・監察・施行任務の実施の検査、中央の管理に属す
る各幹部同志に対する財産・収入申告の検査の結果を検討し、中央検査委員会
は以下のとおり認めた：
基本的な優位点に加えて、各党組織・党員は、党の財政・財産の管理・使用に
おける党規律の検査・監察・施行の任務実施の領導・指導・組織化と、財産・
収入の申告においていくつかの違反・欠点が検査された。中央検査委員会は、
各党組織・党員に、厳粛に検査・点検され、経験を引き出し、指摘された違
反・欠点を適時に克服するよう要求する；優位点を発揮し、各級委員会・党組
織・各級の検査委員会が検査・監察を実施するよう領導・指導を強化する、重
心は：政治思想・道徳・暮らしに関する衰退の表現の検査、党員の禁止行為、
模範を示す責任に関する規定の実施；幹部任務；土地・資源・鉱産の管理・使
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用；装設備の購入；各投資プロジェクト及び社会において目立って差し迫った
問題の実施。

③　 この会議では、また、中央検査委員会は、１党組織・２党員に対する告発を検
討・解決し；４つのケースにおける規律に対する不服申立てを解決し、その他
いくつかの重要な内容を検討・決定した。

※中央検査委員会ウェブサイト
https://ubkttw.vn/danh-muc/tin-tuc-thoi-su/thong-cao-bao-chi-ky-hop-thu-32-cua-uy-ban-kiem-tra-

trung-uong.html
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外国法制・実務
カンボジア「法・司法分野人材育成プロジェクト」のワーキンググループ活動

～調査フェーズ～

ＪＩＣＡカンボジア長期派遣専門家
戸　部　友　希

第１　はじめに
　カンボジア「法・司法分野人材育成プロジェクト」は、２０２２年１１月の開始か
ら、１年２か月が経過した（２０２４年１月中旬執筆時点）。当プロジェクトは、王立
司法学院（Royal Academy for Justice of Cambodia。以下「ＲＡＪＣ」とする。）に属する
裁判官・検察官養成校（Royal School for Judges and Prosecutors。以下「ＲＳＪＰ」とす
る。）における民事司法分野の養成を強化することを目的とする 1。
　当プロジェクトの期間は、２０２２年１１月から２０２７年１０月までの５年間であ
るが、このうち、２０２２年１１月から２０２４年３月までを「調査フェーズ」として
いる。この調査フェーズの目的は、カンボジアの民事裁判実務における課題や、ＲＳＪ
Ｐでの裁判官養成における課題を調査し、その原因を分析することにより、ＲＳＪＰ養
成に反映することのできる具体的な強化策を検討するということにある。
　当プロジェクトの活動を担うテクニカルワーキンググループ（以下「ＴＷＧ」とす
る。）は、２０２３年４月に設立された。以降、ＴＷＧは、ほぼ毎週ミーティングを実
施し、執筆時点において、ミーティングは３０回を数えた。
　調査フェーズの成果物は、調査結
果報告書や後述するサンプル教材等
が見込まれるが、それらを得る過程
にはＴＷＧの日々の活動がある。そ
の過程におけるメンバーの知識の習
得、思考の変化、ノウハウの蓄積等
は、当プロジェクトにとって大事な
成果である。そこで、やや仔細な事
柄にわたる面もあるが、ＴＷＧの活
動そのものをできる限り具体的にイ
メージしていただけるようにご紹介
させていただきたい。

1　当プロジェクトの内容や背景については、伊藤みずき「カンボジア『法・司法分野人材育成プロジェクト』の開始―
プロジェクトの計画・策定経緯を中心に―」（ＩＣＤ ＮＥＷＳ第９４号３６頁）をご覧いただきたい。

【ＲＡＪＣの新校舎】
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第２　ＴＷＧの構成、活動の指針及び方法
１　ＴＷＧの構成

　設立当初のＴＷＧメンバーは、全５８名であった（異動等に伴う変動がある。）。カ
ウンターパートである司法省から長官・次官・局長・職員・大臣官房付、支援対象で
あるＲＡＪＣから幹部・職員、裁判所から最高裁判所・控訴裁判所・始審裁判所の各
裁判官、弁護士、そしてプロジェクトオフィスからは現地スタッフも正式にメンバー
として任命された。メンバーの中には、民法・民訴法の起草に関わった裁判官、過去
のＪＩＣＡプロジェクトにおいて養成されたＲＳＪＰ教官である裁判官１４名、長年
ＪＩＣＡプロジェクトに関わり実務改善や弁護士養成に貢献している弁護士２名が含
まれている。一方で、裁判官としての職務経験年数が１０年以内の裁判官も９名任命
されており、彼らは将来ＲＳＪＰ教官となることが期待されている。想定を超える規
模であったものの、キーパーソンが選任され、成果の持続性も意識された構成といえ
る。
　調査フェーズの目的からすれば、メンバーは全ての調査活動に関与し、課題につい
て広く有機的に分析することが望ましいと考えた。そこで、ＴＷＧを更にグループ分
けすることはせず、専門家３名（検察官出身のチーフ専門家である伊藤みずき、業務
調整専門家である川上司、裁判官出身の小職）も全活動に関与している。

２　ＴＷＧ活動の指針
　プロジェクト開始から５分の１以上という重要な期間を費やして、調査フェーズを
実施することの意義を、私は次のように考えている。まず、カンボジア側のメンバー
と課題発見とその分析の過程を共有することで、課題発見が内発的なものとなるこ
と。また、課題に関する共通認識を共有し、より掘り下げた分析ができ、ＲＳＪＰ養
成の改善に対する動機づけも内発的に醸成されること。これらを通じて、主体的かつ
持続的な改善につながることを期待する。調査フェーズに一貫する指針は、カンボジ
アの主体性とプロジェクト成果の将来的な持続性である。

３　ＴＷＧ活動の方法
　ＴＷＧの活動は、週１回のミーティングを軸とし、後述のとおり、ミーティングの
準備活動やミーティング外の活動を伴う。ミーティングは、毎週金曜日の午後２時か
ら５時、ＲＡＪＣ校舎で、司法省の方針により毎回対面で実施している。ＲＡＪＣ校
舎は、首都プノンペンに隣接するカンダール州にあり、地方の裁判所に所属する裁判
官は、毎回ミーティングのために片道数時間をかけて参集しなければならない。つま
り、地方の裁判所に所属する裁判官は、毎週金曜日はほぼこの会議のために一日を費
やすことになる。裁判実務を行いながらＴＷＧ活動に参加することは、想像を超える
苦労があるはずだが、地方からの裁判官の出席率は高い。
　ファシリテーターは、長官や最高裁判事と専門家が共同で務めることが多いが、
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テーマに応じて、他のメンバーに
リードしてもらうこともある。
　毎回のミーティング後には、現
地スタッフが英語でまとめた議事
録や手控えに基づき、専門家が会
議のサマリーを作成した上で、こ
れを翻訳して、次回会議前までに
メンバーに共有する。これによ
り、認識共有とフォロー、ときに
軌道修正を図っている。

第３　調査計画の策定
　ＴＷＧ活動の初期（２０２３年４月～５月）は、２０２４年３月までの約１年間で、
どのような点を、どのような方法で調査すべきかという点から議論を始めた。もっと
も、カンボジア側メンバーにとっても、専門家にとっても、このような調査を共同で実
施するのは初めての経験であり、度々難しさに直面した。プロジェクトは専門家が主導
するという意識が根強いカンボジア側メンバーと、カンボジア側の主体性を維持したい
専門家との間のすれ違いや、何を話し合っているのか現在地を見失いかけて混乱する場
面も多くあった。例えば、専門家としては、何をどのように調査するかをカンボジア側
メンバーと議論したいが、カンボジア側メンバーは、意見が分かれると、専門家が決め
るのがよいと発言したり（専門家を尊重する意図があったようだ。）、早速自分自身が直
面している具体的な問題を共有し、
他のメンバーもその問題に関する議
論の方が盛り上がったり、といった
状況も起きた。とはいえ、寄り道・
回り道と思われる中にも様々なアイ
ディアが散りばめられており、それ
を見落とすまいと専門家も注力し
た。相当のミーティングの回数を費
やしたものの、調査項目や調査方法
について、なんとかコンセンサスを
得ることができた。

第４　調査活動
１　裁判所インタビュー

　ＴＷＧは、調査の重要な一つとして、各地方の裁判所でのインタビューを位置付け
た。裁判所でのインタビューは、地方ごとに実務上生じている課題の調査として重要

【第１回ＴＷＧミーティング】

【ＴＷＧミーティング】
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な役割を担う上、ＲＳＪＰで養成
を受けた裁判官が実務に出てみて
気づいたＲＳＪＰ養成の課題が共
有されることも期待している。
　質問事項、実施する裁判所、イ
ンタビュー方法についても、全て
ＴＷＧの議論に基づいて決めた。
議論に際しては、ＲＳＪＰ教官で
ある裁判官メンバーが、リサーチ
の方法論に関して資料を自主的に
作成してくれたため、その方に
ファシリテーターを務めてもらっ
た。そもそもオープンクエスチョンにすべきか？というところから議論が始まり、イ
ンタビューの計画だけで複数回の会議を要したものの、メンバーにおいて、自分たち
の手で調査を行うという意識が強化され、納得を得た上で、インタビューが行えるよ
うになった。また、メンバーは当初、インタビューは専門家が実施するものと考えて
いたようだが、カンボジア側メンバーも参加することを提案し、司法省職員やＲＡＪ
Ｃ職員と共にインタビューに臨んだ（カンボジア側の意向で、裁判官は同席しないこ
ととした。）。
　インタビューは、２０２３年５月（ケップ、カンポット）、８月（コンポントム、
シェムリアップ）、１０月（コンポンスプー、シハヌークビル）、１２月（モンドルキ
リ、ラタナキリ）に各実施し、控訴裁判所所在地では、始審裁判所のみならず控訴裁
判所でも実施した。裁判所でのインタビューは、専門家に民法や民訴法に関する質問
をする場のようになるのが常で、それだけでもいかに裁判官が民法や民訴法の解釈・
適用に苦労しているかがうかがわれた。事前に送付した質問事項に対して、裁判所全
体で話し合って回答を準備してくれた裁判所もあり、若手裁判官（ＴＷＧメンバーを
含む。）も積極的にＲＳＪＰ養成の課題と改善策を率直に語ってくれた。
　インタビュー実施後には、インタビューに参加したメンバーと専門家が共同で、結
果のまとめとコメントを検討する作業を行い（個別にミーティングを行い、スタッフ
が作成した議事録等をもとに報告書を作成し、形式面・内容面共に意見を出し合って
プレゼン資料を準備した。）、参加したメンバーがミーティングで発表を行った。その
上で、共有された課題の中から教育で改善できる点を抽出し、改善の具体策を検討す
るという作業を全体で行った。

２　各種インタビュー（メンバー、ＲＡＪＣ、弁護士、学生）
　並行して、メンバーである裁判官に対してもインタビューを行った。特に、最高裁
判事や控訴裁判所判事には、上級審からみた下級審における審理や判決に関する課題

【カンポット始審裁判所のインタビュー】
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という観点からも聴取した。メンバーは日頃から課題であると感じていることを、イ
ンタビューに備えてまとめておいてくれたようで、主張整理から事実認定まで、多岐
にわたり鋭い意見が共有された。
　また、メンバーであるＲＡＪＣ幹部に対してもインタビューを行った。当プロジェ
クトは、ＲＳＪＰにおいて継続的に教育改善をしていくための教育体制づくりにも
フォーカスしているため、ＲＳＪＰ養成の運営上の課題を詳細に聴き取った。専任教
官が不在であることによる問題、スケジュール管理の問題、予算の問題等についても
共有された。
　さらに、弁護士会の協力を得て、メンバーではない弁護士に対してもインタビュー
を行った。弁護士は、代理人として裁判に携わる中で、裁判実務上の課題をよく把握
しており、その意見をＲＳＪＰ養成に反映させることの意義は大きい。弁護士へのイ
ンタビューには抵抗感があるかもしれないと懸念していたが、実施についてメンバー
からもコンセンサスを得ることができ、弁護士であるメンバーにサポートしてもらっ
た上で、実施した。結果については、弁護士メンバーに発表をしてもらう予定であ
る。
　ＲＳＪＰ学生に対するインタビューについても、メンバーからのコンセンサスを得
た上で、質問事項について議論した。学生の現状を把握するとともに、学生からみた
ＲＳＪＰ養成の課題について聴取する予定である。

３　ＲＳＪＰ学生向けセミナー
　調査活動の一環として、裁判
官・検察官学生を対象に、貸金返
還請求事件を題材とした民法・民
訴法に関するセミナーを実施し
た。学生に知識をインプットする
ことのみを目的とするのではな
く、講師と学生との受け答え等を
通じて、学生の理解度や現状の課
題を分析しようという試みであ
る。講師は専門家が務めることと
したが、セミナーに先立ち、取り
上げる法的問題について、ミー
ティングで議論をし、メンバーにセミナーの様子を観察・分析してもらうこととし
た。結局、コンセプトの共有が不十分であったようで、セミナー中に教官であるメン
バーが回答や質問をするなど、率直にいえば混乱した面もあった。とはいえ、その後
のミーティングで分析と振り返りをしたところ、学生との受け答えを通じて、学生や
教官自身がよく理解できている点とそうでない点を、担当教官自らが分析するなどの

【ＲＳＪＰ学生向けセミナー】
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一定の成果がみられた。また、失敗した点も含めて観察したことで、教える内容、教
え方、学生の質問への対応方法等の点で、改善点を見出すことができたようであっ
た。過去には、カンボジア側メンバーがセミナー講師を務めることには消極的な姿勢
もみられたようだが、今後はカンボジア側メンバーが講師を務めるべきであるという
前向きな意見も出た。ＲＳＪＰでは教える内容の統一性がしばしば問題とされるとこ
ろ、授業の実施準備から振り返りまでをメンバーが共同で実施したことにも意義が
あったと思われる。

４　質問への対応
　カンボジアの専門家の職務の一つの特徴として、現地の実務家から寄せられる、民
法や民訴法に関する質問への回答があり、カンボジアの実務家が、民法や民訴法の解
釈・適用について、どのような点で悩んでいるのかを把握する上でも重要な意義を有
する。当初、質問だけを専門家に一方的に投げて回答を求められることも多く、質問
の趣旨すら把握できないこともあった。質問への応答は、単にカンボジア実務家に専
門家の知識や経験を共有するものでなく、意見交換を通じた法解釈能力の向上を意図
して歴代の専門家が取り組んできたものである。そこで、当フェーズでは、メンバー
から優先的に質問を受けることとし、質問をするために、質問内容のほか、自己の見
解とその理由、想定される反論とその理由などを記入するフォームを用意した。ま
た、専門家のコメントは、メンバー全員が見ることができるグループに投稿し、ＴＷ
Ｇ全体に還元することとした。質問を寄せる方にとっては負担に感じる点もあると思
われるが、所属する裁判所等で議論してもなお解決しない問題が取り上げられるよう
になったり、専門家のコメントに対して更にコメントを投稿するメンバーも出て、専
門家も含めた多方向での法的議論を行う兆しがみられるなどの効果が生まれている。

５　試験問題の分析
　ＲＳＪＰにおいてより効果的な教え方をするためには、試験問題の活用についても
検討する必要があるため、教官であるメンバーやＲＳＪＰ幹部の協力により試験問題
を入手でき次第、その課題について分析を進める予定である。

第５　カリキュラム・シラバスに関する活動
１　日本の法曹養成に関するインプット

　ＲＳＪＰにおける養成期間は、２７か月間とされている（実際には期間内に修了で
きていない。）ところ、現状では、大学法学部を卒業した者が入学資格を有し、修了
後に裁判官や検察官に任官する。ＲＳＪＰは、日本における法科大学院と司法研修所
の双方の役割を担うもので、カリキュラムの構成が難しい。
　そこで、カリキュラムの改善に当たり、日本の法曹養成について紹介し、法学を段
階的に修得し、実務に出るまでの仕組みについて、ミーティングでインプットを行っ
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た。専門家と現地スタッフが日本
の法曹養成のプレゼンテーション
動画を作成したり、シラバスのサ
ンプルを作成して共有したりし
た。その上で、ＩＣＤ教官に現地
でミーティングに参加していただ
き、２度にわたって法科大学院教
育に関するプレゼンテーションを
していただいた。裁判官や弁護士
であるメンバーは、ミーティング
終了後にも教官のもとに来て熱心
に質問をしていた。メンバーは、
カンボジアの法曹養成は、法学を段階的に深めていく構造になっておらず、具体的な
事例から法律構成をする段階の訓練が足りていないといった気付きを得ていた。

２　大学における法学教育の分析
　これらと並行して、大学における法学教育との連続性を意識し、ＲＳＪＰ入学時に
学生が有する知識について把握するため、大学法学部のカリキュラムやシラバスを入
手し、その分析を行っている。

第６　教材に関する活動
１　過去のプロジェクトの成果物の活用方法の検討

　調査が軌道に乗り始めた２０２３年８月頃から、教材に関する議論を具体的に開始
した。過去のＪＩＣＡのプロジェクトでは、ＲＳＪＰで使用する教材や、実務改善の
ための質の高い資料が作成されている。そこで、過去の成果物の活用状況を調査し、
よりよい活用方法を検討した上で、今後作成すべき新たな教材の作成を検討すること
とした。
　過去のプロジェクトの成果物の活用については、活用方法の議論を超えて、議論
が白熱することもあった。例えば、資料Ａの活用について検討すると、「資料Ａには

『ａ』と書いてあるが、実務では『ｂ』だと考えている裁判官が多いので、この資料
をカンボジアの実情に合った『ｂ』に改訂したい」という意見が出れば、これに対し
て別のメンバーは『ａ』の記載が正しいと防御し、そのトピックで複数のミーティン
グにわたる議論となる。こうした議論を重ねていくうちに、実務家が、「法的に正し
いこと」や「過去に作成された成果物と適合していること」と、「カンボジアの実情
に適合していること」の両立に苦心していることの例が明確な形で共通認識となり、
結果として議論の深まりや調査結果にもつながっていると考えている。

【ＩＣＤ教官に質問をするメンバー】
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２　新しく作成すべき教材の検討
　新しく作成すべき教材については、具体的な事例を用いた演習教材が必要であるこ
とは、概ね共通認識となっていた。結論からいえば、現在作成しているサンプル教
材は、テーマも、内容も、進め方も、専門家が当初イメージしていたものとは相当
ギャップのあるものとなっているが、カンボジア側メンバーにおいて、ここが足りな
い、このような教材が欲しいと考える点と、専門家の視点とを融合させたものとなっ
ている。
　例えば、現段階のサンプル教材の構成は、コースアウトライン、ケーススタディ、
研究問題、書式例から成るところ、「コースアウトライン」は、メンバーの提案に基
づき入れることになった項目である。これは、教官が最低限教えるべき内容をまと
めた項目であり、教官が交代しても教える内容に統一性を持たせることを意図して
いる。当初のドラフトは箇条書きの簡潔なものであったが、議論を重ねるうちにボ
リュームが増し、相当時間を要している。
　また、サンプル教材のテーマは、「離婚」となっている。その経緯には、若手裁判
官が、教材の形式面のサンプルとして、「離婚」をテーマとしたサンプルを作成して
くれたところ、それが形式面のサンプルを超えたクオリティだったということがあっ
た。専門家としては、「消費貸借」のように民法や民訴法の基本原則を習得するのに
適したテーマから始めるべきであると考えていた一方、メンバーからは、カンボジア
で最も典型的な類型の一つであり、インタビューでも問題点が多く取り上げられる離
婚を推す声が強かった。専門家も、ニーズのあるものを作成することは重要であり、
人事訴訟法等の例外を学ぶことは翻って原則を学ぶことになると考え、最終的には離
婚をテーマとすることで同意した。

３　サンプル教材の作成
⑴　サンプル教材の作成作業

　「コースアウトライン」については、ドラフトをした裁判官らが、ミーティング
で議論した内容を反映してその都度修正をしてくれており、その修正案に対して更
に専門家がコメントをして、全体で議論するという方法で作成を進めている。
　このような進め方は、ケーススタディについても同様で、メンバーが作成した
ケースに専門家が修正のコメントをし、ケースを確定した上で、メンバーである若
手裁判官がペアになって回答案と指導のポイントとなる解説（教官用資料）をドラ
フトし、それに対して専門家がコメントをして、全体で議論する方法で作成を進め
ている。
　つまり、現サンプル教材作成において、専門家がファーストドラフトをした部分
はなく、カンボジア側の若手メンバーが中心となってしたドラフトを基にして進め
ることができている。若手の裁判官がドラフトすることができるのは、ＲＳＪＰに
おける養成の成果であり、これまでのプロジェクトの成果は確実に受け継がれてい
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る。
　ミーティングは、回を重ねるごとに、事前に資料に目を通して検討してきていな
ければ、議論についていくのが難しくなってきている。金曜日が終わると、１週間
後の次回ミーティングまでに、カンボジア側メンバーと専門家が並行して作業や検
討を行う。そのため、調査すべき点や作業量が多くなり、目を通すべき資料はミー
ティング直前まで増え続ける。特に修正を担当するメンバーの負担は相当大きいも
のと思われ、スタッフの翻訳量も同様である。このような状況にあっても、担当メ
ンバーは、専門家や他のメンバーのコメントを無条件に受け入れるのではなく、納
得のいくまで考えた上で、プライドを持って修正作業をしている。他のメンバーも
意見書や資料を自発的に出して議論を活性化させている。このような熱意を心から
歓迎し、最大限サポートしたい。
　このように、メンバーがドラフトをし、専門家がそれに対するコメント等をする
方法を採ることで、専門家が自らドラフトをする場合に比して、理解が進んでいる
点と理解が不十分である点がより明らかになると考えている。専門家においても、
修正のコメントを出すためには、修正すべき理由を説得的に説明しなければなら
ず、本質や原則に立ち返った検討を要することが多くなっている。

⑵　論点の議論の方法
　教材作成をしていると、法的
な説の対立等、意見が分かれる
ことがある。そのようなとき、
４月当初を振り返ると、メン
バーは「専門家が決めてよい」
と言ったかもしれない。しか
し、教材作成が進んだ１１月
頃、ある論点の議論をカンボ
ジア側メンバーに主導してほし
いと提案したしたところ、メン
バーが資料を作成すると申し出
てくれた。まずは、そのメン
バーと専門家で個別ミーティン
グを行い、内容について議論を
した上で、資料を作成してもらい、その資料に専門家から更にコメントをして完成
させていった。ミーティングでは、各説について論拠や帰結を分かりやすく整理し
た発表がされ、議論をする土壌ができた。その次の回までには、複数のメンバー
が、いずれの説を支持するか、それぞれの根拠を具体的に示した意見書を提出し
合った上で議論に臨み、法解釈を体験してもらうことができたのは大きな収穫で
あった。

【ＴＷＧメンバーによる説明。ＪＩＣＡプロジェ
クトに長く関わり、弁護士養成に貢献している
弁護士であり、プレゼンテーション資料も工夫
が凝らされている。】
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　以降は、複雑な法的議論が必要な場面では、書面で意見を出し合った上で議論す
ることも増えた。それによって、思い付くままに議論をするのではなく、よく吟味
して整理した上で発表し、充実した議論ができていると感じる。若手メンバーが積
極的に意見を表明していることも、よい刺激になっている。

⑶　教材作成のガイドライン
　ＲＳＪＰでは、教材の作成や改訂が持続的に行われていないことが一つの課題で
あるところ、教材作成方法について議論をした点を集積したガイドラインを作成
し、後に教材を作成する際に参照できるようにしようと試みている。ガイドライン
の作成は、会議への出席率が高く、その発言から会議の内容をよく記憶しているこ
とがうかがわれるメンバーが担当することになり、現在作成を進めている。

第７　今後の活動の展望
　２０２４年２月に実施する第１回本邦研修には、ＴＷＧメンバー１５名が参加し、法
科大学院、司法研修所、東京地方裁判所において、講義や意見交換の機会を頂く予定で
ある。また、日本の先生方から、法科大学院における法曹養成、事例問題を活用した効
果的な教授法、事実認定、判決分析等の講義をしていただく。これらの活動を通して、
法曹養成に関する日本の知見や経験を共有し、メンバーにおいて、カンボジアの民事裁
判実務やＲＳＪＰ養成の課題、その改善策を自ら検討することを目指している。
　本邦研修を終えると、調査フェーズも大詰めとなり、２０２４年４月以降の活動を具
体化していく。ご紹介したこれまでのＴＷＧの活動も、課題と反省、想定外の展開の繰
り返しで、その都度軌道修正を重ねてきたものであるが、指針を見失うことなく、各所
属のメンバーそれぞれが経験を生かして活躍していただけるような活動としたい。
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ラオスにおける Access to Justice の状況（各論４）
（地方における関連機関の実情・第４　ボリカムサイ）

ＪＩＣＡラオス長期派遣専門家
阿讃坊　明　孝

第１　はじめに
　本稿は、ラオスにおける Access to Justice の状況に関し、これまで御報告させていた
だいたルアンナムター県、サワンナケート県、サラワン県の関連機関の実情報告（Ｉ
ＣＤ ＮＥＷＳ 第９３、９４、９６号）に続くものであり、ラオス国内各地における
Access to Justice の普及の難しい地方の具体的状況について、新たな訪問先も含めて報
告する（調査の概要ないしは端緒の詳細については前稿記載済みのため省略する）。前
稿まででは下記①から⑥を取り扱ったが、本稿では、下記⑦及び⑧の機関への視察結果
について報告させていただく。1

（前稿までの視察先）
①　ルアンナムター県司法局 リーガルエイドオフィス 
②　ルアンナムター県裁判所
③　サワンナケート県弁護士会事務所 
④　サワンナケート村落調停ユニット（Village Mediation Unit: VMU）
⑤　サラワン県女性同盟
⑥　サラワン県村落調停ユニット（Village Mediation Unit: VMU）

（本稿の視察先）
⑦　ボリカムサイ県裁判所
⑧　ボリカムサイ県司法局　執行部門

第２　ボリカムサイ県概要 2

１　人口　およそ３０万人（２０１７）
　　　　　（ラオス全体の人口は７４２万人／２０２１）
２　面積　１万４８６３㎢（岩手県と同程度）
３　位置　 首都ヴィエンチャンの東側に隣接する県。
　　　　　 首都から車で３、４時間程度であり主要道路で結ばれている。県都パークサ

1　前稿までと同様の指摘であるが、本件報告の趣旨はあくまでラオス内の Access to Justice に関係しうる機関のうち一
部の実情報告であり、これをその他の地域や他の機関全てに同じく当てはめることはできない。また、本件報告は通
訳を介した口頭での聴取結果であり、時間的制約もある中で実施された視察であることから、回答された内容の詳細
に関する正確性については保証をしかねるという点について注意されたい。

　それでも、現地の状況を把握するための具体的な様子を伝えることはできると考えており、ラオスの実情の一端を把
握する助けとなれば幸いである。

2　knoema 「World Data Atlas『Bolikhamxai』」
（https://jp.knoema.com/atlas/ ラオス人民民主共和国 /Bolikhamxai, ２０２４年１月９日最終閲覧）
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ンと隣国タイとの間を行き来できる第５友好橋がタイ国支援により建設中で
ある（２０２２年８月現在）。3

（出典：maps Laos. https://ja.maps-laos.com/）

第３　ボリカムサイ県人民裁判所
１　視察先概要

　前稿までに既出の情報であるが、4 ラオスの裁判所の組織としては、①最高人民裁
判所（首都ヴィエンチャンに１か所）、②地域人民裁判所（中部：首都ヴィエンチャ
ン、北部：ルアンパバーン、南部：チャンパサックの計３か所）、③首都人民裁判所
及び県人民裁判所（首都ヴィエンチャンに１か所及び全国１７県に各１か所の計１８
か所）、④地区人民裁判所（各県内に複数設置）がある。5

　今回の視察先は、このうちボリカムサイ県の中心都市パークサン所在のボリカムサ
イ県人民裁判所（上記③）であり、日本の地方裁判所に相当するものである。

3　ＪＩＣＡラオス事務所「ラオス概況」 ２０２２年８月（https://www.jica.go.jp/Resource/laos/, ２０２４年１月９日最終
閲覧）

4　阿讃坊明孝「ラオスにおける Access to Justice の状況（各論１）（地方における関連機関の実情・第１ルアンナムター）」
ＩＣＤ ＮＥＷＳ 第９３号２７頁（２０２２．１２）（https://www.moj.go.jp/content/001386642.pdf, ２０２４年１月９日最
終閲覧）。県人民裁判所の基本的事項に関する記載及び本視察先に対する比較の対象としてルアンナムター県人民裁判
所に関する記載を参照。）

5　The People’s Supreme Court of the Lao PDR 「A map of the location of the People’s Court through the country (2020)」（https://
m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0vJscoo49cVkXhaTWe9wgLddKJRY4x7dHFXUDLMDKWs7ZgiKRbsZNaK-
SACHXSXPa8l&id=252553605526998&sfnsn=mo, ２０２４年１月９日最終閲覧）
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２　視察日：２０２３年５月１２日
　ボリカムサイ県人民裁判所（以下「県裁判所」という）を訪問させていただいた
際、同裁判所のライラトーン氏（県裁判所長）、副所長、裁判官（ないし職員）を合
わせ、合計１９名の方々が対応してくださり、ヴァンナ氏（県司法局局長）の同席の
下、以下のとおりお話を伺った。

３　裁判所の構成
⑴　沿革

　ボリカムサイ県人民裁判所は、同県の設置と同時に１９８４年に設置された。当
初は６人のスタッフしかおらず、行政事務面等は県司法局、技術面は最高人民裁判
所の指導の下にあった。その後２００３年に県人民裁判所と地区人民裁判所に分け
られ、２００９年に地区人民裁判所の代わりに、複数の地区を合わせてケート人民
裁判所が管轄することとして、現在に至るとのことである。6

⑵　現在の状況
　ボリカムサイ県内には、県人民裁判所のほか、２つのケート人民裁判所が存在す
る。
　県内全ての裁判所をあわせ、合計８０名（うち女性３０名）が勤務している。う
ち、県裁判所におけるスタッフは３５名（うち女性１６名）であり、そのうち６名
が管理事務、２９名が裁判手続を担当している。7 事件を担当することのできる裁
判官は１０人いるが、それには所長１人、副所長２人を含むため、７人のみがフル
タイムで裁判を担当できる者である。
　県裁判所は６つの裁判部及び１つの管理部で構成されている。
　裁判所の建物は２階建てで全１９部屋。うち１５部屋はオフィスであり、１部屋
が和解、尋問、裁判手続のための法廷として使用されている。その他の３部屋は、
一般的な打合せ室、裁判時の秘密合議室、8 倉庫として使用している。

４　取扱事件（２０２２年）及び事件処理
　民事刑事合計：６０４件（５１９件終結・８５．９３％）9

　民事事件としては、家族、相続、借金、土地問題の件数が多い。

6　２０１７年人民裁判所法（２２号／国民議会）１９条２号参照。ラオスでの地方人民裁判所（日本でいうところの下
級裁判所）は地域高等人民裁判所、県及び都人民裁判所、ケート人民裁判所により構成されている。なお、ケートと
はラオス語でエリアを意味する。

7　阿讃坊明孝・前掲注４「ラオスにおける Access to Justice の状況（各論１）」２７頁（https://www.moj.go.jp/con-
tent/001386642.pdf, ２０２４年１月９日最終閲覧）参照。ルアンナムター県人民裁判所で勤務するものの総数は、３１
名であり、ほぼ同数である。反面、下記の事件数については、ボリカムサイ県の方が極めて多い。

8　２０１２年民事訴訟法（１３号／国民議会）２４２条参照。判決に先立つ密室での事件の検討を行う部屋だと思われる。
9　阿讃坊明孝・前掲注４「ラオスにおける Access to Justice の状況（各論１）」２７頁（https://www.moj.go.jp/con-
tent/001386642.pdf, ２０２４年１月９日最終閲覧）参照。人口約１９万人（２０１７年時点）のルアンナムター県の人
民裁判所の民事刑事の合計件数は１５０件（２０２１年）ほどであり、これと比較すると、人口３０万人のボリカム
サイ県裁判所の件数の多さが目につく。
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５　県内弁護士の状況
　ボリカムサイ県内には２人の弁護士、南隣のカムワン県には１人の弁護士（７０歳
ほどのシニアであり、自宅で相談業務を行っているそうである。）が存在する。10 裁
判所から見た弁護士の印象は、誠実に対応する弁護士もいる一方、連絡がつかない者
がいたり、手続を止めたり延ばしたりする人が多い。弁護士の社会的責務が重要だと
思う一方、手続上問題が多いと感じていることも事実である。11 12

６　県内での法律の研修・普及 
　県裁判所の裁判官が民法典の内容が理解できなかったり、条文内容が不明確であっ
たりして判断に困ったら、県裁判所内にて裁判所会議に質問を持参したり、最高人民
裁判所へ尋ねたりして対応しているのが通常である。
　裁判所として県内の各村への法律関係の情報普及活動もしたいと考えているが、最
高人民裁判所への予算要求をしてもその実現はなかなか難しい。 

７　裁判所の課題
⑴　建物の問題

　同裁判所には十分な部屋数がなく、スタッフの人数に照らして執務室が狭すぎる
という状況にある。そもそもその狭い一つの部屋に多くの者が同時に勤務している
ため混乱を来し、集中して記録を読んだり検討したりすることが困難である。
　また、現状の問題点として、当事者や証人から聞き取りをする部屋も足りておら
ず、裁判所の運営が難しい。特別な部屋はなく、聞き取りをする部屋が空いていな
いとき、一人が聞き取りのために当事者を部屋に呼ぶと、同室で勤務しているス
タッフはその執務に支障が生じてしまう状況である。

⑵　機材・備品の問題 13

　現時点において、全部でＰＣ６台（デスクトップ４台、ノートＰＣ２台）を保有
している。しかしながら、これでは訴訟手続の準備や判決文印刷に不十分である。
　県裁判所は１週間あたり１３～１６件を取り扱い、判決を印刷するためにＰＣ等
の機器を使用する必要があるが、各裁判官やテクニカルスタッフにＰＣが提供され

10　入江克典「ラオスにおける弁護士制度の概要と現状」ＩＣＤ ＮＥＷＳ第８３号２３頁（２０２０．６）（https://www.
moj.go.jp/content/001324014.pdf, ２０２４年１月９日最終閲覧）。これによれば、２０１９年３月時点ではあるが、ラオ
ス全体の弁護士数は２４３名、うち首都ヴィエンチャンに所属する者は２１１名である（なお、根拠資料は見当たら
ないが、２０２３年末頃の弁護士数は４００名を超えているとラオス弁護士会から耳にしている）。ここに指摘するよ
うに、ラオス弁護士会所属の弁護士の大多数が首都ヴィエンチャン所在であり、地方の弁護士数が極端に少ないとい
う問題がある。 弁護士の偏在は明らかである。

11　阿讃坊明孝・前掲注４「ラオスにおける Access to Justice の状況（各論１）」２８頁（https://www.moj.go.jp/con-
tent/001386642.pdf, ２０２４年１月９日最終閲覧）参照。ルアンナムター県人民裁判所での視察においても、「裁判所と
しては弁護士がいない裁判が通常であり、弁護士の関与がなくとも事件処理上さほど問題はないと感じている」との
ことであり、裁判所の弁護士への信頼向上は現在の課題であると感じられる。

12　この点に関し、本稿第４の４（４）記載の弁護士関与の項参照。各所で同様の問題が指摘されている。
13　阿讃坊明孝・前掲注４「ラオスにおける Access to Justice の状況（各論１）」２８頁（https://www.moj.go.jp/con-

tent/001386642.pdf, ２０２４年１月９日最終閲覧）参照。ルアンナムター県人民裁判所での視察においても、コピー機
などを含む同様の機材備品の不足による執務への影響が指摘されている。
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ているわけではなく、需要に比較し足りていない。そのため、当事者へ判決文の交
付をすることに遅れが生じているという問題がある。
　証拠保存のためのノートＰＣやカメラ、移動のための車、所内のテーブルや椅子
も不足しており、海外からの支援が必要な状況である。

⑶　オンラインシステムの問題
　裁判所におけるオンラインシステムも不十分であり、本視察の当日、最高人民裁
判所の会議の開催日であったが、県裁判所における機器が不十分のため参加ができ
なかったそうである。
　裁判官に対する研修の機会は最高人民裁判所により招待され、首都ヴィエンチャ
ンやその近郊の町タラートなどの場所で実施されるが、ＣＯＶＩＤ－１９によるパ
ンデミック期間中は特に予算不足により開催が難しく、オンラインでの研修がメイ
ンであった。教育省の予算で対応可能な場合、オンライン機器の使用が可能な部屋
を借りて、研修受講が可能となっていた。適切なオンラインシステムがあれば、裁
判所としても会議や研修に独自で対応可能であるが、現状難しい。
　なお、県裁判所では、Ｗｉ－Ｆｉネットワーク環境、情報検索のためのオンライ
ンシステムやビデオ会議システムを構築する予算がない。そのため、スタッフは個
人の携帯電話で業務連絡を取り合ったりしている。

（ボリカムサイ県人民裁判所外観）
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（筆者とライラトーン所長の意見交換）

（ライラトーン所長案内による法廷内の様子）
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（民法典及び民法典逐条解説書の寄贈）

第４　ボリカムサイ県司法局　判決執行支部
１　視察先概要

　ラオスにおける判決執行機関は、日本とは異なり司法省に属する。司法省の判決執
行管理局が執行業務全体の管理を担い、各県等に所在する判決執行支部がその管轄内
の判決執行業務の管理を実施する。14 今回の視察先は、このうちボリカムサイ県司法
局の判決執行支部である。
　裁判所における判決がなされると、当該判決執行機関が、確定した民事判決や刑事
の罰金刑等の執行実務を担当する。15

　このように、ラオスにおける執行機関は、民事判決のみならず、刑事の罰金刑、財
産没収刑又は物品没収刑及び自由の剥奪のない再教育刑に関する刑事判決の執行をも
担っており（自由簒奪刑は治安維持機関が担い、刑事訴訟法に従う。）、判決執行法が

14　２０２１年判決執行法（１２号／国民議会）７８条「判決執行機関は、司法省に属する機関の一つであり、本法第
９条に定められる判決を執行する役割を有する」、同７９条

15　２０２１年判決執行法（１２号／国民議会）９条
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民事と刑事の執行関係全体を規定している。16

２　視察日：２０２３年５月１２日
　ボリカムサイ県司法局のヴァンナ局長、ブアパン副局長をはじめとして、民事の判
決執行官、司法局官房の方々に当方の視察に御対応いただき、以下のとおりお話を
伺った。

３　執行部門概要
　ボリカムサイ県判決執行支部としては、県レベルで合計１５人のスタッフが勤務し
ている（民事７人、刑事８人）。
　また、地区レベルでは全７つの執行ユニットに合計３０人が勤務している。
　これとは別に、執行に付随する金銭管理等については司法局内の官房が担当する。
　執行部門の職員については、司法局の職員なので執行の職務のみを長期間継続して
実施するものではなく、他の職員同様、司法局内で通常５年ごとに他部署との配置転
換がなされる。そのため、執行のみを長期間担当する専属の専門家ではない。

４　執行業務について
⑴　執行件数

　２０２２年におけるボリカムサイ県の民事・刑事事件の執行事件の新規係属件数
は、合計約１８０件である（刑事１５５件、民事２５件）。
　また、２０２３年５月１２日時点の係属件数総数は１５７０件（刑事約１１００
件、民事約５００件）。なお、地区司法局の件数まで含めると２４４３件である。

⑵　執行手続
　執行事件については、全ての裁判記録（証拠含む。）が裁判所から司法局へ送付
されてくる。17 この場合、送付されるのは書類のみであり、車等の物は管理できな
いため書類だけでの保管となる。しかし、現在建築途上である新しい司法局庁舎

（下記写真参照）が完成したら現物保管もできるようになると考えている。
　執行手続は、法律上、裁判所からの記録送付後執行までの処理期間が規定されて
いるが、18 時々１か月程度の遅れも生じている。事件が控訴されるかどうか次第で
執行手続の遅れに影響することもある。
　その後、判決執行債務者が３０日以内に履行する必要があるが、19 現実にはその
期間内には処理が終了しないことが通常である。

16　２０２１年判決執行法（１２号／国民議会）１条、刑事執行については第４編６４条以下参照。
17　２０２１年判決執行法（１２号／国民議会）１１条「管轄する裁判所は、確定判決を判決執行機関、検察院、そし
て刑事事件の場合は治安維持支部に、判決をその確定日から３０日以内に送付しなければならない」

18　２０２１年判決執行法（１２号／国民議会）１８条（５日）、２０条（５日）、２１条（１０日）、２２条（５日）記
載の手続期間合計２５日間の趣旨だと思われる。

19　２０２１年判決執行法（１２号／国民議会）２３条１項「本法第２２条に定められる判決執行の通知をした後、判
決執行債務者は、通知を受けた日から３０日間以内に判決に従って義務を履行しなければならない」
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　なお、執行手続における資産の評価や競売等は、いわゆるＤｅｃｒｅｅ１５８に
基づいて処理されている。20

⑶　執行管理
　執行した対象金額の記録化については、執行手続において債務者から支払われた
金額の領収書を記録に添付し、当該領収書写しを金銭管理担当の司法局官房へ提出
する。そのようにして同官房が毎月、執行済金額をフォローしていくという流れで
ある。
　コンピューターデータベースとしては、支払われた金額など要約のみを記録する
執行チェックシステムがある。司法省により設置されたものであるが、ボリカムサ
イ県では未だ同データベースが使用されていないという実情がある。当該システム
の使用方法については研修が実施され、１台のＰＣが各県へ提供されているが、
時々当該ＰＣ機器のトラブルが発生していることから、未だ当地では当該データ
ベースの利用開始ができていない。このデータベースは、司法省や司法局職員など
関係者がアクセス可能であり、使用開始できれば非常に効率的だとは考えている。

⑷　弁護士関与の割合
　執行事件に関し、弁護士が関与する事例はかなり少ないという認識であり、まれ
に当事者を代理して関与する弁護士がいる程度である。
　県司法局として考える弁護士関与の良い点は、弁護士が当事者の権利保護に熱心
な場合に適切に執行手続に対処してくれることである。逆に、悪い点は、当事者を
助ける為という目的から、適切な執行を防ぐために色々と活動したり、執行部門と
して対応不能なことを要求したりしてくる場合である。司法局担当者が解決のため
に当事者へと話しかけて問題点を把握しようとしても、それを弁護士が妨げること
があるなどの現実の問題点がある。21

５　研修についての課題
　毎年１回、司法省が県や地区の司法局を招待し、１週間程度の研修が実施される。
民法典や関連法などの法律研修の他、関連する資料、執行実務も研修内容に含まれる。　
　県から参加できるのは３人の職員のみであり、県司法局が司法省からの研修を受け
た後、地区レベルへ当該内容の研修を実施したいと思っているが、予算不足で実施が
難しい。22

　執行は重要であり、せっかく判決があっても適切に執行事件が処理されないと、裁
20　２０１３年判決執行における資産の評価、競売及び譲渡に関する政令（１５８号／政府）
21　この点に関し、本稿第３の５記載の県内弁護士の状況の項参照。各所で同様の問題が指摘されている。一方的な指
摘であるため事実関係は不明であるが、弁護士の立場への理解向上の必要性、及び弁護士倫理向上の必要性などの点
が問題となりうる。

22　この点は非常に重要な指摘である。本来、首都ないし政府中央で研修を受け、または育成された人材が下部組織や
若手、地方へと技術移転をすることができれば、効率的な法的実務的知識の普及ないしは全国的な技術伝播に資する。
しかしながら、技術や情報が適切に伝播することは、予算の面からも容易ではない。なお、その他、地方における地
理やインフラなどの関係からの普及の困難性については、阿讃坊明孝「ラオスにおける Access to Justice の状況（各論２）」
ＩＣＤ ＮＥＷＳ第９４号６１頁（２０２３．３））（https://www.moj.go.jp/content/001392334.pdf ２０２４年１月８日最終
閲覧）脚注１１及び１２参照。
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判手続が無意味となってしまうと考えている。しかしながら、ラオスではボリカムサ
イ県も含め、執行に特化した専門家がいない。その為、執行実務についての知識経験
が不足しており、民事・刑事共に、執行実務の研修を受ける機会が必要である。
　この点、３０年間県司法局で勤務している副所長によると、司法省での研修は意見
交換が主であり、それのみでは執行現場の職員が執行実務を遂行するための専門的な
研修としては足りないと考えている。是非とも海外からの知識を含め研修支援が必要
であるとのことである。23

６　ボリカムサイ県での執行実務上の問題点
⑴　刑事執行について

　対象事件としては薬物事件や窃盗事件が多いが、執行対象者である受刑者が長期
間刑務所へと収容されており、所持金がなく罰金の支払いが困難である。
　刑務所から受刑者が釈放後、多くの場合にそのまま行方不明になり、または仕事
を見つけることも難しく罰金を支払うことができず、執行は困難となってしまう。
貧困のため、１，０００万ＫＩＰの罰金ですら高額となり逃亡してしまうという状
況である。24 25 そして、薬物事件の場合にはそのまま薬物関与を再開してしまうと
いう問題がある。

⑵　民事執行について
　執行手続は、一回あたり長期間を要するが、市民は何度もこれを依頼してくると
いう問題がある。
　また、担保資産については支払困難な場合には売却を実施する必要があるが、所
有者が売却したくない場合、資産の価値に合意できない場合などにはその手続遂行
が困難となる。26

　この点、不動産売却を進めていくとしても、執行不動産を購入したいという人が
そもそもいないという問題がある。27 執行対象不動産に住んでいる人が退去を拒む

23　この点も非常に重要な指摘である。このような分野では日本を含む海外からの支援は非常に有効だと思われる（執
行改善については、職員の能力以外の検討事項もあるかもしれないが）。ただし、仮に専門的研修を集中的に実施でき
たとしても、本稿第３の３記載のように、執行部門の職員が５年で配置転換してしまう点に注意が必要である。

24　１０００万Ｋｉｐは、およそ７万４０００円相当である（２０２３年７月１１日現在）。
25　ＪＥＴＲＯ「ラオス　概況・基本統計」（https://www.jetro.go.jp/world/asia/la/basic_01.html, ２０２４年１月８日最終閲
覧）によると、ラオス全国における一人当たりの推計ＧＤＰは２，０４７ＵＳＤである（２０２２年）。

26　２０２１年判決執行法（１２号／国民議会）２６条「資産の評価は次の方法で実施しなければならない。
　１．当事者間の合意による価格決定（略）
　２．当事者の申立てに基づく専門家又は法人による資産の評価（略）
　３．［評価］委員会による価格評価（略）」
同３６条「資産の売却は次の二つの方法で実施することができる。
　１．資産所有者による売却（略）
　２．判決執行機関による売却（略）」
　資産の価値評価や売却手続について、複雑かつ手間を要する手続（２６条２号３号 専門家や委員会による価格評価や、
３６条２号 判決執行機関による売却）を踏む必要が出てくるという趣旨か。

27　競売で売却できなかった場合、２０２１年判決執行法（１２号／国民議会）３７条、３８条による処理が規定され
ている。

同３７条「資産譲渡とは、評価され、競売に掛けられたが買受人が見つからなかった担保資産、債務者若しくは判決執
行債務者の所有資産又は所有者から権利を取得した資産を、債務返済や損害賠償として債権者に譲渡することである。」
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などの問題がある為である。民事執行法において退去の強制力はあり、28 執行手続
時に警察等と協力し、執行対象不動産の居住者が他の場所に移り住む手助けをする
こともあるが、それでも退去を拒むと警察が逮捕する場合がある。
　執行困難事案については、県知事主導で委員会が組成され対処されることがある
が、29 その数は総数の１０％以下、年間１件程度である。
　法定処理期間で執行手続を進めていくことは困難であると感じている。
　その他、例えば銀行が債権者であるが、資産の所有者と被告が異なり売却したい
ができないというケースがある。
　また、抵当不動産の所有者が執行制度を理解せず手続が進まず、事件が滞留した
りすることもある。
　離婚事件では、子供の養育費について支払う判決があるものの、夫側が支払いた
くないとして拒み滞留するケースがある。婚姻財産の問題も難しいと感じている。

７　執行実務以外の法律実務の問題点
⑴　少数民族

　ボリカムサイ県内には１８の民族がいるが、民族ごとに異なる文化や伝統があ
り、家族や結婚について共通理解が難しい。30 例えばモン族は相続を引き継ぐ男子
の子を望むため、女子しか産まない妻がいた場合、次の妻と結婚したりする事例が
伝統的にはある。
　ボリカムサイ県にはモン族が多い。モンでは、今でも、兄が死亡したら兄の妻が
弟の妻となる習慣がある。４、５人の妻がいるケースもある。民法典には反する
が、全国的な実務の統一はなかなか難しい。

⑵　住民の理解
　県司法局から、各村の村落調停ユニットへの法律普及ごとに民法典の内容を説明
し説得しているが、以上のように住民への理解が得られない部分も存在する。

８　新庁舎建築予算
　２０２３年５月９日、上記視察に先立ち、ケッサナ司法副大臣や司法省ナロンリッ
ト氏らと共に、建築途上の県司法局庁舎を視察訪問した（下記写真参照）。建築業者
が３、４社交替し建設を進めていたが、視察時点において、未完成のまま予算不足で
建築が止まっているとのこと。
　現在、県司法局は県の庁舎に仮住まいの状況で執務実務を行っている。この点につ
いても、建築再開のための経済的支援が必要であるとの強い声が聞かれた。

28　２０２１年判決執行法（１２号／国民議会）３３条
29　２０２１年判決執行法（１２号／国民議会）２６条３号、２７条（評価委員会）、２０１３年判決執行における資産
の評価、競売及び譲渡に関する政令（１５８号／政府）７条～１０条（資産の評価・競売委員会）。

30　外務省「ラオス人民民主共和国　基礎データ」（https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/laos/data.html, ２０２４年１月８日
最終閲覧）によると、ラオス全土には計５０民族がいるという。
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（ボリカムサイ県司法局が入る県庁舎）

（県司法局ヴァンナ局長の案内による執行部門執務室）
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（民法典逐条解説書の寄贈）

（建築途上のボリカムサイ県の新司法局庁舎 ２０２３年５月時点）
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第５　おわりに
　ラオスの地方における Access to Justice に関する各論の第４回目の本稿までに８か所
の訪問調査を実施したが、複数箇所を訪問することで若干ではあるが具体的に実情が見
えてきた部分が存在する。個別情報を一般化するにはまだ早すぎるかもしれないが、気
づいた点を指摘する（本稿脚注においての指摘と一部重複する。）。

１　法技術の普及
　一つ目は、情報や技術の地方普及の面である。司法に関連する関係機関の法的知識
や技術面の向上について、優秀な人材が首都ないしは政府中央で研修を受け、その人
材が下部組織や若手、地方へと技術移転をすることができれば、効率的な法的実務的
知識の普及ないしは全国的な技術伝播に資することは容易に想像がつく。しかしなが
ら、技術や情報が地方まで適切かつスムーズに伝播することは、地方機関の予算の制
約から必ずしも容易に実行できるものではない。その他、地方における地理やインフ
ラなどの関係からも同様に情報伝播は難しい。
　ただし、中央における人材育成自体は、現実に機能している法的実務を向上させ、
各種制約はあったとしても各機関の基盤向上には資するものであり、それ自体は継続
に直するものである。また、地方へ向けて情報や技術の普及活動をすることなしに
は、すべての情報が首都ないしは一握りの人の間のみで滞留してしまい、国家全体と
しての法的基盤の向上に繋がらない。そのため、地方普及それ自体を、やはり各種制
約はあるものの可能な限り実施することは重要であると考える。
　そのように考えていると、中央及び地方において現在活躍する人材への技術的支援
を継続しながらも、他方面で学生や司法修習生、若手職員などを対象とし、将来法律
の専門家として各機関を担う者への支援を行うことで、全国的な将来人材の能力向上
を進めることが重要であると感じるようになってきている。教育の向上が、地方を含
め人材の裾野の充実に繋がり、ひいてはラオス全体の法的な基盤向上に繋がる潜在的
な影響力が大きいのではないかと感じている。

２　弁護士への信頼
　二つ目は弁護士への信頼の面である。各所で弁護士の訴訟や手続関与のメリットに
ついては認識されながらも、デメリットについても述べられていたり、弁護士関与の
必要性を感じていない旨述べられたりしている。
　この点、弁護士は市民が法律や法的手続にアクセスするために、または法的正義に
基づく解決が社会に一般化するために非常に重要な立場を担っている。市民を法的に
支援し適切な解決を導いたり、訴訟や交渉・執行を含む各種法的手続の円滑かつ迅速
な遂行のためには、事件への弁護士関与が必須である。市民や関係機関においてこの
点の認識が向上していかなければ、司法アクセス及び法の支配全体が停滞する。
　したがって、弁護士の活動や立場への理解向上や能力向上、そして、万が一デメ
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リットとして挙げられた批難がやむを得ないものであったとすれば、実務研修や弁護
士倫理向上などが必要である。適切な弁護士関与が進むことで、ラオスにおける法の
支配の促進はより一層進むと考える。

３　地方への理解
　最後に、これまでの訪問で直接現地の声を聞くことで、私自身も肌で感じたことが
多い。地方は中央と比較し訪問される機会が必然的に少なく、従ってそこでの声や大
変さは外部へ認知され難く、それゆえ理解されるのは更に困難であると感じる。もし
本稿までの４つの報告で、その一端でも理解されることがあれば嬉しい。
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活動報告
【会合】

「ビジネスと人権シンポジウム」の報告：将来のＩＣＤの活動に向けて

国際協力部教官
茅　根　航　一

１　はじめに
　ビジネスと人権を巡る問題は、過去３０年間以上にわたり、グローバリゼーション及
び国境を越える経済活動がもたらした環境破壊、健康被害、強制労働や児童労働といっ
た負の人権への影響を反映し、国際的な政策課題であり続けてきた。しかしながら、企
業に対し人権保障を義務付けるかつての国連主導の提案は、深刻な議論を巻き起こし、
意見の一致を見なかった。時を経て、２０１１年６月、国連人権理事会において、全会
一致で、国連ビジネスと人権に関する指導原則が承認された。同原則は、現在に至るま
で、この分野における最も重要な国際枠組みの一つであり続けている。
　国連指導原則は、３つの柱に基づいている。すなわち、⑴国家の人権保護義務、⑵企
業の人権尊重責任、そして、⑶救済へのアクセスである。国連指導原則は、全ての国
家、多国籍機関及び他の利害関係者に対し、人権の尊重において協力することを求めて
いる。日本も、この分野において、２０２０年１０月に「ビジネスと人権」に関する国
別行動計画（２０２０－２０２５）を策定した 1 ほか、２０２２年９月に「責任あるサ
プライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」2を発表するなどして着実に
歩みを進めてきた。 
　ビジネスと人権の問題は、法司法分野にも新たな課題をもたらしており、日本政府が
過去約３０年間にわたり同分野において外国に対し行ってきた技術支援、すなわち法制
度整備支援を見つめ直す機会を提供すると思われる。日本の法務省は、１９９４年に法
制度整備支援を開始し、独立行政法人国際協力機構（ＪＩＣＡ）、最高裁判所、日本弁
護士連合会、大学及び他の関連機関との密接な連携の下で、これまでベトナム、カンボ
ジア、ラオス、インドネシアを始めとするＡＳＥＡＮ諸国等の計１５か国に対して支援
を行ってきた。日本の国別行動計画は、法制度整備支援に言及しており、法令の起草及
び改正を典型例とする発展途上国に対するこの種支援が、日本政府が法の支配の下での
人権を保障し、自由な経済活動の基礎を築く上で必要な取組と位置付けられている。こ
のような支援活動は、より強靱な法制度の構築、法司法分野における人材育成及び司法
アクセスの改善に結び付くものであり、いずれもビジネスと人権の課題に取り組む上で
不可欠の要素である。したがって、将来の法制度整備支援活動が、ビジネスに関連する
人権の保護を重視していくことは不可避であると考えられるが、その道筋は現時点で明

1　https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100104121.pdf
2　https://www.meti.go.jp/press/2022/09/20220913003/20220913003-a.pdf
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らかではない。
　このような事情を背景として、２０２３年７月７日、法務省法務総合研究所は、「ビ
ジネスに関連する人権の保護と今後の法制度整備支援　～日本とＡＳＥＡＮのグッド・
プラクティスから救済・苦情処理・紛争解決メカニズムの実例を学び今後の法制度整備
支援の役割について考える～」と題するシンポジウム（以下「本シンポジウム」とい
う。）を開催した。本シンポジウムは、同月に法務省が日本ＡＳＥＡＮ友好協力５０周
年を記念して主催した日ＡＳＥＡＮ特別法務大臣会合を始めとする一連の司法外交閣僚
フォーラムの特別イベントとして開催されたものである。
　本シンポジウムは、前記第三の柱を構成する苦情処理及び紛争解決に焦点を当てた。
この分野は、これまで国家及び企業の取組が不十分であると世界的に指摘されており、
法司法分野に密接に関わる問題であるがゆえに、日本政府の唯一の法制度整備支援専門
部署である法務省法務総合研究所国際協力部（ＩＣＤ）が積極的な役割を果たすことが
期待されているといえる。 
　本シンポジウムを企画・実施したＩＣＤは、このような困難な課題に取り組むため、
国籍、学術分野及び経歴も様々なゲストを講演者及びパネリストとして招いた。これら
のゲストは、世界及びＡＳＥＡＮ地域においてビジネスと人権分野で重要な役割を果た
している国際・政府間機関又は国家機関で勤務する（していた）方々から、この分野で
業界を先導する多国籍企業の幹部の方々まで多岐にわたった。講演者及びパネリストに
は、ビジネスと人権分野における最近の世界的な傾向を共有し、日本及びＡＳＥＡＮの
企業による具体的な取組を示すとともに、この分野における日本の法制度整備支援活動
の将来について議論していただいた。
　本報告は、本シンポジウムの概要を紹介し、この記念すべきイベントの先にＩＣＤに
何が期待されているかを示唆するものである。本稿において意見にわたる部分は筆者個
人の見解であり、所属部局の見解を代表するものではないことをお断りする。

２　シンポジウムの概要
⑴　日付及び場所

２０２３年７月７日、ホテルニューオータニ
* 日英同時通訳
* 対面及びオンラインのハイブリッド方式

⑵　関係機関
主催：法務省法務総合研究所
共催： ＪＩＣＡ、公益財団法人国際民商事法センター（ＩＣＣＬＣ）、独立行政法

人日本貿易振興機構（ジェトロ）アジア経済研究所
後援： 最高裁判所、日本弁護士連合会、経済産業省、外務省、国際機関日本アセア

ンセンター、国連開発計画（ＵＮＤＰ）
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⑶　プログラム 3

ア　開会挨拶
齋藤健（法務大臣）
中谷元（内閣総理大臣補佐官（国際人権問題担当））
岡井朝子（国連事務次長補兼ＵＮＤＰ危機局長）

イ　特別講演
ユユン・ワニングラム（ＡＳＥＡＮ政府間人権委員会（ＡＩＣＨＲ）インドネシ
ア政府代表） 

「ＡＳＥＡＮにおける『ビジネスと人権』に関する課題と今後の方向性 4」 
ウ　基調講演

ア　 アニタ・ラマサストリ（元国連ビジネスと人権作業部会委員、ワシントン大学
ロースクール教授） 

「日本における持続可能なビジネスの一部としての救済へのアクセス」 
イ　アラン・ヨルゲンセン（ＯＥＣＤ責任ある企業行動センター長） 

「ＯＥＣＤ多国籍企業行動指針の主要な改訂及び今後の方向性」 
ウ　 ナリーラック・パイチャイヤプーム（タイ法務省権利自由擁護局国際人権課

長）
「国別行動計画の作成及び実施に係るタイの経験」

エ　法制度整備支援による取組と今後の課題
ア　内藤晋太郎（ＩＣＤ部長） 

「法務省による法制度整備支援（概要）」 
イ　矢吹公敏（弁護士、一般社団法人ＪＰ－ＭＩＲＡＩ代表理事） 

「関連するステークホルダーとの協働による取組と我が国による法制度整備支
援への期待」

オ　パネルディスカッション
ア　第一部　「日本とＡＳＥＡＮの企業によるグッド・プラクティスに学ぶ」

パネリスト： 
渡邉廣之（イオン株式会社執行役副社長）  
小山紀昭（株式会社ファーストリテイリング　グループ上席執行役員）
ヴィラノン・フータクーン（チャロン・ポカパングループ副社長）
アニタ・ラマサストリ氏
アラン・ヨルゲンセン氏
モデレーター： 
山田美和（ジェトロ・アジア経済研究所新領域研究センター長）

3　肩書はいずれも２０２３年７月７日時点のものである。
4　本シンポジウムにおける英語話者の演題については各発表資料の題名を和訳した。以下同じ。本シンポジウムにおけ
る発表資料は次の法務省のウェブサイトに掲載されている（https://www.moj.go.jp/housouken/bhr0707_icd_00001.html）。
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イ　 第二部　「ＡＳＥＡＮにおける『責任ある企業行動』のため、日本の法制度整
備支援が果たし得る役割は何か」
パネリスト： 
ユユン・ワニングラム氏
ナリーラック・パイチャイヤプーム氏
矢吹公敏氏
竹原成悦（ＪＩＣＡガバナンス・平和構築部次長）
山田美和氏
モデレーター：
國井弘樹（ＩＣＤ教官）

カ　閉会挨拶
宮崎桂（ＪＩＣＡ理事） 
村山真弓（ジェトロ・アジア経済研究所理事）
大野恒太郎（ＩＣＣＬＣ理事長、弁護士、元検事総長）

３　シンポジウムの概要
　以下は、講演及びパネルディスカッションの概要である。
⑴　特別講演

　ＡＩＣＨＲのインドネシア政府代表であるユユン・ワニングラム氏は、本シンポジ
ウムのゲストとして最初に講演を行った。ワニングラム氏は、ビジネスと人権分野に
おけるＡＩＣＨＲの役割を紹介し、ＡＳＥＡＮ地域における枠組みの形成にＡＩＣＨ
Ｒが果たしている役割の重要性を強調した。ワニングラム氏は、ＡＩＣＨＲが、強制
的な手段を行使する権限は与えられていないものの、ＡＳＥＡＮ加盟国に対し、情報
共有のための対話、シンポジウムやワークショップの機会を提供することを通じて、
ＡＳＥＡＮ地域における人権保護の基準を設定することに貢献しており、このことが
地域全体における意識醸成に貢献するものであると述べた。ワニングラム氏は、ＡＳ
ＥＡＮが、現在、特に中小企業においてビジネスと人権に係る課題が十分に認識され
ていないといった課題に直面していると指摘した。

⑵　基調講演
ア 　国連ビジネスと人権作業部会の前メンバー・元議長であるワシントン大学のラマ

サストリ教授は、国連指導原則の第一、第二及び第三の柱はそれぞれ独立している
のではなく、共に機能する必要があると強調した。ラマサストリ教授は、強力な救
済メカニズムが存在するところでは、国家及び企業は、人権問題を特定し、これら
を将来にわたって予防することができるのであり、このような予防それ自体が救済
の一部であると論じた。また、ラマサストリ教授は、「救済のブーケ」（bouquet of 

remedies）という考え方、すなわち、国家及び企業において、企業活動によって影
響を受ける者に対して取り得るコミットメントが様々あることに言及した。ラマサ
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ストリ教授は、国家及び企業が救済措置を講ずるに当たり、より積極的に関与する
余地が依然として存在すると述べた。ラマサストリ教授は、ワニングラム氏の講演
を引用し、ＡＳＥＡＮにおける状況はＡＳＥＡＮ固有のものではなく、世界の他の
地域にも当てはまると指摘した。ラマサストリ教授は、日本が現在の国別行動計画
の改訂に当たって救済についてのより具体的なコミットメントを含めることへの期
待を示した。

イ 　アラン・ヨルゲンセン氏は、ＯＥＣＤの多国籍企業行動指針の最近の改訂
（update）5 の主要な点を紹介した。同氏は、デューディリジェンスの範囲がいわゆる
「上流」だけではなく「下流」にも及ぶようになったことや、環境保護に関する提
言、デジタル製品に係る革新、情報開示その他の主要な変更点を説明した。救済の
分野に関して、ヨルゲンセン氏は、各国連絡窓口（National Contact Point （ＮＣＰ））
の重要性に言及し、これまで５１か所の窓口が６００件を超える案件を処理してお
り、これらの案件が１００を超える国における企業活動に関連するものであり、グ
ローバルサプライチェーンが絡む複雑な案件に関する救済メカニズムとなっている
ことを指摘した。

ウ 　ナリーラック・パイチャイヤプーム氏は、タイの国別行動計画の策定及び実行を
所管する同国法務省を代表して、タイの最初の国別行動計画の特徴及び成果を説明
した。同国別行動計画は、２０１９年にアジア初の国別行動計画として公表され、
２０２２年にその実施期間を終えた。パイチャイヤプーム氏は、タイの最初の国別
行動計画の特徴として、様々な省庁又は企業のレベルにおいてその進捗をモニター
し、同計画の目標が適切に実現されるようにするためパイロット地域の選定を通じ
て都市部だけではなく地方においても理解され実現されることを促進し、同計画の
効果的な実行のために関係者にトレーニングを実施することを挙げた。パイチャイ
ヤプーム氏は、政府が支援した１４２の活動のうち１３０の活動が目標を達成した
が、企業、特に中小企業にとっては、リソースや理解が限られているために、同計
画の目標を達成するに当たって困難が残っていると述べた。パイチャイヤプーム氏
は、このような困難に対処するべく、２０２３年５月に議会によって承認されたも
のの本シンポジウム時点で実行されていない第二次国別行動計画が、中小企業の意
識を向上させることを目指しており、また、国別行動計画の目標を達成するための
インセンティブを与える新たな試みも含んでいると述べた。パイチャイヤプーム氏
は、気候変動等の国境を越えた環境への影響といった課題に対処する必要があると
も述べた。

⑶　法制度整備支援による取組と今後の課題
ア　内藤晋太郎（ＩＣＤ部長）

「法務省による法制度整備支援（概要）」

5　https://mneguidelines.oecd.org/targeted-update-of-the-oecd-guidelines-for-multinational-enterprises.htm
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　内藤部長は、日本政府による法制度整備支援の概要を紹介し、現在、法制度整備
支援がＡＳＥＡＮ加盟国４か国を含めた合計１０か国に対して行われていると述べ
た。内藤部長は、従来の法制度整備支援が、基本法令の起草及び改正、実務の改善
及び人材育成に焦点を当てていたのに対し、ビジネスと人権分野はＩＣＤにとって
の新たな挑戦であると指摘した。内藤部長は、ビジネスと人権分野における法制度
整備支援の内容は未定であるものの、日本における労働審判のような専門分野にお
ける司法的紛争解決手段及びＡＤＲや企業内の苦情処理システムといった非司法的
紛争解決手段の経験は、救済へのアクセスの問題に取り組むための知見を必要とす
る国々にとって有益であろうと示唆した。

イ　矢吹公敏（弁護士、一般社団法人ＪＰ－ＭＩＲＡＩ代表理事）
「関連するステークホルダーとの協働による取組と我が国による法制度整備支援
への期待」

　矢吹弁護士は、ＪＰ－ＭＩＲＡＩの取組を紹介した。ＪＰ－ＭＩＲＡＩは、
２０２０年に日本における外国人労働者の問題に対応するため当初はＮＧＯとして
設立され、２０２３年６月に一般社団法人となった。ＪＰ－ＭＩＲＡＩの取組は、
外国人労働者に対し、労働法の分野で、スマートフォンのアプリケーションや対面
型窓口を通じて多言語による支援を提供することを含む。このような方法で問題が
解決しなかった場合は、ＪＰ－ＭＩＲＡＩは、当該労働者及び雇用者の双方にとっ
てより良い労働環境を造るため、東京弁護士会のＡＤＲ手続に進む選択肢を提供す
る。矢吹弁護士は、ＪＰ－ＭＩＲＡＩのこのようなプラットフォームは、苦情処理
の仕組みの一例であり、第三の柱である救済へのアクセスと一体であると指摘し
た。矢吹弁護士は、ＪＰ－ＭＩＲＡＩの現在及び将来の取組を通じて、日本がＡＳ
ＥＡＮ地域に対して新たな形の法制度整備支援を行うことへの期待を示した。

⑷　パネルディスカッション
　本シンポジウムは、２つのパネルディスカッションを設けた。第一部は、「日本と
ＡＳＥＡＮの企業によるグッド・プラクティスに学ぶ」、第二部は、「ＡＳＥＡＮにお
ける『責任ある企業行動』のため、日本の法制度整備支援が果たし得る役割は何か」
をそれぞれテーマとした。
ア 　第一部は、日本及びＡＳＥＡＮの多国籍企業からのパネリストを招き、各社のビ

ジネスと人権分野におけるグッド・プラクティスを共有していただいた。ラマサス
トリ教授及びヨルゲンセン氏が議論に加わり、各社の取組についてコメントした。
　まず、イオン株式会社の渡邉氏は、同社における苦情処理メカニズムを紹介し、
特に「イオンの人権基本方針」、「グローバル枠組み協定」及び「イオンコンプライ
アンスホットライン」を挙げた。渡邉氏は、これらの取組の主要な点を説明し、

「人権基本方針」については取引先を対象に含む点が特徴であり、救済メカニズム
に関しては、前記ホットラインを設けており、２０２２年度には２２件の相談が寄
せられていると述べた。また、渡邉氏は、同社の特徴的な取組として、「グローバ
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ル枠組み協定」を挙げ、同協定の下で取引先等のステークホルダーの参加も得て定
期的に実施している検証会で従業員の声を労働組合から上げてもらい、同社が取引
先に改善を求めて改善事項を実施していく点が特徴であると述べた。
　株式会社ファーストリテイリングの小山氏は、「ファーストリテイリング人権方
針」、「生産パートナー向けコードオブコンダクト」、「ビジネスパートナー行動指
針」、「責任ある調達方針」といった同グループの人権方針を紹介した。小山氏は、
同グループにおいては生産パートナーに対してコードオブコンダクトの遵守状況の
モニタリングと評価を行っていることや工場ワーカー向けホットラインを設けてい
ることに言及した。小山氏は、同グループが、取引先工場に対して従業員の苦情に
対応するための苦情処理メカニズムの導入と公正労働協会（ＦＬＡ）の基準等を踏
まえた適正な運営を求め、労働環境モニタリングで確認しているものの、工場内の
苦情処理メカニズムが適正に運営されていない場合には、工場の従業員がファース
トリテイリングに対して直接相談できるホットラインが設置されていると説明した。
　チャロン・ポカパングループのヴィラノン・フータクーン氏は、同グループの人
権に関する取組の概要を紹介し、苦情処理メカニズムを４つの段階に沿って詳しく
説明した。すなわち、第一段階として、苦情処理の申立てに対するチェンネルを設
置し、第二段階として、申立てに対する調査を行って同申立てを処理し、第三段階
として、コンプライアンス委員会による審査を行い、第四段階として、同委員会が
是正・懲罰の措置を講じるというものである。フータクーン氏は、苦情の申立ては
４つの言語により行うことが可能であり、同申立ての結果は同グループと協働する
ＮＧＯによってモニターされると述べた。
　これら企業からのパネリストは、国家の役割が、あらゆるレベルの企業と協力し
つつ、共通の基準の設立、ビジネスにおける人権を尊重するための法システムの構
築、法の安定した運用の確保、さらに、労働者に対する基本的な社会保障制度の整
備等を行うといった重要なものであることで意見が一致した。

イ 　第二部では、法制度整備支援との関わりが深い実務家・研究者をパネリストに招
き、ビジネスと人権分野において日本の法制度整備支援が果たし得る役割について
議論していただいた。その中で、ワニングラム氏とパイチャイヤプーム氏は、ＡＳ
ＥＡＮ各国からの視点を共有した。
　まず、ＪＩＣＡの竹原氏が口火を切り、ＪＩＣＡのビジネスと人権に関する取組
及びその将来の展望を説明した。司法アクセスに関して、竹原氏は、従来の司法的
メカニズムを通じて救済を求めることが困難な立場にある外国人労働者のような
人々にとっての非司法的メカニズムの重要性を強調した。パイチャイヤプーム氏
は、竹原氏の指摘に応えて、タイ政府が自国内の外国人労働者に対して多言語の
ホットラインやオンラインのプラットフォームを提供するといった形で支援を行っ
ていることを紹介した。矢吹弁護士は、非国家型の苦情処理メカニズムの利点を指
摘するとともに、このようなメカニズムが機能するに当たっては、外国人労働者に
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対する法的支援や苦情処理システムの促進に当たっての財政的支援を含めて国から
の支援が重要であることを強調した。ワニングラム氏は、ＡＳＥＡＮ地域の異なる
状況を考慮するならば、苦情処理メカニズムは各国の特殊性に応じて各国ごとに設
計されなければならないと述べた。山田氏は、自身のタイにおけるフィールドワー
クの経験から、外国人労働者が救済へのアクセスから取り残されており、この分野
においてこそ日本政府、特にＩＣＤが適切な支援をなし得ると述べた。ディスカッ
ションの最後に、ワニングラム氏とパイチャイヤプーム氏は、日本政府が、ＡＳＥ
ＡＮ及び各国政府と協力して、ＡＳＥＡＮ地域におけるより良い救済へのアクセス
を実現するに当たって積極的な役割を果たすことへの期待を示した。

４　終わりに（ＩＣＤが今後果たし得る役割について）
　本シンポジウムは、法務省が法制度整備支援の文脈でビジネスと人権の問題を議論す
る初めてのシンポジウムであった。官民を問わず幅広い分野から国際的なゲストを招
き、最大で３８１名の聴衆を集めた（対面及びオンラインの合計）。本シンポジウムを
通じて、登壇者は、ビジネスと人権の考え方をあらゆるビジネス分野に浸透させるため
の政府及び企業の試みはいまだ道半ばであると述べた。また、多くの登壇者は、ビジネ
スと人権に関わる法司法分野において数多くの困難が存在しており、日本の法制度整備
支援の貢献が期待されることで認識が一致した。
　本シンポジウムにおいて指摘されたように、アジア諸国は国連指導原則が示した道
筋をたどっている。タイの第二次国別行動計画は最近公表され 6、日本の国別行動計画も
２０２５年以降の改訂が見込まれる。アジアにおいては、新たな国別行動計画が現れつ
つあり、その中には２０２３年７月１４日に公表されたベトナムの国別行動計画も含
まれる。今後、既存の国別行動計画を振り返り、その成果を評価することで、修正が必
要な部分は改めるとともに、新たな課題に対処する方策を提唱する必要があろう。他方
で、経済界においては、多国籍企業は、ＯＥＣＤ多国籍企業行動指針に歩調を合わせる
必要性をますます認識しつつある。本シンポジウムに登壇した企業は、この分野を先導
しており、これら企業の発表は他企業にとって有益な情報や教訓を提供したといえる。
しかしながら、複数の登壇者が指摘したとおり、大企業と同様の方策を講じるためのリ
ソースが十分ではなく、従業員の救済へのアクセスを自前では提供できない中小企業に
とっての困難は残っている。さらには、法司法システムが十分な信頼性・安定性を備え
ていない国においては、これらの人々が従来の枠組みの中で支援や救済を受けることは
困難である。このような状況下では、国家が、あらゆる種類の企業、そして、雇用形
態、国籍、性別、年齢及びその他の属性を問わず全ての労働者にとって効果的な救済へ
のアクセスを提供するために必要とされる。そして、日本の法制度整備支援も、この分
野において、アジア地域における過去約３０年間の支援を通じて得られた信頼を基に、

6　https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/72048
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政府、企業及び市民が支援を求めている国々において救済システムを構築するために一
定の貢献をなし得ると思われる。本シンポジウムが、将来、ビジネスと人権分野におい
てＩＣＤが重要な役割を果たすに当たっての画期をなすこととなれば幸いである。

【パネルディスカッション第一部の様子】

【パネルディスカッション第二部の様子】
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【登壇者らの集合写真】
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国際知財司法シンポジウム２０２３ （ＪＳＩＰ２０２３） の開催について

前国際協力部教官（現弁護士）
福　島　崇　之

第１　はじめに
　法務省は、２０２３年１０月１７日から１９日の３日間の日程で、最高裁判所、知的
財産高等裁判所、特許庁、日本弁護士連合会（以下「日弁連」という。）、弁護士知財
ネットとの共催により、外務省や独立行政法人国際協力機構（ＪＩＣＡ）等多数の後援
を得て、「国際知財司法シンポジウム（以下「ＪＳＩＰ」という。）２０２３～アジアに
おける知的財産紛争解決」（以下「ＪＳＩＰ２０２３」という。）をハイブリッド方式に
より開催した 1。
　ＪＳＩＰは、知的財産（以下「知財」という。）紛争解決に関する国際協力の推進や
我が国の関係者に対する外国の知的財産紛争処理制度に関する情報提供等を目的とし
て、前記共催者により、２０１７年から毎年開催されており、今回で第７回目を迎え
た。ＪＳＩＰは、奇数年にアジア、偶数年に欧米等の各国から知的財産紛争解決に従事
する専門家を招へいすることが慣例となっており、奇数年である今年は、東南アジア諸
国連合（ＡＳＥＡＮ）各国、中国、インド及び韓国から専門家を招き、日本の専門家と
ともに模擬裁判やパネルディスカッション等を実施した 2。
　ＪＳＩＰ２０２３は、３日間の日程を裁判所パート、法務省パート及び特許庁パー
トに分け、同月１８日に開催された法務省パートでは、日本弁護士連合会及び弁護士
知財ネットの協力を得て、「Ｅコマースにおける模倣品対策と官民連携」とのテーマの
下、ＡＳＥＡＮ各国から、この分野に関する専門家（知財当局職員、弁護士及びプラッ
トフォーマー）の参加を得て、基調講演及びパネルディスカッションを行った。本稿で
は、その概要について紹介することとしたい 3。なお、本稿の意見にわたる部分は、全て
当職の私見であり、所属部局の見解ではない。

第２　第１部・基調講演
１ 　川原隆司法務事務次官による主催者挨拶の後、知財当局職員、知財事件を専門に

取り扱う弁護士及びＥコマースサイト（以下「ＥＣサイト」という。）を運営するプ
ラットフォーマー（以下「プラットフォーマー」という。）の代表者各１名から、Ｅ
コマースにおける模倣品対策や官民連携について基調講演を行った。

1　３日間とも、弁護士会館２階講堂クレオを会場として有観客により開催するとともに、会場の模様をオンラインで中
継した。

2　法務省パートの海外参加者については、別添２「登壇者一覧」を御参照いただきたい。なお、今回は基調講演者３名
が対面での参加、その他の登壇者がオンラインでの参加である。

3　裁判所パート及び特許庁パートのプログラムについては別添１フライヤーを参照いただきたい。なお、本シンポジウ
ムについては、最高裁判所行政局のＹｏｕＴｕｂｅチャンネル（https://www.youtube.com/@user-ls9jg4wm3u/featured）
で視聴可能であるので、御関心がある方は是非御視聴いただきたい。
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２ 　まず初めに、タイ知的財産局 4 国際室長ナバラト・タンカマラス氏（以下「ナバラ
ト氏」という。）が、同国における模倣品対策について基調講演を行った 5。
　冒頭、同国のＥコマースにおける模倣品対策として、サイトブロッキング、ノー
ティス＆テイクダウン 6 及び刑事罰が法的に認められていることが紹介された。サイ
トブロッキングは、２００７年コンピュータ犯罪法が２０１７年に改正されたことに
より認められた法的手段であり、ＤＩＰ担当官が裁判所の命令を得ることにより、知
的財産を侵害する物品やサービス（以下「物品等」という。）を取り扱っているＥＣ
サイトへのアクセスをブロック又は無効化したり、当該違法コンテンツを削除したり
することが認められている 7。ノーティス＆テイクダウンについては、２０２２年著作
権法第４３条６項によって認められており、著作権者において、特定のコンテンツに
より自己の著作権が侵害されていると信ずるに足る合理的な理由がある場合は、ＩＳ
Ｐに対して当該コンテンツの削除等を求める旨の通知（notice）を行うことができ、
ＩＳＰにおいて要件を充たすと認められる場合は、当該コンテンツの削除またはア
クセスの停止（takedown）を行うこととされている 8。模倣品に関する刑事事件（以下

「模倣品関連事件」という。）の捜査は警察又は法務省特別捜査局によって行われ、
２０２０年から２０２３年８月までの間に約９５０件の模倣品関連事件が摘発されて
いる。
　また、タイでは、Ｅコマースにおける模倣品対策の官民連携として、ＤＩＰ、知財
権者（以下「権利者」という。）及びプラットフォーマーによる「インターネット上
の知的財産権の保護に関する覚書（Memorandum of Understanding; ＭＯＵ）」並びにＤ
ＩＰ、知的財産権者及び広告業界団体による「オンライン広告及び知的財産権に関す
るＭＯＵ」の作成及びそれに基づく協力の実施がある。前者は、２０２１年１月に作
成され、２０２３年３月時点で合計３２団体 9 が署名を行っている。参加団体は、同
ＭＯＵに基づき、参加プラットフォーマー上の知財権侵害物品等の有無について調査
や情報共有を行い、当該コンテンツの削除等、権利保護を迅速に図ることを目的とし
た協力・連携を実施している 10。他方、後者については、２０２２年１０月に作成さ
れ、合計２５団体 11 が署名を行っている。同ＭＯＵについても、参加団体間で知財権
を侵害していると認められるオンライン広告に関する調査や情報共有が行われ、参加

4　知的財産局（Department of Intellectual Property; ＤＩＰ）は、タイ商務省所管の部局である。
5　講演資料は、法務省ウェブサイト（https://www.moj.go.jp/kokusai/kokusai08_00021.html）に原文（英語）及び仮訳を掲
載しているので、御参照いただきたい。

6　権利侵害を主張する者からの通知により、インターネットサービスプロバイダ（ＩＳＰ）が、権利侵害情報か否かの
実体的判断を経ずに、当該情報の削除等の措置を行うことにより、当該削除に係る責任を負わないこととする制度で
あり、米国のデジタルミレニアム著作権法（ＤＭＣＡ）等により認められている。

7　ナバラト氏の説明によると、２０１８年１月から２０２３年９月までの約５年９か月の間に、裁判所により４２件の
命令が発付され、これにより１６４１のＵＲＬへのアクセスが無効化又はブロックされたとのことである。

8　著作権者から通知があった事実については、ＩＳＰから著作権侵害の疑いのあるユーザーに通知することとされてお
り、ユーザーはテイクダウンに対し異議を申し立てることができる。

9　内訳はＤＩＰを含む政府機関３、知的財産権者２６、プラットフォーマー３である。現時点で参加しているプラット
フォーマーは Lazada、Shopee 及び TikTok。当初は JD Central も参加していたが、２０２３年３月に脱退した。

10　ナバラト氏によると、２０２１年３月から２０２３年６月までの間に、同ＭＯＵに基づき９２５件の侵害事例が共
有され、そのうち９２１件について当該コンテンツを削除したとのことである。

11　内訳はＤＩＰを含む政府機関１、知的財産権者２１、広告関連団体３である。
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広告関連団体において、当該広告を掲載しないよう加盟企業に働きかけるなどして、
知財権侵害物品等に関する広告を排除している。その他にも、基調講演では、模倣品
対策に関する広報・意識啓発活動、ＡＳＥＡＮ各国の関連機関との連携、我が国特許
庁との協力が紹介された。

３ 　続いて、シンガポールに本社を置き、ＡＳＥＡＮ各国等においていわゆるＣ ｔｏ 
Ｃ（消費者間）プラットフォーム運営事業 12 を営むカルーセル（Carousell）グループ
統括法務部長セレナ・ダーセル・チン氏（以下「チン氏」という。）が、プラット
フォーマーにおける模倣品対策及び官民連携について基調講演を行った 13。
　カルーセルは、インドネシア、マレーシア、フィリピン、シンガポール、ベトナ
ム、香港及び台湾で事業を展開しているところ、模倣品の販売を全面的に禁止してお
り、商品の真正性を担保しプラットフォームに対する信頼を高めるため、専門家によ
る鑑定・認証制度、提携するブランドからの通報を受けて知財権を侵害していると認
められる出品を削除するシステム（Carousell Rights Owners Programme; ＣＲＯＰ）、権
利者以外のユーザー等からの通報を受けて出品を削除するユーザーレポートシステ
ム、人及びＡＩ等を活用した出品モニタリングシステム等を設けている。特に、ＣＲ
ＯＰは、あらかじめカルーセルに認証されているブランド 14 において、当該ブランド
の知財権を侵害していると認める出品を発見した場合、専用プラットフォームから当
該権利を保有するブランド自ら当該出品を削除することができる仕組であり、ＩＳＰ
を介する必要がある一般的なノーティス＆テイクダウンの場合と比較して、権利者が
直接出品を削除できるという点で特徴的であり、迅速な権利の保護という観点から特
筆すべきといえる。
　また、チン氏は、官民連携の例として、プラットフォーム上における模倣品に関す
る警告文表示やその他の意識啓発活動、法執行機関や行政機関との情報共有等による
連携が紹介された。最後に、課題として、ユーザーと権利者間の利益のバランスや手
口・模倣の巧妙化、出品数の増加への対応、ブランドのニーズ（取締りや削除よりも
民事上の制裁を望んでいること等）を挙げた。

４ 　最後に、シンガポールの大手法律事務所 Allen & Gledhill のパートナー弁護士であ
るヴィグネシュ・ヴァーアン氏（以下「ヴィグネシュ氏」という。）により、同国に
おけるＥコマースにおける模倣品対策及び官民連携について講演が行われた 15。
　同国では、特許法、登録意匠法、商標法、著作権法及び地理的表示法により認めら
れる各知財権はＥコマースにおいても保護されており、模倣品を販売した者に対して
は民事上（侵害品の販売・製造の差止めや損害賠償等）及び刑事上（刑事罰）の責

12　同社は、我が国の「メルカリ」や「Ｙａｈｏｏ！オークション」のように、消費者間でセカンドハンド（中古品）
を売買するためのプラットフォームを提供している。

13　講演資料は、法務省ウェブサイト（https://www.moj.go.jp/kokusai/kokusai08_00021.html）に原文（英語）及び仮訳を
掲載しているので、御参照いただきたい。

14　ナイキ、シャネル、グッチ、バーバリー、イブ・サンローラン、バレンシアガ等のブランドがＣＲＯＰに参加している。
15　講演資料は、法務省ウェブサイト（https://www.moj.go.jp/kokusai/kokusai08_00021.html）に原文（英語）及び仮訳を
掲載しているので、御参照いただきたい。
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任が問われることとされているが 16、プラットフォーマーについては、単独又は共同
で模倣品を販売したと認められるような事情 17 がない限り、法的な責任を負う可能性
は低く、模倣品対策を講じる義務も法律上求められていないとされている。しかし、
一定の場合にプラットフォーマーも知財権を侵害する可能性があることから、シンガ
ポールでプラットフォームを運営する事業者は、販売者の身元確認、被害を受けた購
入者に対する返金保証、権利者が権利侵害を確認・通報できるポータルサイトの設置
等の取組を自主的に実施しているほか、民間事業者や官民連携によるパートナーシッ
プ、東南アジア電子商取引模倣品対策ワーキンググループ（Southeast Asia eCommerce 

Anti-Counterfeiting Working Group：ＳｅＣＡ）等の国際的な協力活動に参加し、情
報、知見及び技術の共有を図り、これらの自主規制を強化していることが紹介され
た。
　また、官民連携の例として、関係省庁 18 及び民間事業者によって実施されている

「Ｅコマース市場の取引安全性評価（Transaction Safety Ratings; ＴＳＲ）」制度が紹介
された。同制度は、Ｅコマースを運営する各事業者について、「ユーザーの信頼性」、

「取引の安全性」、「消費者に対する損害回復措置の有効性」及び「詐欺対策の有効
性」という観点から評価し、公表する仕組であり、当初はオンライン詐欺対策として
運用を開始したものであるところ、一部の評価項目は模倣品対策に通じるものも含ま
れていることから、知財保護に関する官民連携の取組として紹介された。ヴィグネ
シュ氏は、この取組を更に推進し、模倣品対策を明示的な評価項目として導入するこ
とが必要との見解を示すとともに、今後の官民連携の在り方に関し、国内で模倣品対
策に関するプラットフォーマー共通の行為準則（code of practice）等を策定し、それ
を遵守している限りは同プラットフォームで行われた知財権侵害に対する責任を免除
するいわゆる「セーフハーバー」を設けることも当該行為準則の遵守の徹底を図る上
で有効ではないかとの見解を示し、基調講演を締めくくった。

第３　第２部・パネルディスカッション
　第２部では、３名の基調講演者に、カンボジア、インドネシア、ラオス、マレーシ
ア、フィリピン及びベトナムからオンラインで参加した専門家を加え、パネルディス
カッションを実施した。
１　ワーキングセッション１

16　税関によるいわゆる水際対策や、競争・消費者委員会による不正表示や誤認表示に対する規制等、一定の場面で行
政上の措置も実施されている。

17　基調講演では、プラットフォーマーが既存の商標権等を侵害する自社ブランド製品を当該プラットフォームで販売
したり、再販業者として模倣品を当該プラットフォームで販売し、利益を得たりしていた場合がこれに該当しうると
の説明があった（基調講演では、後者の事例として、シンガポールのプラットフォーマーがカルバンクライン社から
商標権侵害に基づく訴えを提起され、一定の責任が裁判所によって認められたとの裁判例が紹介された。）。

18　ＴＳＲは省庁間詐欺対策委員会（内務省や貿易産業省等の関係省庁により構成）が実施・運営している。
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⑴ 　ワーキングセッション１では、小野寺良文弁護士 19 をモデレーターとして迎え、
Ｅコマースにおける模倣品対策に関する各国の法制度及びプラットフォーマーの自
主規制について議論した。

⑵ 　ワーキングセッション１の前半は、Ｅコマースにおける模倣品対策について議論
を行った。冒頭、小野寺弁護士から日本の法制度の概要について紹介があり、その
後各国の参加者が各国の法制度や自主規制等について説明するという構成で進めら
れた。
　まず初めに、カンボジア模倣品対策委員会（ＣＣＣＣ）ケオ次長（以下「ケオ
氏」という。）から、同国の模倣品対策の現状と課題について発言があった。同国
では、典型的なＥコマースサイトよりもＦａｃｅｂｏｏｋ等のＳＮＳ上で物品等の
売買を行うことを好む傾向があり、各ＳＮＳが提供しているメッセンジャーアプリ
ケーション等を利用して国内外の業者又は消費者との間で連絡を取り、物品等を購
入することが多い。そのため、ケオ氏によると、模倣品関連事件の取締を行うＣＣ
ＣＣは、Ｆａｃｅｂｏｏｋに模倣品が出品されている旨の通報を受けて捜査を開始
することが多いが、取引がすべてオンラインで行われるため、その追跡が困難であ
るなどの課題があり、代金送金口座や配送業者を把握して出品者である被疑者を特
定するなどして逮捕に至った事案も存在するものの、他方で、社会の耳目を集める
ような重大事件で十分な成果が挙げられなかったものもあり 20、現在このようなＥ
コマースに特有の課題に対してどのように対応すべきかを検討しているとのことで
あった。
　次に、インドネシアで知財事件を取り扱うキン弁護士（以下「キン氏」という。）
から同国の法制度等について説明があった。キン氏によると、同国では権利者が侵
害物品等の削除を請求することが法的に認められており 21、そのような請求があっ
た場合、プラットフォーマーは７日以内にこれに応じなければならないとされてい
ること、請求に応じなかった場合、プラットフォーマーは当該プラットフォームの
ブロック等の行政上の制裁の対象となるが、プラットフォーマーによっては削除ま
でに時間を要するケースがあり、実際に制裁が科された事案も見当たらないため、
権利者及びその代理人としては、削除が速やかに行われるよう適宜フォローアッ
プする必要があるとのことである。また、キン氏は、同国情報通信省（Ministry of 

Communications and Information; ＭＣＩ）２０１６年回章（Circulation Letter）第５

19　森・濱田松本法律事務所パートナー弁護士。日弁連知的財産センター委員等、知的財産法に関する国内外の要職を
歴任されているほか（経歴については森・濱田松本法律事務所のＨＰ（https://www.mhmjapan.com/ja/people/staff/569.
html）を御参照いただきたい。）、ＪＩＣＡミャンマー法整備支援プロジェクトの知的財産法アドバイザリーグループ委
員を務められた。本シンポジウムにおいても準備段階から多大な御貢献をいただいており、この場をお借りして厚く
御礼申し上げる。

20　ケオ氏は、具体例として、ある農作物の模倣品がＦａｃｅｂｏｏｋやウェブサイト上で流通しているとのタイの権
利者からの申告を受けて捜査を開始した事案で、当該農作物が販売されているＳＮＳやウェブサイトを可能な限り特
定したが、出品者が頻繁にプラットフォームを変更するなどしたため、すべて追跡することができなかったという事
例を紹介した。

21　キン氏の事前回答によると、電子商取引に関する政令（２０１９年政令第８０号）により認められているとのこと
である。
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号にプラットフォーマーに対するセーフハーバーに関する規定があるが、回章は
あくまで政府の通達（guidance）に過ぎず、法的文書ではないため、当該回章はプ
ラットフォーマーの責任免除の法的根拠とはならず、セーフハーバーが認められる
か否かについては前記政令に基づいて判断されている旨指摘するとともに、同政令
は責任の免除の対象となる「権利侵害」について明確な定義がなく、ＥＣサイトで
知財権侵害物品等を販売するなどの典型的な事案は問題とならないが、いわゆる二
次創作や間接侵害の場合についても責任が免除されるのかが必ずしも明らかでない
という問題があるため 22、今後の改正等を注視する必要がある旨述べた 23。
　続いて、ラオス商工省知的財産局知的財産紛争解決部チパボーン副部長（以下

「チパボーン氏」という。）から、同国では、Ｅコマースにおける模倣品対策につ
いて、知的財産法（Law on Intellectual Property）、消費者保護法（Law on Consumer 

Protection）、電子データ保護法（Law on Electric Data Protection）、メディア法（Law 

on Media）、 情 報 通 信 法（Law on Telecommunication）、 サ イ バ ー 犯 罪 防 止 対 策
法（Law on Prevention and Combating of Cyber Crime）及び電子商取引法（Law on 

Electronic Transactions）等様々な法令で関連する規定を設けており、これらに違反
した場合は行政罰の対象となる旨の説明があった。
　マレーシア国内取引・生活費省知的財産部カラ部長（以下「カラ氏」という。）
からは、同国の法制度及び関係機関の管轄について説明があった。すなわち、知財
関連法令に関する事務は同省が所管しているが、ノーティス＆テイクダウンやサイ
トブロッキング等各法令の執行については、マレーシア通信マルチメディア委員
会（Malaysian Communications and Multimedia Commission; ＭＣＭＣ）が所管してお
り、同委員会においてプラットフォーム上に模倣品が出品されている事実を確認し
た場合、出品者に対してテイクダウンやサイトブロッキングの要請（notification）
を行い、当該プラットフォーム等にそれらの処分を実行させている旨の説明があっ
た 24 25。
　フィリピン知的財産庁（ＩＰＯＰＨＬ）法務局クリスティーン副局長（以下「ク
リスティーン氏」という。）からは、同国におけるプラットフォーマーの法的責任
について説明があった。同国では、プラットフォーマーの法的責任は電子商取引

22　キン氏は、この点が問題となり得る具体例として、模倣品に関するオンライン広告の掲載を挙げている。この点に
関し、ヴィグネシュ氏から、シンガポールでは、商標の「使用」は取引の過程における当該商標の使用を広く含むと
解されているので、当該模倣品の広告も「使用」に含まれ、商標権侵害を構成するとのコメントがあった。

23　以上の点に加えて、キン氏からは、現在、インドネシアでは、他人の知的財産権を侵害した者をＥコマースのプラッ
トフォームから排除する（当該出品だけでなく将来の出品等を禁止する）ことの可否や、個人情報保護法制の下で権
利者がどのようにして出品者を特定するか等について議論されているとのコメントがあった。

24　カラ氏の説明によると、模倣品の出品についてはテイクダウン、海賊版のストリーミング配信についてはサイトブ
ロッキングを実施しているとのことである。

25　このカラ氏の説明に対し、カルーセルのチン氏は、ＭＣＭＣのように行政機関がプラットフォーム上の模倣品対策
において積極的な役割を果たしてもらえると、プラットフォーマーとしては、当該機関の要請の有無を確認し、それ
に応じることで自身の義務を果たせるため、安心（comfort）して事業運営を行うことができる旨コメントしている。
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法、消費者法及び関係省庁 26 による合同行政命令（joint administrative order）により
定められており、プラットフォーマーにセーフハーバーが認められるためには、模
倣品対策及びその実施のための手続を定め、それらに基づいてプラットフォームの
取引状況を定期的に監視し、模倣品が出品されていると認められる場合は削除する
などの対策を講じること、権利者からの申立てに基づき速やかにノーティス＆テイ
クダウンを講じていること、サービス利用契約や約款等によりユーザーとの間で模
倣品の販売を禁止する旨明示的に合意していること、ユーザーに対し正確な情報提
供を求めていること、法執行機関に対して可能な限り協力していること、取引記録
等を適切に保管し法執行機関の求めに応じて開示していること等の要件を充たして
いる必要があり、これらの要件を充たしていない場合は、プラットフォーマーも当
該権利侵害について責任を負う可能性があるとのことであった。
　ベトナムで知財事件を取り扱うイェン弁護士（以下「イェン氏」という。）から
もプラットフォーマーに対するセーフハーバーについて説明があり、法令上セーフ
ハーバーが認められるための４要件として、①関係機関の要請を受理してから２４
時間以内に当該コンテンツを削除し、その旨を直ちに報告すること、②出品の監視
及び削除に関し権利者に協力すること（ノーティス＆テイクダウンを適切に実施す
ること）、③法令違反が認められるユーザーに対し一定期間又は無期限のサービス
停止又はその警告を行うこと、④出品者の情報を提供するなど関係機関の調査や処
分等に協力すること 27 が定められており、特に要件①については同国内でも非常に
厳しいと受け止められているが、現に関係機関からはそのような要請がプラット
フォーマーに対して出されていることから、セーフハーバーが認められるためには
従わざるを得ないとのことであった。

⑶ 　ワーキングセッション１の後半は、プラットフォーマーにおける自主規制を中心
に議論した。まず、小野寺弁護士から、日本では主要なプラットフォーマーはノー
ティス＆テイクダウンの仕組みを整備しており、事業者団体内でプラットフォー
マーの責任を限定するガイドラインを策定するなどの取組を行っていることが説明
された。
　チン氏は、プラットフォーマーの立場から、自主規制の考え方について説明し
た。すなわち、カルーセルでは、事業を展開しているすべての法域（jurisdiction）
において、同様の原則（principle）に基づいて事業を行うことを基本方針としてお
り、ノーティス＆テイクダウン等の自主規制においても同様のスタンスに従って実
施しているが、各パネリストの発言からも分かるとおり、プラットフォーマーに

26　クリスティーン氏は、関係省庁として、ＩＰＯＰＨＬに加え、貿易産業省（Department of Trade and Industry）、農政
省（Department of Agriculture）、環境天然資源省（Department of Environment and Natural Resources）、保健省（Department 
of Health）、食品医薬品管理局（Food and Drug Administration）及び国家プライバシー委員会（National Privacy Commis-
sion）を挙げている。

27　イェン氏から、この要件を充たすためには、産業貿易省（Ministry of Industry and Trade）が開設するポータルサイト
に提出された権利侵害に関する申立を必ず受信し、それに対して削除等適切な対応を取らなければならないとの説明
があった。
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セーフハーバーが認められるか否か及びその要件等は法域によって様々であり、各
法域における制度やその解釈の変更のスピードも非常に速いことから、この原則を
すべての法域で貫くことは困難であり、各法域の法制度や解釈に応じて異なる制度
設計を設けざるを得ず、これはビジネスの観点から負担が非常に大きいとのことで
あった 28。
　また、チン氏から、プラットフォーマーがどのように模倣品の鑑定を行っている
かについて補足があり、模倣品等かどうかの判定の際は権利者と連携しており、特
に医薬品等人の生命・身体に対して影響を及ぼす可能性があるカテゴリの商品につ
いては、真贋の判定に特に留意し、製薬会社の協力を得てテストや鑑定を行ってい
る旨のコメントがあった。また、いわゆる高級ブランドについては、模倣品を判定
する要素の１つとして、販売価格が市場価格と比較して著しく低廉であることが一
般的に挙げられるが、カルーセルはＣ ｔｏ Ｃプラットフォームであり、価格の設
定は専ら販売者に委ねられていることから、価格の点で真贋を判断することは非常
に難しく、その他の要素も併せて判断する必要がある旨の説明があった。
　さらに、カルーセルが模倣品鑑定でＡＩを活用している点に関し、その法的な課
題について、チン氏は、機械学習やＡＩを利用したシステムの構築等に当たり、機
密情報を第三者に提供する必要が生じるが、その際機密性をどのようにして確保す
るかは大きな課題になるとのコメントがあった。また、この点に関し、ヴィグネ
シュ氏からは、ＡＩ及び機械学習において生成された情報が知的財産権を侵害する
可能性がある点についても言及があった。

２　ワーキングセッション２
⑴ 　パネルディスカッションの後半部分であるワーキングセッション２では、相良由

里子弁護士 29 をモデレーターとしてお迎えし、模倣品対策に関する官民連携と国際
協力について議論を行った。

⑵ 　ワーキングセッション１と同様、まず初めに、相良弁護士から、このテーマに関
する日本の取組について紹介があり、その後各国の参加者から各国の取組等につい
て説明するという構成で進められた。
　まず、タイのナバラト氏は、同国における官民連携の具体的取組として、基調講
演において言及した２本のＭＯＵの意義について言及があり、いずれのＭＯＵにつ
いても模倣品対策の推進に大きく貢献しており、プラットフォーマー・広告業界及
び権利者と緊密に連携することにより、事件処理のスピードアップにつながるなど

28　チン氏は、対応するための負担が大きい法制度として、ベトナムにおけるノーティス＆テイクダウンの例を挙げ、
「２４時間以内の削除義務は企業としては非常に厳しく、従業員の指導等、これに対応するためのコストも大きい。」
旨コメントした。これに対し、イェン氏は、確かに２４時間以内の削除はプラットフォーマーにとって負担が大きい
ものであるが、実務上この点に関する関係機関の判断は厳格ではなく、迅速性も含め、プラットフォーマーとして知
財権保護のため最善を尽くすということが求められていると理解するのが相当であるとの見解が示された。

29　中村合同特許法律事務所パートナー弁護士・弁理士。日弁連知的財産センター委員等、知的財産法に関する国内外
の要職を歴任されているほか（経歴については同事務所のＨＰ（https://www.nakapat.gr.jp/ja/professionals/yuriko-saga-
rams/）を御参照いただきたい。）、過去のＪＳＩＰ法務省パートにおいてもモデレーターを務めていただいた。本シンポ
ジウムにおいても準備段階から多大な御貢献をいただいており、この場をお借りして厚く御礼申し上げる。

95ICD NEWS 　第98号（2024.3）



の効果を実感している旨述べた。
　次に、フィリピンのクリスティーン氏からも官民ＭＯＵについて説明があった。
同国では、タイと同様、関係政府機関の仲介により、権利者、業界団体、プラット
フォーマー及び商工会議所等との間でＥコマースに関するＭＯＵを作成し、同ＭＯ
Ｕに基づき、オンラインプラットフォームにおける模倣品等の拡散を防止するため
の実務指針を策定し、同指針に基づき、訴訟提起の猶予 30、予防的対策の実施、常
習的侵害者に対するポリシーの策定、法執行機関への協力や情報共有等の取組を実
施しているほか 31、インターネットサービスプロバイダ（ＩＳＰ）との間でオンラ
イン上の海賊版の取締に関するＭＯＵを作成したり 32、実店舗及びオンラインの両
場面において模倣品の製造・販売を防止し、権利者及び消費者を保護する目的で、
各業界団体との間でＭＯＵも作成したりするなどの取組を行っており、後者につい
ては、これまで、小売業界、自転車業界、医薬品業界等との間でＭＯＵを作成済み
であることが紹介された。また、関係政府機関による組織横断的な模倣品対策機関
として、「国家知的財産権委員会（National Committee on Intellectual Property Rights ; 
ＮＣＩＰＲ）」が創設されているところ、同委員会は、権利者と連携して、法執行
機関や司法機関を含む関係職員を対象とした模倣品対策に関するワークショップや
研修を実施するなどの取組を行っていることも紹介された。
　続いて、カンボジアのケオ氏から、カンボジアの官民連携及び国際協力について
説明があり、同国模倣品対策委員会（ＣＣＣＣ）は、１４の関係省庁により構成さ
れ、各省庁で緊密に連携して模倣品の取締を行っているほか、能力向上や意識啓
発、カンボジア知的財産協会等の国内関係機関や欧州商工会議所等国外関係機関と
の連携・協力などを行っているが、前述のとおり同国ではＦａｃｅｂｏｏｋで物品
等の売買が行われることが多いことから、アリババやＡｍａｚｏｎ等、カンボジア
国内で事業を行っているプラットフォーマーとの協力はこれまで必ずしも十分では
なく、今後の検討課題であることや、模倣品対策に関する能力向上に関しては、こ
れまでタイ、マレーシア、中国、欧州各国及びオーストラリア等の関係機関を訪問
し、各国の取組を学んでいることが紹介された。
　次に、マレーシアのカラ氏から、プラットフォーマーや業界団体との間のＭＯＵ
は存在しないが、２０１２年に成立した消費者保護及び電子商取引に関する規則に
より、各プラットフォームに登録されている者に模倣品を販売するなどの権利侵害
の疑いがある場合、プラットフォーマーに対しその情報の提供を求めるなど、法令
によりプラットフォーマーからの協力が確保されている旨の説明があった 33。

30　当該ＭＯＵに定められている事項に関しては、全参加メンバーの合意により、当該ＭＯＵの実施期間終了までの間、
参加メンバー間で訴訟を提起しないこととしている。

31　クリスティーン氏によると、ＭＯＵの実施状況については、プラットフォーマーによって削除された出品数等を重
要業績評価指標（ＫＰＩ）として評価を行っているとのことである。

32　本シンポジウムにおいて、クリスティーン氏から同ＭＯＵは２０２３年１１月に発効予定との説明があった。
33　この点に関し、モデレーターから、権利者からプラットフォーマーに対して直接情報提供を求めることはできるの
かとの質問があり、カラ氏は、現行法上は直接請求することは難しい旨回答した。
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　続いて、チン氏から、シンガポールにおける官民連携の取組について民間の立場
から言及があり、カルーセルは、知的財産権侵害事件の取締を行うシンガポール警
察（Singapore Police Force; ＳＰＦ）商事部知的財産局及び権利者の三者間で「ファ
スト・トラック・テイクダウン（fast track takedown）」を行うことについて合意し、
指定されたルートを通じて提出された要請については、通常よりも迅速に当該出品
の削除を行うことを可能としたほか、刑事事件の捜査に対しても、ＳＰＦに必要な
情報提供を行うなどして協力を実施している旨の説明があった 34。
　続いて、モデレーターからヴィグネシュ氏にＴＳＲの効果や影響について質問が
あり、同氏は、同システムの運用開始からまだ１年しか経過していないため、現時
点でその効果や影響について言及することは困難であると述べつつ、公的機関によ
る評価は消費者にとって参考となる情報の１つとなりうるものであり、将来はその
ような目的で活用されることが望ましいと述べ、他方で、基調講演でも述べたとお
り、ＴＳＲはオンライン詐欺を防止するための施策の１つであり、この施策を通じ
て、オンライン詐欺の態様の１つである模倣品の販売も防止できる可能性があると
考え、模倣品対策に関する官民連携の取組例として紹介した旨の説明があった。
　次に、インドネシアのキン氏から、官民連携の一例として、同国法務人権省知的
財産総局と同国の大手プラットフォーマーである Tokopedia との間の模倣品対策に
関するＭＯＵが作成されたことが紹介された 35。
　続いて、ベトナムのイェン氏からは、同国では官民によるＭＯＵの作成は行わ
れていないが、それに関する議論は行われており、権利者によるコミュニティ
は、模倣品対策を所管する商工省（Ministry of Industry and Trade）市場管理総局

（Directorate of Market Surveillance）との間でＭＯＵの作成を模索する動きがあるこ
と、ベトナム政府が２０２３年３月にＥコマースにおける深刻な知財権侵害事案に
対処するためのプロジェクトを開始し、商工省主導の下、政府が掲げた６つの目標
を２０２５年までに達成するため、様々な取組を実施していることについて紹介が
あった 36。
　また、ヴィグネシュ氏から、シンガポールが世界の貨物の中継ハブとして機能し
ていることから、水際対策に関する官民連携や国際協力の重要性について言及があ

34　この点に関し、ヴィグネシュ氏からは、ＳＰＦは権利者から模倣品の発見・特定方法等について指導を受けたり、
市場で模倣品を発見した権利者の協力を得て侵害者の逮捕や関係場所の捜索を執行したりするなど、模倣品の取締に
おいて権利者と緊密に連携する関係にあったが、近年ではプラットフォーマーとの連携を重視するようになったとい
う点で大変興味深く、歓迎すべき取組であるとコメントしている。

35　キン氏は、同ＭＯＵは知的財産権の保護に関する情報共有全般について定めたもので、具体的な取組に関する記述
がなく、今後の実務における有用性も未知数であることから、ＭＯＵ及び官民連携そのものの意義は認めつつも、模
倣品対策の取組として十分でないと評価している。この点に関し、同氏は、同ＭＯＵは米国通商代表部（ＵＳＴＲ）
が Tokopedia を模倣品・海賊版ウオッチリストに指定したことを契機として作成されたものであることから、専ら同ウ
オッチリストからの削除のためだけに作成したため、抽象的な内容にとどまっているのではないかとの見解があるこ
とを指摘している。なお、同氏は、同ＭＯＵをより効果的なものとするためには、模倣品の出品を繰り返す者を排除
するための明確な基準を設けること、出品者の特定のための情報共有が法的に可能な仕組みを設けること、ＭＯＵの
実施状況をリアルタイムでモニタリングする体制等が必要であると述べている。

36　イェン氏は、６つの目標の中でも特に重要なものとして、Ｅコマースにおける模倣品対策に関する情報を集約した
統一的なデータベースの構築を挙げている。
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り、権利者から税関に模倣品に関する情報を提供するなど長年にわたり協力関係に
あることが紹介された。他方、税関への情報提供に関し、ヴィグネシュ氏は、シン
ガポールではインドネシアと異なりディスカバリー（証拠開示手続）により出品者
に関する情報を比較的容易に入手することが可能であるが、当該情報をその他の手
続において使用することができないとされており、特に他の法域でも水際措置等を
求める場合の障害となっていることから、今後検討すべき課題であると述べた。
　フィリピンのクリスティーン氏からは、ＮＣＩＰＲは国内関係機関間の情報共有
メカニズムでもあるところ、模倣品の流通を阻止するためにはサプライチェーン全
体を意識した国際的なネットワーク構築が必要不可欠であり、そのため、他の法域
の税関当局と水際対策で連携したり、海外から裁判官を招いてワークショップを開
催したりするなどの取組を行っていること、他方で民間セクターとの連携も重視し
ており、特に国民に対する意識啓発等において民間と共同でシンポジウム等を開催
するなどしていること、各国で行われている民間とのＭＯＵに関し、ＡＳＥＡＮ知
的財産法執行ネットワーク 37 等既存の枠組みを利用してＡＳＥＡＮ全体にも広げ、
ＡＳＥＡＮで統一的な準則や基準を確立することが有益であること 38、本シンポジ
ウムのような知的財産紛争解決に関する国際的な会議も国際協力として重要である
ことについてコメントがあった。
　ラオスのチパボーン氏は、必要な国際協力として、法施行機関や裁判官等のキャ
パシティビルディング、水際対策等法執行に関する協力、模倣品製造・販売者や法
執行等に関する海外の関係機関との情報共有を挙げ、タイのナバラト氏も、これら
の３つの点に関する協力が重要である旨コメントした。

第４　おわりに
　法務省パートでは、以上のとおり、登壇者の積極的な参加により、充実した基調講演
及びパネルディスカッションが行われ、Ｅコマースにおける模倣品対策及び官民連携・
国際協力について、ＡＳＥＡＮ各国の現状だけでなく、今後の課題や協力の在り方につ
いても議論を深めることができたと考えられる。
　今後も、技術革新等により、Ｅコマースの分野は益々発展し、更に国際化・ボーダー
レス化が進んでいくものと考えられるが、それに伴い模倣品の製造・販売も巧妙化し、

37　ＡＳＥＡＮ知的財産法執行専門家ネットワーク（ASEAN Network of IPR Enforcement Experts; ＡＮＩＥＥ）は、
２０１７年に創設されたＡＳＥＡＮ各国の知的財産権事件の法執行に従事する専門家により構成されており、発足当
初よりフィリピン知的財産庁が議長を務めている。なお、インドネシアのキン氏は、ＡＳＥＡＮ知的財産行動計画

（ASEAN IPR Action Plan 2016-2025）の存在を挙げ、ＡＳＥＡＮ各国の政府は同計画を実施する責務を負っており、日
本を含むＡＳＥＡＮのパートナー国もその重要性を認識し同計画の実施に協力してくれているため、同計画の実施を
通じた国際協力や官民連携を推進していくことが重要であると述べている。

38　マレーシアのカラ氏も、プラットフォーマーが遵守すべき国際的なガイドラインを策定することが望ましいとの見
解を述べた。これに対し、カルーセルのチン氏は、プラットフォーマー間の情報交換や統一的なセーフハーバーの整
備の推進等、明文化されたルールは模倣品対策において一定の利益や効果があると考えられるが、プラットフォーム
を転々としたり、ＳＮＳやメッセンジャーアプリケーションをＥコマースプラットフォームとして利用したりするな
どして模倣品を販売する悪質なユーザー（bad actors）に適切に対処できない可能性があるため、過度に詳細なもので
はなく、現状に基づいた（based on outcome）柔軟性のあるルール作りが望ましい旨述べている。ヴィグネシュ氏もこ
の見解に賛同し、全世界的な統一的なルール作りは現実的ではないと述べている。
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その対策もより高度なものが求められるとともに、解決すべき新たな法的問題も生じる
ことが予想されるところ、本シンポジウムが今後の模倣品対策の在り方を検討する上で
一助となれば幸いであり、当部としても、今後の知財分野に関する法制度整備支援を検
討する上で有用な情報を得る機会になったものと思われる。
　最後に、多忙な中、本シンポジウムに基調講演者及びパネリストとして御登壇いただ
いたＡＳＥＡＮ各国の専門家の皆様、会場及びオンラインで御参加いただいた皆様及び
本シンポジウムの開催に向けて御尽力いただいた皆様に心から感謝を申し上げる。
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主 催

後 援

国際知財司法シンポジウム

～アジアにおける知的財産紛争解決～

開催日

１０月１７日（火）、１８日（水）、１９日（木）
年（令和 年）

プログラム 言語：日本語・英語（同時通訳）

参参加加費費及及びび視視聴聴費費無無料料

要要事事前前登登録録

会 場

弁弁護護士士会会館館 ２２階階講講堂堂ククレレオオ

東京都千代田区霞が関1-1-3
（東京メトロ「霞ケ関駅」B1-b出口直結）

【パネリスト】以下の国の裁判官・弁護士・審判官・政府関係者等

日本、インド、大韓民国、中華人民共和国、 諸国

※YouTubeの「最高裁行政局チャンネル」にJSIP2023の紹介動画を順次アップする予定ですので、是非ご覧ください。[[最最高高裁裁行行政政局局チチャャンンネネルル]]

※プログラムの詳細や資料等につきましては、専用ホームページhttps://jsip-tokyo.go.jp/2023/をご覧ください。
※会場で観覧いただく場合には，写真や動画（中継・アーカイブ）に映り込む可能性があります。あらかじめご了承ください。

外務省 国際協力機構 国際民商事法センター 知的財産戦略本部 日本経済団体連合会 日本国際知的財産保護
協会 日本商工会議所 日本知的財産協会 日本弁理士会 日本貿易振興機構

最最高高裁裁判判所所 知知的的財財産産高高等等裁裁判判所所 法法務務省省
特特許許庁庁 日日本本弁弁護護士士連連合合会会 弁弁護護士士知知財財ネネッットト

知財紛争に関する司法判断や近時の知財トピックについて、各国の法曹関係者や審判官等が
模擬裁判やディスカッションを行う「国際知財司法シンポジウム」を今年も開催します。本シ
ンポジウムは、２０１７年（平成２９年）にスタートし、欧米やアジア諸国の裁判官等を招き、
我が国の知財司法制度はもとより、世界各国の制度や運用に関する最新事情を提供するイベン
トとして、毎回大変多くの方にご参加いただいております。
７回目の開催となる今回は、アジアにおける知的財産紛争解決に関する最新の議論と課題に

ついて、充実したプログラムを提供する予定です。

1100月月1177日日（（火火））1133::3300～～1188::0000

1100月月1188日日（（水水））1133::3300～～1188::0000

1100月月1199日日（（木木））1133::3300～～1188::0000

裁裁判判所所パパーートト
①①日日本本・・イインンドド・・大大韓韓民民国国にによよるる模模擬擬裁裁判判（（消消尽尽ににつついいてて））
②②パパネネルルデディィススカカッッシショョンン（（知知財財紛紛争争解解決決のの国国際際比比較較））

法法務務省省パパーートト
①①基基調調講講演演（（模模倣倣品品対対策策ののたためめのの取取組組とと官官民民連連携携））
②②パパネネルルデディィススカカッッシショョンン（（ＥＥＣＣササイイトト等等ののププララッットトフフォォーーママーーにによよるる模模倣倣品品対対策策））
③③パパネネルルデディィススカカッッシショョンン（（模模倣倣品品対対策策ののたためめのの官官民民連連携携・・国国際際連連携携））

特特許許庁庁パパーートト
①①パパネネルルデディィススカカッッシショョンン（（各各国国ににおおけけるる審審判判実実務務一一般般ににつついいてて））
②②パパネネルルデディィススカカッッシショョンン（（各各国国ににおおけけるる先先端端技技術術分分野野のの審審理理ににつついいてて））

会場での観覧のほか、インターネット同時配
信を視聴いただくこともできます。

いずれの方法であっても専用ホームページ
https://jsip-tokyo.go.jp/2023/
からの事前登録が必要となります。
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氏名：
役職：カンボジア模倣品対策委員会次長

民間企業やカンボジア国民議会事務局での長年の経験を経て、 年にカンボジア模
倣品対策委員会次長に任命された。
モナッシュ大学（メルボルン）にて、外交・国際貿易修士課程を修了した。

氏名：
役職：カルーセルグループ統括法務部長

チン氏は、カルーセルグループの法務、コンプライアンス及び政府関連業務を統括し
ている。
カルーセルグループは、東南アジア圏におけるセカンドハンド（中古品）のマルチカ
テゴリープラットフォームの最大手であり、世界中の人々がセカンドハンドを売る
きっかけを作り、セカンドハンドを消費者から第一に選ばれる存在とすることをミッ
ションに掲げている。

年 月にシンガポールで設立されたカルーセルグループは、現在、 、
ợ ố 、 、 、 、 のブランドで、 つの市場を

リードしている。

氏名：
役職： 法律事務所 パートナー弁護士長

ヴィグネシュ氏の専門分野は、知的財産権及び情報技術（ ）に係る訴訟・紛争など
あらゆる形態の知財関係業務である。
著作権を含む知的財産権侵害 取消 異議 権利に関する紛争につき、民事・刑事両分野
で、豊富な経験を有している。また、ドメイン名回復や商号の復活に関する案件に従
事し、成功に導いた実績がある。
また、同氏は、企業の機密情報等の保護、シンガポールにおける医薬品のライセンシ
ングに関する規制上の問題についても助言を行っている。
知的財産権の保護とポートフォリオ管理に関する案件にも携わっており、特に、知的
財産監査 デューデリジェンスや商業化から生じる問題など、知的財産権の活用戦略の
分野に注力している。
そのほか、シンガポールのドメイン名紛争解決政策委員会の構成員も務めている。
ヴィグネシュ氏は、 において、

（権利執行・訴訟）部門及び （特許出願
手続・戦略）部門で、”Leading Individuals”として、知財分野における主導的な活
動を評価されている。
同分野の主導的な寄稿としては、代表的なものとして、ロービジネスリサーチ社発行
の （技術紛争法レビュー）のシンガポー
ルに関する章、 誌に掲載された論文
「

」などの執筆がある。
多様な文化的背景を有しており、日本語や北京語にも堪能なマルチリンガルである。

海外ゲスト（法務省パート）

別添２
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氏名：
役職：ラオス商工省知的財産局知的財産紛争解決部副部長

チパボーン氏は、会計学とビジネス英語の つの学士号を持ち、現在、中国同済大学の
知的財産法プログラムの修士課程に在籍中である。
同氏は、 銀行で 年間、また、ラオス青年同盟（ ）で 年間、儀礼担当副部長
及び秘書役として勤務した後、 年 月にラオス商工省知的財産局において知的財
産関係業務に従事することとなった。
その後、同局総務部、知的財産推進発展部、知的財産サービスセンターでの勤務を経
て、現在は知的財産紛争解決部に在籍している。

氏名：
役職：国内取引・生活費省 知的財産部長

年、国内取引消費者省執行局に入省。様々な部署で勤務。
執行局法務課長を経た（ 年 月～ 年 月）後、昨年から現職。
学歴：マレーシア国際イスラム大学（ ）にて法学士（優等）。

氏名：
役職：副局長

クリスティーン氏は、フィリピン知的財産庁 法務局の副局長のほか、知的財
産権執行事務所の監督責任者や の裁判外紛争解決サービスの監督責任者も務め
ている。
同氏は、知的財産権訴訟から知的財産権紛争解決に向けてのパラダイムシフトに強い
信念を持って取り組んでおり、 知的財産協力ワーキンググループ（ ）
のフィリピン代表部メンバーとして同国の取りまとめ役を担い、 のあらゆる案
件を担当している。

に任用される前は、 年以上にわたり、民間の知的財産の実務家として知的
財産権訴訟および知的財産権行使に係る案件を担当してきた。
政治学士、法学士、経営学修士を取得しており、キャリア・サービス・オフィサーで
もある。インターポール・ストップオンライン海賊行為ワークショップ、政府・法執
行官向けデジタル環境における知的財産権執行に関する小地域セミナー、法執行担当
者及び検察官向けの製品識別セミナーや知的財産ワークショップなど、関連の様々な
セミナーやトレーニングに参加している。
また、 商標審査官交流プログラム（ 年 月開催）や、台湾特許庁
（ ）、欧州連合知的財産庁 、世界知的所有権機関（ ）、その他

関連組織が主催した各種ウェビナーなど、国内外の多くの場で講演者やパネリ
ストを務めた経験を有している。
最近では、 、フィリピン司法アカデミー（ ）、 の共同プロジェク
トによる、裁判官のための知的財産シンポジウムでの講演のほか、 年国際商標協
会（ ）会議においては、 の取組や、 が副議長兼議長代理を務める
国家知的財産権委員会の取組についてプレゼンテーションを行った。

海外ゲスト（法務省パート）
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氏名：
役職： 法律事務所及び 法律事務所代表、外国法事務弁護
士

キン・ワウ氏は、 法律事務所で活動する外国法事務弁護士である。
同事務所は、インドネシア人弁護士のための ネットワーク事務所である。
国際的なクライアントに対し、インドネシア国内当事者によって登録された商標の再
請求、特許権侵害、ソフトウェア契約に関わる紛争事案、商標登録の異議申立てに関
する問題などについて、法的なアドバイスを定期的に行っている。
また、同氏は、出版物の刊行を行うなど、自身の経験を活かして活動の幅を広げてい
るほか、 インドネシア知的財産権ワーキンググループの議長、法学会情報
技術委員会研修小委員会の委員長も務めている。
学歴・資格
インドネシア外国法事務弁護士
シンガポール共和国最高裁判所 法廷弁護士
および事務弁護士 年
ニューヨーク州弁護士、法務官
イングランド、ウェールズの事務弁護士
西オーストラリア州最高裁判所 事務弁護士
および法廷弁護士
シンガポール国立大学法学士
専門分野
特許権侵害訴訟
デジタル規制に関する助言
知的財産権取引およびデューデリジェンス
主な実績
インドネシアにおける知財関係紛争及び商取引に関する案件に 年以上従事
デジタル規制及びデータ保護法のコンプライアンスに関する案件に従事
インドネシアの企業に対する知的財産権の取得および登録に関する案件に従事
受賞歴

年 「 」に選出
年、 年 「 」に選出
年、 – 年 「 」に選

出
年及び 年 「

」に選出
年 「 」に選出
年 Who’s Who Legal Patents: インドネシアの弁護士としてノミネート
年 特筆すべき業績を評価

氏名：
役職：知的財産局国際室長

年よりタイ知的財産局に勤務。科学、経営学、文学のバックグラウンドを持ち、
商業登録分析、商標審査、計画や政策の分析、知的財産問題に関する国際協力の業務
に携わってきた。

年から 年にかけて、ジュネーブの 及び のタイ王国政府代表部に
て、上席商務官を務めた。

年に知的財産戦略の責任者に任命され、 年からは国際室長を務めている。
タマサート大学（バンコク）を卒業し、理学士号を取得。次いで、チュラロンコン大
学（バンコク）文学修士課程、米国テキサス 大学コマース校経営学修士課程を修
了した。

海外ゲスト（法務省パート）
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氏名：
役職： リーガルベトナム ベトナムマネージャー 代表弁護士

イェン氏は知的財産分野の専門家として 年以上の経験を有する。
訴訟および非訟の知的財産権に関わる案件が専門で、商標、特許、著作権、ドメイン
ネームに関わるエンフォースメント、権利保護及び商業的な活用といった案件を扱っ
ており、ベトナム、ラオス、カンボジアをはじめとする複数の地域にわたって、その
専門性を発揮している。
ベトナムのデータ保護やデータ機密性に関わる案件も幅広く手掛けており、個人デー
タ保護に関する法案に関しては、在ベトナム欧州商工会議所のデジタル委員会と協力
し、公安省に提言を行った。
そのほか、世界経済フォーラムやレクソロジー（ ）が主催するワークショッ
プにおいて、ベトナムや東南アジアにおけるデータ保護やデジタルトランスフォー
メーションに関する講演も行っている。
また、大手多国籍企業に対し、ベトナムにおける知財ポートフォリオの活用について
法的なアドバイスを行ったり、商標の審判、異議申立、商標訴訟、特許紛争、さらに
は 仲裁センターでのドメイン名紛争における権利行使の分野で豊富な経験を有し
ているほか、知的財産権に関連するメディア・エンターテインメント法、ライセンス
契約及びフランチャイズ契約、企業秘密、雇用法も取り扱っている。
『アジアの法律と実務』、『世界の商標レビュー』、『ベトナムの投資レビュー』、
『プライバシー法とビジネス』などの著作があるほか、 から
出版された「国際著作権法」の執筆にも参加している。

海外ゲスト（法務省パート）
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【国際研修・共同研究】
インドネシア法整備支援　第１６回本邦研修

国際協力部教官
菊　地　英理子

第１　はじめに
　２０２３年９月、独立行政法人国際協力機構（ＪＩＣＡ）インドネシア法整備支援プ
ロジェクトの一環として、インドネシア法務人権省法規総局の総局長以下１６名を日本
に招き、研修を実施した（インドネシア法整備支援第１６回本邦研修。以下「本研修」
という。本研修の参加者は別添１のとおり）。
　インドネシアでは、２０１５年１２月から２０２１年９月にかけて実施されたＪＩＣ
Ａプロジェクト「ビジネス環境改善のための知的財産権保護・法的整合性向上プロジェ
クト」（以下「前プロジェクト」という。）に引き続き、同年１０月から、「ビジネス環
境改善のためのドラフターの能力向上及び紛争解決機能強化プロジェクト」（２０２５
年９月までの予定。以下「本プロジェクト」という。）が実施されている。本プロジェ
クトは、ビジネス界における法的な予見可能性を確保するため、インドネシア最高裁判
所（以下「最高裁」という。）及び法務人権省法規総局（以下「法規総局」という。）を
カウンターパートとして、裁判官及びリーガルドラフター等の能力向上・人材育成を目
的として実施されているものであり、現在２名のＪＩＣＡ長期派遣専門家（検事２名。
うち１名は裁判官出身者）が、最高裁及び法規総局にてそれぞれの活動を展開してい
る。
　法規総局に対しては、前プロジェクト期間中である２０２０年３月に本邦研修の実施
が予定されていたが、新型コロナ感染症の感染拡大により中止を余儀なくされ、その
後、前プロジェクト終了まで本邦研修を再開することができなかった。２０２１年１０
月に開始された本プロジェクトにおいても、しばらくの間は日本での研修実施が困難な
状況が続いており、２０２３年度になってようやく初めての本邦研修を実施することが
できたものである。
　本稿では、実に３年ぶりに法規総局職員を日本に招き実施した本研修の概要を紹介す
る 1。

第２　本研修の目的
　本プロジェクトのうち法規総局をカウンターパートとするものは、法令間の整合性確
保に関するドラフターの能力向上を上位目標に掲げており、その目標を達成するため、
法令間の不整合が生じる原因に関する調査、同調査を踏まえた研修シラバスの作成や研

1　なお、本プロジェクトに関し、最高裁を対象として行われた本邦研修については、ＩＣＤ ＮＥＷＳ第９７号１３9 ペー
ジ国際協力部教官坂本達也「インドネシア法整備支援　第１５回本邦研修」参照
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修教材の開発（前プロジェクトで作成した執務参考資料等の改訂を含む。）、上記シラバ
スに基づく研修の実施、研修講師の育成等を行うこととされている。しかし、本プロ
ジェクトは２０２３年９月末に予定期間の半分を経過しようとしていたにもかかわら
ず、コロナ禍による活動制限の影響等もあり、予定された活動を思うように進められな
い状況があった。そこで、及川裕美ＪＩＣＡ長期派遣専門家と相談の上、本研修を通じ
て本プロジェクトへの意欲を高め、具体的な活動につなげていくこととし、次の３つの
観点からプログラムを組み立てた（本研修の日程は、別添２のとおり）。
　１つ目の観点は、法令制定に関する日本の経験の共有である。前プロジェクトの期間
も含め、日本の法令制定過程については、本邦研修や現地セミナー等の機会に繰り返し
共有してきたところではあるが、研修参加者の中には初めて来日する者も少なくなかっ
たことから、関係機関への訪問等も行いながら、日本ではどのようにして法令間の整合
性を確保しているのかについて改めて説明することにした。
　２つ目は、日本の法令データベースの整備等の紹介である。法規総局が、現在、法令
データベースの整備等に取り組んでいることを踏まえ、日本の法令データベースの整備
や法令外国語訳の公開状況を説明し、また、法令案の作成にＡＩ技術を活用することに
関する日本の検討状況等について情報を共有することにした。
　３つ目は、法規総局における現在の課題の整理である。「法令間の不整合が生じる原
因の特定」に関し、法令間の整合性確保のために法規総局が行ったこれまでの取組とそ
の効果等を整理した上で、今なお解消されていない課題は何か、また、各課題を克服す
るために必要な取組は何か、そして、本プロジェクトとして今後どのような活動を具体
的に行っていくべきかなどについて、研修参加者と協議することにした。

第３　研修の内容
１　日本の法令制定過程に関する講義等

　日本の法令制定過程についての理解を深めてもらうため、法務省民事局による講
義、内閣法制局や衆議院法制局への表敬訪問・講義を実施した。
　法務省民事局の波多野紀夫参事官からは、２０２２年及び２０２３年に行われた民
事訴訟法改正（「民事訴訟法（ＩＴ化関係）等の改正に関する法律」「民事関係手続等
における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」）
を題材に、各法改正の流れや民事局の役割、具体的な作業内容等について講義をして
いただいた（講義「民事裁判手続をデジタル化する法律案提出に向けた事務」）。
　また、内閣法制局では、近藤正春内閣法制局長官を表敬訪問した後、嶋一哉総務主
幹から、内閣法制局の具体的な業務や法案作成担当省庁との役割の違い等について講
義をしていただいた（講義「内閣法制局の役割」）。
　そして、衆議院法制局では、国会議事堂を案内していただいた後、橘幸信衆議院法
制局長に、衆議院法制局の役割及び人材の育成について講義をしていただいた（講義

「衆議院法制局における人材の育成」）。
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　各講義の内容を検討していただくに当たり、講師の方々には、ＪＩＣＡ長期派遣専
門家を通じて事前に整理したインドネシアの課題や研修参加者の疑問点等をお渡しし
ていたところ、いずれの講義においても、上記を踏まえた形で丁寧かつ詳細に説明を
してくださったため、限られた時間にもかかわらず、多くの有益な情報を研修参加者
に共有することができた。また、活発な意見交換が行われ、日本とインドネシアの制
度の違い等についても深く理解してもらうことができたと思われる。

２　日本の法令データベースの整備等に関する講義等
　日本の法令整備について理解していただくため、法令データベースの整備状況や法
令外国語訳の公開状況等についての講義を実施した。
　法務省大臣官房司法法制部の歸山俊祐部付から、法令外国語訳の整備に関する手続
の流れや現在の整備状況等について（講義「日本の法令外国語訳整備」）、また、デジ
タル庁の松本淳志主査から、ｅ－Ｇｏｖ法令検索システムの仕組みやｅ－Ｌａｗｓの
整備手続等について（講義「ｅ－Ｇｏｖ法令検索・ｅ－Ｌａｗｓ概要」）、それぞれ講
義をしていただいた。
　さらに、ＡＩによる立法支援システムに関する研究をされている中央大学国際情報
学部の角田篤泰教授に、法制執務へのＡＩ導入に関する世界の動向やＡＩ導入に当
たっての課題等について講義をしていただいた（講義「法制執務のデジタル化」）。
　インドネシアにおいても法令データベースや翻訳法令の公開が行われているが、そ
の公開までに時間を要しており、手続等の改善を要する状況にあるため、研修参加者
からは、日本での整備状況等について多くの質問が寄せられた。また、角田教授の講
義では、法制執務にＡＩを導入する場合のメリットやデメリット、前提条件等につい
て、角田教授から様々な助言があり、技術担当の研修参加者を中心に活発な意見交換
が行われた。

３　現在の課題に関する検討等
　研修参加者から、法規総局の役割（発表「法規総局について」）や法令ドラフター
の研修制度（発表「リーガルドラフター専門職のキャリア教育」）、法規総局によるこ
れまでの取組（発表「法令の不整合が生じる原因とその対策」）について発表してい
ただき、本プロジェクトにおける今後の取組を検討する上での現状確認を行った。
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【研修参加者による発表】

　また、インドネシアの法令及びその制定手続等に関する日本側の認識や問題意識を
研修参加者に理解していただくため、名古屋大学大学院国際開発研究科の島田弦教授
から、インドネシアにおける法令改革の課題について講義をしていただき（講義「イ
ンドネシア法令改革の課題：インドネシア法研究の視点から」）、また、西村あさひ法
律事務所の宇野伸太郎弁護士と町田憲昭弁護士から、インドネシアにおいて日本企業
等が直面した法令の不整合事例等について、これまでの御経験に基づくお話をしてい
ただいた（講義「日本企業から見たインドネシア法制の問題状況等」）。
　その上で、前プロジェクトから御協力いただいている京都大学の大石眞名誉教授に
も御同席いただき、本プロジェクトにおける今後の取組の方向性等についての意見交
換を行った（協議・意見交換「課題解消に向けた検討」）。その結果、法令ドラフター
の専門研修を受けていない者 2 を対象とした短期研修の企画・実施、中堅ドラフター

（本プロジェクトで育成する講師候補者等）の専門性向上に資するセミナーの企画・
実施、前プロジェクトで制作した執務参考資料の改訂という３つの取組を中心に、本
プロジェクトの今後の活動を進めていくこととなった。
　本研修の機会を利用して本プロジェクトやインドネシアの現状についてインドネシ
ア側と日本側とで認識を共有し、また、今後の取組について具体的に協議することが
できたことは、今後、本プロジェクトを進めていく上で大変有意義であったと思われ
る。

2　法令ドラフターは、法務人権省人材開発庁が実施する研修を受けることが義務付けられているが、行政官職から専門
職に配置換をする制度（「同等任命」）により法令ドラフターに配置換された者については、これまで適切な研修制度
が設けられておらず、必要な教育が行われていないという状況にある。詳細は、ＩＣＤ ＮＥＷＳ第９７号６５ページ 
ＪＩＣＡインドネシア長期派遣専門家及川裕美「インドネシアにおけるドラフター制度の概要」参照
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【大石名誉教授を交えての検討・協議の様子】

第４　おわりに
　本研修は久しぶりの来日研修であったこともあり、本研修に対する研修参加者の意欲
には目をみはるものがあった。インドネシア側の要望に可能な限り応える研修にしたい
という気持ちから、及川ＪＩＣＡ長期派遣専門家とも相談の上、法令制定に関する講義
や法令の整備等に関する講義、関係機関への表敬訪問・意見交換等、様々な内容を盛り
込んだが、いずれのプログラムにおいても、活発な質疑や意見交換が行われ、大変充実
した研修を実施することができた。また、当職においても、研修参加者との意見交換等
を通じ、法規総局の雰囲気や職務に対する熱意、真摯な姿勢等を感じることができ、非
常に有意義な時間を過ごすことができた。
　本研修の参加者は、いずれも中堅以上の法令ドラフター等として、今後、本プロジェ
クトが予定する執務参考資料の改訂作業やセミナーの実施等に関わることが期待されて
いる。本研修を通じて、彼らの知識を深め、また本プロジェクトに協力する意識を高め
ることができたことは大きな成果であった。
　最後に、このように本研修を充実したものとすることができたのは、多くの関係者の
皆様の御協力があったからにほかならない。研修参加者の疑問等を丁寧に受け止めてく
ださった各講師の皆様方、訪問を受け入れてくださった各機関の御担当者の皆様方、そ
の他本研修に御協力いただいた関係者の皆様方に、心より御礼を申し上げたい。
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【公益財団法人国際民商事法センター主催の懇談会後、新宿住友ビル前にて】
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1 Mr.

2 Mr.

3 Ms.

4 Ms.

5 Ms.

6 Mr.

7 Mr.

8 Mr.

9 Mr.

10 Ms.

11 Ms.

12 Ms.

13 Mr.

14 Mr.

15 Mr.

16 Mr.

別添１

法規総局　プロトコーラー

【【研研修修担担当当//OOffffiicciiaallss  iinn  cchhaarrggee】】

教教官官  //  PPrrooffeessssoorr  菊菊地地英英理理子子（（KKIIKKUUCCHHII,,  EErriikkoo))

国国際際専専門門官官  //  AAddmmiinniissttrraattiivvee  SSttaaffff  菅菅原原優優志志（（SSUUGGAAWWAARRAA,,  YYuusshhii))

法規総局　条例起草支援・法令ドラフター育成支援局係員　初級ドラフター

タキ　ファウザン　ギアンドゥリ

Taqy Fauzan Giyandri 

法規総局　プロトコーラー

ラフィ　タウフィ　アハマド

 Rafik Taufik Achmad

法規総局　法令整合性第一局　政治政略防衛第一係長　初級ドラフター

ムフタル　サニ

 Muchtar Sani Royani

法規総局　公布・翻訳・公刊局　情報システム計画開発係長　初級コンピューター職

カデ　アディア　ベルマナ

 Kadek Aditya Vermana

法規総局　条例起草支援・法令ドラフター育成支援局　ドラフター指導・支援係長　初級ドラフター

ドウィ　レトナニンチャス

 Dwi Retnaningtyas

法規総局　条例起草支援・法令ドラフター育成支援局　ドラフター標準化・教育・研修指導係長
初級ドラフター

ラティ　フェブリアナ

 Ratih Febriana

法規総局　条例起草支援・法令ドラフター育成局　条例支援起草第二係長　中級ドラフター

フェリ　グナワン　クリスティ

 Ferry Gunawan Christy

法規総局　起草局　法律、法律代替政令起案係長 中級ドラフター

レ二　オクトゥリ　スサント

 Reni Oktri Susanto

法規総局　整合性第一局　法・人権・安全第二課整合性係長　中級ドラフター

シャマダン　シャハリアル　マイン

 Syahmardan Syahrial Main

法規総局　訟務局　政治・法・人権・安全第一係長　中級ドラフター

ワユ　トゥリ　ハルトモ

 Wahyu Tri Hartomo

法規総局　事務局　協力課協力係長　初級広報職

リニ　マリヤム　パドレ

 Rini Maryam Paddare

法規総局　整合性第二局　中級法分析官

アンドリー　マニュラ

 Andry Manuella

法規総局　整合性第二局　局長

トゥティ　リアニンルム

 Tuti Rianingrum

法規総局　整合性第二局　人材、環境、森林、インフラ、農業、空間整合性課長　中級ドラフター

デシ　カイラニ　アリ

 Desi Khairani Ali

イインンドドネネシシアア法法整整備備支支援援第第１１６６回回本本邦邦研研修修研研修修参参加加者者名名簿簿
アセップ　ナナ　ムルヤナ

Asep Nana Mulyana

法務人権省　法規総局長

ウナン　プリバディ

 Unan Pribadi

別添１
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別添２

月 曜

日 日

9

4

9 9:30 11:30 13:00 14:00 14:30 17:30

5 TIC TIC

9 9:30 12:00 13:30 17:00

6

9 9:30 12:00 14:00 17:30

7

9 9:30 12:00 13:30 17:00

8

9

9

9

10

9 9:30     10:30 11:00 12:00 13:30 17:00

11 松本主査　　　　　　 TIC

9 11:00 13:10 14:00 14:20 15:00

12 TIC 衆議院
橘法制
局長

衆議院
法制局

9 9:30 12:00 13:30 14:30

13 TIC

9

14

別添２

／
法務総合研究所長主催意見交換会

施設見学（法務史料展示室）・写真撮影

及川専門家、菊地教官 法務総合研究所

火

9:00 15:30 17:00

JICA東京センター泊

JICA東京センター泊

TIC

土 JICA東京センター泊／

木 出国

／ 【講義】日本の法令外国語訳整備 【講義】e-Gov法令検索・e-Laws概要 【講義】法制執務のデジタル化

歸山部付

施設見学
（国会議事堂）

表敬訪問
【講義】衆議院法制局に

おける人材の育成

JICA、ICD

／

【協議・意見交換】課題解消に向けた検討③

水

大石名誉教授、及川専門家、菊地教官

JICA東京センター泊／ 総括質疑（課題解消に向けた検討結果の発表等） JICA評価会・修了式

TIC

JICA東京センター泊

／

TIC TIC 角田教授

月

日

内閣法制局

金 JICA東京センター泊／ 【協議・意見交換】課題解消に向けた検討① 【協議・意見交換】課題解消に向けた検討②

大石名誉教授、及川専門家、菊地教官 TIC 及川専門家、菊地教官

木 JICA東京センター泊／ 【講義】日本企業から見たインドネシア法制の問題状況等 表敬訪問・【講義】内閣法制局の役割

宇野弁護士、町田弁護士 TIC

ICDオリエンテーション
【講義】インドネシア法令改革の課題：インドネ
シア法研究の視点から

JICA TIC 菅原専門官 島田教授

水 JICA東京センター泊

火 JICA東京センター泊

講義：嶋総務主幹

／ インドネシア発表 【講義】民事裁判手続をデジタル化する法律案提出に向けた事務

イインンドドネネシシアア法法整整備備支支援援第第1166回回本本邦邦研研修修日日程程表表
【担当教官：菊地教官　担当専門官：菅原専門官】

午前 午後 備考

月 入国 JICA東京センター泊／

研修参加者 TIC 波多野参事官 TIC

／ JICAブリーフィング
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第２４回日韓パートナーシップ共同研究

国際協力部教官
荒　川　　　豊

第１　はじめに
　法務総合研究所国際協力部は、公益財団法人国際民商事法センター及び大韓民国（以
下「韓国」という。）大法院法院公務員教育院 1（以下「教育院」という。）と協力して、
２０２３年６月１９日から同月２８日までの間、第２４回日韓パートナーシップ共同研
究（韓国セッション）を、同年９月１２日から同月２１日までの間、同共同研究（日本
セッション）を実施したので、その概要を報告する。なお、本稿中の意見にわたる部分
は当職の私見である。

第２　日韓パートナーシップ共同研究について
　日韓パートナーシップ共同研究は、日韓の研究員が両国の民事法制の制度上及び実務
上の問題点の検討並びに比較研究を共同で行うことを通じて、相互に知識を深め、各制
度の発展及び実務の改善に役立てるとともに、両国間の友好協力関係を醸成することを
目的として、１９９９年から実施しているものである。
　本共同研究に参加する研究員は、韓国の法院の職員から選ばれた韓国側研究員５名
と、我が国の法務省、法務局及び裁判所の職員から選ばれた日本側研究員５名の合計
１０名である。不動産登記、商業法人登記、戸籍（家族関係登録）、供託 2 及び民事執行
の制度上及び実務上の諸問題について、講義及び関係機関の訪問・見学、実務研究等を
通じて調査研究を行っている。

第３　第２４回日韓パートナーシップ共同研究について
　本共同研究については、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、第２１回

（２０２０年度）は準備段階で中止、第２２回（２０２１年度）はオンラインでの開催
となり、第２３回（２０２２年度）は両国の研究員が相互に訪問し合う形での開催と
なったものの、日本セッションと韓国セッションを連続して実施する変則的な開催日程
となっていた。
　第２４回となる２０２３年度は、６月に京

キ ョ ン ギ ド

畿道高
コ ヤ ン

陽市の教育院において韓国セッショ
ンを、９月に東京都昭島市の国際法務総合センターにおいて日本セッションを実施し、
４年ぶりに、二つのセッションを春と秋にそれぞれ実施するという本来の形で開催する

1　大法院は我が国の最高裁判所、法院は我が国の裁判所に相当する機関である。我が国では、法務省が登記、戸籍及び
供託、裁判所が民事執行の事務を担っているところ、韓国では、法院が登記、家族関係登録（戸籍）、供託及び民事執
行の事務を全て担っている。教育院は、法院の職員の研修を実施しており、我が国の裁判所職員総合研修所に相当す
る機関であるが、登記、家族関係登録（戸籍）及び供託を担当する職員の研修を実施しているという点では、我が国
の法務総合研究所の役割も果たしていると言える。

2　戸籍（家族関係登録）と供託は隔回ごとに行われており、今回は戸籍（家族関係登録）についての調査研究が行われた。
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ことができた。
　日韓両国の研究員は、以下のとおり、お互いの国の法制度や実務等に関する講義及び
関係機関の見学により知見を広めたほか、研究員同士で活発に意見交換をしながら、各
自で選定した研究課題について実務研究を行った。
１　講義

⑴　韓国セッション
ア　不動産登記法改正案の主な内容紹介

　法院行政処のイ・ミョンジェ不動産登記課長から、２０２５年１月末の施行を
目指している不動産登記法改正案の概要（管轄登記所が異なる関連事件の登記事
務処理に関する特例、相続・遺贈事件の管轄に関する特例、モバイル機器を利用
した電子申請など）についてお話を伺った。

イ　家族関係登録の情報化
　法院行政処のイム・ジュソン事務官から、家族情報システムの現況、新しい証
明書制度の導入や国民の利便性のためのシステム改善等についてお話を伺った。

⑵　日本セッション
ア　相続土地国庫帰属制度の概要

　法務省民事局民事第二課の三枝稔宗補佐官から、２０２３年４月に開始した相
続土地国庫帰属制度に関して、制度創設の背景、要件、審査フロー、事前相談方
法、承認申請の方法等についてお話を伺った。

イ　日本の不動産取引における司法書士の役割について
　日本司法書士会連合会の里村美喜夫副会長から、司法書士の業務内容、不動産
取引において司法書士が果たしている役割、相続登記の義務化等についてお話を
伺った。

２　見学
⑴　韓国セッション

　盆
ブン

唐
ダン

の電算情報センターでは、同センターの概要、司法情報システムや登記情報
システムの現況、次世代情報システムの構築等について説明を受けた後、管制室、
サーバー室及び体験室を見学した。
　大法院では、大法院の組織、歴史、業務等について説明を受けながら、大法廷等
を見学した。
　ソウル中央地方法院では、同法院民事執行課の事務室を見学するとともに、同法
院登記局において事務概況等について説明を受け、不動産登記、商業法人登記及び
家族関係登録の事務室を見学し、証明書発行の窓口で無人発給機を操作した。

⑵　日本セッション
　最高裁判所では、大法廷首席書記官と意見交換をした後、大法廷等を見学した。
　横浜地方法務局では、法務局の概要、不動産登記、商業法人登記及び戸籍の各事
務について説明を受け、それぞれの事務室を見学した。
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　東京地方裁判所中目黒庁舎（ビジネス・コート）では、ビジネスに関係する裁判
の集中化について説明を受け、商事部、倒産部、知的財産権部の事務室を見学し
た。

【横浜地方法務局の見学の様子】

３　実務研究
　両国の研究員は、自ら選定した研究課題について、研究員全員で検討する全体協議
に加え、相手国のパートナー研究員と１対１で検討を深める個別協議等を通じて研究
を行い、総合発表会においてその概要を発表した。各研究員の研究課題の概要は以下
のとおりである。
⑴　韓国セッション（日本側研究員の研究課題）

ア　日韓の遺言制度と不動産登記における諸問題について
　２０２４年４月から始まる相続登記の義務化を見据え、国民の関心を集めてい
る「遺言」について、日韓両国における遺言制度の利用状況を比較し、制度内容
の異同を整理した上で、遺言と不動産登記をめぐる諸問題、今後の遺言制度と登
記の在り方等を研究するもの

イ 　日本における所有者不明土地問題の解消に向けた取組の検討～日本と韓国の不
動産登記制度の比較を通じて～
　日本と韓国の不動産登記制度を比較することにより、日本では所有者不明土地
問題が社会問題となっている一方、韓国では所有者不明土地問題の発生が抑制さ
れている要因を明らかにしながら、日本における所有者不明土地問題の解消に向
けた取組への活用可能性について研究するもの

ウ 　商業登記の申請人の利便性向上に係る方策について～オンライン利用率の引上
げに向けて～
　商業登記の申請人の利便性向上に係る方策について、日本と韓国の近時の取組
を整理した上で、法制度上及び実務上の課題を踏まえながら、主にオンライン利
用率の引上げにつながるような申請人の利便性向上に係る更なる方策を研究する
もの
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エ　無戸籍者問題解決のための方策について
　日本における無戸籍者問題に対するこれまでの取組を整理し、韓国の無登録者
問題に関する取組状況と比較した上で、無戸籍者問題を解決するために今後取り
得る方策について、韓国の制度を参考に研究するもの

オ　日韓の民事執行における利便性向上及び効率化のための制度の検討
　民事執行事件が電子化され、既に電子訴訟システムを利用した手続が行われて
いる韓国の制度を参考に、不動産執行事件の売却手続において、より利便性の高
いサービスの提供や、より効率的な業務遂行につながるような仕組みなど、これ
からデジタル化を導入する日本でも有用と考えられる仕組みについて研究するも
の

⑵　日本セッション（韓国側研究員の研究課題）
ア 　根抵当権設定登記の抹消等を命じた判決に基づき、競売開始決定登記を職権に

より抹消することができるか（事例を中心に）
　所有権移転登記及び根抵当権設定登記のそれぞれの抹消を命じる確定判決に基
づき、所有権移転登記等の抹消登記を申請するという事例を題材に、登記上の利
害関係を有する第三者がある場合における当該登記の抹消について、登記官の審
査権の範囲と関連づけながら、日韓の制度を比較し研究するもの

イ 　登記義務者又は登記権利者が死亡した場合の登記申請手続に関する研究－登記
義務者又は登記権利者が相続人なしに死亡した場合を中心に－
　登記義務者又は登記権利者が死亡した場合の登記申請手続について、相続人な
しに死亡した場合を中心に、具体的な事例を通じて、日韓両国で必要とされる手
続を比較し研究するもの

ウ 　法人の実所有者及び支配構造の透明性確保方策の検討－金融活動作業部会（Ｆ
ＡＴＦ）勧告事項の履行のために－
　国際的な要求により、法人の実所有者及び支配構造に関する透明性確保のため
の措置を履行しなければならない状況を踏まえ、日韓両国の関連法令及び制度を
比較して、法人の透明性確保のための登記所の役割及び改善方策について研究す
るもの

エ 　身分関係法令及び身分登録制度に関する日韓比較（国際婚姻及び出生を中心
に）
　韓国においては、韓国人と外国人との婚姻や出生などが増加し、国際家族関係
事務の比重は更に大きくなると予想されることから、迅速かつ正確な業務処理の
方策を模索するため、日韓両国の身分関係法令及び身分登録制度について比較し
研究するもの

オ　執行文付与に関する比較実務的考察
　日韓両国における執行文付与の要件、付与機関、手続等を体系的に比較し、関
連する実務例に基づいて日本の法令や制度及び実務を把握することにより、執行
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文付与の課題を認識して、実効性の確保及び効率化の観点から、今後の執行文付
与の在り方について研究するもの

【左：研究員の個別協議の様子、右：総合発表会の様子】

第４　おわりに
　第２４回の日韓パートナーシップ共同研究は、４年ぶりに、日本セッションと韓国
セッションを春と秋にそれぞれ実施するという本来の形で開催することができた。これ
により、研究員は、相手国を実際に訪問して、お互いの業務に対する実務的な理解を深
めながら、腰を据えてじっくりと実務研究に取り組むことができたように感じている。
　実務研究においては、日韓両国の研究員が、民事法制の制度上及び実務上の諸問題に
ついて、相手国の法制度、運用、社会情勢等を踏まえ、お互いに意見を交わしつつ、検
討及び比較研究を行った。研究員は、自国が抱えている課題に対して、相手国がどのよ
うな考えに基づき、どのように取り組んでいるのかを把握した上で、自国への適用可能
性を探っており、それぞれの課題をより深く掘り下げて考えることができていた。この
ように、自国の法制度や実務を相手国のパートナー研究員を通じて、客観的に見ること
ができる機会は貴重な経験であり、研究員の今後の職務に生かされることを期待した
い。
　最後に、本共同研究の開催に御協力いただいた日韓両国の全ての関係者の皆様に感謝
を申し上げたい。

【法務省赤れんが棟前での集合写真】
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⽒名 所属 研究分野

東京法務局
⼭⽥ ⼤輔 ⺠事⾏政部不動産登記部⾨

登記官
法務省⺠事局

菅澤 純也 ⺠事第⼆課
係⻑
横浜地⽅法務局

杉森 拓 ⻄湘⼆宮⽀局
登記官
さいたま地⽅法務局

前原 佑輔 不動産登記部⾨
登記官
最⾼裁判所

三輪 泰⼦ 事務総局⺠事局第三課
専⾨職

イ ホンジェ 光州地⽅法院

李 弘在 法院事務官

ペク スンシク ⼤⽥地⽅法院

⽩ 淳湜 登記主事

イ ウンジュ ソウル東部地⽅法院

李 恩珠 登記主事補

ユン ソンヨン 法院⾏政処

尹 善永 法院主事

イ インギ 昌原地⽅法院

李 仁基 法院主事

法務総合研究所
国際協⼒部教官   荒川 豊
総務企画部国際事務部⾨国際専⾨官   飯澤 聖愛
総務企画部国際事務部⾨国際専⾨官   辻 のぞみ

⼤法院法院公務員教育院
法院書記官   朴 炯旭（パク ヒョンウク）
法院主事   申 相逸（シン サンイル）

第２４回⽇韓パートナーシップ共同研究研究員名簿

⽇
本
側
研
究
員

1 不動産登記

2 不動産登記

3 商業法⼈登記

4 ⼾籍

5 ⺠事執⾏

4

5

⼤
韓
⺠
国
側
研
究
員

1

2

3

不動産登記

不動産登記

商業法⼈登記

⼾籍

⺠事執⾏

別添１
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⽉ 曜
⽇ ⽇

14:00 実務研究

16:00
（⽇本側研究員⼊国・⼊寮）

11:30

11:45 13:55 16:30

9:30 11:20 14:00 16:30
講義② ⾒学①
「家族関係登録の情報化」

12:00 14:00 17:00
⾒学③

13:55 16:40
総合発表準備 修了式

6
/

28
⽔

総合発表

6
/

24
⼟

6
/

26

（⽇本側研究員帰国）

⾒学② ⼤法院司法
登記局⻑主
催昼⾷会

⼤法院 ソウル中央地⽅法院

6
/

27
⽕

⽉

17:00

⽊ 実務研究③

6
/

23
⾦

9:10
実務研究②

電算情報センター

10:10

法院⾏政処家族関係登録課事務官 イム・ジュソン

第２４回⽇韓パートナーシップ共同研究（韓国セッション）⽇程表

6
/

19

6
/

21

6
/

20

⽔

⽉ オリエンテーション 事前準備

講義①

法院⾏政処司法登記局不動産登記課⻑ イ・ミョンジェ
「不動産登記法改正案の主な内容紹介」

6
/

25
⽇

9:20 14:10

⽕

11:20 16:00

6
/

22

実務研究①

オリエンテーション

午後

（⽇本側研究員⼊寮） 

全体協議

全体協議
教育院⻑
主催昼⾷
会

個別協議

午前

別添２
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⽉ 曜
⽇ ⽇

（韓国側研究員⼊国・⼊寮）

10:00〜 10:15〜11:45 14:00〜16:40
開講式 実務研究（１） 実務研究（２）

全体協議 全体協議

9:30〜12:00
講義（１）
「相続⼟地国庫帰属制度の概要」 個別協議
⺠事局⺠事第⼆課 三枝稔宗 補佐官
11:00〜12:00 14:30〜16:30
⾒学（１） ⾒学（２）
最⾼裁判所 横浜地⽅法務局

10:00〜12:00 14:00〜16:00
講義（２） ⾒学（３）

東京地⽅裁判所中⽬⿊庁舎（ビジネスコート）
⽇本司法書⼠会連合会 ⾥村美喜夫 副会⻑

11:00〜11:20 14:00〜16:45 17:00〜
総合発表準備 ⺠事局⻑表敬 総合発表 閉講式

（韓国側研究員帰国）
9
/

21
⽊

16:30〜

9
/

20
⽔

「⽇本の不動産取引における司法書⼠の役割について」

9
/

18

9
/

15
⾦

9
/

17

9
/

16
⼟

⽉

9
/

19
⽕

第２４回⽇韓パートナーシップ共同研究（⽇本セッション）⽇程表

法務総合研究所⻑
主催意⾒交換会

⽔

午後

⽕

12:00〜13:30

9
/

14

9
/

12

9
/

13

⽊

⽇

14:00〜17:00

オリエンテーション

午前

実務研究（３）

別添３
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２０２３年度ネパール本邦研修（民法改正及び運用改善）

国際協力部教官
原　　　彰　一

第１　はじめに
　法務総合研究所国際協力部は、２０２３年１２月２日（土）から同月１３日（水）ま
での日程（移動日を含む。）で、ネパール最高裁イシュワル・プラサド・カティワダ判
事ら１６名を対象に、法務総合研究所及び独立行政法人国際協力機構（以下「ＪＩＣ
Ａ」という。）東京センター等において、２０２３年度ネパール本邦研修（民法改正及
び運用改善）を実施した。詳細な研修日程等については、別添（別添１は研修日程表、
別添２は研修参加者名簿）を参照されたい。

第２　研修の背景及び目的
　ネパールでは、２００６年に内戦が終結した後の平和構築・民主化プロセスにおい
て、基本法の制定を始めとする法整備が司法セクターの主要な課題の一つとされてき
た。特に、１５０年以上前に制定されたムルキアイン（民法、刑法、民事訴訟法及び
刑事訴訟法等が渾然一体となった法）を近代化する機運が熟し、その中でＪＩＣＡは
２００９年から民法の起草支援を開始し、松尾弘慶應義塾大学大学院法務研究科教授を
委員長とする民法改正支援アドバイザリーグループを組織してネパール側の草案にコメ
ントすることを中心とした支援を行った。これらの協力もあり、２０１７年には、民法
典を含む基本５法が成立し、翌２０１８年から施行された。 
　しかし、民法典が施行されたものの、取引における第三者保護（取引の安全）、ネ
パール特有の家族財産分割制度等の家族法に関する諸問題、不法行為責任と契約責任、
刑事責任との区別の不十分、国際私法に関する規定の整備や理解の不十分等、多くの課
題が残されている。また、実務の運用面においても、民法典について信頼性の高い解説
書がなく、解釈の不統一があることを背景として、民法典に新たに導入された制度を中
心に適切に運用されておらず、裁判官の判断がまちまちになり予見可能性に乏しいと
いった課題がある。
　このように民法典の内容及び運用に関して多くの課題が認められる中、民法改正支援
アドバイザリーグループの各委員が中心となって、民法典施行後もその改正及び運用改
善に向けた支援を継続しており、これまで契約法、財産法、家族法、不法行為法、国際
私法等の分野で日本側の知見を提供し、課題について議論するなどしてきた。これらの
議論を通じ、ネパール側は現行民法典の問題点を実感しつつあり、現在、実務的な運用
で対応できる部分と改正による対応が必要な部分を検討している状況にある。
　上記のような状況の下、ネパール側から、日本側アドバイザリーグループの各委員と
集中的に議論をし、日本の実務を見聞して、民法典の課題や実務の改善点を特定して今
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後の方針を策定したいとの要望が出された。そこで、今後の方針を具体化し、将来的に
実施可能なものとするため、理論と実務の両面において日本側の知見を共有するべく、
本研修の実施に至った。

第３　本研修の内容
１　アドバイザリーグループ委員等による講義

⑴　 概要
　本研修は、研修参加者と民法改正支援アドバイザリーグループ委員等が民法典に
関する主要なテーマについて集中的に議論を行うことにより、法改正及び運用改善
に向けた共通の問題意識を醸成することを目指し、同委員である前記松尾弘教授、
南方暁新潟大学名誉教授、木原浩之亜細亜大学法学部教授、当職及び森永太郎国連
アジア極東犯罪防止研修所所長（当時）を講師として、契約法、家族法、不法行為
法、国際私法及び国際民事訴訟法等についてそれぞれ講義を実施した。また、近
時、ネパールにおいて高齢者の財産管理・身上監護が課題となっていることから、
上記南方暁名誉教授、東京パブリック法律事務所所属三上早紀弁護士、荒川豊国際
協力部教官による、成年後見その他高齢者の財産管理・身上監護に関する制度につ
いての講義を実施した。
　各講義の要旨は以下のとおりである（以下、講義の実施順に記載する。）。

⑵　松尾弘教授による「財産法・契約法」の講義
　松尾教授は、契約の効力や物権変動の時期、第三者保護に関し、日本法のみなら
ず、フランス法やドイツ法等の外国法とネパール法を比較・検討する内容の講義を
行った。財産法や契約法は、取引に関する基本的なルールとして経済活動にとって
重要であるが、ネパールの民法典や判例には、国際的な水準から乖離した部分があ
り、研修参加者との議論を通じて、研修参加者にもそのような問題意識を共有して
もらうことができた。

⑶　森永太郎所長（当時）及び当職による「国際私法・国際民事訴訟法」の講義
　ネパールの民法典には、国際私法と題する章があるが、同章には国際私法に関す
る条文と国際民事訴訟法に関する条文が混在しており、それぞれの基本的な理解や
区別が十分になされていないことから、森永所長及び当職において、それぞれの基
本的なルールを概説した。ネパールでは、近時、国際結婚やネパール人同士の国際
離婚のケースが増加し、裁判でも争われていることから、そのような具体的な事例
の検討等を通じて、両者の適用場面の相違や基本的なルールの適用等に関する理解
を深めてもらうことができた。

⑷ 　南方暁名誉教授による「日本とネパールの後見制度」、「家族法の諸課題」の講義
　南方名誉教授は、後見制度に関する講義において、日本の任意後見契約を含む成
年後見制度について、その基本理念や制度を概説し、研修参加者との間で、ネパー
ルの後見、保佐の制度との異同等に関する意見交換をした。任意後見契約は、ネ
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パールではまだ導入されていない制度であるが、今後そのニーズが高まる可能性が
あり、多くの質問が出るなど研修参加者から高い関心が示された。
　また、家族法の諸問題に関する講義では、南方名誉教授において、民法典では明
確にされていないが、理論上ないし実務上重要と思われる点に関する問題提起を行
い、研修参加者との間で議論がされた。例えば、婚姻の効力発生時や終了時、家族
の利益保護と第三者保護に関する規定等について議論がされ、民法典では明確でな
いが、研修参加者の間では共通理解があるものもあれば、研修参加者の間でも理解
が分かれるものもあり、議論を通じて一つ一つの条文の理解を確かめていくことの
重要性が研修参加者にも伝わったように思われる。

⑸　荒川教官による「成年後見登記制度」の講義
　荒川教官は、法務省民事局に所属していた経験に基づき、成年後見登記制度につ
いて、その意義・目的や手続、登記の内容等に関する講義を行った。ネパールに
は、後見に関する登記制度が存在しておらず、取引の第三者保護という視点が十分
ではないところ、日本において後見の公示とプライバシーの保護とのバランスを図
りながら成年後見登記制度が運用されていることについて、研修参加者より多くの
質問が出るなど興味深く聞いていた。

⑹ 　三上早紀弁護士による「日本における高齢者の財産管理制度」の講義
　三上弁護士は、弁護士としての職務経験に基づき、法定後見（保佐、補助を含
む。）、任意後見、家族信託、財産管理委任契約等の高齢者の財産管理に関する複数
の制度を紹介し、それぞれの利害得失を踏まえ、実務上どのように使い分けがされ
ているかなどについて講義を行った。ネパールでは、高齢者の財産管理・身上監護
が社会問題化していることから、日本がこの問題にどのように対応しているかの知
見・経験を共有することにより、ネパールでの課題に取り組む上で参考になること
が期待される。

⑺　木原浩之教授による「不法行為法」、「消費者保護」の講義
　木原教授は、ネパールの不法行為法に関して、①契約が存在する場合に不法行為
が成立しないとする規定があること、②使用者責任の成立範囲が狭いこと、③共同
不法行為で責任の割合に応じた分割責任になることについて問題提起をし、研修参
加者との間で議論がされた。不法行為に関しては、従前より刑事責任との区別等も
問題にされてきたところであり、被害者の救済や損害の公平な分担といった不法行
為の目的を改めて考えてもらうことができた。
　また、消費者保護に関する講義では、ネパールにおいて、契約自由の原則が強調
され、不当条項規制等の消費者保護の法制が十分でないことを踏まえ、消費者契約
の場合には契約自由の原則をそのまま適用することが相当でない旨を指摘した上
で、消費者保護に関する複数のアプローチを比較・検討し、将来の法改正に向けた
問題提起がなされた。
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⑻　松尾教授による「多数当事者の債権債務関係」の講義
　松尾教授は、多数当事者の債権債務関係について、日本とネパールの条文を比
較・検討し、これをどのように処理するのが妥当であるか研修参加者との間で議論
しながら、研修参加者の理解を深めていた。債権総論に関する規定が債権に共通す
るルールであることを説明する中で、特に連帯債務に関しては、共同不法行為の場
合を含めて、債権者（被害者）が一人の債務者の無資力リスクを回避するために連
帯債務とすることの必要性を研修参加者に考えてもらうことができた。

⑼　グループによる検討及び検討結果の発表等
　本研修の最終日には、前記の講義テーマに即して研修参加者をグループ分けし、
グループ内で法改正及び運用改善に関する議論を行った上で、各グループが考える
法改正及び運用改善の方策について発表し、講師より各発表に対してコメントをい
ただき、更に質疑応答を行った。これにより、日本側の講義の内容をより深く理解
してもらい、研修参加者各自において今後の方策に向けた問題意識を本国に持ち
帰ってもらうことができた。

２　見学・概要説明等
　本研修では、現在、ネパールでカトマンズ地方裁判所に家事部を設置する取組が試
験的に開始されており、将来的に家庭裁判所の設置を目指していることを受けて、日
本の家庭裁判所の実務・運用を見てもらう目的で、東京家庭裁判所を訪問した。東京
家庭裁判所では、裁判官、調査官及び書記官から家事調停・審判事件、後見監督事件
等の家庭裁判所の事件処理に関する概要説明を受けるとともに、調停室・児童室等の
家庭裁判所の施設を見学した。施設見学では、子どもを巡る紛争を適切に解決するた
めに児童室での交流場面観察や親ガイダンスを実施していることについて、家庭裁判
所独自の取組として興味深く見学してもらうことができた。
　また、本研修では、他にも元最高裁長官である寺田逸郎法務省特別顧問を表敬し、
日本・ネパールそれぞれの司法制度改革等に関する意見交換の機会を得ることができ
た。

第４　総括
　前記のとおり、研修最終日に研修参加者のグループ発表を実施したところ、その内容
は、今回の研修における日本側からのインプットを踏まえてネパール民法典の内容及び
運用面の問題を整理し、改善への糸口を示唆するものとなっており、また、研修参加者
のアンケートには、本研修で多くを学ぶことができ、執務に活かしたい旨の意見が複数
見られるなど、講義を始めプログラムの内容に対する高い理解度・満足度を得ることが
できたといえる。
　法改正及び運用改善に向けた取組には時間を要するため、本研修の実施後、短期間で
具体的な成果を期待することは困難と思われるが、本研修には最高裁判事２名、法・司
法・議会省の次官を始めとする裁判・行政実務の中核を担う人材が複数参加しており、
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これらの参加者に法改正や運用改善の必要を実感してもらえたのであれば、これらの参
加者により民法典の改正及び運用改善に向けた取組が促進されることが期待できる。ま
た、各機関より若手の職員も参加しており、質疑応答や意見交換の場で積極的に意見を
述べる様子が見受けられ、今後ネパールの法・司法分野の中核を担っていくことが期待
される若手世代に民法典の問題点について実感してもらえたのであれば、将来の改正に
向けてきっかけを与えることができたと考えられる。以上を総合すれば、本研修は所期
の目的を十分に達成することができたといえる。
　最後に、今回の研修に御協力いただいた講師の先生方、御多忙の折に訪問見学を快く
受け入れていただいた東京家庭裁判所を始めとする関係者の皆様に対し、この場を借り
て改めて御礼を申し上げる。

【法務省赤れんが棟前での集合写真】
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【各講義の様子】
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総括質疑及び発表 評価会・
修了式

⽔
JICA東京セ
ンター泊

国際協⼒部
オリエンテー

ション

【発表】
ネパール側発表

JICA東京センター  JICA東京センター 

【講義】
アジ研森永所⻑、ＩＣＤ原教官
「国際私法・国際⺠事訴訟法」

【講義】
慶應義塾⼤学⼤学院法務研究科 松尾弘教授

「財産取引と契約、取引の安全」

【講義】
新潟⼤学 南⽅暁名誉教授

「家族法の課題」

【講義】
新潟⼤学 南⽅暁名誉教授

「ネパールの後⾒、準後⾒、⽇本の任意後⾒その他の制度」
JICA東京センター  JICA東京センター 

JICA東京セ
ンター泊

JICA東京セ
ンター泊

⽊

／

／

／

／

⽉

⽕

JICA東京センター 

／

⼟

／

／

⽇

⾦

／

JICA東京セ
ンター泊

JICA東京センター 

JICA東京セ
ンター泊

【意⾒交換・写真撮影】
所⻑主催意⾒交換会

法曹会館

【⾒学】
東京家庭裁判所

【意⾒交換】
⽇本弁護⼠連

合会

【講義】
亜細亜⼤学法学部 ⽊原浩之教授

「不法⾏為法、契約法」
JICA東京センター 

法務省（⾚れんが棟）

【講義】
東京パブリック法律事務所 三上早紀弁護⼠
「⾼齢者の権利保護に関する実務の対応」

東京家庭裁判所

【⾒学】
施設⾒学

【講義】
ICD荒川教官

「成年後⾒登記制度」

JICA東京セ
ンター泊

JICA東京センター 

ネパール側プレゼン準備

JICA東京セ
ンター泊

専⾨家オリエ
ンテーション

JICAオリエンテーション

【⼊国】
成⽥空港着

２０２３年度ネパール本邦研修「⺠法改正及び運⽤改善」⽇程表
【令和５年１２⽉２⽇（⼟）〜１２⽉１３⽇（⽔）（移動⽇を含む。）】

 [担当：原教官、茅根教官、辻国際専⾨官、中嶋国際専⾨官]

⽉
⽇

曜
⽇

備考午前 休憩等 午後

⼟

JICA東京セ
ンター泊

⽇

【出国】
カトマンズ発

⽔／
【出国】

成⽥空港発

JICA東京センター 

⽕
JICA東京セ
ンター泊

／ （書類整理）

／

JICA東京センター JICA東京センター 

JICA東京セ
ンター泊

／

⽉
【講義】

慶應義塾⼤学⼤学院法務研究科 松尾弘教授
「多数当事者の債権債務関係、総論と各論の関係」
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国国際際専専門門官官  //  AAddmmiinniissttrraattiivvee  SSttaaffff  　　辻辻　　ののぞぞみみ（（TTSSUUJJII  NNoozzoommii))  中中嶋嶋　　勇勇葵葵（（NNAAKKAAJJIIMMAA  YYuukkii））

アアヌヌジジャャ・・ダダッッタタ

AAnnuujjaa  DDUUTTTTAA

法・司法・議会省　職員（国際法・条約担当）(Section Offier)

【【研研修修担担当当//OOffffiicciiaallss  iinn  cchhaarrggee】】

教教官官  //  PPrrooffeessssoorr　　原原　　彰彰一一（（HHAARRAA  SShhooiicchhii））茅茅根根　　航航一一（（CCHHIINNOONNEE  KKooiicchhii））    

ララムム・・ククリリシシュュナナ・・パパタタクク

RRaamm  KKrriisshhnnaa  PPAATTHHAAKK

国家法律委員会（ネパール・ロー・コミッション）　職員（法起草担当）(Section Officer)

ババブブララムム・・ババッッタタラライイ

BBaabbuurraamm  BBHHAATTTTAARRAAII

検事総長府　総務・人事部門　検事補(Assistant Government Attorney)

ビビママララ・・パパウウデデルル

BBiimmaallaa  PPAAUUDDYYAALL

国家法律委員会（ネパール・ロー・コミッション）　上級職員（法起草担当）(Under Secretary)

ロロカカハハリリ・・ババシシャャルル

LLookkaahhaarrii  BBAASSHHYYAALL

法・司法・議会省　上級職員（法起草担当）(Under Secretary)

トトゥゥララララムム・・ギギリリ

  TTuullaarraamm  GGIIRRII

ネパール弁護士会　副会長(Vice President)

ウウッッタタムム・・ププララササドド・・アアチチャャリリヤヤ

UUttttaamm  PPrraassaadd  AACCHHAARRYYAA

ネパール弁護士会　副会長(Vice President)

ママンン・・ババハハドドゥゥルル・・アアリリヤヤルル・・チチェェトトリリ

MMaann  BBaahhaadduurr  AARRYYAALL  KKSSHHEETTRRII

法・司法・議会省　次官補（法起草・法的意見・官報・移行期正義・議会担当）(Joint Secretary)

デディィンン・・ナナトト・・パパララジジュュリリ

DDiinn  NNaatthh  PPAARRAAJJUULLII

トリブバン大学法学部キャンパスチーフ、准教授（Campus Chief, Associate Professor)

ララメメシシュュ・・ププララササドド・・リリジジャャルル

  RRaammeesshh  PPrraassaadd  RRIIJJAALL

国家司法学院　教授（地方裁判所判事）(Faculty / Judge)

ママンン・・ババハハドドゥゥルル・・カカルルキキ

MMaann  BBaahhaadduurr  KKAARRKKII

司法評議会事務局　次官補（不服申立・モニタリング担当）(Joint Secretary)

リリシシ・・ララムム・・ダダワワデディィ

RRiisshhii  RRaamm  DDAAWWAADDII

パタン高等裁判所　判事(Judge)

ダダンンダダパパニニ・・シシャャルルママ

DDaannddaappaannii  SSHHAARRMMAA

カトマンズ地方裁判所　判事(Judge)

ププララカカシシュュ・・ママンン・・シシンン・・ララウウトト

PPrraakkaasshh  MMaann  SSiinngghh  RRAAUUTT

最高裁判所　判事(Justice)

ウウダダヤヤ・・ララジジ・・ササププココタタ

UUddaayyaa  RRaajj  SSAAPPKKOOTTAA

法・司法・議会省　次官(Secretary)

イイシシュュワワルル・・ププララササドド・・カカテティィワワダダ

  IIsshhwwoorr  PPrraassaadd  KKHHAATTIIWWAADDAA

最高裁判所　判事(Justice)

２２００２２３３年年度度ネネパパーールル本本邦邦研研修修「「民民法法改改正正及及びび運運用用改改善善」」
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【国際協力人材育成研修】
令和５年度国際協力人材育成研修

国際協力部教官
茅　根　航　一

第１　はじめに
　令和５年１１月６日から同月１７日までの間（移動日を含む。以下、別段の記載のな
い限り、年は全て２０２３年である。）、令和５年度国際協力人材育成研修を実施した。
　同研修は、平成２１年以降、法制度整備支援に関心を持つ法務・検察職員を対象に、
法制度整備支援に対する理解を深め、将来法制度整備支援業務に従事する場合に必要と
なる基礎的な知識及び技術を習得させることを目的として、毎年度１回実施しており、
今回で第１５回目となる。
　本研修は、昨年度に引き続き海外での研修を実施し、ラオス人民民主共和国（以下

「ラオス」という。）を訪れた。
　本稿では、本研修の概要について紹介する。意見にわたる部分は当職の私見である。

第２　研修参加者
　森　香太　　（法務省民事局付）
　石村　竜太　（法務省人権擁護局総務課人権擁護推進室施策推進第一係長）
　外山　詳子　（東京法務局訟務部（民事訟務部門）係員）
　高田　洸輔　（水戸地方検察庁検事）
　本多　茂雄　（名古屋地方検察庁検事）
　味田　亮輔　（福岡地方検察庁小倉支部検事）
　近藤　友宏　（東京地方検察庁検察事務官）

第３　研修概要
　本研修の日程は、別添「令和５年度国際協力人材育成研修日程表」のとおりである。
１　国内研修（前半：１１月６日～同月８日）

⑴　当部職員による講義
　法務省が実施している法制度整備支援の概要等についての内藤晋太郎部長による
講義、長期派遣専門家の役割、長期派遣専門家に必要な知識や能力、ラオス長期派
遣専門家としての経験等についての須田大副部長による講義、当部の支援対象国に
対する支援活動の概要についての当部教官による講義を実施した。

⑵　外部講師による講義
　ラオスの政治体制及び社会情勢等についての独立行政法人日本貿易振興機構アジ
ア経済研究所山田紀彦氏による講義を実施した。
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　また、独立行政法人国際協力機構（以下「ＪＩＣＡ」という。）本部を訪問し、
ガバナンス・平和構築部ガバナンスグループ法・司法チームの方々から、政府開発
援助（以下「ＯＤＡ」という。）の全体像、ＪＩＣＡの組織及び業務の概要、ＪＩ
ＣＡが実施する法制度整備支援業務の内容についての講義を受けたほか、技術協力
プロジェクトを企画・策定する際に必要となるＰＣＭ手法やプロジェクトの目標等
を記載するＰＤＭの基礎知識について講義を受けた。さらに、ＪＩＣＡ国際協力員
白出弁護士から、中国に対する法整備支援プロジェクトに関する講義を受けた。

２　国外研修（１１月９日～同月１５日）（※移動日を含む。）
　今年度の国外研修はラオス１か国で実施した。
⑴　ＪＩＣＡラオス事務所訪問

　ＪＩＣＡラオス事務所を訪問し、ラオスの政治体制、ラオス政府に対するＯＤＡ
及びＪＩＣＡが行っている具体的な支援・協力の内容について説明を受けた。

⑵　国立司法研修所（National Institute of Justice）訪問
　ラオスの法学教育・法曹養成機関である国立司法研修所を訪問し、同所のペッサ
マイ副所長ら幹部数名と面会した。国立司法研修所は、２０１８年に法務総合研究
所との間で協力覚書を署名・交換しており、２０１９年以降、同協力覚書に基づい
て法務総合研究所との共同セミナーを実施している。日本への留学経験もあるペッ
サマイ副所長らの歓迎を受け、同所内を御案内していただいた。

【国立司法研修所への訪問の様子】

⑶　ラオス長期派遣専門家との意見交換
　ＪＩＣＡ法整備支援プロジェクトオフィス（以下「現地プロジェクトオフィス」
という。）を訪問し、ＪＩＣＡ長期派遣専門家から、ラオスに対する法制度整備支
援の歴史、今年開始された現行ＪＩＣＡ法整備支援プロジェクトの概要及びその具
体的な活動内容について説明を受けた。
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⑷　司法省（Ministry of Justice）訪問
　司法省を訪問し、同省に設置された経済紛争解決センターの所長及び幹部数名と
面会するとともに、現地プロジェクトオフィスと同センターとの協議に同席した。
研修参加者にとって、現地の支援活動を直接見聞する良い機会となった。

⑸　国立司法研修所における講義
ア 　国立司法研修所を訪問し、同所の学部３年生約６０名及び教官約１０名並びに

オンラインで参加した同所分校の学生及び教官合計約３０名に対し、研修参加者
による講義を実施した。
　研修参加者７名は、民事系と刑事系の２グループに分かれ、民事系グループは

「日本の民事訴訟手続」を、刑事系グループは「日本の検察官の役割」をテーマ
として、それぞれ、日ラオス語の逐次通訳を介し、約５０分間の講義を行った。

イ 　民事系グループの講義では、ラオスにおいては日本と異なり職権主義的に民事
裁判が行われていることを踏まえ、日本の民事裁判の特徴である処分権主義や弁
論主義といった当事者にイニシアティブが委ねられている点を中心に説明した。
聴講者からは、日本の民事裁判の審理に要する期間、日本における仲裁、調停の
利用状況を尋ねる質問があったほか、ラオスにおいては本人訴訟の割合が多いと
いう現状を踏まえ、日本において裁判所が当事者の主張立証に積極的に介入する
ことの有無等を尋ねる質問があった。

ウ 　刑事系グループの講義では、ラオスにおいては日本と異なり検察官が刑事裁判
のみならず民事裁判にも立会して法律上の手続が履践されているかを監督する役
割を果たしていることなどを前提として、日本の検察官及び検察事務官の刑事手
続における役割を説明した。聴講者からは、ラオスにおいては、裁判所が事件の
証拠が足りないと判断した場合に検察院に事件を差し戻す制度があることを踏ま
え、日本において同様に裁判所が証拠不十分と判断した場合の措置を尋ねる質問
があった。

【国立司法研修所における講義の様子】

⑹　刑事裁判の傍聴
　ヴィエンチャン市内の首都人民裁判所において第一審の刑事裁判を傍聴する機会
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を得た。裁判の様子は研修参加者に強い印象を与えたようであり、後記の本研修最
終日の発表において複数の研修参加者が刑事裁判の様子に触れていた。

３　国内研修（後半：１１月１６日及び同月１７日）
⑴　講義

　国際専門官の担当業務ややりがい等についての当所国際事務部門国際専門官の講
義、国連アジア極東犯罪防止研修所の歴史、組織概要及び活動状況についての同所
教官による講義、大臣官房国際課設置の目的やその業務概要、司法外交の概要と法
務省における国際協力の今後の展望等についての同課補佐官による講義を実施し
た。

⑵　課題発表及び総括質疑応答
　本研修最終日に、各研修参加者において、本研修で習得した知見や経験、本研修
に対する感想や法制度整備支援の意義・在り方に対する考察等を１名１５分程度で
発表した。

第４　終わりに
１ 　本研修は、国際協力の基礎を学ぶことに主眼を置いた国内研修及び法制度整備支援

の現場を体感することによりその活動に必要な素養や技能を習得することに主眼を置
いた国外研修の二部構成で実施した。

２ 　国内研修では、法制度整備支援の全体像を理解することに向けた従来からの講義に
加え、今年度からは、国外研修の訪問先国の法制度という視点に限らず、政治体制や
社会情勢といったより広い視点から当該国の国情を学ぶ講義を新たに実施した。この
ようなマクロ的な観点からの講義は、同国の実情を理解するのに大いに役立ったもの
と思われる。研修参加者にとってラオスはなじみの薄い国であり、初見・初出の情報
に触れることが多かったが、講師に積極的に質問するなど、いずれも意欲と関心を
持って講義に臨む姿勢が見られた。

３ 　国外研修では、ＪＩＣＡラオス事務所及び現地プロジェクトオフィスの専門家との
意見交換並びに国立司法研修所の学生に対する講義を中心とするプログラムを実施し
た。研修参加者は、前者については、ラオスのプロジェクトに関するＩＣＤ　ＮＥＷ
Ｓ等の記事を読んだ上で臨み、積極的に質問するなど、意欲的に取り組んでいた。ま
た、後者についても、講義資料や原稿の作成に当たり、日本の法制度をいかに分かり
やすく説明するかに配慮していた。その結果、各講義は充実した内容となっており、
聴講者からの様々な角度からの質問にも丁寧に対応することができていた。

４ 　本研修の最後には、研修参加者において、自らテーマを設定し、本研修のカリキュ
ラムを通じて得た情報や経験を基に、法制度整備支援に対する各自の考えや見解を発
表した。各発表は、いずれも示唆に富み、本研修を通じて法制度整備支援を含む国際
協力に対する理解や認識を十分に深めたことをうかがわせるものであった。研修参加
者の中には、法制度整備支援を始めとする国際的な業務に将来従事したいとの希望を
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表明する者もいたことを付言したい。
５ 　末筆ながら、本研修に御協力いただいた全ての関係者の皆様、特に、御多忙の中、

国外研修の企画・調整等に御尽力いただいた矢尾板隼チーフアドバイザーを始めとす
る現地プロジェクトオフィスの皆様にこの場を借りて厚く御礼申し上げる。
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別添
別添

月 午前 午後

日

11 16:00　　　　  17:00

/ 月 オリエンテーション

6
国際協力部教官
国際専門官 寮泊

11 9:40 10:20 10:30 12:00 13:00 14:30 16:30 18:00

/ 火 （移動） JICAの法整備支援 （移動）

7
寮泊

11 9:40 11:00 11:10   12:00 13:00 14:30 14:40　　　　   15:40 15:45　　　　　  17:00

/ 水
海外研修オリエン
テーション

資料整理・海外研修
準備

8
国際協力部教官
国際専門官 寮泊

11

/ 木

9
ビエンチャン泊

11 10:30 11:30 14:00 15:30 16:00 17:00

/ 金 JICAラオス事務所訪問 ラオス長期派遣専門家と意見交換会

10 JICAラオス事務所所長 NIJ副所長 矢尾板専門家・阿讃坊専門家・澤井専門家
ビエンチャン泊

11

/ 土

11
ビエンチャン泊

11

/ 日

12
ビエンチャン泊

11 11:00 16:30

/ 月 経済紛争解決センター訪問

13
ビエンチャン泊

11 12:00

/ 火 刑事裁判傍聴

14
機内泊

11

/ 水

15
寮泊

11 10:00 11:00 11:20 12:00 14:10     15:10 15:20 17:00

/ 木 UNAFEIの業務
研修結果報告
前の質疑応答

16
国際協力部教官
国際専門官 寮泊

11 9:45 12:00 13:15 14:00

/ 金

17

国際協力部

長期派遣専門家の業務

10:00

国際協力部

研修結果報告発表・総括質疑応答 閉講式

9:00

国立司法研修所　講義・意見交換

令令和和５５年年度度国国際際協協力力人人材材育育成成研研修修日日程程表表

曜
日

備考

講義「国際協力部の法
制度整備支援」

国立司法研修所（NIJ)訪問

ICD教官の業務と各国支援状況１

JICA法・司法チーム

移動日　日本（東京・羽田）　→　ラオス（ビエンチャン）
日本（東京・羽田）10:35発　タイ（バンコク）15:40着（便名 TG0683）

タイ(バンコク）18:30発　ラオス（ビエンチャン）19:45着（便名 TG0574）

JETROアジア経済研究所　山田紀彦氏国際協力部教官(荒川教官)

国際協力部

移動日　ラオス（ビエンチャン）→日本（東京・羽田）
ラオス（ビエンチャン）20:30発　タイ（バンコク）21:40着　（便名 TG0575)
タイ（バンコク）23:15発　日本（東京・羽田）翌6:55着　（便名 TG0682）

ラオスの政治体制及び社会情勢等

国際協力部副部長

国際協力部教官(茅根教官・坂本教官)

官房国際課の業務

官房国際課（髙坂補佐官）

国際協力部長

ICD教官の業務と各国支援状況２

15:00

法務総合研究所
宿泊棟（国際法務
総合センター内）
入寮

国際専門官の業務

国際専門官(中嶋専門官) UNAFEI教官（奥田教官）

13:00               14:00

6:55 羽田着
資料整理・研修結果報告書作成

13:30

資料整理・研修結果報告書作成

136



国際協力人材育成研修結果報告（日本の法整備支援の在り方）

法務省民事局付
森　　　香　太

第１　はじめに
　このたび、法務省法務総合研究所国際協力部（以下「ＩＣＤ」という。）の主催する
令和５年度国際協力人材育成研修（以下「本研修」という。）に参加する機会を頂い
た。本研修は、令和５年１１月６日から同月１７日まで行われ、そのうち同月９日から
同月１４日までの期間は、ラオス人民民主共和国（以下単に「ラオス」という。）にお
いて行われた。
　私は、これまで法整備支援に関する業務に携わった経験はなく、法整備支援の意義や
具体的な活動に関する十分な知識や理解を有していなかった。このような私にとって、
本研修は、法整備支援に関する基礎的な知識を得るとともに、法整備支援に関する理解
を深める上で、非常に有益なものであった。
　本研修において学び、考えた事項は、非常に多岐にわたるものの、本稿では、特に

「日本の法整備支援の在り方」について学び、考えたことについて、本研修での経験と
併せて、御報告させていただくこととしたい。

第２　日本の法整備支援の在り方について
１　総論

　法整備支援の在り方については、様々な考え方があり得るところである。本研修で
も、多くの実務家の方から、法整備支援の在り方についての御説明をいただいたとこ
ろであるが、その内容は少しずつ異なり、また、重視している点も異なっているよう
に思われた。
　本研修において学んだ内容を基に、私なりに整理を試みると、日本の法整備支援の
在り方を考える上では、①日本が開発途上国に対して法整備支援をする理由（支援国
側の観点）と②日本が支援をする開発途上国の状況・要望（開発途上国側の観点）を
検討する必要があると思われる。　

２　日本が開発途上国に対して法整備支援をする理由（支援国側の観点）
　開発途上国に対して法整備支援を行うに当たっては、使うことができる資源（予
算、人員など）が限られているため、日本が、開発途上国に対して、際限なく法整備
支援をすることはできない。そこで、日本が、どの国に対して、何について、どのよ
うに支援をするのかを検討する必要があり、その検討に当たっては、日本が開発途上
国に対して法整備支援をする理由を考察する必要がある。
　日本が開発途上国に対して法整備支援をする理由については、①国際社会における
日本の責務としての意義、②日本国内における日本国民の社会生活を維持・発展する
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ための意義、③日本の国際的な活動を有利にする意義があると思われる。
⑴　国際社会における日本の責務としての意義

　法整備支援をする理由としては、まず、国際社会における日本の責務としての意
義が挙げられる。本研修の中でも、例えば、独立行政法人国際協力機構（以下「Ｊ
ＩＣＡ」という。）の本部を訪問した際に、このような意義についての御説明をい
ただいたところである。これは、概略、次のような考え方であると思われる。
　世界には、急速な経済発展を進める中で、基本的な法制度の整備が追い付いてお
らず、国民の安全・生活を守ることが難しい地域が存在する。そこで、人類普遍の
原理である基本的人権の擁護を実現し、遍く法の支配に基づく秩序を確保する上で
は、相対的に法制度の整備が進んでいる日本には、先進国として、開発途上国の法
整備を支援する責務があると考えられる。
　また、日本がこれまで世界から受けてきた支援を踏まえると、この責務は一層大
きなものと思われる。すなわち、日本は、第二次世界大戦後の復興期に国際社会か
らの支援を受けて経済成長を遂げた歴史を有しており、また、東日本大震災などの
災害発生時には、多くの国や地域、国際機関から支援物資や支援金・義援金を受け
た経験がある。このような日本の歴史・経験を踏まえると、日本には、過去の支援
に報いるとともに、その経験を生かして開発途上国の自立と発展に協力する社会的
な責務があると思われ、先進国としての大きな責務を負っているということができ
る。

⑵　日本国内における日本国民の社会生活を維持・発展するための意義
　法整備支援は、開発途上国に人員を派遣し、あるいは国内で研修を開催するなど
の方法により実施されるものであるが、そのような活動を実施する上では、どうし
ても予算が必要となり、その財源には国民の税金が充てられることになる。そうで
ある以上、日本の法整備支援は、国際社会における日本の責務を果たすという道義
的な意義のみならず、日本の国益（実利）に適ったものでなければならないものと
思われる。本研修の中で御紹介をいただいた開発協力大綱（令和５年６月９日閣議
決定）においても、日本の開発協力の目的として、「開発途上国との対等なパート
ナーシップに基づき、開発途上国の開発課題や人類共通の地球規模課題の解決に共
に対処し、法の支配に基づく自由で開かれた国際秩序の下、平和で安定し、繁栄し
た国際社会の形成に一層積極的に貢献すること。」と併せて、「同時に、我が国及び
世界にとって望ましい国際環境を創出し、信頼に基づく対外関係の維持・強化を図
りつつ、我が国と国民の平和と安全を確保し、経済成長を通じて更なる繁栄を実現
するといった我が国の国益の実現に貢献すること。」が挙げられている。
　そこで、開発途上国に対する法整備支援が、具体的にどのように日本の国益に結
び付くのかという点が問題となるが、そこでは、開発途上国に対する法整備支援
が、日本国内における日本国民の社会生活の維持・発展に寄与するものであるとい
う点を挙げることができる。
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　例えば、基本的な法制度を備えていない開発途上国においては、国民は十分な権
利救済を受けることができず、貧困や教育・雇用機会の不均衡などの問題を生じさ
せ、やがては紛争に発展することが考えられる。そして、開発途上国における紛争
の影響は、直接的（日本が紛争に巻き込まれるなど）あるいは間接的（日本国内に
おける物資の不足、物価の上昇など）に、日本国内における国民の社会生活に悪影
響を及ぼす可能性がある。また、このような開発途上国の状況を放置することは、
感染症の流行や環境破壊などにも結び付き、世界規模の悪影響を生ずる可能性もあ
る。このように、開発途上国の問題は、日本国内における国民の社会生活に影響を
及ぼし得るものであり、開発途上国を支援することは、日本を守ることにも繋がる
ものであるといえる。
　さらに、日本国内での生活には、他国の協力が必要不可欠であり、開発途上国に
対する法整備支援を通じて、他国との協力関係を構築・維持することは、重要な意
義を有するという点を指摘することができる。すなわち、日本は、現在、生活や産
業に欠かせないエネルギーの８～９割を国外からの輸入に頼っているものとされて
おり、日本の食料自給率は４０％を下回り（農林水産省が公表するところによる
と、日本における令和４年度のカロリーベースの食料自給率は約３８％とされてい
る。）、多くの穀物、水産物、果実などを国外からの輸入に頼っている状態にある。
日本が資源や食料の多くを世界各国からの輸入に依存しており、一国だけで存立を
維持することが難しい状況にあることを踏まえると、日本国内における国民の生活
を維持し、向上するためには、他国との協力関係が不可欠であり、その上で、開発
途上国に対する法整備支援は、重要な意義を有しているものと考えることができ
る。

⑶　日本の国際的な活動を有利にする意義
　開発途上国に対する法整備支援には、日本国内における日本国民の社会生活の維
持・発展に寄与するのみならず、日本の国際的な活動を有利にする意義もあると思
われ、本研修の中でも、複数の実務家より、この観点からの御説明をいただいた。
　例えば、基本法令が整備され、法制度が適切に運用されている国では、紛争の発
生を適切に予防することができ、また、紛争が発生した場合の対応についても予見
することができるため、そのような国は、日本国民の滞在先や日本企業のビジネス
市場として安定することになると思われる（なお、独立行政法人日本貿易振興機構

（以下「ＪＥＴＲＯ」という。）の公表するところによると、ラオスでは日系企業専
用の工業団地の開発が進められているとのことであるが、私が現地で見聞した感想
としては、ラオスに進出している日本企業は、まだまだ多くないものと思われる。）。
　さらに、開発途上国との間で協力関係を構築・維持することは、国際会議等にお
いて他の国と協力関係を築くことにも繋がり、国際社会において日本が意見を述べ
ていく上で、その地位を優位にするという効果もあると思われる。本研修において
は、ＪＥＴＲＯアジア経済研究所の山田紀彦先生よりラオスの歴史、経済等につい

139ICD NEWS 　第98号（2024.3）



て御説明をいただいたが、その中では、ラオスは、現在、多額の公的債務を負って
おり、その約半分は中華人民共和国（以下「中国」という。）に対するものであっ
て、中国のラオスに対する影響は大きいという御指摘があった。このようなラオス
の経済状況を踏まえると、ラオスを支援し、経済的な困窮を解消することは、ラオ
スに対する中国の影響力を薄めることに繋がり、相対的に、日本の地位を高めるこ
とに結びつくものと思われる。

３　日本が支援をする開発途上国の状況・要望（開発途上国側の観点）
　開発途上国には、それぞれ、様々な状況・事情があるため、日本から見て、必要な
支援の内容は、支援対象となる開発途上国によって異なり得る。また、開発途上国に
は、それぞれの認識する課題があり、要望する支援の内容も異なり得る。
　日本の開発途上国に対する法整備支援の在り方を考える上では、このような開発途
上国側の観点を踏まえる必要があり、具体的には、①開発途上国の状況、②開発途上
国の要望、③開発途上国の歴史・文化を踏まえる必要があると思われる。
⑴　開発途上国の状況

　当然のことではあるが、開発途上国に対する支援は、支援国の側から見て、当該
開発途上国の法制度等に何らかの課題がある場合に行われることになる。そして、
開発途上国には複数の課題があるのが通常であり、開発途上国の状況に応じて、優
先すべき支援の内容は異なり得る。
　例えば、ラオスではＪＩＣＡのプロジェクトオフィスにおいて、２０２３年よ
り「法の支配発展促進プロジェクト（フェーズ２）」が開始されているとのことで
あり、同プロジェクトでは、ラオスにおける理論面の整理が十分ではない、ラオス
における法律家の教育のための研修資料等が十分ではないなどの課題に対応するた
め、論点集の作成、研修用指導書の作成などの活動が行われる予定であるとのこと
であった。
　また、国内研修の講義やＪＩＣＡラオス事務所に訪問した際には、ラオスでは、
汚職や手続の不透明等の理由により裁判所に対する国民の信頼が低いという問題が
あるという指摘もあり、これもラオスが抱える課題の一つであると思われる。

⑵　開発途上国の要望
　法整備支援をするに当たっては、支援対象国の司法関係機関との協力が必須のも
のとなるが、そのような機関の関係者が有している優先課題の認識や、日本に対し
て求めている支援の内容は、日本の法整備支援の在り方を考える上で、重要な要素
となる。
　本研修を通じて、度々耳にしたところであるが、日本の開発途上国に対する法整
備支援は、「寄り添い型」の支援として、開発途上国から高い評価を受けていると
のことである。この「寄り添い型」の支援とは、私の理解したところによると、日
本の法制度を支援対象国に押し付けるのではなく、支援対象国の主体性等を尊重
し、支援対象国において自ら法制度を整備し、運用する能力を身につけてもらうと
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いう点を重視するものであり、法制度が支援対象国に根付き、真の理解の上で運用
されていくことを目指すものであると思われる。このような日本の「寄り添い型」
の支援においては、支援対象となる開発途上国の意向は、特に重要な意味を有する
ことになる。
　本研修では、ラオス司法省の経済紛争解決センターを訪問し、同センターの職員
より、ラオスの経済紛争解決法に関する御説明を伺う機会があった。この際、同セ
ンターの職員からは、ラオスの経済紛争解決法は、仲裁と調停について規定してい
るところ、将来的にはこれらを分けて整理し、別の法律で規定する必要があると考
えているとのことであり、また、同法が外国仲裁判断の承認及び執行に関する条約

（ニューヨーク条約）に整合していない（なお、ラオスは、日本と同様に、ニュー
ヨーク条約に加入しているとのことである。）という点に問題意識を有していると
いうお話を聞くことができた。その上で、同センターとしては、将来の改正に向け
た仲裁調停の運用マニュアルの改訂を進めたいと考えているようであった。法整備
支援においては、このような、支援対象国の要望を考慮して行われることになると
思われる。
　なお、近年、世界的には、民事訴訟や仲裁・調停の分野において、条約やモデル
法の作成により、法制度の統一を目指す方向での検討が進められているところであ
ると思われる。そのような世界的な状況の中では、例えば、支援対象国から、国際
モデルとは異なる独自の法制度等の要望を受けた場合において、どこまでその要望
を尊重し、法整備支援を行うのかという、非常に難しい問題があると思われる。

⑶　開発途上国の歴史・文化
　開発途上国は、その国によって、その有する歴史・文化が異なり、法整備支援を
通じてよりよい法制度を根付かせるためには、その支援が、その国の歴史・文化を
尊重したものである必要がある。そこで、開発途上国に対する法整備支援において
は、その国の歴史・文化を理解し、これを尊重して行うことが重要であると思われ
る。
　例えば、ラオスでは、日本とは異なり、国民議会の下に裁判所が設置されてお
り、裁判所には法律の解釈権限が認められていないとのことである。このようなラ
オスの法制度を前提とすると、ラオスに対する法整備支援に当たって、裁判所の法
解釈権限を強調することは、ラオスの制度や文化と相容れないものとなるため、留
意する必要があるとの指摘もあった。

４　小括
　以上のとおり、日本の法整備支援の在り方を考えるに当たっては、法整備支援をす
る理由と開発途上国の状況・要望とを踏まえる必要があり、前者については、日本
は、①国際社会における責務、②日本国内における国民の社会生活の維持・発展、③
国際活動における優位な地位の確保などのために、開発途上国に対して法整備支援を
する意義があり、後者については、日本の法整備支援により、開発途上国に法制度を
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根付かせるために、④開発途上国の状況、⑤開発途上国の要望、⑥開発途上国の歴
史・文化を踏まえる必要があると思われる。

第３　終わりに
　以上、本研修を通じて学んだ内容につき、特に「日本の法整備支援の在り方」につい
て取り上げ、その御報告と併せて、本研修の内容や本研修で感じたことを御紹介させて
いただいた。
　本研修が非常に充実したものとなったのは、茅根教官及び中嶋国際専門官をはじめと
したＩＣＤの皆様、本研修において御説明や様々な準備・手配等をいただいた多くの
方々の御協力によるものであったと強く感じている。末筆ではあるが、この場を借り
て、厚く御礼を申し上げたい。
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令和５年度国際協力人材育成研修を終えて

法務省人権擁護局総務課人権擁護推進室係長
石　村　竜　太

第１　はじめに
　この度、令和５年１１月６日（月）から１１月１７日（金）までの間に法務総合研究
所国際協力部（以下「ＩＣＤ」という。）において開催された令和５年度国際協力人材
育成研修に参加させていただいた。
　本レポートは、国内研修及び国外研修の概要並びに本研修を通じて得た所感について
報告をするものである。

第２　研修の概要及び所感
１　国内研修について

　国内研修においては、日本の法整備支援の概要や推進体制について講義を受けると
ともに、ＩＣＤの教官や独立行政法人国際協力機構（以下「ＪＩＣＡ」という。）の
長期派遣専門家として派遣されていた講師の方々等から、実経験を通じた法整備支援
の具体的な活動内容について講義を受けた。
　私は、自身が法務省に入省した当初から、法務省が開発途上国に対して法整備支援
を行っていることについて認識はしていたものの、その具体的な活動内容について
は、各講義を通じて知るに至った。
　まず、法整備支援は、ＪＩＣＡのプロジェクト以外にもＩＣＤ主導による独自の活
動もあること、近時は法務省が重要施策として掲げている「司法外交」の推進の一翼
を担うものとしても位置付けられていることがわかった。各国への支援を進める上で
今後向き合っていかなければならない課題については、法的紛争解決手段の多様化・
国際化、各国の法制度の不十分さ、各国のビジネスの海外展開への対応といったこと
が挙げられることについても理解が深まった。
　次に、ラオスに対して行われてきた法整備支援について学んだ。１９９８年に支援
を開始し、２５年にもわたる実績を有するものであること、直近では、２０１８年～
２０２３年７月まで「法の支配発展促進プロジェクト」が実施されたこと、現在の支
援対象機関は司法省、最高人民裁判所、最高人民検察院、ラオス国立大学であること
などについて理解を深めることができた。支援の内容は、いわゆる基本法の起草支援
にとどまらず、解説書や執務参考資料（民法典コンメンタール、民事第一審判決書マ
ニュアル、刑法総論事例問題集、民事事実認定問題集、刑事事実認定問題集等）の作
成・改訂といったことが行われていることについても、新たに知ることができた。
　講義の中で、法整備支援を行うに当たって留意すべき点等についても言及があった
が、支援の現場ではどのような困難があり、それをどのように解決し支援を進めてい
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るのか、実際に現場に行き、これらにつき実感を伴って具体的に理解したいという思
いを胸にラオスに渡航した。

２　国外研修（ラオス・ヴィエンチャン）について
　ラオスのヴィエンチャンで行われた国外研修においては、ＪＩＣＡ事務所、ＮＩＪ

（国立司法研修所）及び経済紛争解決センターを訪問し、また、ラオス長期派遣専門
家との意見交換や刑事裁判の傍聴を行ったので、その概要及び所感を記すこととした
い。
⑴　ＪＩＣＡ事務所の訪問について

　ＪＩＣＡ事務所では、長瀬所長からラオスにおけるＪＩＣＡの活動の概要につい
て説明があった。これまでのラオスにおける法整備支援の中心的な活動は、民法典
を作成したことであり、その過程では、ラオス側の主体性を尊重し、ラオス側から
質問してもらい、考えてもらった。そして、この作業は非常に手間と時間がかかる
ものだったとのことである。基本法の起草支援の苦労やその価値の大きさを学ぶこ
とができた。
　続けて長瀬所長がお話されたのは、ラオスにおける財政問題と人民革命党につい
てである。
　まず、財政問題について、なぜこれほど国の債務が膨れ上がっているのかという
点については、国の発展は遅れているにもかかわらず進んだ生活がしたいという国
民感情が原因の一つであるというお話があった。ラオスは経済成長のために多額の
財政出動をしており、チェック＆バランスの仕組みも必ずしもうまく機能していな
かった。ただし、２０１６年の党大会では、このままではいけないという問題意識
から、クリーンな政治を目指すということが宣言されたとのことである。
　人民革命党については、ベトナムの共産党とルーツを同じくしており、ラオスは
人民革命党の一党「独裁」というより、一党「支配」と表現すべきであるとのお話
があった。党は、非常に国民の意見や声を気にしている。２０１０年代半ばくらい
から、中国の経済的な勢いが弱くなるとともに、ラオスの経済も減速し、民衆から
上層部への不満が噴出してきて、汚職防止とかクリーンな政治といったことが重視
されるようになった。このため、政治においては一定のチェック＆バランスの仕組
みは機能している、とのことだった。
　また、長瀬所長はラオスにおいて法律を作る側の立場である党幹部の人材育成が
重要と考えており、ベトナムに対して行ったものと同様の党幹部研修を行っている
とのことだった。ラオス人が自分たちで法を作り守ってもらう必要があり、ボトム
アップだけでなく、トップ層の能力を引き上げ、国の発展を牽引してもらう必要が
あるとのお考えと理解した。
　これらのお話により、財政や政治の観点からラオス社会やラオスへの法整備支援
の在り方を理解することができた。
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⑵　ＮＩＪ（国立司法研修所）訪問について
　ペッサマイ副所長から、ＮＩＪの概要等についてお話を伺った。ＮＩＪの役割は
大きく３つあり、①大学教育②法曹養成③法務関係職員の教育であるとのことだっ
た。次に、学生数の推移について、フランスやアジア諸国から金銭的な援助がある
年に比較的学生数が多くなっており、奨学金の条件が貧困であることや女性である
ことなどであるため、これらに該当する学生も増えているとのお話があった。
　また、ＮＩＪの今後の展望につき、ＮＩＪの卒業生が裁判官、検察官や公務員に
なると就業後の給与が優遇される制度があるものの、まだ不十分であり、更に制度
の整備を進める等して、ＮＩＪを発展させていきたいとのお考えを述べられてい
た。

⑶　ラオス長期派遣専門家との意見交換
ア　矢尾板専門家

　ラオスにおける法整備支援に係るＰＤＭ（プロジェクト・デザイン・マトリッ
クス。プロジェクトの概要が書かれた表のこと。）を示しながら説明していただ
いた。より上位の目標である「法の支配の実現」のために、事実認定と法令の解
釈適用を適切に行う能力を身につけた法律実務家を育成する基盤が形成される必
要があり、そのために、様々な支援を行っていること等の説明を受けた。

イ　阿讃坊専門家
　ラオスにおける裁判所の人的・財政的リソースが限られていること等が要因と
なり、民事訴訟は調停（通常、村落単位で行われる）を前置する制度となってい
る等の説明を受けた。

⑷　経済紛争解決センターの訪問
　経済紛争解決センターでは、まず、センター側から、同センターがＪＩＣＡ、司
法省及び検察院と長く協力しており、現在行われているプロジェクトも非常に有益
なものであること、日本からの様々な支援の結果、仲裁調停に関するハンドブック
の作成など多数の成果が出ており、とても感謝していること、そして、ラオスには
さらなる支援が必要であることにつき説明があった。
　次に、経済紛争解決センターの活動について以下のような説明があった。同セン
ターは、紛争の解決手続を担っているとともに、政策形成・法律作成や研修も行っ
ている。諸外国では一般的に調停と仲裁は別の手続だが、ラオスでは両者とも経済
紛争解決センターで取り扱っている。２０２２年の統計では、仲裁と比べて調停を
多く扱い、合計して年間で７０事案が係属しており、５３件が終了した。経済紛争
解決センターは司法省の傘下だが、独立的な役割もある。仲裁判断については執行
力があるが、判断に違法事由があるときは、裁判所が同判断を取り消すことができ
ること等の説明があった。また、具体的なケースとしては、売買契約、賃貸借契
約、鉱山採掘に係る係争を扱っているとのことだった。
　長期派遣専門家と現地相手方機関との協議の現場を見学させていただけたことは
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非常に貴重な体験となった。
⑸　刑事裁判の傍聴

　ヴィエンチャン首都人民裁判所において、刑事裁判を傍聴した。傍聴した裁判に
おいては、一度に２０人以上に係る事件を進行していた。一度に扱う人数が多すぎ
て、一件ごとの審理の精度が落ちる懸念があるのではないかと感じ、日本との違い
に驚いた。
　また、被告人の弁護人がいないことにも驚いた。覚せい剤の販売の疑いがかけら
れている被告人に対し、裁判長が「本当にそれしかやっていないのか。何か盗んで
いないのか」と質問する場面があった。このような追及に対し、法律知識のない被
告人は適切な対処ができるのか、被告人の権利は守られるのか、といったことを疑
問に思った。

第３　研修全体を通じて学んだこと
　国内研修の講義中で法整備支援を行うに当たって留意すべき点につき言及があり、端
的に以下の点を挙げていただいたことが非常にわかりやすく、印象に残っている。①対
象国のニーズを把握すること②対象国の抱える問題点の把握・分析③対象国の考え方や
文化の理解④日本の法・裁判実務の理解⑤コミュニケーション（通訳等）といった点で
ある。
　研修全体を通じ、寄り添い型の支援を行う日本にとって特に重要なのは、③の観点で
あると考える。重要なのは、支援対象国の考え方や文化を知り、オーナーシップを尊重
することだと思った。これを前提とし、単に日本と同様の制度を押し付けるのではな
く、支援対象国の担当者に自ら考えてもらい、しっかりと議論をした上で制度を立案し
ていく。それが、ひいては支援対象国のニーズに沿った支援となり、また、支援後の運
用段階における支援対象国の主体性の確保にもつながっていくという考え方が、日本の
法整備支援の根底にあることを学んだ。
　このような支援を行うため、国際協力人材には、法律知識や語学力が求められること
はもちろん、特に長期派遣専門家においては、各国の様々な要望に対応していくため、
交渉力、調整力や人事・予算に関する知識も求められる場面があると知った。
　国外研修においては、経済紛争解決センターを訪問した際、相手方機関との協議の現
場に立ち会うことができ、ラオスに旅立つ時に知りたいと胸に抱いていたことを、実際
に見ることができたという思いである。
　さらに、ＪＩＣＡのラオス事務所では、長瀬所長から、ラオスの政治は一党「独裁」
ではなく一党「支配」と表現すべきであるというお話があった。
　このお話を聞いたとき、私は、一党「独裁」ではなく一党「支配」と本当にいえるの
か、人民革命党をどのように評価するかがラオス社会やラオスへの法整備支援の在り方
を理解するための重要なポイントではないかとも思った。
　しかし、今回の研修を通じ、対象国の根本的な在り方について、日本と比較して口を
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出すべきではなく、そこに触れてしまうと支援は進まないのではないかと考えるに至っ
た。対象国の人々の考え方や文化は、法整備支援の活動を行う前提であり、変えるとか
口を出すという対象ではない。そして、政治や社会制度はこうした人々の考え方や文化
と密接に関連しており、切っても切れないものである。そうすると、寄り添い型の法整
備支援に関わる者は、政治問題等にむやみに立ち入らず、対象国のオーナーシップを尊
重しつつ支援を進めるべきといえるのではないだろうか。

第４　終わりに
　本研修は、私にとって初めて法整備支援の業務を見聞するものであり、いずれの科目
についても非常に得る所の多い研修であった。また、本研修で学んだことは、法整備支
援の業務だけでなく、他の業務においても活かすことができるものであり、その点でも
有意義な研修であったと感じている。また、本研修を通じて学んだ法整備支援は、法務
省が誇ることのできる活動の一つであると思った。
　最後に、研修を企画し、かつ、円滑に研修を実施していただいた茅根教官及び中嶋国
際専門官を始めとする法務総合研究所の皆様に厚く御礼を申し上げたい。
　また、本研修に快く送り出していただいた法務省人権擁護局総務課人権擁護推進室の
皆様、そして３歳の子供の育児に追われる中、約２週間という長期間の研修に参加する
ことに理解を示してくれた家族に感謝を申し上げたい。
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令和５年度国際協力人材育成研修に参加して

東京法務局訟務部民事訟務部門
外　山　詳　子

第１　はじめに
　令和５年１１月６日から同月１７日までの間、法務省法務総合研究所国際協力部（以
下「ＩＣＤ」という。）により実施された令和５年度国際協力人材育成研修へ参加させ
ていただいた。本稿では、研修の概要及び感想について報告する。

第２　国内研修について（前半）
１　国際協力部の法制度整備支援

　本講義では、ＩＣＤ部長から法制度整備支援の概要に関する御講義があった。私自
身、今まで法制度整備支援に関係する業務に従事した経験がなく、法制度整備支援と
いう単語自体も、本研修のお話をいただいた際に初めて耳にしたため、講義について
いけるのか不安であったが、初心者にも分かりやすく丁寧に説明していただき、国際
協力部の業務内容及び法制度整備支援の総論について把握することができ、国際協力
について興味が湧いた。

２　ＩＣＤ教官の業務と各国支援状況
　本講義において、日本の法制度整備支援の概要の説明があり、日本の法制度整備支
援は「寄り添い型」であること、他国の法制度を整備するだけではなく、人材育成も
重視していること等を学んだ。寄り添い型の支援と聞いた際に、「司法制度が未発展
の国に対しては、寄り添うのではなく、ある程度、日本の制度をそのまま取り入れ
させて、早急に基盤を作ってしまった方がいいのではないか。」とも考えたが、講義
の中で、教官から「相手国の法律は、その国の歴史・文化である。」というお話を伺
い、私の考えは改まっていった。法制度整備支援を必要としている発展途上国は、各
国ごとに様々な課題を抱えており、各国ごとに要望する支援も異なることから、相手
国の考えを尊重し、日本が行おうとしている支援と相手国が要望する支援の調整を行
うことで、支援の成果が相手国に根付くよう、努力を積み重ねることが重要であると
感じたと同時に、法制度整備支援はとても時間が掛かるものであるという印象を受け
た。

３　長期派遣専門家の業務
　ＩＣＤ副部長より、長期派遣専門家の業務について御講義をいただいた。ＩＣＤ副
部長は、以前、長期派遣専門家としてラオスに滞在し、法制度整備支援の現場で勤務
されており、その時の経験を踏まえ、詳しく説明していただいた。どのエピソードも
興味深く、また、写真を用いて、説明していただいたため、長期派遣専門家の実務に
ついて、より理解が深まった気がした。
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４　ラオスの政治体制及び社会情勢等
　ＪＥＴＲＯアジア経済研究所の山田紀彦氏から、ラオスの政治体制及び社会情勢等
について御講義いただいた。日本は、「寄り添い型」という手法で、各国のニーズに
即した司法制度の運用や法律の作成等を行っていることから、相手国の地理・歴史や
政治体制を理解することは大変重要であると感じた。
　本講義では、ラオスの位置、治安等の基本的知識から、統治メカニズム、経済問題
等の具体的事情に至るまで詳しく説明していただいた。法制度整備支援に携わるに
は、法律の知識だけでは足りず、相手国の情勢や文化等の知識もある程度必要である
ことを渡航前に認識することができ、大変勉強になった。

第３　国外研修について
１　ＪＩＣＡラオス事務所訪問

　長瀬所長からは、ＪⅠＣＡの業務の進め方や人材育成を中心として活動に取り組ん
でいるというお話があった。ＪⅠＣＡの業務の進め方としては、相手国側の職員や、
長期派遣専門家とチームを作り、相手国が提案してきたものについて、何度も議論を
重ねるスタイルで活動を行っているとのことであった。法制度が発展途上である相手
国と議論を行うには、頻繁にコミュニケーションを図る必要があり、意思の疎通に膨
大な時間を要したり、常に現地に張り付いて動向を注視しなければならないといった
ハードな面がある一方で、現地に長期滞在して、日々対面でコミュニケーションを
図っているからこそ、相手国の厚い信頼を得ることができるのではないかと感じた。

２　国立司法研修所（以下「ＮＩＪ」という。）表敬訪問
　ＮＩＪでは、ペッサマイ副所長とお会いすることができた。同副所長からは、今ま
での日本の支援について深く感謝を述べられ、今後も支援を続けてほしいとのお話が
あった。また、ラオスにおける法曹養成に携わる人材不足を懸念されており、今後も
日本の法制度整備支援による人材育成をお願いしたいとの発言があった。常に笑顔を
絶やすことなく話されていたのが印象的であり、日本のこれまでの法制度整備支援活
動に対する強い信頼があると感じた。

３　プロジェクトオフィス訪問
　現地のプロジェクトオフィスでは、長期派遣専門家との意見交換が行われた。
　まず、長期派遣専門家から「寄り添い型」支援をどのように行っているのかについ
て説明があり、上位目標及びプロジェクト目標を立て、目標を達成するためには、ど
のような成果物を生み出せばよいのかを日々考え、実践しているという話を聞くこと
ができた。ラオスでは、事実認定及び法令の適用解釈を適切に行う能力を身につけた
法律実務家を育成する基盤を形成することを目標としており、目標達成のために、法
令の実務適用を踏まえた論点の研究、成果物を活かすための指導書の作成、同指導書
を用いた研修の実施、研修を踏まえた判決書及び意見書の作成等の様々な取り組みが
行われていることを学んだ。このような取り組みを行うためには、相手国を深く知る
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必要があるところ、相手国を知るためには、現地に滞在し、現地の方と直接コミュニ
ケーションを図ったり、相手国の現状を自分の目で見て把握することが重要であり、
現地に張り付いて活動されている長期派遣専門家の役割は非常に大きいものがあると
感じた。

４　経済紛争解決センター訪問
　司法省の経済紛争解決センター訪問時には、同センター側から寄せられた要望に対
し、長期派遣専門家において、相手側の事情に配慮しつつ、日本側の考えを順序立て
て、丁寧に説明されていた。正に「寄り添い型」の法制度整備支援のリアルな一面を
見ることができ、非常に有意義な時間となった。

５　ＮＩＪでの講義
　ＮＩＪの学生に対し、「日本の民事訴訟手続の概要について」及び「日本の検察官
の役割について」をテーマとして講義を行った。通訳を介しての講義であったため、
説明に想定していた以上の時間を要してしまい、学生に伝わっているのか不安があっ
たが、講義後、多くの質問が寄せられ、学生は講義内容をよく理解しているように感
じた。

６　刑事裁判傍聴
　ビエンチャン首都人民裁判所において、刑事裁判の傍聴を行った。関連しない複数
の事件の被告人を同時に在廷させて審理していたり、弁護人の在廷がなかったり、黙
秘権の告知がない等、日本の刑事裁判とは異なる形式で行われていた。複数の事件を
連続して審理する関係で、被告人が２０名ほど法廷に座っていたが、被告人同士で私
語をしたり、複数名でトイレに行ったりしていたことが非常に印象的であり、驚きの
数々であった。
　また、開廷中にある事件の被告人質問に時間を要してしまい、別事件の審理時間が
無くなり、同事件の被告人が在廷しているにもかかわらず、裁判長から「時間が足り
ないので、別日に審理する。」という趣旨の発言があり、訴訟進行や被告人質問の技
術等にまだまだ改善の余地があると感じ、ラオスにおける日本の法制度整備支援の存
在意義は大きいものがあるように思えた。

第４　国内研修（後半）
１　国際専門官の業務

　中嶋専門官から、国際専門官についての御講義があり、研修及び出張の補助や長期
派遣専門家との連絡・調整等の通常業務を行いながら、海外研修が行われる際は、現
地に同行することもあるとのお話を伺った。実際に本研修においても、現地に同行し
ていただき、空港での乗継から現地での食事に至るまで、嫌な顔をせずにサポートし
ていただいて、大変心強かった。

２　ＵＮＡＦＥＩの業務
　ＵＮＡＦＥＩとは、「国連アジア極東犯罪防止研修所」のことであるが、講義を聴
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くまでは、法制度整備支援と何の関係があるのか正直分からなかった。
　しかし、講義の中で、「国境を越えて、組織犯罪対策等について研修や会議を行
い、犯罪の撲滅を目指している。」という説明があり、世界規模で、組織犯罪対策や
再犯の防止等について議論を重ねることで、発展途上国の刑事司法実務家の能力向上
にも繋がるのではないかという印象を受け、本講義が、本研修の研修科目に組み込ま
れた意味を理解できたような気がした。
　また、このような研修及び会議で出会った国や国際機関と、良好な関係を築くこと
は、司法外交や法制度整備支援を円滑に進める上で、非常に重要なものであると感じ
た。

３　官房国際課の業務
　大臣官房国際課は、平成３０年４月１日に新たに設置された部署で、講師から、法
務省の国際関係事務についての基本的な政策の企画立案・総合調整、国際会議の開
催、外国政府職員等による表敬対応等の事務を行っている旨の説明があった。国際的
な事務全般を取り扱っているといっても、法制度整備支援、国際研修業務、矯正建築
に関する業務等その分野は多岐にわたり、法務省の様々な機関と連携しながら業務を
遂行する必要がある印象を受け、新たに部署が新設された意味について理解できた。

４　研修結果報告
　本研修を受けるに当たって各自設定したテーマを基に、研修結果報告が行われた。
同じ研修を受講したにもかかわらず、各研修員から、それぞれ異なる観点から報告が
なされ、聞いているだけで大変勉強になった。

第５　終わりに
　本研修に参加する前までは、「法制度整備支援」という言葉すら聞いたことがなく、
本研修を受講前にＩＣＤニュースを読んだ際も、「法務省の仕事って幅広いな。」くらい
の感想しか思いつかなかったので、国内研修（前半）の講義は、大変有意義なもので
あった。実際にラオスを訪れて、長期派遣専門家との意見交換を行ったり、ＮＩＪの学
生に対し講義を行った際は、ごくわずかながら法制度整備支援に貢献することができた
ような感覚があり、達成感を感じるとともに、国際協力の魅力に気付かされた。また、
法制度整備支援に携わる方々の熱量に圧倒されたのは貴重な経験であった。
　私は、法曹資格を有しておらず、今後、法制度整備支援に関係する業務に従事するか
は定かではないが、法務局職員も活躍することができる日韓パートナーシップ共同研究
等、国際協力の業務の動向を注視していきたい。
　最後に、事前準備から研修最終日に至るまで、膨大な時間をかけて研修生をサポート
してくださったＩＣＤの皆様、ラオスの長期派遣専門家の方々には、大変お世話にな
り、厚く御礼申し上げたい。
　また、大変忙しい中、快く本研修に送り出してくださった東京法務局民事訟務部の皆
様に感謝申し上げたい。
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令和５年度国際協力人材育成研修に参加して

水戸地方検察庁検事
高　田　洸　輔

第１　はじめに
　私は、令和５年１１月６日から同月１７日まで実施された令和５年度国際協力人材育
成研修に参加させていただいた。
　本稿では、本研修の内容と、本研修において私が感じたこと等を報告させていただき
たい。
　本研修は、国内プログラム、ラオスでの海外プログラム、帰国後の国内プログラムと
いう三部構成であったことから、以下、その流れに沿って報告することとしたい。

第２　国内プログラム①
１ 　研修初日である１１月６日は、国際法務総合センター（東京都昭島市）に入寮の

上、研修のオリエンテーションを受けた。
　その中で、研修最終日の研修結果報告発表に向け、テーマを各自設定の上で研修に
臨まれたいとの話があった。
　私は、本研修に参加する以前は、法整備支援について、「発展途上国における法律
の整備を支援する活動」「対象国に一定期間派遣されている検察官がいる」という程
度の、非常に漠然としたイメージしか持っておらず、実際のところ誰が、具体的にど
のような活動を行っているのかなどを知らなかった。
　今回、本研修に参加することとなり、私自身、今後、検察官として、どのような
キャリアを積むことになるかは分からないが、仮にＩＣＤ教官や長期派遣専門家に選
ばれるなど、法整備支援に関わる機会を頂くこととなった場合、その職務を行う上で
どのようなことを意識すればよいのかという点が最も気になった。
　そこで、「法整備支援にとって大切なことは何か」というテーマを設定して、本研
修に臨むこととした。

２ 　その後、１１月７日及び８日の２日間にわたり、国際法務総合センターにおいて、
ＩＣＤの内藤部長、須田副部長、茅根教官、坂本教官及び荒川教官からは、法整備支
援や、ＩＣＤ教官及び長期派遣専門家の業務等について、ＪＥＴＲＯアジア経済研究
所の山田先生からは、ラオス情勢について、それぞれ講義を受けたほか、ＪＩＣＡ本
部（麹町）において、ＪＩＣＡ職員の方々からＪＩＣＡの組織体制や法整備支援活動
について講義を受けるとともに、中華人民共和国での法整備支援活動に携わられてき
た白出弁護士から同国での支援活動の現場について講義を受けた。
　これらの講義を受ける中で強く感じたのは、法整備支援にとって最も重要なことの
一つは、支援の相手国のことをよく知り、かつ、自国（日本）の法制度・実務につい
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ても精通している必要がある、ということである。
　より具体的に言えば、まず、法整備支援は、相手国からの支援要請をスタート地点
として始まるものであるが、相手国が抱えている課題やニーズを具体的に把握しなけ
れば、有効な支援を行うことは難しい。
　これに関し、ＪＩＣＡでは、ＰＣＭ（Project Cycle Management）、すなわち、プロ
ジェクトを形成・実施し、これを評価するという手法を軸に支援活動を行っていると
ころ、同手法では、ＰＤＭ（Project Design Matrix）を作成して、当該プロジェクトで
達成すべき目標、目標達成のため実現しなければならない成果、成果の実現のため必
要な具体的活動を定める必要がある。
　そして、このようにプロジェクトを形成するには、関係者（ターゲットグループ）
を分析するとともに、ターゲットグループが抱えている問題点を、原因と結果という
形で把握・分析しなければならないが、ここでは、相手国のカウンターパート（ラオ
スであれば、例えば、司法省、最高人民裁判所、最高人民検察院、国立大学など）の
意向やニーズを聞き取る、関係機関へ訪問・見学する、関連する資料を収集する等、
様々な手段により、分析の前提となる情報を把握しておく必要がある。
　また、相手国は、法制度のみならず、言語、文化、宗教、政治体制等々様々な点で
日本とは異なっており、これを理解していなければ、やはり有効で円滑な支援を行う
ことは難しい（一例として、ラオスでは、行政・司法機関が「法解釈」を行うという
のは、基本的にタブーである（同国は人民革命党による一党支配体制が敷かれてお
り、党≒国会が定めた法律を行政・司法機関が「解釈」するなどあり得ないという考
え方があるようである）ということを、本研修では複数回聞く場面があった）。
　さらに、相手国は、支援者である日本側に対して、専門的（法的）知見に基づいた
助言等の支援を求めているのであり、日本側で支援に当たる者としては、大前提とし
て、日本の法制度・実務・歴史等への深い理解を有している必要がある（日本と相手
国の制度は異なっていても、日本法の知識が思考の物差しとして役立つことがある）。
　ラオス情勢に関しては、２０１０年代前半から徐々に経済成長率が低下し、現在で
は、欧米からの経済支援を受けることが困難となっている一方、中華人民共和国への
経済依存が深まっていること、一党支配体制に若者をどのように取り込み、管理する
かが問題となっていること、国民の司法への信頼が低いことなどを知ることができ
た。

３ 　このように、海外プログラムに先立って様々な講義を行っていただき、法整備支援
やラオス情勢について知ることができたことで、この後のラオスでの研修がより充実
したものとなったと思う。

第３　ラオスでの海外プログラム
１ 　１１月９日、羽田空港を出発し、タイのスワンナプーム国際空港で飛行機を乗り換

え、ラオスの首都ヴィエンチャンにあるワットタイ国際空港に到着した。
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　スワンナプーム国際空港とワットタイ国際空港は、いずれも首都にある国際空港で
あるが、規模等においては大きな差があり、両国の経済発展の差が現れているのだろ
うかと感じた。

２ 　１１月１０日は、ＪＩＣＡラオス事務所に訪問し、同事務所の長瀬所長から、ラオ
スの政治、経済、法整備等につきお話をいただいた。
　長瀬所長のお話の中で特に印象的であったのは、ラオスにおけるＪＩＣＡの支援事
業とは、「投資環境整備事業」であるという点である。
　すなわち、ラオスは、総人口約７００万人と比較的小規模の国であり、経済発展の
ためには海外からの投資に頼らざるを得ない状況にあるところ、法制度等が未整備で
あると、投資も難しくなってしまうが、そのような海外からの投資を受け入れるため
の環境づくりをすることに、ＪＩＣＡの支援活動の意義の一つがあるということで
あった。
　私は、これまで、法整備支援の持つ意義を、相手国の立法ないし司法分野における
支援というレベルでしか理解できていなかったが、このお話を聞き、一国の社会基盤
や経済成長にも深く関わる重要な意義を持つものなのだと理解を改めることができ
た。
　その後、ラオスの法学教育・法曹養成機関であるＮＩＪ（National Institute of 

Justice）を訪問し、同所のペッサマイ副所長らにお迎えいただき、同所の活動等につ
き説明いただいた。
　ラオスで法曹になるには、ＮＩＪで研修を受けた上、さらに、裁判官であれば裁判
官用の、検察官であれば検察官用の、弁護士であれば弁護士用の研修を受ける必要が
あるということ、また、同所は、現時点で創設から未だ９年目であり、学生を増やす
ための取組などの点で、今後の改善の余地は大きいといったことが印象的であった。
　同日の最後は、ラオス現地で活動しておられる長期派遣専門家である矢尾板専門
家、阿讃坊専門家及び澤井専門家から、これから実施を予定しているラオスの法整備
支援プロジェクト等につきご説明いただいた。
　同プロジェクトでは、事実認定及び法律解釈適用を行うラオスの法律実務家の育成
基盤形成を目標とし、

①　基本法令の理解促進のための論点集の作成（成果）
　　　←実務を踏まえた論点研究（活動）
②　効果的な研修の実施（成果）
　　　← これまでに作成された成果物を活用するための指導書作成や研修（活動）
③　判決書・意見書サンプルの作成（成果）
　　　←研修、事例収集（活動）

を行うこととされており、前記のとおり国内プログラムの講義でお聞きしたＰＤＭが
実際に活用されていることがよく分かった。
　また、現地専門家らからは、相手国のカウンターパートとやり取りする過程では、
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事前に聞いていた話と違う話が相手から出てくることがよくあり、柔軟性をもって対
応する必要があるということ、さらに、相手国からは、プロジェクトそのものの範囲
を超えた支援要請がなされることもあるが、支援のための予算は限られており、全て
に応じるわけにはいかないため、交渉を行う必要があることなどもお聞きし、支援活
動の現場における苦労の一端を知ることもできた。

３ 　土曜日・日曜日を挟み、１１月１３日は、まず、経済紛争につきＡＤＲ（裁判外紛
争解決手続）を行う経済紛争解決センター（ラオス司法省内）を訪問し、同センター
長らと現地専門家との間での協議の現場を見学させていただいた。
　同日午後は、再びＮＩＪを訪問し、本研修の研修員の側から、①日本の民事訴訟手
続、②日本の検察官及び検察事務官の役割について講義を行い、ＮＩＪ職員及び学生
らから質疑を受けた。
　ＮＩＪ側からは多数の職員、学生が参加しており、日本の法制度等への関心の高さ
を感じた。
　質疑では、日本の刑事裁判において、裁判所が無罪の心証を抱いたときに無罪判決
を行う以外の方法はあるのかとの質問（ラオス刑訴法１６８条では、裁判所が補充捜
査のため事件を検察院に差し戻す制度が定められている）、また、検察官が事件を起
訴猶予とする場合、どのようなことが考慮されるのか、起訴猶予となるとその後どう
なるのかとの質問（ラオスでは、日本の起訴猶予に相当する制度はない）があり、日
本とラオスの制度の違いを知って興味深いものがあった。

４ 　１１月１４日（ラオス最終日）午前は、ヴィエンチャンの首都人民裁判所を訪れ、
刑事裁判を傍聴させていただいた。
　様々な点で日本の刑事裁判と異なっていたが、最も驚いたのは、法廷に弁護人がい
ないこと、そして、多数の（多くは互いに無関係の）事件の被告人らが同時に法廷に
連れてこられ、まとめて審理が行われることであった。
　後に把握したところでは、ラオス刑訴法にも弁護人選任権等は規定されているもの
の、弁護士数の少なさから、全ての事件で弁護人が選任され公判に立会するわけでは
ないらしいということであるが、傍聴した事件では、供述を捜査段階から変遷させた
被告人に対し、裁判官がその点を厳しく追及したり、また、裁判官が検察官に対し、
再捜査を行うか確認したりするといった場面もあり、やはり日本の公判手続との違い
を強く感じた。
　これをもって海外プログラムが終了となり、同日から１５日にかけて、ラオスから
日本に帰国した。

５ 　今回の海外プログラムでは、ラオスの首都ヴィエンチャンに滞在する中で、様々な
貴重な経験をさせていただいた。
　欲を言えば、ラオス北部にある古都ルアンパバーン（本研修中にもその名前を聞く
ことが度々あった）にも行ってみたかったが、今回は叶わなかった。
　ラオスは、１１月でも気温が３０℃を超えており、私自身日本との気温差からか少
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し体調を崩してしまったこともあったが、おおむね大過なく海外プログラムを終える
ことができた。

第４　国内プログラム②
１ 　１１月１６日は、国際法務総合センターにおいて、ＩＣＤの中嶋専門官、ＵＮＡＦ

ＥＩの奥田教官、法務省大臣官房国際課髙坂補佐官から、それぞれご講義いただいた
ほか、ＩＣＤの福島教官に研修員からの質疑に応じていただいた。
　講義では、ＩＣＤの諸活動（特に、現地セミナーや本邦研修）におけるロジの重要
性、また、これまでよく分かっていなかったＵＮＡＦＥＩや官房国際課の業務の概要
を知り、国際業務の大変さと幅広さを改めて感じた。
　さらに、教官への質疑では、特に新しい取組を始めようとする場合には、予算の制
約を常に意識する必要があることなどを知ることができた。

２ 　最終日である１１月１７日は、各研修員から研修結果報告の発表を行った。
　私は、前記のとおり「法整備支援において大切なことは何か」をテーマとし、①相
手と自分を知ることの重要性、②交渉・調整・柔軟性の難しさと重要性、③ラオスに
ついて知ったこと、感じたこと（特に、刑事手続における人権保障の問題）といった
項目について、雑駁ながら発表させていただいた。
　最後に閉講式が行われ、２週間にわたった本研修が終了した。

第５　終わりに
　本研修を通じ、法整備支援について、また、これまでは関心を持つ機会がなかったラ
オスという国について、多くのことを知ることができた。
　今回の貴重な経験を活かし、今後も執務に当たっていきたい。
　末筆ながら、ＩＣＤの茅根教官及び中嶋専門官を始めとする、本研修に関わっていた
だいた方全てに多大なる感謝を申し上げたい。
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令和５年度国際協力人材育成研修に参加して

名古屋地方検察庁検事
本　多　茂　雄

第１　はじめに
　令和５年１１月６日から同月１７日までの間、法務省法務総合研究所国際協力部によ
り実施された令和５年度国際協力人材育成研修に参加させていただいた。ラオスでの国
外研修を含めて、大変学びの多く、貴重な経験であったので、その概要等を報告させて
いただく。

第２　研修結果
１　国内研修（前半）

　国内研修の冒頭、国際協力部の内藤部長から、国際協力部の法制度整備支援につい
て講義があった。法制度整備支援の始まりから現在までの活動状況や、基本的な理念
や方針、今後の課題等を含めて、法制度整備支援の概要を学ぶことができた。
　印象的だったのは、日本の支援は「寄り添い型」であり、それが相手国から高い
評価を受けているという点であった。しかし、「寄り添い型」と聞いても、すぐにそ
の具体的なイメージを持つことはできなかったことから、「寄り添い型」とは何かと
いうのが、本研修におけるひとつのテーマになるのではないかと感じた。また、この
講義の中で、法制度整備支援に関する政府の基本方針が紹介されたが、そこに日本の
国益追求という側面が盛り込まれていた点も、印象的だった。それまで、法制度整備
支援について、ボランティアに近いイメージを抱いていたことから、少し意外であっ
た。この点も、具体的にどのようなかたちで国益を追求するということなのか、本研
修を通じて考えてみたいと感じた部分であった。
　次に、国際協力部の茅根教官及び坂本教官からは、国際協力部の教官の業務と各国
の支援状況について講義があった。国際協力部の教官が行っている幅広い業務につい
て紹介があったほか、茅根教官からはベトナムに対する支援を中心に、坂本教官から
はラオスに対する支援を中心に、それぞれ支援状況の説明があった。
　その説明を聞く中で、各国の支援内容や方法には、国ごとにひとつとして同じもの
がないということがよく分かった。一言で「寄り添い型」といっても、支援の内容や
方法に定まった型があるというわけではなく、相手国の体制、文化、歴史、宗教、法
制度の現状、実務の状況等、非常に多岐にわたるファクターを踏まえながら、都度、
相手国にとって最適な支援を模索していくことが重視されており、正にその模索の過
程こそが「寄り添い型」の核を成しているのではないかという印象を受けた。
　また、国際協力部の須田副部長からは、長期派遣専門家の業務として、ラオスに長
期派遣された際の活動内容等について講義があり、その中で、須田副部長が派遣中に
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取り組まれた課題に関し、「みなさんなら、どうやって（寄り添い型で）活動を進め
ますか？」という問いが投げかけられた。しかし、それに対してすぐに答えを導き出
すことができず、「寄り添い型」とは何か、そもそも何のために「寄り添い型」で支
援を行ってきたのかといった、根本的な部分を掴めていないことを自覚した。
　その後、須田副部長が派遣中に実際に考え、取り組まれた内容を紹介いただいた
が、それを聞きながら、いかにして相手国が新たな法制度を受け入れ、自らそれを根
付かせていくことができるか、それを実現するための最適解の一つとして、相手国を
主体として、日本が見守り、サポートするという「寄り添い型」の支援があるという
ことが感じられた。また、同時に、「寄り添い型」によって相手国の法制度に変化を
もたらすには、気の遠くなるような時間や労力がかかるように思えたところ、須田副
部長が、比喩的に、「法制度整備支援は、鋼鉄のようなものの形を変えていくような
イメージだと思っている。一気に外力を加えれば壊れてしまうから、熱のこもった力
を確実に与え続けないといけない。」などと表現されたことが、非常に印象的だった。
　その他、ＪＩＣＡのスタッフ及び専門員の皆様、国際協力部の荒川教官、ＪＥＴＲ
Ｏアジア経済研究所の山田紀彦様からも、国際協力として法制度整備支援を実施する
意義や、ラオスの政治体制、社会情勢等について講義があった。
　ラオスに関して特に印象的だったのは、国会が司法と行政を監督する関係にある

（そのため、司法による法解釈は想定されていない）ことや、汚職の蔓延等により司
法に対する信頼が低いということなどであり、事前に想像していたよりも、日本とは
大きくかけ離れた実情に驚くとともに、支援の必要性を感じたところであった。一方
で、このような法制度やその運用には、その国の体制、文化、歴史、宗教等が深く関
わっていることもよく分かり、支援に当たっては、それらを前提とし、相手国を尊重
しながら、丁寧に取り組んでいかなければならないものと感じるとともに、それこそ
が「寄り添い型」の本質であって、難しさでもあるのではないかとも想像した。
　また、別の観点として、日本は、韓国との間では、互いの法制度や実務を比較・研
究するなどして、より良い法制度や実務を目指す、パートナーシップ共同研究という
取組みを行っていることも紹介され、法制度に関する国際協力には様々な形があり得
るという気付きを得ることもできた。

２　国外研修
　ラオスでの研修初日、ＪＩＣＡラオス事務所を訪問し、長瀬所長と寺田アドバイ
ザーから、法制度整備支援を含むラオスに対する各種支援の状況や、ラオスのガバナ
ンス状況等についてお話を伺った。各種支援においては、国内研修で学んだように、
やはり常に「寄り添い型」を実践しており、それによって確かな信頼関係を築いてき
たというお話や、実際、他国のドナーと比べても、日本はカウンターパートとの間で
密な関係ができている実感があるといったお話があった。
　国内研修を受ける中で、「寄り添い型」は時間や労力のかかる地道なアプローチで
あり、日本人の気質には合いそうではあるけれども、ラオスをはじめとする相手国の
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カウンターパートの方々はどのように受け止めているのだろうか、その国民性には
合うのだろうかといった疑問があったことから、その点を尋ねてみたところ、「彼ら
も、自分たちで生活を良くしていきたいという気持ち・情熱が強くある。そういう真
面目な人に対してうまくアプローチをしながら、モチベーションを維持させていくこ
とが、腕の見せ所でもある。」というお話をいただいたのが印象的だった。法制度整
備支援というと、国と国とのマクロ的な関係性を意識しがちであったが、実際の支援
の場面においては、そこに携わる人と人との関係性があり、その中で支援が成り立っ
ているということを再認識した。また、そうであるからこそ、長期派遣専門家の存在
は非常に重要なのだろうと感じたところであった。
　その上で、国立司法研修所を訪問し、ペッサマイ副所長をはじめとするスタッフの
方々と交流する機会を頂いた。これがラオスのカウンターパートの方々と交流する初
めての機会であったが、スタッフの方々は皆、私たちを大いに歓迎してくださり、こ
れまでの日本の支援等に対し、深い感謝の言葉を口にしてくださった。何より、日本
に対してとても親しみを感じてくださっている様子がよく分かり、そのような様子を
目の当たりにしたことにより、これまで「寄り添い型」の支援によって築いてきた深
い関係性を垣間見ることができたように感じられた。そして、同時に、このような関
係性は、目には見えないけれども、日本にとって非常に重要であり、かつ貴重な資産
なのではないかという印象を強く抱いた。
　また、お話の中で、ラオスにおいて法曹を目指す学生の増減に関し、奨学金制度が
影響している可能性について言及があり、人材育成には、財政面も含めて、広くガバ
ナンス全体の支援にも目を向けなければならないという気付きも得られた。
　ラオスでは、長期派遣専門家として常駐されている、矢尾板専門家、阿讃坊専門
家、澤井専門家との意見交換の機会も設けていただいた。これまでに行ってきたプロ
ジェクトの内容や、その成果、苦労話等を紹介していただいたほか、現在取り組んで
いるプロジェクトに関し、カウンターパートとの間でどのようにして課題を発見し、
それに対する計画を作成・合意するに至ったかについても、丁寧に説明していただ
き、支援の実情について、現実的にイメージすることができた。実際に成果物を目の
当たりにすると、支援活動がいかにダイナミックで意義深いものかを肌で感じること
ができ、その成果物が出来上がるまで、「寄り添い型」で地道な支援を続けてこられ
た歴代の専門家の方々に、改めて尊敬の念を強くした。専門家の方々は、成果物が出
来上がるまでの間、相手国が主体となって考え抜くというその過程こそが重要だと
口々におっしゃっており、そこが正に「寄り添い型」の意義・本質なのだろうと、理
解を深めることができた。
　また、専門家の方々は、他国のドナーと交流する機会もあるということだったの
で、他国の支援状況について尋ねてみたところ、日本のように「寄り添い型」の支援
を行っている国は少なく、多くの国は、自国で完成させた成果物を供給するとか、セ
ミナーを実施するなどといった、目に見えるものを中心に支援を行っており、目に見
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える分、その実績をうまくアピールに繋げている印象があるといったことを仰ってい
た。「寄り添い型」の支援は、なかなか目に見える成果として結実しないことから、
その意味では、支援の意義のアピールは日本にとっての課題と言えるかもしれないと
感じた。
　ラオスでの研修２日目には、長期派遣専門家の方々とともに、司法省に設置されて
いる経済紛争解決センターを訪問し、同センターから依頼のあった新たな支援に関す
る打合せの場に同席させていただいた。未だ支援の具体的内容・方法も、支援の可否
すらも定まっていない段階での打合せであったところ、専門家の方々が、カウンター
パートから、そのニーズをよく聞いて汲み取った上、現時点で考え得る支援の内容・
方法等を提案するといったやりとりを見ることができ、支援の現場を肌で感じること
ができた。そのやりとりを見ながら、専門家の方々がニーズをよく聞いて汲み取ろう
とすることによって、カウンターパート側の問題意識が喚起・整理されていき、真に
解決すべき課題の発見・特定に繋がっていくように感じられ、その過程自体も「寄り
添い型」を体現した一場面であったように思えた。
　また、この打合せに同席させていただいたことは、予算等のリソースについても、
強く意識する契機となった。当然のことではあるが、支援は、常に予算や人材等の限
られたリソースの中で進めなければならないことから、実際の現場では、そうした観
点にも常に目を向けなければならず、そこにも苦労があることを再認識した。
　同時に、このようにして、日本に対して次々と支援の要請が来るという実情もよく
分かり、ラオスの各カウンターパートが、「寄り添い型」を貫いてきた日本の支援を
好意的に捉え、信頼を寄せてくれている状況をうかがい知ることもできた。
　その後、再び国立司法研修所を訪れ、学生や教員に向けて、日本の検察官及び検察
事務官の役割等に関する講義を行った。皆、とても熱心に講義を聞いてくださり、ま
た、質疑応答では、驚くほど次々と質問が寄せられた。
　印象的だったのは、ラオスには起訴猶予制度が存在しないことから、日本における
起訴猶予制度にとても驚きを示し、「起訴猶予について詳しく知りたい。」「起訴猶予
になった人は、その後どうなるのか。」などと質問してくださったことだった。その
ような質問自体は事前に想定されたことではあったため、あらかじめ起訴猶予制度の
趣旨や起訴猶予の割合等を改めて確認・準備しておいたのだが、そのようにして日本
の制度を学び直して再確認する作業は新鮮であったし、異なる制度について議論を交
わすのも、刺激的で面白いことだと感じた。また、支援を行うに当たっては、先ほど
の司法に解釈権がないという点もそうであるが、まずは日本と相手国との間で異なる
点を理解した上で、その違いの背景にある文化や考え方等を含めて、相手国のことを
よく知っていくという過程が必要なのだろうとも感じた。
　最後に、ラオスの地方裁判所を訪れ、刑事裁判を傍聴した。ラオスで生の実務を傍
聴したのは、これが最初で最後であったが、日本の公判とは様相がかなり異なるもの
であった。例えば、全く関係のない事件の被告人同士が同じ法廷に数十名集められて
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公判が開かれ、そこに弁護人は在廷していないことや、終始手錠を外されることな
く、黙秘権を告げられずに被告人質問が行われたことなど、日本とは様相の異なる光
景が多く見られた。
　これまで、日本の公判を当たり前のものとして考えていたことから、その違いには
大変驚きを覚えたが、同時に、なぜこのような制度・運用がとられているのか、ラオ
スにとって変えなければならない、あるいは反対に変えてはならない部分はどこなの
だろうかといったことに、強い関心を抱いた。当然、日本の制度・運用が絶対的に正
しいものであるわけではないし、ラオスでは、その文化、歴史等を踏まえて、現在の
制度・運用が成り立っているわけであるから、支援に当たっては、このようなひとつ
ひとつの違いなどを拾い上げた上で、カウンターパートとの間で、その背景を含めて
十分にやりとりを重ねていく必要があるのだろうと感じた部分だった。また、その前
提として、まずは日本の制度・運用を顧みて、その成り立ちや意義等を知ることも重
要であると思われ、支援の奥深さを感じた。

３　国内研修（後半）
　帰国後、国際協力部の中嶋専門官、ＵＮＡＦＥＩの奥田教官から、各業務内容等に
ついて講義があり、大変興味深く聴講した。
　そして、最後に、官房国際課の髙坂補佐官から、官房国際課の業務として、司法外
交、官房国際課の体制、現在の課題等について講義があった。まず、法制度整備支援
について、司法外交を戦略的に推進していく上でのひとつの課題として位置付けてい
るとのお話があったが、それまでの研修の中で感じ、考えてきたことに照らし、納得
感のようなものがあった。法制度整備支援が始まった頃には、戦略的な観点というも
のが強調されたことはなかったかもしれないが、「寄り添い型」で支援を行ってきた
ラオスとの間では、その支援を通じて、確実に良い信頼関係を築くことができている
ように感じられたし、恐らくそれは他の支援対象国についても同様であると思われ、
そうした関係性は、間違いなく日本にとって重要な資産だと感じられた。そして、

「寄り添い型」の中で、地道に、丁寧にリーガルマインドを定着・浸透させ、法の支
配の根を張るべく歩んできた関係性がある以上、文化や宗教等は違えど、法の支配や
個人の尊厳といった、根本的・普遍的な部分で、何が正しい、何が守られるべきと
いった価値観を共有できるようになっていく期待もある。また、単純に日本のことを
好きでいてくれるということだけでも、それ自体で価値があると思うが、いずれにし
ても、そのような日本にとっての仲間がいてくれることは、何か大きな国際問題に対
峙した際などに、日本を中心とした発信力・発言力にも繋がるのではないかと思え
る。その意味で、司法外交の観点から、戦略的に支援を実施していくという考えにつ
いて、腑に落ちたような気がした。
　また、この講義では、その戦略的な実施に関連して、二国間ＭＯＣ（協力覚書）の
交換・交渉や、支援対象の積極的拡大等についても紹介があり、そのような取組みの
存在を知ることもできた。ラオスにて、長期派遣専門家の方々から、支援のアピール
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に弱みがあるということに関連して、日本の存在感がやや低下してきているというお
話も聞いていたことから、このような活動を推進していくことには意義があると思え
たし、その推進のためには、活動をより多くの人に知ってもらうことも重要ではない
かと感じた。

４　全体を通じて
　本研修を受けて、日本が「寄り添い型」により、地道に、丁寧に相手国と向き合
い、課題を解消していくことで、相手国において、確実にリーガルマインドが定着・
浸透して、法の支配の根が広がっていくというイメージを抱くことができた。そし
て、熱意や情熱のある相手国の方々と、そのような共同作業によって、その国の制度
に変化をもたらしていこうとするその過程自体、非常にダイナミックで得難いもので
あるし、その結果として相手国に貢献できるならば、本当に意義深いことであると感
じた。
　また、「寄り添い型」の支援を通じて、根源的な価値観を共有できる仲間が増えて
いくならば、今後、これまで以上に積極的なアプローチにより、支援の対象を広めて
いくことも有益なのではないかと感じた。いずれ、相手国が支援を必要としなくなる
時期が来ると思われるが、そのときには、対等なパートナーとして、互いの良い面、
悪い面等を議論するなどして、引き続き、司法上の関係性を継続することができると
理想的ではないかといったことも考えてみた。
　気になったこととしては、様々な面で日本の存在感が低下していると言われる点で
あり、典型的には、司法のＩＴ化については、かなり遅れをとっているようである
し、それ以外にも、マネーローンダリング対策について、課題が指摘されていること
なども挙げられる。支援を行い、継続的な関係性を築いていくためには、そういった
自国の制度・運用のアップデートも欠かすことができないと感じた。

第３　おわりに
　本研修では、法制度整備支援を中心に、司法分野における国際協力全般に関する様々
な情報や視点に触れ、その意義や魅力を学び、実感することができた。普段の業務や生
活の中では決して得ることのできない非常に貴重な経験であり、このような研修に参加
する機会を頂いたことに大変感謝している。今後、国際業務に携わる機会に恵まれた際
には、是非この経験を活かして、その発展に貢献していきたい。
　最後に、国外研修を含めて、大変充実したプログラムを調整・実施していただいた茅
根教官及び中嶋専門官をはじめとする国際協力部の皆様、本研修に携わっていただいた
全ての皆様、本研修に快く送り出していただいた名古屋地方検察庁の皆様に、この場を
お借りして、厚く御礼申し上げたい。
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令和５年度国際協力人材育成研修に参加して

福岡地方検察庁小倉支部検事
味　田　亮　輔

第１　はじめに
　令和５年１１月６日から同月１７日までの間、法務省法務総合研究所国際協力部（Ｉ
ＣＤ）が実施する令和５年度国際協力人材育成研修に参加させていただいた。
　私は、司法試験受験後、合格発表までの間に、約２か月間、母校である神戸大学大学
院法学研究科の齋藤彰教授のお力添えの下、マレーシア所在の JEFF LEONG,POON & 

WONG 法律事務所において、インターンシップに参加し、英語を学びつつ（マレーシ
アは、旧宗主国が英国であったこと等から、法典が英語で書かれるなど、英語との親和
性が比較的高い。）現地の弁護士の業務に接したこと等をきっかけに、国際的な業務に
関心を抱いていた。
　その後、司法修習において、検事の職務に魅力を感じていた中で、当時の次席検事か
ら、検事の職務にも国際的な分野があることをご教示いただき、ご縁があって検事に任
官した。
　検事に任官してからは、捜査・公判業務に従事しつつ、折りを見て海外旅行に行った
り、語学関係の資格を取得したり、所属している検察官サッカー部のイベントとして日
韓検察庁サッカー大会に参加するなどしていたところ、この度、光栄にも本研修に参加
する機会を頂戴し、大変貴重な経験となったため、報告をさせていただく次第である。
　なお、過去のＩＣＤ ＮＥＷＳを拝見させていただくと、国際協力人材育成研修の概
要・内容等については、別途、ＩＣＤ教官が寄稿されておられるため、誠に勝手なが
ら、本報告においては、適宜、研修内容に触れつつ、本研修を通じて小職が学び、考え
たこと、将来、国際協力人材育成研修に参加される方に知ってもらいたい本研修の魅力
をお伝えすること等を目的とさせていただきたい。

第２　国内研修
１　各講義を受講して

　国内研修では、各講義を通じて、法制度整備支援や国外研修の渡航先であるラオス
に関する基本的な事項等を学んだ。
　ラオスは、人民革命党による「一党支配」の国であり、中央、県、郡、村、国家組
織、社会組織等あらゆるところに党組織が存在し、指導等を行う統治機構となってい
る。
　また、ラオスにおいて、司法は、基本的に法解釈の権限を有しない。
　日本に住み、むしろ法解釈を中心に法を学んできた小職にとっては、それらは衝撃
的な事実であった。
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　法解釈が原則として許されていないラオスにおいて、各方面の需要等を吸い上げて
これを調和しつつ、法制度整備支援を行うというのは、とてつもない労力と時間を要
する至難の業であり、これを乗り越えて成立に至ったラオス民法典（平成３０年成
立）等の成果物が得られたことの意義は大きい。
　そのような苦労等があるのと裏返しで、法制度整備支援に携わるというのは、大き
なやりがいがあるとともに、将来の国の発展につながるとても重要な職務であろうと
感じた。

２　国際法務総合センターにおける生活
　国内研修は、独立行政法人国際協力機構（ＪＩＣＡ）本部（麹町）への訪問もあっ
たが、主として、東京都昭島市所在の国際法務総合センターにおいて実施された。
　同センターには、大変綺麗な寮（宗教への配慮のため、お祈り用の部屋も存在す
る。）が併設されており、小職ら本研修参加者は、国内研修中、同寮で生活していた。
　本研修と時期をほぼ同じくして、同センターにおいて、国連アジア極東犯罪防止研
修所（ＵＮＡＦＥＩ）が、諸外国から研修参加者を招いて研修を実施しており、食堂

（ハラルフードにも対応）等で同研修の参加者と触れ合う機会もあり、日本国内でも
国際色豊かな生活を送れたことに感銘を受けた。

第３　国外研修
１　法制度整備支援の現場に触れて

　ラオスにおける国外研修では、ＪＩＣＡラオス事務所や長期派遣専門家が執務を
行うプロジェクトオフィスの訪問、ラオス司法省の管轄下にある経済紛争解決セン
ター（経済的な紛争に関し、調停等を行う機関）における会議の見学、国立司法研修
所（ＮＩＪ）における小職ら研修参加者による日本の民事裁判や検察官等に関する講
義、刑事裁判の傍聴等の充実したプログラムを受けさせていただいた。
　ラオスの法制度において、正に今、何が問題となっているのか、それに対し、検事
出身の矢尾板長期派遣専門家を始めとする法制度整備支援に携わる方々がどのように
活躍をされているのか、その現場を目の当たりにし、日本の国際社会における存在感
や検事の職務の広さを感じることができた。
　また、小職らによる講義に対し、ラオスの学生や教官が熱心に質問をしてくれたこ
とで、法制度に対するラオス側の関心の高さをうかがうことができた。

２　刑事裁判の傍聴
　小職は、本研修当時、所属先において、主として、公判業務に従事していたことか
ら、前記国外研修プログラムの中でも、刑事裁判の傍聴には強い興味を持っており、
実際の傍聴を通じて印象的な出来事もあったので（多岐にわたるため、代表的なもの
に限って記載する。）、以下、これについて述べることとしたい。
　なお、傍聴に当たっては、現地通訳のソット氏がインカムを通じて同時通訳をして
くださった。
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　今回の法廷の構成は、裁判官３名の合議体、書記官１名、検察官１名、被告人合計
約２０名であったが、弁護人の出廷はなかった。
　複数件（事前情報によれば、約１０件）の事件が同時刻に開廷され、その中には、
自白・否認いずれの事件もあり、単独事件もあれば、共犯事件もあった。
　被告人は、開廷中、終始、手錠をかけられたままであった（単独で手錠をかけられ
ている者もいれば、複数人でつながった手錠をかけられている者もいた。）。
　冒頭手続を終えると、裁判長が、各被告人に対して質問を開始し、必要に応じて、
検察官や他の裁判官も質問を行った。
　特定の被告人に対して質問が行われている間、共犯者を含め他の被告人は、当該質
問を聞きながら、法廷内で待機していた。
　捜査段階では自白していたある被告人が、公判で急に否認に転じたところ、裁判長
及び検察官が、捜査段階で作成された事件記録に公判供述と矛盾する記載があるなど
と指摘して追及を行い（ラオスでは、捜査段階で作成された事件記録が、そのまま裁
判所に引き継がれる。）、当該被告人が再度自白に転じるという場面もあった。
　被告人の中には、話すことはできるが、文字を読むことができない者もいた（それ
ゆえ、当該被告人は、捜査書類等の関係書類の記載内容が理解できていない旨公判廷
において供述していた。）。
　ラオスの現在の刑事関係法令やその運用について、ラオスにおける必要性・合理性
が相当程度あることも理解できる一方で、普段、日本の刑事関係法令やその運用に接
している小職にとっては、供述の任意性、証言（供述）汚染、さらには、心証形成等
において問題が生じないのだろうかとの疑問が生じた。
　法制度整備支援は、運用も含め、このような問題点を１つ１つ発見しては、実情も
踏まえつつ、根気よく改善していくもので、それが、紛争の当事者の納得、ひいて
は、国民の司法に対する信頼につながっていくのだろうと考えた。

３　プログラム外での活動
　国外研修は、訪問国の文化に触れるのも醍醐味の１つであるように思う。
　メコン川（対岸はタイ王国）に沈む夕日を見ながら、ラオス風肉野菜炒めの「ラー
プ」等を頂きつつ、長期派遣専門家の方々と話ができたのは強く記憶に残っている。
　早起きして托鉢を見たり、休日に、ご帯同いただいた茅根教官や中嶋専門官、本研
修参加者（普段接する機会が少ない法務省所属の方等もおられた。）、現地通訳のサノ
ン氏と一緒に、首都ヴィエンチャンの観光に出かけ、日本では見られない荘厳できら
びやかな寺院等を見られたのも良い思い出となった。
　なお、国外研修に使用する旅券は、外側が緑色の公用旅券であり、研修終了後に

（無効化の処置を施した上で）もらえたのは、良い記念となっている。

第４　終わりに
　本研修は、法制度整備支援やその実情等について理解を深めることにとても有益なも
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のであった。
　また、自らの検事としての在り方について再考する良い機会にもなった。
　すなわち、法制度は違っても、「社会に生じた病理的現象（＝紛争）の解決」という
目的や、その目的達成のため、法に基づき、知恵を絞って証拠を収集し、他者（特に判
断者）を説得するという過程は、ラオスでも日本でも変わらず、そのために、皆、努力
を続けているのである。
　法制度整備支援における関係者・関係機関との調整・交渉能力は、捜査・公判におい
ても重要な能力である。
　研修終了後の職務においても、事案ときちんと向き合い、謙虚な姿勢で日々能力を磨
いていきたい。
　以上のような大変有意義な研修に参加する機会をくださった茅根教官及び中嶋専門官
を始めとするＩＣＤの皆様、ご多忙の折、ご講義をいただいた皆様、快く送り出してく
ださった福岡地方検察庁小倉支部の皆様に深く感謝申し上げる。
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令和５年度国際協力人材育成研修に参加して

東京地方検察庁検察事務官
近　藤　友　宏

第１　はじめに
　私は、令和５年１１月６日から同月１７日までの間、令和５年度国際協力人材育成研
修に参加させていただきました。
　私は、平成３０年度から令和３年度まで、国際協力部（ＩＣＤ）及び国連アジア極東
犯罪防止研修所（アジ研）において、国際専門官として勤務経験があります。そのた
め、法制度整備支援についての知識は多少なりとも持ち合わせておりますが、現在、検
察の現場において立会業務を行う中で、本研修の案内を受け、改めて法制度整備支援に
ついて学び新たな視点を得ることができればと考え、本研修に参加させていただきまし
た。国際専門官の経験者が改めて参加することについては、最初は恐縮した気持ちもあ
りましたが、本研修に参加できたことは大変光栄なことであり、結果的に、見聞を大い
に広めることができ非常に有益なものとなりました。加えて、民事局や検察官の研修員
の方々と共に、ラオスでの法制度整備支援の現場を直接拝見することができたことは、
大変貴重な経験であり、改めて研修の機会をいただけたことに感謝いたします。 
　コロナ禍が明け、昨年度から国外研修が再開されたことで、今回の研修については、
国内研修とラオスでの国外研修が併せて実施されました。以下、この研修の概要と私が
この研修に参加して感じたことを報告させていただきます。

第２　国内研修
　国内研修では、ラオス渡航前に法制度整備支援の導入として、内藤国際協力部長、須
田同副部長、ＩＣＤ各教官、元長期派遣専門家白出弁護士、ＪＩＣＡ法・司法チーム及
びＪＥＴＲＯアジア経済研究所山田紀彦様からそれぞれご講義いただきました。また、
ラオス帰国後には、アジ研や官房国際課の業務説明を受け、ＩＣＤとその関連部署の連
携について説明いただきました。
　講義を踏まえて、改めてＩＣＤ及びＪＩＣＡ等が行っている法制度整備支援について
整理すると、法制度整備支援とは、①法律の起草や改正等のルール整備の支援、②研修
等を通じた法運用機関の機能強化、③法関連情報の提供等による司法アクセス向上、こ
れら３つを通じた人材育成により法の支配を実現するための活動であると再確認しまし
た。
　法制度整備支援の最終的な目標を一言で表すならば、相互に対等な関係、つまり、支
援をする・されるの関係ではなく、お互いの法制度を比較研究し学びあうことができる
関係が目指すべき目標なのだろうと思いました。将来的に、法制度整備支援はＯＤＡと
しての枠組みを越えて、二国間の関係強化や司法外交にとってのより有力なツールとな
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り得るのだろうとも感じました。
　現在のトレンドとしては、ある程度法制度が確立された国々における外国企業の海外
進出に伴う競争法の需要の高まりや、アフリカ諸国における司法アクセス向上のための
日本の保護司制度等の関心の高まりなどを背景に、日本の知見が東南アジア以外の地域
においても、幅広い分野で必要とされていることを知りました。日本の支援は、相手国
の主体性を尊重した「寄り添い型支援」であり、これまで長年にわたって築き上げられ
た成果物や研修実績等により、支援ドナーとしての日本への信頼は十分にあると考えら
れます。一方で、近時の政府基本方針である支援対象国との関係強化を通じて国益も追
求するという目標から考えると、誠実に対応して相手との信頼関係を築いていく中で
も、どのような成果や失敗をしたのか、将来的に、こうした点も具体的に検証していく
必要があるのではないかと感じました。

第３　国外研修
　国外研修においては、ＩＣＤのカウンターパートである国立司法研修所（ＮＩＪ）や
司法省内の経済紛争解決センターといった司法関係機関への訪問、ヴィエンチャン首都
人民裁判所での刑事裁判傍聴、ＪＩＣＡラオス事務所及びラオス長期派遣専門家の方々
と意見交換をさせていただきました。さらに、日本側の研修員は、ＮＩＪの教授や学生
に対して、日本の民事訴訟手続、日本の検察官及び検察事務官の役割について発表し、
意見交換を行いました。
１　国立司法研修所（ＮＩＪ）

　まず、ＮＩＪでは、副所長であるペッサマイ氏に表敬訪問をさせていただき、教授
陣との意見交換を行いました。副所長からは、ＮＩＪの３つの役割である①大学学部
教育、②司法省職員に対する研修、③法曹養成について説明をいただき、ＮＩＪが日
本の修習制度を参考にして設立されたことなどについて知ることができました。今年
は、ＮＩＪが設立されてから９期目の生徒になるそうですが、生徒数の減少が問題と
なっていることや卒業生の進路先として弁護士に人気が集中していることなどについ
て、ＮＩＪの検討課題として説明されていました。こうした課題に対し、ＮＩＪとし
ては、ＮＩＪ卒業を法曹への要件とすることや、ＮＩＪ卒業資格を給与に反映させる
などメリットをもたらす制度改革や法改正についてのご意見も述べられていました。
制度や法改正に触れると、一朝一夕の話ではなく長期的な取組となることから、今
後、ＩＣＤとＪＩＣＡがどのようにアプローチしていくのか非常に興味深い内容であ
ると思いました。

２　経済紛争解決センター
　経済紛争解決センターには、ＪＩＣＡプロジェクトオフィスと先方との打合せに同
席させていただく形で訪問しました。経済紛争解決センターとは、調停前置主義を採
用するラオスにおいて、裁判所のリソース不足に対応するため、経済紛争の裁判外で
の自主的な解決を促すことを目的として設立された機関であり、裁判以外でも一部執
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行力を付与することができるなど、年間で約５０件処理しているといった説明を受け
ました。特に印象に残っているのは、センター側から寄せられた要望をめぐるやりと
りでした。国際協力の生の現場を拝見することで、相手のニーズを正確に聞き取った
上で、できることとできないことをきちんと伝える交渉力や折衝力が重要であり、そ
れが関係性を壊さずに現地で活動するために必要なことであると実感しました。ま
た、このようなやりとりを通じ、ラオス側が抱いている早急に実務の運用等を改善し
て国をより良くしたいという切実な思いや、日本に対する期待を身に染みて感じ、関
係各所と調整をしながら確実な成果が求められる現地専門家の方々のご苦労が垣間見
られました。

３　刑事裁判傍聴
　刑事裁判については、ヴィエンチャン市内にある首都人民裁判所で傍聴をさせてい
ただきました。詳しくは割愛しますが、裁判手続について、日本や欧米諸国のものと
は大きく異なり、ラオス法の成り立ちを知らない私にとっては、人権保障や手続の適
正の観点から見ると驚くことばかりでした。同様に、他の日本側研修員にとってもイ
ンパクトが強かったようで、傍聴後には、様々な視点から意見が交わされました。あ
る意味で研修員にとって、ラオス滞在中一番活動的な場面であり、印象に残っていま
す。ただ、こうした職権主義的な裁判を直に見ることができたことは、日本の手続を
客観的に見直すことができ、比較法としての知識や経験となりましたので、非常に有
益で貴重な経験となりました。

４　ラオスＪＩＣＡ事務所
　ラオスＪＩＣＡ事務所では、長瀬所長より、ラオスにおけるＪＩＣＡの活動全般に
触れ、現在行っている財政系職員や党幹部に対する研修についてご説明いただきまし
た。これらの研修では、ラオスの汚職問題や債務超過の問題に対して、組織運営や財
政健全化のための意思決定プロセスに関する様々なアドバイスを行っているとの説明
を受けました。汚職問題はいずれの国でも問題になり得ますが、ラオスのような政治
体制の国にとって、それが議論されるようになってきたことは、様々な支援によって
ラオス人の意識が変わってきたからとも考えられ、法制度整備支援が及ぼす影響の大
きさを実感しました。また、ＪＩＣＡとＩＣＤが尽力して施行されたラオス民法典の
意義についてもお話しいただき、歴代の現地専門家の方々の活動を推察し、現地に長
年張り付き粘り強く信頼関係を築かなければ成し得ない仕事であることを実感しまし
た。そして、築き上げてきたこれらの資産をこれからも継続して発展させなければな
らないと強く感じました。

５　ＪＩＣＡプロジェクトオフィス・長期派遣専門家との意見交換
　訪問させていただいた１１月時点では、ラオスのプロジェクトは、ワーキンググ
ループのメンバー選定中であったことから、実際の活動風景を拝見することはできな
かったものの、矢尾板長期派遣専門家からプロジェクトの概要について説明いただき
ました。内容としては、事実認定や法令解釈適用ができる人材育成を目標として、判
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例百選のような理論研究を行うとともに、成果物の活用方法を見直して研修自体の向
上を図り、論告や意見書といった実務で使えるサンプル集作成のワーキンググループ
を立ち上げる予定と教えていただきました。これまで、長期派遣専門家の業務を具体
的に拝見する機会はありませんでしたが、ＰＣＭ手法を用いて、長期にわたってプロ
ジェクト策定までに議論と合意形成を積み重ね、結果を見据えて計画を策定していく
ことの困難さを知ることができました。説明を受ける中で、長期派遣専門家として必
要な素養は、相手のニーズを真に汲み取ることであって、そのために適切な現状認識
とニーズの裏にある背景について思いを巡らせることが重要であると感じました。そ
して、結果が実を結んだときには、専門家冥利に尽き、長期間の苦労が報われる大変
やりがいのある仕事であると感じました。プロジェクトの活動経過やワーキンググ
ループの様子について拝見することができなかったことは残念ですが、弁護士出身の
専門家の方々や業務調整員の方たちとも意見を交わすことができ、現地での生活や
日々考えていることなど、業務以外の様々な話を率直に聞けたことは大きな収穫とな
りました。

６　ＮＩＪにおける日本側研修員の発表
　ＮＩＪでの日本側研修員による発表では、法務省職員と検察庁職員に分かれ発表を
行いました。検察庁職員は日本の検察官と検察事務官の役割について発表を行い、私
は検察事務官についての説明を行いました。渡航前にラオス刑法・刑訴法を拝見しま
したが、検察事務官のような内容は見当たらず、ラオス側の理解を得ることができる
か不安もありましたが、簡潔に捜査公判での立会業務及び検務事務を紹介しました。
先方の関心事項は、民事関係に集中しており、調停制度についての意見交換が活発に
行われました。刑事関係については、不起訴制度に関する質問がありましたが、日本
法との比較としての関心に留まっているような印象を受けました。もっとも、ラオス
と日本の法制度を比較することは、お互いの理解を深めることができ、二国間の関係
強化に通ずるものでもありますので、双方にとって有益な意見交換となったと感じて
います。

第４　ラオスでの所感
　今回、ラオスを初めて訪れ、各カウンターパートを訪問させていただき、ラオスにお
ける法制度整備支援について理解を深めることができました。そして、今後のラオスに
対する支援について、私自身、高い関心を持つことができました。ラオス滞在中、特に
印象に残っていることは、政府系機関において、一党支配の影響を少なからず感じるこ
とがあり、日本との比較を通じて、制度の多様性について考えるきっかけとなりまし
た。また、ラオス国内における中国のプレゼンスの高さを実感し、中国とラオスとの関
係が、今後の日本の法制度整備支援にも影響を与えることもあるのではないかと感じま
した。この点については、各所でご意見を伺い、現在のラオスの状況について、中国が
ラオスの最大の債権国となったことで、様々な面で影響が出てきていると説明を受けま
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した。幾つかの例を挙げるとすれば、中国企業の進出によってラオス人がラオス国内で
消費をするようになってきていること、選択肢が増えたことによって、ラオス人は中国
をオプションの一つとして考えることができる視野を得たこと、人・物の面でラオスに
いろいろな経済効果がでてきていることなどであり、今後のラオスの動向には注目して
いきたいと思いました。
　法制度整備支援に話を戻すと、ＩＣＤ、ＪＩＣＡ、現地専門家の長年の労力により、
民法典起草やＮＩＪ設立に大きく貢献してきたことから、日本への信頼は確かなもので
あると現地でも実感しました。目下、地道な「寄り添い型支援」を続けることが大切で
あると思っています。それ以外の方法については政治的な問題であって、ここで述べる
ことはナンセンスであると思いますので、地道な支援を続けることが日本の強みであ
り、信頼を得る確かな方法の１つであると感じています。
　ラオスは、未だアジア諸国の中で、貧しい国の１つと言われていますが、実際にラオ
スの方々と接し、ラオス人の人柄の温かさや、将来に対して前向きな考えでひたむきに
取り組む姿を見て、ラオスの将来は明るいものであることを実感しました。今後も法制
度整備支援を継続して法の支配を促進し、ラオスがより豊かで暮らしやすい国になって
もらいたいと思います。そして、ラオスと日本の関係がより強固になってもらえたらと
切に思います。

第５　おわりに
　今回の研修は、２週間という短い期間でありましたが、非常に内容の濃い充実した時
間を過ごすことができました。ＩＣＤやアジ研での勤務時代から感じていたことではあ
りますが、国際協力の業務は支援対象国の将来に思いを馳せることができる前向きな仕
事であり、非常にやりがいのある業務であることを再認識しました。また、今回研修員
として法制度整備支援のサブについても触れ、ロジ業務だけでなく知識の幅を広げるこ
とができ、今後の検察事務官としてのキャリアパスに非常に有益なものとなりました。
私は、実務家として長期派遣専門家のような仕事をすることは叶いませんが、今後も国
際関係業務に携わることができるよう、日々地道に言語習得や知識のアップデートを続
けていきたいと感じました。
　最後に、本研修を主催していただいた内藤部長、須田副部長をはじめとする国際協力
部の皆様に感謝を申し上げます。また、貴重な御講義をしていただいた講師の皆様、現
地での訪問先の調整に尽力いただいた矢尾板専門家をはじめとする現地プロジェクトオ
フィス及びＪＩＣＡ職員の皆様に改めて感謝申し上げます。何よりも、２週間の研修期
間中、様々な面でサポートしていただいた茅根教官、中嶋国際専門官に心より感謝申し
上げます。そして、多忙な業務の中、快く研修に送り出してくださった東京地方検察庁
職員の方々にもこの場を借りて感謝申し上げます。ありがとうございました。
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【講義・講演】

　２０２３年１１月から２０２４年１月までの間に当部の教官等が実施した講義・講演
は、下記のとおりです。

記

１　大阪大学における講義
⑴　日　時：１１月９日（木）

場　所：大阪大学
対象者：学生
テーマ：リーガル・プロフェッションの最先端
講　師：教官　原彰一

⑵　日　時：１１月３０日（木）
場　所：大阪大学
対象者：学生
テーマ：リーガル・プロフェッションの最先端
講　師：教官　後藤圭介

２　名古屋大学における講義
日　時：１１月２９日（水）
場　所：名古屋大学
対象者：学生
テーマ：法整備支援論
講　師：副部長　須田大

３　信州大学における講義
日　時：１２月４日（月）
場　所：信州大学
対象者：学生
テーマ：現代法務
講　師：教官　福島崇之

４　 ２０２３年度ＪＩＣＡベトナム国ビジネス環境整備にかかる能力向上プロジェクト第
２回本邦研修「経済管理及びビジネス環境整備」における講義
日　時：１２月８日（金）
場　所：ＪＩＣＡ東京センター
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対象者：ベトナム首相府及び関連省庁職員
テーマ：法制度の整備
講　師：教官　茅根航一

５　長崎大学における講義
日　時：１月１７日（水）
形　式：オンライン形式
対象者：学生
テーマ：法整備支援論
講　師：副部長　須田大

６　ＪＩＣＡ課題別研修「ビジネスと人権」における講義
日　時：１月２３日（火）
場　所：ＪＩＣＡ東京センター
対象者：カンボジア司法省職員、コートジボワール裁判官、エジプト外務省職員等
テーマ：司法的救済
講　師：教官　後藤圭介
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【研修等実施履歴】

　２０２３年１１月から２０２４年１月までの間に当部等が実施した研修等は、下記のと
おりです。
　研修の詳細等についてお知りになりたい方は、当部まで御連絡ください。

記

１　研修
⑴　令和５年度国際協力人材育成研修

日　時　１１月６日（月）から同月１７日（金）まで
場　所　国内　国際法務総合センターほか
　　　　国外　ラオスＪＩＣＡプロジェクト事務所ほか
テーマ　法制度整備支援に携わる人材の育成
担　当　教官　茅根航一
　　　　国際専門官　中嶋勇葵

⑵　第６８回ベトナム法整備支援研修（首相府）
日　時　１１月２３日（木）から１２月２日（土）まで
場　所　ＪＩＣＡ東京センターほか
テーマ　日本の法制執務、行政手続及び地方分権の研究
担　当　教官　茅根航一
　　　　国際専門官　中嶋勇葵

⑶　令和５年度ネパール国別研修
日　時　１２月３日（日）から同月１３日（水）まで
場　所　ＪＩＣＡ東京センターほか
テーマ　民法改正及び運用改善
担　当　教官　原彰一
　　　　国際専門官　辻のぞみ

⑷　令和５年度ウズベキスタン本邦研修
日　時　１２月１０日（日）から同月２０日（水）まで
場　所　ＪＩＣＡ東京センターほか
テーマ　権利保護のための司法能力強化
担　当　教官　菊地英理子、坂本達也
　　　　国際専門官　飯澤聖愛
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⑸　第７０回ベトナム法整備支援研修（最高人民裁判所）
日　時　１月２１日（日）から同月３０日（火）まで
場　所　ＪＩＣＡ東京センターほか
テーマ　判例制度及び調停制度の適切な運用
担　当　教官　原彰一、坂本達也
　　　　国際専門官　矢口昌宏

２　シンポジウム
令和５年度法整備支援連絡会専門家会合
日　時　１２月２２日（金）
場　所　国際法務総合センター国際棟　国際会議場Ａ
テーマ　ポストコロナにおける法整備支援
担　当　教官　福島崇之、茅根航一、後藤圭介、菊地英理子、原彰一、坂本達也、荒川豊
　　　　国際専門官　三宅妙子、菅原優志、矢口昌宏、飯澤聖愛、辻のぞみ、中嶋勇葵

３　その他
ウズベキスタン共和国司法省法律家トレーニングセンター来訪
日　時　１１月２０日（月）から同月２２日（水）
場　所　法務省中央合同庁舎６号館赤れんが棟ほか
担　当　教官　菊地英理子、坂本達也
　　　　国際専門官　三宅妙子、菅原優志、飯澤聖愛
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【活動予定】

　２０２４年４月から同年６月までの間に当部等が実施する予定の研修等は、下記のとお
りです。
　諸事情により延期又は中止となる場合がありますので、あらかじめ御了承ください。
　なお、実施日時が未定の研修等については、記載していません。

記

１　研修
ラオス本邦研修
日　時　令和６年５月２７日（月）から６月７日（金）まで
場　所　ＪＩＣＡ東京センターほか
テーマ　刑事法

２　共同研究
第２５回日韓パートナーシップ共同研究（日本セッション）
日　時　令和６年６月１８日（火）から同月２７日（木）まで
場　所　国際法務総合センターほか
テーマ　 不動産登記制度、商業法人登記制度、供託制度及び民事執行制度をめぐる制

度上及び実務上の諸問題

３　セミナー
日中民商事法セミナー
日　時　令和６年６月４日（火）から同月６日（木）まで
場　所　中華人民共和国内の関係機関ほか
テーマ　調整中

４　シンポジウム
法整備支援へのいざない
日　時　令和６年５月２５日（土）
場　所　国際法務総合センター
形　式　ハイブリッド形式（来場参加・オンライン参加の併用）
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法整備支援活動年表

法整備支援活動年表

（法務総合研究所が把握しているものを中心に）

2023年12月31日現在
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年度 ベトナム

１９９１ ・ ベトナム司法大臣が日本法務大臣に支援要請

１９９２

１９９３ ・ 森嶌昭夫名古屋大学教授 （当時） が文化交流プロジェクトで訪越し、 日本民法紹介

１９９４ ・ 法務省でベトナム司法省に本邦研修開始 （１９９６年まで年１回）

１９９５ ・ １９９５．８～２００１．３ 「市場経済化支援開発政策調査」 （通称 ： 石川プロジェクト） 実施

１９９６ ・ 法整備支援フェーズ１開始 （１９９６年１２月～１９９９年１１月）
・ 長期専門家１名 （弁護士） 派遣 

１９９７ ・ 法整備支援フェーズ１継続
　　　本邦研修 （年２回へ）
　　　現地セミナー開始 （年４回）

１９９８ ・ 前年と同様

１９９９ ・ 日越民商事法セミナー開催
・ 法整備支援フェーズ２開始 （１９９９年１２月～２００２年１１月）
　　　ベトナム民法改正共同研究
　　　法令鳥瞰図作成
　　　人材育成
・ 対象機関に最高人民裁判所、 最高人民検察院が加わる
・ 長期専門家１名 （業務調整員） 派遣

２０００ ・ 法整備支援フェーズ２継続
　　　本邦研修 （年４回）
　　　現地セミナー （年８回）
   ※ 以後、 ２００２年まで同様
・ 長期専門家３名 （裁判官出身者含む検事２名、 弁護士１名） 派遣
・ 民法改正共同研究会開始

２００１ ・ 法整備支援フェーズ２継続
・ 長期専門家２名 （検事、 弁護士各１名） 派遣
・ 法整備支援フェーズ２を２００３年３月まで延長

２００２ ・ 前年と同様
・ ＪＩＣＡが、 ベトナム元司法大臣を招へい
・ 長期専門家１名 （裁判官出身検事） 派遣

２００３ ・ 法整備支援フェーズ３開始
　　（２００３年７月～２００６年６月）
　　　民法改正共同研究会継続
　　　民事訴訟法共同研究会開始
　　　法曹養成共同研究会開始 （法務省、 最高裁、 日弁連）
　　　判決書 ・ 判例整備共同研究会開始 （法務省、 最高裁、 日弁連）
・ 破産法改正支援セミナー実施
・ 長期専門家１名 （検事） 派遣
・ 現地セミナーを開催 （民法、 民訴法、 法曹養成）
・ 法総研 ・ ＪＩＣＡがベトナム司法大臣一行を招へい
・ 本邦研修実施 （法曹養成）

２００４ ・ 法整備支援フェーズ３継続
・ ベトナム国家大学日本法講座開講
・ 長期専門家４名 （裁判官出身者含む検事２名、 弁護士１名、 業務調整員１名） 派遣
・ 現地セミナーを開催 （民法、 民訴法、 法曹養成、 判決書 ・ 判例）
・ 民事訴訟法成立 （６月１５日）
・ 改正破産法成立 （６月１５日）
・ 本邦研修実施 （１月、 ２月） （法曹養成、 民法改正共同研究）
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２００５ ・ 法整備支援フェーズ３継続
・ 長期専門家１名 （裁判官出身検事） 派遣
・ ベトナム国家大学日本法講座継続
・ 現地セミナーを開催 （判決書 ・ 判例、 判決執行法、 法曹養成）
・ 改正民法成立 （６月１４日）
・ 本邦研修実施 （９月、 ２月） （判決書標準化、 法曹養成）

２００６ ・ 法整備支援フェーズ３を２００７年３月まで延長
・ 長期専門家１名 （業務調整員） 派遣
・ ベトナム国家大学日本法講座継続
・ 現地セミナーを開催 （判決書 ・ 判例）
・ 日越司法制度研修及び共同研究実施 （１０月、 判決書 ・ 判例、 最高人民裁判所から４名招へい）

２００７ ・ 法 ･ 司法制度改革支援プロジェクト開始 （２００７年４月～２０１１年３月）
・ 民法共同研究会開始
・ 裁判実務改善研究会開始
・ 長期専門家４名 （裁判官出身者含む検事２名、 弁護士１名、 業務調整員１名） 派遣
・ ベトナム国家大学日本法講座継続
・ ハノイ法科大学に日本法教育研究センターを設立 （名古屋大学）
・ 現地セミナーを開催 （９月、 国賠法）
・ 本邦研修実施 （１１月、 国賠法起草）

２００８ ・ 法 ･ 司法制度改革支援プロジェクト継続
・ 民法共同研究会、 裁判実務改善研究会継続
・ 長期専門家４名 （裁判官出身者含む検事２名、 弁護士１名、 業務調整員１名） 継続
・ ベトナム国家大学日本法講座継続
・ 本邦研修実施 （６月 ： 犯罪学研究、 ８月 ： 裁判実務の改善及び判例情報等の提供のための方策、 ３月 ： 刑訴法改正）
・ 民事判決執行法成立 （１１月１４日）

２００９ ・ 法 ･ 司法制度改革支援プロジェクト継続
・ 民法共同研究会、 裁判実務改善研究会継続
・ 長期専門家４名 （裁判官出身者含む検事２名、 弁護士１名、 業務調整員１名） 継続
・ ベトナム国家大学日本法講座継続
・  本邦研修実施 （８月 ： 不動産登記法 ・ 担保取引登録法起草、 １０月 ： 日弁連の組織、 活動、 １２月 ： 改正刑事訴訟法起草、 民事判

決執行法運用指導、 ２月 ： 行政訴訟法起草）
・ 国家賠償法成立 （６月）
・ 現地セミナーを開催 （行政訴訟法、 弁護士連合会の組織 ・ 運営方法等）

２０１０ ・ 法 ･ 司法制度改革支援プロジェクト継続 
・ ＪＩＣＡ調査団派遣 （終了時評価 ・ 詳細計画策定調査） 
・ 民法共同研究会、 裁判実務改善研究会継続 
・ 長期専門家４名 （裁判官出身者含む検事２名、 弁護士１名、 業務調整員１名） 継続 
・ ベトナム国家大学日本法講座継続 
・ 日越司法制度共同研究 （６月）
・ 現地セミナーを開催 （８月） 
・ 司法省次官招へい （１０月）
・  本邦研修実施 （９月 ： 弁護士職務基本規程 ・ 単位会の役割等、 １１月 ： 戸籍法起草、 １２月 ： 改正刑事訴訟法起草、 １月 ： 改正民事

訴訟法起草） 
・ 行政訴訟法成立 （１１月）
・ 改正民事訴訟法成立 （３月）

２０１１ ・ 法 ・ 司法制度改革支援プロジェクトフェーズ２開始 （２０１１年４月～２０１５年３月）
・ 民法共同研究会、 裁判実務改善研究会継続
・ 長期専門家４名 （裁判官出身者含む検事２名、 弁護士１名、 業務調整員１名） 継続 
・ ベトナム国家大学日本法講座継続
・ 日越司法制度共同研究実施 （６月）
・ 本邦研修実施 （２月 ： 弁護士会の組織 ・ 弁護士の能力強化及び弁護士過疎対策、 ２月 ： 民法改正、 ３月 ： 裁判所組織法改正）

２０１２ ・ 法 ・ 司法制度改革支援プロジェクトフェーズ２継続
・ 民法共同研究会、 裁判実務改善研究会継続
・ 長期専門家４名 （裁判官出身者含む検事２名、 弁護士１名、 業務調整員１名） 継続 
・ ベトナム国家大学日本法講座継続
・ 日越司法制度共同研究実施 （６月）
・ 本邦研修実施 （２月 ： 刑事司法における弁護人の権利の確立、 ２月 ： 民法改正、 ３月 ： 裁判所組織法改正）

２０１３ ・ 法 ・ 司法制度改革支援プロジェクトフェーズ２継続
・ 民法共同研究会、 裁判実務改善研究会継続
・ 長期専門家４名 （裁判官出身者含む検事２名、 弁護士１名、 業務調整員１名） 継続 
・ ベトナム国家大学日本法講座継続
・ 日越司法制度共同研究実施 （８月、 最高人民検察院長官招へいも同時に実施）
・  本邦研修実施 （１０月 ： 破産法、 地方弁護士会及び地方の弁護士事務所の組織 ・ 運営 ・ 弁護士自治、 ３月 ： 民法改正～国際私法分

野の改正について）
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２０１４ ・ 法 ・ 司法制度改革支援プロジェクトフェーズ２継続 （２０１１年４月～２０１５年３月）
・ 民法共同研究会、 裁判実務改善研究会継続
・ 長期専門家４名 （裁判官出身者含む検事２名、 弁護士、 業務調整員各１名） 継続 
・ 日越司法制度共同研究実施 （６月 ： 刑法改正、 ７月 ： 検察官養成）
・ 本邦研修実施 （１２月 ： 検察官養成、 ３月 ： 民法改正）
・ 現地セミナーを開催 （簡易手続、 上訴制度、 刑訴法改正等）
・  ＪＩＣＡ調査団派遣 （８月 ： 終了時評価、 ９月 ： 詳細計画策定プレ調査、 １１月 ： 詳細計画策定調査、 １２月 ： 第三次詳細計画策定調

査、 １月 ： ＪＣＣ）
・ 刑法改正支援現地ワークショップ （９月、 １１月、 ２月）

２０１５ ・ ２０２０年を目標とする法 ･ 司法改革支援プロジェクト開始 （２０１５年４月～２０２０年３月）
・ 民法共同研究会、 裁判実務改善研究会継続
・ 長期専門家１名 （検事） を増員し５名に （１０月 ； 裁判官出身者含む検事３名、 弁護士、 業務調整員各１名）
・ 日越司法制度共同研究実施 （６月 ： 刑事政策研究等）
・ 本邦研修実施 （９月 ： 法令の整合性、 １１月 ： 法令の整合性、 １２月 ： 検察官養成）
・ ＪＩＣＡ調査団派遣 （１０月 ： ＪＣＣ）

２０１６ ・ ２０２０年を目標とする法 ･ 司法改革支援プロジェクト継続
・ 長期専門家５名 （裁判官出身者含む検事３名、 弁護士、 業務調整員各１名） 継続
・ ＪＩＣＡ調査団派遣 （４月 ： ＪＣＣ、 １１月 ： 財産登録法）
・ 本邦研修実施 （７月 ： 法令の整合性、 検察官養成、 ９月 ： 財産登録法、 １１月 ： 裁判官養成）
・ 現地調査実施 （１１月 ： 財産登録法）
・ 現地セミナー （２月 ： 財産登録法等）

２０１７ ・ ２０２０年を目標とする法 ･ 司法改革支援プロジェクト継続
・ 長期専門家５名 （裁判官出身者含む検事３名、 弁護士、 業務調整員各１名） 継続
・ 現地調査実施 （４月 ： 財産登録法）
・ 本邦研修実施 （５月 ： 判例制度等、 ７月 ： 財産登録法、 １１月 ： 民事執行制度 ・ 登記制度）
・ ＪＩＣＡ調査団派遣 （１月 ： 中間レビュー）
・ 現地セミナー （９月 ： 判例制度、 １０月 ： 家庭裁判所）

２０１８ ・ ２０２０年を目標とする法 ･ 司法改革支援プロジェクト継続
・ 長期専門家５名 （裁判官出身者含む検事３名、 弁護士、 業務調整員各１名） 継続
・ 本邦研修実施 （６月 ： 和解 ・ 調停、 １０月 ： 法令の整合性）
・ ＪＩＣＡ調査団派遣 （５月、 １月 ： ＪＣＣ）
・ 現地セミナー （１２月 ： 調停人養成、 ２月 ： 家裁調査官養成）

２０１９ ・ ２０２０年を目標とする法 ･ 司法改革支援プロジェクト継続
・ 長期専門家の派遣継続
・ 本邦研修実施 （１０月 ： 三者共同活動、 ２月 ： 法令の整合性に関わる基礎理論と実務）
・ ＪＩＣＡ調査団派遣 （４月 ： ＪＣＣ、 ９月）
・ 現地セミナー （８月 ： 争訟原則における検察官の尋問技術）
・ ワークショップ （８月 ： 裁判官による司法面接的手法の導入）
・ ＪＩＣＡ調査団派遣 （１月 ： 詳細計画策定調査）
・ 本邦研修実施 （２月～３月 ： 司法省）

２０２０ ・ ２０２０年を目標とする法 ･ 司法改革支援プロジェクト継続 ・ 期間延長 （～２０２０年１２月）
・ 長期専門家の派遣継続
・ ＪＣＣ （７月）
・ ＪＣＣ、 次期プロジェクトローンチング ・ セレモニー （１２月）
・ 法整備 ・ 執行の質及び効率性向上プロジェクト開始 （２０２１年１月～２０２５年１２月）
・  ＣＰは、 前プロジェクトの司法省、 首相府、 最高人民裁判所、 最高人民検察院、 ベトナム弁護士連合会に共産党中央内政委員会を加え

た６機関

２０２１ ・ 法整備 ・ 執行の質及び効率性向上プロジェクト継続
・ 長期専門家の派遣継続
・ 新規プロジェクトキックオフ ・ ミーティング （４月）
・ ＪＣＣ （９月）
・ オンラインワークショップ （１１月 ： 少年司法についての国際経験）
・ オンラインワークショップ （３月 ： 証拠の提出、 ３月 ： 裁判員等の国民の司法参加）
・ ＪＣＣ （３月）

２０２２ ・ 法整備 ・ 執行の質及び効率性向上プロジェクト継続
・ 長期専門家の派遣継続
・ ＪＣＣ （４月）
・ ハノイ法科大学日本法教育研究センター （ＣＪＬＶ） のインターン生へのオンライン講義 （６月）
・ 現地調査 （７月）
・ オンラインワークショップ （法の適用関係） （９月）
・ 現地セミナー （調停） （１１月）
・ 現地セミナー （司法共助） （１１月、 １２月）
・ 現地セミナー （判決書改善活動） （１２月）
・ オンラインセミナー （判決書改善活動） （2 月）
・ 現地調査 （ビジネスと人権） （3 月）
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年度 ベトナム

２０２３ ・ 法整備 ・ 執行の質及び効率性向上プロジェクト継続
・ 長期専門家の派遣継続
・ ＪＣＣ （４月）
・ 現地セミナー （７月）
・  本邦研修実施 （９月 ： 日本の立法過程 （起草、 審査、 完成） の研究、 １０月 ： 反汚職に関する国際経験の研究、 １１月 ： 日本の立法

過程 （起草、 審査、 完成）、 行政手続及び地方分権の研究）
・ 現地調査 （１１月）
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年度 カンボジア

１９９３

１９９４ ・ 日弁連が 「カンボジア司法制度の現状と課題」 セミナーを開催

１９９５

１９９６ ・ 法務省 ・ 最高裁 ・ 日弁連合同で本邦研修開始 （年１回）

１９９７ ・ 上記本邦研修継続

１９９８ ・ 上記本邦研修継続
・ ＪＩＣＡカンボジア事務所へ調査のため派遣
・ 民法 ・ 民事訴訟法起草支援を合意

１９９９ ・ ＪＩＣＡ法制度整備プロジェクトフェーズ１開始 （１９９９年３月～２００３年３月）
・ カンボジア司法省に長期専門家２名 （うち１名は弁護士） を派遣
・ 上記起草支援のため、 作業部会が日本、 現地でワークショップを相当数開催

２０００ ・ ＪＩＣＡ法制度整備プロジェクトフェーズ１継続
・ 本邦研修も作業部会との協議を中心とする起草支援の内容で実施　（年２回）
・ 日弁連が司法調査団を派遣
・ 日弁連がカンボジア王国弁護士会と友好協定締結
・ 日弁連がカンボジア王国弁護士会を対象にセミナーを開催

２００１ ・ ＪＩＣＡ法制度整備プロジェクトフェーズ１継続
・ 日弁連がカンボジア王国弁護士会司法支援プロジェクト （ＪＩＣＡ小規模開発パートナー事業） を開始
・ 日弁連が弁護士継続教育セミナー （第１回～第４回） を開催
　　（なお、 これは、 カナダ弁護士会 （３回開催）、 リヨン弁護士会 （１回開催） との共同プロジェクトであり、 計８回開催）

２００２ ・ ＪＩＣＡ法制度整備プロジェクトフェーズ１継続 （２００３年３月まで）
・ 民法典及び民事訴訟法典起草記念セミナーを開催 （フン ･ セン首相が演説）
・ 民法 ・ 民事訴訟法起草作業完了
・ 日弁連がカンボジア王国弁護士会司法支援プロジェクト （ＪＩＣＡ開発パートナー事業） 開始 （３年間）
・ 本邦研修を実施 （起草支援、 立法化支援）

２００３ ・ 本邦研修実施 （立法化支援）
・ ＪＩＣＡ調査団派遣
・ 民法、 民事訴訟法作業部会継続
・ 日弁連がＪＩＣＡ開発パートナー事業を継続
・ 司法官職養成校にＪＩＣＡ短期専門家を派遣 （検事）

２００４ ・ ＪＩＣＡ法制度整備プロジェクトフェーズ２開始 （２００４年４月～２００７年４月）
　　　立法化支援
　　　附属法令整備
・ 民法、 民事訴訟法作業部会継続
・ カ司法省へ長期専門家２名 （うち１名は弁護士） を派遣
・ 日弁連ＪＩＣＡ開発ﾊﾟｰﾄﾅｰ事業を継続
・ 法曹養成に関するＣＰ研修実施
・ 司法官職養成校にＪＩＣＡ短期専門家を派遣 （検事）
・ 本邦研修実施 （２月） （民法 ・ 民訴法）

２００５ ・ ＪＩＣＡ法制度整備プロジェクトフェーズ２継続
　　　立法化支援
　　　附属法令整備
・ 民法、 民事訴訟法作業部会継続
・ カ司法省へ長期専門家２名 （うち１名は弁護士） を派遣
・ 現地セミナーを開催 （模擬裁判）
・ 本邦研修実施 （２月）
　　（民法 ・ 民訴法）
・ 法曹養成研究会発足
・ ＪＩＣＡ裁判官 ・ 検察官養成校民事教育改善プロジェクト開始 （２００８年３月まで）
・ 裁判官 ・ 検察官養成校に長期専門家２名を派遣　（うち１名は検事）
・ 本邦研修実施 （１０月） （法曹養成）
・ 日弁連の弁護士会司法支援プロジェクト （ＪＩＣＡ開発パートナー事業） が終了
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２００６ ・ ＪＩＣＡ法制度整備プロジェクトフェーズ２継続 （２００７年４月まで）
　　　立法化支援
　　　附属法令整備
・ 民法、 民事訴訟法作業部会継続
・ カ司法省へ長期専門家２名派遣継続
・ 民事訴訟法成立 （６月） ・ 公布 （７月）
・ 短期専門家派遣 （８月）
・ 現地セミナーを開催 （８月 ： 民法特別講義、 ３月 ： 民訴法）
・ 遠隔セミナーを開催 （１２月）
・ 法総研、 （財） 国際民商事法センターがカンボジア司法大臣一行を招へい
・ ＪＩＣＡ法制度整備プロジェクトフェーズ２延長決定　（２００８年４月まで）
・ ＪＩＣＡ裁判官 ・ 検察官養成校民事教育改善プロジェクト継続
・ 法曹養成研究会継続
・ 裁判官 ・ 検察官養成校に長期専門家２名派遣継続
・ 現地セミナーを開催 （８月） （判決書セミナー）
・ ＪＩＣＡ－Ｎｅｔセミナーを開催 （４月、 １２月）
・ 本邦研修実施 （２月） （法曹養成）

２００７ ・ ＪＩＣＡ法制度整備プロジェクトフェーズ２継続
　　　立法化支援
　　　附属法令支援
・ 民法、 民事訴訟法作業部会継続
・ カ司法省へ長期専門家１名 （弁護士） を追加派遣、 合計３名
・ 民事訴訟法適用 （７月）
・ 民法成立 （１１月） ・ 公布 （１２月）
・ 遠隔セミナーを開催 （８月 ： 民訴法）
・ 現地セミナーを開催 （１月 ： 民訴法）
・ ＪＩＣＡ調査団派遣
・ ＪＩＣＡ裁判官 ・ 検察官養成校民事教育改善プロジェクト継続
・ 法曹養成研究会継続
・ 裁判官 ・ 検察官養成校に長期専門家２名派遣継続
・ ＪＩＣＡ－Ｎｅｔセミナーを開催 （５月、 ９月）
・ 本邦研修実施 （７月、 法曹養成、 民訴法）
・ 現地セミナーを開催 （１１月 ： 民法、 １２月 ： 民事模擬裁判）
・ ＪＩＣＡ調査団派遣
・ ＪＩＣＡ弁護士会司法支援プロジェクト開始 （６月）

２００８ ・ ＪＩＣＡ法制度整備プロジェクトフェーズ３開始 （２００８年４月～２０１２年３月）
　　　附属法令起草支援
・ 民法、 民事訴訟法作業部会継続
・ カ司法省へ長期専門家３名派遣継続
・ 遠隔セミナーを開催 （１２月 ： 民訴法関係）
・ 現地セミナーを開催 （１２月 ： 民法）
・ 本邦研修実施 （２月 ： 不動産登記法）
・ ＪＩＣＡ調査団派遣
・ ＪＩＣＡ裁判官 ・ 検察官養成校民事教育改善プロジェクトフェーズ２開始 （２００８年４月～２０１２年３月）
・ 法曹養成アドバイザリー ・ グループ開始
・ 裁判官 ・ 検察官養成校へ長期専門家２名派遣継続
・ ＪＩＣＡ－Ｎｅｔセミナーを開催 （９月）
・ 本邦研修実施 （１０月、 ３月）
・ 現地セミナーを開催 （１２月、 ２月）
・ ＪＩＣＡ弁護士会司法支援プロジェクト継続

２００９ ・ ＪＩＣＡ法制度整備プロジェクトフェーズ３継続
　　　附属法令起草支援
・ 民法、 民事訴訟法作業部会継続
・ カ司法省への長期専門家３名派遣継続
・ 現地セミナーを開催 （１２月 ： 民訴法関係）
・ ＪＩＣＡ裁判官 ・ 検察官養成校民事教育改善プロジェクトフェーズ２継続
・ 法曹養成アドバイザリー ・ グループ継続
・ 裁判官 ・ 検察官養成校への長期専門家２名派遣継続
・ ＪＩＣＡ－Ｎｅｔセミナーを開催 （５月）
・ 本邦研修実施 （１０月、 １１月）
・ 現地セミナーを開催 （６月、 ８月、 １２月）
・ ＪＩＣＡ弁護士会司法支援プロジェクト継続
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年度 カンボジア

２０１０ ・ ＪＩＣＡ法制度整備プロジェクトフェーズ３継続
　　　附属法令起草支援
・ 民法、 民事訴訟法作業部会継続
・ カ司法省への長期専門家３名の派遣継続
・ ＪＩＣＡ－Ｎｅｔセミナー開催 （１２月 ： 法人登記）
・ 本邦研修実施 （２月 ： 不動産登記）
・ ＪＩＣＡ裁判官 ・ 検察官養成校民事教育改善プロジェクトフェーズ２継続
・ 法曹養成アドバイザリー ・ グループ継続
・ 裁判官 ・ 検察官養成校への長期専門家２名派遣継続、 新たに１名 （裁判官出身） を派遣
・ ＪＩＣＡ－Ｎｅｔセミナーを開催 （５月 ： 民事訴訟法）
・ 現地セミナー開催 （９月 ： 民法）
・ 本邦研修実施 （１０月 ： 法曹養成）
・ 現地セミナー開催 （３月 ： 民法）
・ ＪＩＣＡ弁護士会司法支援プロジェクト終了 （５月）
・ 法総研が現地調査実施 （５月 ： ニーズ調査）

２０１１ ・ ＪＩＣＡ法制度整備プロジェクトフェーズ３継続 （２０１２年３月まで）
　　　附属法令起草支援
・ 民法、 民事訴訟法作業部会継続
・ 司法省への長期専門家３名派遣継続
・ 民法適用法公布 （６月）
・ 現地セミナー開催 （８月、 ９月、 １１月 ： 民法）
・ ＪＩＣＡ調査団派遣 （９月 ： 終了時評価）
・ 民法適用、 同記念式典 （１２月）
・ 現地セミナー開催 （１２月 ： 民法普及）
・ 本邦研修実施予定 （２月 ： 法人登記）
・ ＪＩＣＡ裁判官 ・ 検察官養成校民事教育改善プロジェクトフェーズ２継続 （２０１２年３月まで）
・ 法曹養成アドバイザリー ・ グループ継続
・ 裁判官 ・ 検察官養成校への長期専門家３名派遣継続
・ 本邦研修実施 （６月、 １０月 ： 法曹養成）
・ ＪＩＣＡ調査団派遣 （９月 ： 終了時評価）
・ 現地セミナー開催 （１月 ： 民法）
・ ＪＩＣＡ調査団派遣 （１０月 ： 次期案件詳細計画策定）

２０１２ ・ ＪＩＣＡ民法 ・ 民事訴訟法普及プロジェクト開始 （２０１２年４月～２０１７年３月）
　　　不動産登記共同省令起草支援
　　　司法省、 王立司法学院、 弁護士会、 王立法律経済大学を対象とした人材育成支援
・ 民法、 民事訴訟法作業部会継続
・ 長期専門家４名 （裁判官出身者含む検事 ・ 弁護士等） 派遣
・ 現地セミナー開催 （９月、 １２月 ： 不動産登記）
・ 現地セミナー開催 （２月 ： 親族相続法）
・ 本邦研修実施 （２月 ： 人材育成）
・ ＪＩＣＡ調査団派遣 （１１月 ： ＪＣＣ参加）

２０１３ ・ ＪＩＣＡ民法 ・ 民事訴訟法普及プロジェクト継続
　　　ただし、 法令起草支援の分野は終了 （～３月）
　　　司法省、 王立司法学院、 弁護士会、 王立法律経済大学を対象とした人材育成支援は継続
・ 民法、 民事訴訟法作業部会継続
・ 長期専門家３名派遣継続、 １名は派遣終了
・ 現地セミナー （９月、 １２月 ： 民事訴訟法　３月 ： 民法）
・ 本邦研修 （１０月、 ２月 ： 人材育成）
・ ＪＩＣＡ調査団派遣 （９月 ： 運営指導調査、 １２月 ： ＪＣＣ）

２０１４ ・ ＪＩＣＡ民法 ・ 民事訴訟法普及プロジェクト継続
　　　司法省、 王立司法学院、 弁護士会、 王立法律経済大学を対象とした人材育成
・ 民法、 民事訴訟法作業部会継続
・ 本邦研修実施 （６月、 １０月、 ２月）
・ 長期専門家１名 （検事） 派遣、 １名派遣終了 （９月）
・ ＪＩＣＡ調査団派遣 （８月 ： 中間レビュー、 １２月 ： ＪＣＣ）
・ 現地セミナー開催 （１２月 ： 判決公開、 ３月 ： 不動産登記共同省令）

２０１５ ・ ＪＩＣＡ民法 ・ 民事訴訟法普及プロジェクト継続
　　　司法省、 王立司法学院、 弁護士会、 王立法律経済大学を対象とした人材育成
・ 民法、 民事訴訟法作業部会継続
・ 長期専門家３名は派遣継続 （裁判官 ・ 弁護士各１名は、 ３月で派遣終了）
・ 本邦研修実施 （９月、 ３月）
・ ＪＩＣＡ調査団派遣 （１２月 ： ＪＣＣ及び次期プロジェクト協議）
・ 現地セミナー開催 （７月 ： 不動産登記共同省令、 １月 ： 民事保全）
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２０１６ ・ ＪＩＣＡ民法 ・ 民事訴訟法普及プロジェクト継続 （２０１７年３月まで）
　　　司法省、 王立司法学院、 弁護士会、 王立法律経済大学を対象とした人材育成
・ 民法、 民事訴訟法作業部会継続
・ 長期専門家２名 （検事、 弁護士） は派遣継続 （弁護士１名は９月で派遣終了、 検事１名は３月で派遣終了）、 １名 （弁護士） 新規派遣
・ 本邦研修実施 （１０月）
・ ＪＩＣＡ調査団派遣 （８月 ： 終了時評価、 ９月 ： 次期プロジェクト詳細計画策定調査、 １月 ： ＪＣＣ）
・ 短期専門家１名派遣 （１０～３月）
・  現地セミナー開催 （８月 ： 民事実務上の諸問題－訴状の不備等、 １月 ： 民事実務上の諸問題－再審等、 ２月 ： 民事実務上の諸問題－

強制執行等）

２０１７ ・ ＪＩＣＡ民法 ・ 民事訴訟法運用改善プロジェクト開始 （２０１７年４月～２０２２年３月）
・ 民法作業部会終了 （～８月）、 民事訴訟法作業部会継続
・ 長期専門家３名 （裁判官出身者を含む検事２名、 弁護士１名） の派遣継続
・ 現地セミナー （８月 ： 実務上の諸問題）
・ 日弁連 ・ ＢＡＫＣ ・ ＩＣＤセミナー （１月 ： 遺産分割、 ３月 ： 離婚等）
・ ＲＵＬＥ ・ ＩＣＤセミナー （３月 ： 離婚）

２０１８ ・ ＪＩＣＡ民法 ・ 民事訴訟法運用改善プロジェクト継続
・ 民事訴訟法作業部会継続、 不動産登記法アドバイザリーグループ会合 （１２月）
・ 長期専門家３名 （裁判官出身者を含む検事２名、 弁護士１名） の派遣継続
・ 日弁連 ・ ＢＡＫＣ ・ ＩＣＤセミナー （８月 ： 不動産強制執行、 ３月 ： 民事保全）
・ ＪＩＣＡ調査団派遣 （１月 ： ＪＣＣ参加等）
・ 本邦研修 （２月）
・ 不動産登記法ワークショップ （２月）

２０１９ ・ ＪＩＣＡ民法 ・ 民事訴訟法運用改善プロジェクト継続
・ 民事訴訟法作業部会会合 （９月）、 不動産登記法アドバイザリーグループ会合 （１２月）
・ 長期専門家の派遣継続
・ 日弁連 ・ ＢＡＫＣ ・ ＩＣＤセミナー （３月 ： 民事訴訟）
・ ＪＩＣＡ調査団派遣 （１月 ： ＪＣＣ参加等）
・ 本邦研修 （１月 ： 不動産登記法）
・ 不動産登記法セミナー （１０月）
・ 執行官法セミナー （１月）
・ 王立司法学院と法務総合研究所との間で協力覚書 （ＭＯＣ） 締結 （１月）
・ 執行官法オンラインセミナー （３月）

２０２０ ・ ＪＩＣＡ民法 ・ 民事訴訟法運用改善プロジェクト継続
・ 長期専門家の派遣継続
・ ＪＣＣ （１月）
・ 王立司法学院とＩＣＤとの共同活動について協議 （２月～）
・ 執行官法オンラインワークショップ （３月）

２０２１ ・ ＪＩＣＡ民法 ・ 民事訴訟法運用改善プロジェクト継続 （２０２２年１０月まで延長）
・ 長期専門家の派遣継続
・ 王立司法学院とＩＣＤとのオンラインセミナー （８月）
・ 不動産登記オンラインワークショップ （７月、 １０月、 １１月、 １２月）
・ ＪＣＣ （２月）
・ 王立司法学院とＩＣＤとのオンラインセミナー （２月）

２０２２ ・ ＪＩＣＡ民法 ・ 民事訴訟法運用改善プロジェクト継続
・ 長期専門家の派遣継続
・ 現地調査 （５月）
・ ＪＩＣＡ民法 ・ 民事訴訟法運用改善プロジェクト終了 （１０月）
・ ＪＩＣＡ法 ・ 司法分野人材育成プロジェクト開始 （２０２２年１１月～２０２７年１０月）
・ 王立司法学院とＩＣＤとの現地セミナー （人事訴訟法等） （１２月）
・ ＪＣＣ （３月）

２０２３ ・ ＪＩＣＡ法 ・ 司法分野人材育成プロジェクト継続
・ 長期専門家の派遣継続
・ 現地調査 （５月）
・ 現地セミナー （８月、 １０月 ： 法科大学院教育等）
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年度 ラオス

１９９５

１９９６ ･ ラオス司法大臣が来日し、 支援要請

１９９７

１９９８ ・ 名古屋大学及び法務総合研究所が受託機関となり本邦研修を開始
・ 現地セミナー ・ 調査 （１２月）、 本邦研修 （２月） を実施

１９９９ ・ 本邦研修 （１１月）、 現地セミナー （２月） を実施

２０００ ・ 前年と同様
・ 現地で司法制度調査を実施 （約３か月）
・ 現地セミナー （６月）、 本邦研修 （１１月） を実施
・ ＪＩＣＡプロジェクト形成調査団派遣 （１２月）
・ 日弁連が司法調査団を派遣 （４月）

２００１ ・ 司法アドバイザー型の短期専門家を派遣 （合計８か月間）
・ 本邦研修 （１０月 ・ ３月）
・ 現地セミナー （２回）

２００２ ・ 長期専門家１名を派遣 （検事）
・ 現地セミナー （４回）
・ 本邦研修 （１０月 ・ ３月）

２００３ ・ ＪＩＣＡプロジェクト開始 （２００５年５月まで予定）
　　　法令データベース作成
　　　法令集出版支援
　　　教科書及び辞書作成支援
　　　検察マニュアル作成支援
　　　講師養成
・ 長期専門家１名を派遣 （検事）
・ 本邦研修 （１１月 ・ ２月）

２００４ ・ ＪＩＣＡプロジェクト継続
・ 長期専門家２名を派遣 （検事 ・ 弁護士）
・ 本邦研修 （年２回）
・ 現地セミナー

２００５ ・ ＪＩＣＡプロジェクト継続
・ 長期専門家２名を派遣 （検事 ・ 弁護士）
・ 本邦研修 （２回）
・ 現地セミナー （民法教科書、 判決書マニュアル、 検察マニュアル）
・ 検察マニュアル及び判決書マニュアル完成

２００６ ・ ＪＩＣＡプロジェクトを２００７年５月まで延長
・ 現地にて普及セミナー実施
　　（判決書マニュアル、 検察マニュアル、 民商法教科書）
・ 本邦研修 （１１月）　
　　（プロジェクト総括と成果物普及 ・ 新司法改革マスタープランの内容）　

２００７ ・ ２００７年５月末プロジェクト延長期間終了
・ フォローアップ
　　　現地各ＣＰによる普及ワークショップ、 ＪＩＣＡ現地事務所でモニタリング （５～１２月）

２００８ ・ 法整備支援シミュレーションワークショップを名古屋大学と共同で３回実施 （９月 ・ １１月 ・ １２月）
・ 現地調査 （１月）

２００９ ・ 法整備支援シミュレーションワークショップを名古屋大学と共同で４回実施
　　（５月 ・ ６月 ・ １１月 ・ ２月）
・ 現地調査 （５月 ・ ９月 ・ ３月）
・ 現地セミナー （９月）
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年度 ラオス

２０１０ ・ 法総研による現地調査を実施 （７月 ・ ８月 ： 司法制度）
・ ＪＩＣＡ－Ｎｅｔセミナーを実施 （５月 ・ ７月 ・ １０月 ・ １２月 ： 民法）
・ 法律人材育成強化プロジェクト開始 （２０１０年７月～２０１４年７月）
・ 長期専門家３名 （検事、 弁護士、 業務調整員各１名） を派遣 （７月）
・ 国内アドバイザリーグループを設置 （民法、 民事訴訟法、 刑事訴訟法）
・ 現地セミナー （２月）
・ 本邦研修実施 （３月 ： 民法）

２０１１ ・ 法律人材育成強化プロジェクト継続
・ 長期専門家３名 （検事、 弁護士、 業務調整員各１名） 継続
・ ＪＩＣＡ－Ｎｅｔセミナー開催 （６月 ： 刑事訴訟法、 ７月 ： 民法 ・ 民事訴訟法）
・ 現地セミナー実施 （８月 ： 民法、 ９月 ： 民事訴訟法、 ３月 ： 刑事訴訟法）
・ 本邦研修実施 （１０月 ： 刑事訴訟法、 １月 ： 民事訴訟法）
・ ＪＩＣＡによる各ＣＰ （司法省、 最高裁、 最高検、 ラオス国立大学） 副大臣級招へい

２０１２ ・ 法律人材育成強化プロジェクト継続
・ 長期専門家３名 （検事、 弁護士、 業務調整員各１名） 継続
・ ＪＩＣＡ－Ｎｅｔセミナー開催 （１０月 ： 刑事訴訟法）
・ 現地セミナー実施 （６月 ・ ８月 ・ ３月 ： 民法、 ２月 ： 刑事訴訟法、 民事訴訟法）
・ 本邦研修実施 （１０月 ： 刑事訴訟法、 １１月 ： 民事訴訟法、 ２月、 ３月 ： 民法）
・ ＪＩＣＡ調査団派遣 （７月 ： 中間評価）　※民法典起草支援をプロジェクトに追加

２０１３ ・ 法律人材育成強化プロジェクト継続
・ 長期専門家 （検事） １名増員し４名に （検事２名、 弁護士、 業務調整員各１名）
・ ＪＩＣＡ－Ｎｅｔセミナー開催 （４月 ・ ７月 ・ １１月 ・ ３月 ： 刑事訴訟法、 ５月 ・ ７月 ・ １０月 ・ １１月 ・ １２月 ・ １月 ： 民法）
・ 現地セミナー実施 （８月 ・ １１月 ： 民法、 １２月 ： 刑事訴訟法等、 ３月 ： 民事訴訟法）
・ 本邦研修実施 （７月 ： 刑事訴訟法、 １０月 ： 民事訴訟法、 ２月 ・ ３月 ： 民法）
・ ＪＩＣＡ調査団派遣 （５月 ： 運営指導調査、 ２月 ： 終了時評価、 ３月 ： 詳細計画策定調査）

２０１４ ・ 法律人材育成強化プロジェクト継続 （７月まで）
・ 長期専門家４名に （検事２名、 弁護士、 業務調整員各１名）
・ ＪＩＣＡ－Ｎｅｔセミナー開催 （４月 ・ ５月 ・ ６月 ： 民法）
・ 法律人材育成強化プロジェクト ・ フェーズ２開始 （２０１４年７月～２０１８年７月）
・ １０月までは長期専門家３名 （検事、 弁護士、 業務調整員各１名）、 １０月から１名 （弁護士） 増員
・ ＪＩＣＡ－Ｎｅｔセミナー開催 （７月 ・ ９月 ・ １０月 ・ １月 ・ ２月 ・ ３月 ： 民法）
・ 現地セミナー実施 （７月 ： 法曹人材育成、 ８月 ： 民法、 ３月 ： 刑事訴訟法等）
・ 本邦研修実施 （１１月 ・ ２月 ： 民法）
・ ＪＩＣＡ調査団派遣 （１０月 ： 第１回ＪＣＣ参加等）

２０１５ ・ 法律人材育成強化プロジェクト ・ フェーズ２継続
・ 長期専門家４名 （検事１名、 弁護士２名、 業務調整員１名） 継続
・ ＪＩＣＡ－Ｎｅｔセミナー開催 （４月 ： 民法）
・ 本邦研修実施 （９月 ： 法曹人材育成、 １１月 ： 刑事訴訟法等、 １２月 ： 民事経済法）
・ 司法大臣招へい （８月）
・ 現地セミナー実施 （３月 ： 法曹人材育成、 ２月 ： 刑事訴訟法等）

２０１６ ・ 法律人材育成強化プロジェクト ・ フェーズ２継続
・ 長期専門家４名 （検事１名、 弁護士２名、 業務調整員１名） 継続
・ ＪＩＣＡ調査団派遣 （５月 ： 第１回ＪＣＣ参加）
・ 本邦研修実施 （９月 ： 民事経済法、 １１月 ： 刑事訴訟法等、 ２月 ： 法曹人材育成）
・ ＪＩＣＡ調査団派遣 （１１月 ： 第２回ＪＣＣ参加）
・ 現地セミナー実施 （１２月 ： 法曹人材育成、 ２月 ： 刑事訴訟法、 ３月 ： 民事経済）

２０１７ ・ 法律人材育成強化プロジェクト ・ フェーズ２継続
・ 長期専門家４名 （検事２名、 弁護士２名 （６月に弁護士の長期専門家１名が交代、 １０月に１名が離任。）、 業務調整員１名）
・ ＪＩＣＡ調査団派遣 （５月 ： ＪＣＣ、 １１月 ： 第１回詳細計画策定調査、 １月 ： 第２回詳細計画策定調査）
・ 本邦研修 （８月 ： 民事経済、 １２月 ： 教育研修改善、 ３月 ： 民法）
・ 現地セミナー実施 （６月 ： 教育研修改善、 ８月 ： 民法、 ２月 ： 刑事法）
・ 国会法務委員会アドバイザー等招へい （３月）

２０１８ ・ 法律人材育成強化プロジェクト ・ フェーズ２継続 （７月まで）
・ 法の支配発展促進プロジェクト開始 （７月～）
・ 長期専門家４名 （検事１名、 弁護士２名、 業務調整員１名） 派遣継続
・ ＪＩＣＡ調査団派遣 （７月 ： ＪＣＣ）
・ 現地セミナー実施 （６月、 １１月 ： 教育研修改善、 ８月 ： 民法）
・ 現地調査及び現地セミナー実施 （８月 ： 立法手続、 不動産登録法制）
・ 本邦研修 （１２月 ： 教育研修改善、 ３月 ： 民法）
・ 新民法典がラオス国会で承認 （１２月）
・ 法務総合研究所とラオス司法省国立司法研修所 （ＮＩＪ） との間で法 ・ 司法分野における協力覚書 （ＭＯＣ） 締結 （１２月）
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年度 ラオス

２０１９ ・ 法の支配発展促進プロジェクト継続
・ 長期専門家の派遣継続
・ 本邦研修 （５月 ： 刑事法、 １２月 ： 教育研修改善、 ３月 ： 民法典）
・ 現地調査実施 （５月～７月）
・ 日越ラ刑事ローフォーラム （９月）
・ 法総研と司法省国立司法研修所との刑法典共同セミナー実施 （１０月）
・ 首相府共同セミナー （１月）
・ ＪＣＣ （１月）
・ 現地セミナー （８月 ： 民法典、 １月 ： 民事判決書、 ２月 ： 民事系合同、 刑事法）

２０２０ ・ 法の支配発展促進プロジェクト継続
・ 長期専門家の派遣継続
・ 民事合同セミナー （１１月）
・ ＪＣＣ （１２月）
・ 教育研修改善共同リトリートセミナー （２月）
・ ＮＩＪ ・ ＩＣＤ共同セミナー （刑法） （３月）

２０２１ ・ 法の支配発展促進プロジェクト継続
・ 長期専門家の派遣継続
・ ＮＩＪ ・ ＩＣＤ共同セミナー （刑法 ・ 法曹養成） （６月）
・ ＪＣＣ （７月）
・ ＮＩＪ ・ ＩＣＤ共同セミナー （刑法） （９月）
・ 刑法典セミナー （１０月）
・ ＮＩＪ ・ ＩＣＤ共同セミナー （執行官、 公証人教育） （１２月）
・ 民事判決書マニュアル改訂セミナー （１月）
・ ＪＣＣ （２月）
・ ＮＩＪ ・ ＩＣＤ共同セミナー （刑法） （３月）

２０２２ ・ 法の支配発展促進プロジェクト継続
・ 長期専門家の派遣継続
・ ＮＩＪ ・ ＩＣＤ共同セミナー （犯罪の客体的要素） （６月）
・ 現地調査 （７月、 ８月）
・ 民事合同セミナー （８月）
・ ＮＩＪ ・ ＩＣＤ共同セミナー （犯罪の客体的要素） （９月）
・ ＪＣＣ （１０月）
・ 現地調査 （１２月）
・ 現地調査 （１月）
・ ＮＩＪ－ＩＣＤ共同セミナー （強盗罪等の財産犯） （１月）
・ ＮＩＪ－ＩＣＤ共同セミナー （強盗罪等の財産犯、 性犯罪） （３月）

２０２３ ・ 法の支配発展促進プロジェクト継続 （７月まで）
・ 法の支配発展促進プロジェクトフェーズ２開始 （７月～）
・ 長期専門家の派遣継続
・ 本邦研修実施 （４月 ： 教育研修改善）
・ 現地セミナー （教育研修改善 ・ 民法典）、 ＮＩＪ－ＩＣＤ共同セミナー （性犯罪） （６月）
・ ＪＣＣ （６月）
・ ＮＩＪ－ＩＣＤ共同セミナー （知的財産法） （９月）
・ ＪＣＣ、 ＮＩＪ－ＩＣＤ共同セミナー （逮捕監禁罪） （１１月）
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年度 インドネシア

１９９７

１９９８ ・ 経済法研修

１９９９

２０００ ・ 日本貿易振興会 （ＪＥＴＲＯ） 等がインドネシア独占禁止法研究会を開催
・ ＪＥＴＲＯ等がＡＰＥＣ経済法制度シンポジウムを開催

２００１ ・ ＪＩＣＡ調査団派遣 （２月）

２００２ ・ 本邦研修 （７月）
・ 現地セミナー （年１回）
・ ＪＥＴＲＯ等がＡＰＥＣ経済法制度シンポジウムを開催
・ ＪＩＣＡ調査団派遣
・ 外務省 ・ ＪＩＣＡがイ最高裁長官を招へい

２００３ ・ 本邦研修 （６月）
・ 企画調査員として長期専門家派遣 （弁護士）
・ 日本 ・ インドネシアＡＤＲ比較研究セミナー （本邦研修 ・ １０月）

２００４ ・ 本邦研修 （６月）
・ インドネシア競争政策 ・ 規制緩和研修プロジェクト開始 （公正取引委員会、 ２００６年７月まで）
・ 企画調査員１名を派遣

２００５ ・ 本邦研修 （１２月）
・ アチェに対するＡＤＲ現地セミナー （ＪＩＣＡ ・ 日弁連）

２００６ ・ アチェに対するＡＤＲ遠隔セミナー （全５回） （ＪＩＣＡ ・ 日弁連）
・ 本邦研修 （７月）
・ ＪＩＣＡ調査団派遣、 Ｍ／Ｍ締結 （９月）
・ ＪＩＣＡ和解 ・ 調停制度強化支援プロジェクト開始、 長期専門家 （弁護士） を派遣 （３月）

２００７ ・ アドバイザリー ・ グループ会合 （６月 ・ ７月 ・ ９月 ・ １２月 ・ ２月）
・ 現地セミナー （８月 ・ ３月）
・ 本邦研修 （１０月）

２００８ ・ アドバイザリー ・ グループ会合 （５月 ・ ６月 ・ ９月 ・ １２月 ・ ３月）
・ 第２回本邦研修 （７月）
・ インドネシア改正最高裁判所規則ＰＥＲＭＡ２００８年１号 （裁判所が行う和解 ・ 調停手続に関する規則） が施行 （７月）
・ 現地セミナー （１１月）
・ ＪＩＣＡインドネシア 「和解 ・ 調停制度強化支援プロジェクト」 終了時評価調査団を派遣 （１１月）

２００９ ・ アドバイザリー ・ グループ会合 （６月 ・ ８月 ・ １０月 ・ １２月）
・ 現地調査 （９月）
・ ＪＩＣＡ国別研修 「法廷と連携した和解 ・ 調停実施」 （１１月）
・ インドネシア最高裁判所との今後の協力の在り方に関する協議会 （３月）

２０１０ ・ 現地調査 （８月）  
・ 第１回裁判官人材育成強化支援研修 （本邦研修 ・ １１月）  
・ 最高裁副長官等招へい （１２月）  
・ ＪＩＣＡ知財支援プロジェクトに法総研も協力

２０１１ ・ 和解 ・ 調停制度普及及び司法の実情に関する現地調査 （８月）
・ インドネシア裁判官人材育成強化共同研究 （１１月）

２０１２ ・ 現地調査 （８月）
・ 第２回インドネシア裁判官人材育成強化共同研究 （１１月）

２０１３ ・ 現地調査 （５月）
・ ＪＩＣＡ法 ・ 司法分野に関する情報収集 ・ 確認調査 （１１月）
・ 第３回インドネシア裁判官人材育成強化共同研究 （２月）

189ICD NEWS 　第98号（2024.3）



年度 インドネシア

２０１４ ・ 現地調査 （４月）
・ ＪＩＣＡ知財支援プロジェクト終了時評価調査等 （１０月）
・ インドネシア最高裁判所 ・ 少額訴訟制度研究 （１２月）
・ ＪＩＣＡ調査団派遣 （２月 ・ ３月）
・ 第４回インドネシア裁判官人材育成強化共同研究 （２月）

２０１５ ・  ＪＩＣＡとインドネシア最高裁判所 （７月） 及び同法務人権省 （８月） との間で、 ビジネス環境改善のための知的財産権保護 ・ 法的整合性
向上プロジェクトに関する実施合意文書締結

・ ＪＩＣＡ調査団派遣 （８月 ・ １０月 ・ １２月）
・ ＪＩＣＡ 「ビジネス環境改善のための知的財産権保護 ・ 法的整合性向上プロジェクト」 開始 （２０１５年１２月～２０２０年１２月）
・ 長期専門家２名 （検事２名、 うち１名は裁判官出身） を派遣 （２月）
・ 現地調査 （３月）

２０１６ ・ ビジネス環境改善のための知的財産権保護 ・ 法的整合性向上プロジェクト継続
・ 長期専門家２名 （検事２名、 うち１名は裁判官出身） 継続
・ 現地調査 （４月～５月）
・ 法務大臣等現地訪問、 日本 ・ インドネシア間の司法 ・ 法務分野における協力関係増進記念式典 （５月）
・ 共同研究 （５月 ： 法務人権省法規総局）
・ 最高裁判所支援アドバイザリーグループ会合 （６月 ・ １０月 ・ ２月）
・ 本邦研修 （７月 ： ３機関合同、 １０月 ： 最高裁判所 ・ 法務人権省法規総局、 ２月 ： 法務人権省法規総局）
・ ＪＩＣＡ調査団派遣 （６月 ・ ８月 ： 国際シンポジウム出席等、 ９月 ： 第１回ＪＣＣ参加等）
・ 現地セミナー （３月）

２０１７ ・ ビジネス環境改善のための知的財産権保護 ・ 法的整合性向上プロジェクト継続
・ 長期専門家２名 （検事２名、 うち１名は裁判官出身。 １０月に裁判官出身の長期専門家が交代。） 継続
・ ＪＩＣＡ調査団派遣 （４月 ・ ５月 ： 第２回ＪＣＣ参加等、 ８月）
・ 法務大臣等現地訪問 （９月）
・ 本邦研修 （７月 ・ １１月 ： 法務人権省法規総局、 ２月 ： 最高裁判所）
・ 現地セミナー （６月 ・ １月）
・ 最高裁判所支援アドバイザリーグループ会合 （１１月）

２０１８ ・ ビジネス環境改善のための知的財産権保護 ・ 法的整合性向上プロジェクト継続
・ 長期専門家２名 （検事２名、 うち１名は裁判官出身。） 継続
・ ＪＩＣＡ調査団派遣 （５月 ： 第３回ＪＣＣ参加等、 ８月 ： 国際シンポジウム参加等、 １１月）
・ 本邦研修 （１０月 ・ ２月 ： 法務人権省法規総局、 １月 ： 最高裁判所）
・ 現地セミナー （７月 ・ １月）
・ 判決集 （第１集、 知的財産法） 完成 （１１月）
・ 最高裁判所支援アドバイザリーグループ会合 （１２月）

２０１９ ・ ビジネス環境改善のための知的財産権保護 ・ 法的整合性向上プロジェクト継続
・ 長期専門家の派遣継続
・ ＪＩＣＡ調査団派遣 （６月 ： 第４回ＪＣＣ参加、 ６月 ・ １月 ： 現地セミナー等）
・ 本邦研修 （７月 ・ １月 ： 最高裁判所、 ９月 ・ ３月 ： 法務人権省法規総局）
・ 現地セミナー （６月 ・ １月）　

２０２０ ・ ビジネス環境改善のための知的財産権保護 ・ 法的整合性向上プロジェクト継続 ・ 期間延長 （～２０２１年９月）
・ 長期専門家の派遣継続
・ 本邦研修 （１月 ： 最高裁判所）
・ 第５回ＪＣＣ （１１月 ・ オンライン）
・ 現地セミナー （１月）

２０２１ ・ 長期専門家の派遣継続
・ 第６回ＪＣＣ （８月 ・ オンライン）
・ オンラインセミナー （９月、 法令の整合性確保のための施策）
・ ビジネス環境改善のための知的財産権保護 ・ 法的整合性向上プロジェクト終了 （９月）
・ ビジネス環境改善のためのドラフターの能力向上及び紛争解決機能強化プロジェクト開始 （２０２１年１０月～２０２５年９月）
・ オンラインセミナー （１月、 法令の整合性確保のための施策）
・ 判決集 （第２集、 商標法） 完成披露会 （３月）

２０２２ ・ ビジネス環境改善のためのドラフターの能力向上及び紛争解決機能強化プロジェクト継続
・ 長期専門家の派遣継続
・ 「法制執務資料条例 ・ 地方首長規則編」 完成披露会 （７月）
・ オンラインセミナー （国の法令と自治立法の関係） （７月）
・ 現地調査、 現地セミナー （判例制度、 知的財産権の刑事的規制、 法案の起草 ・ 審査、 条例案の作成） （８月）
・ 第７回ＪＣＣ （８月）
・ オンラインセミナー （条例案の作成） （１０月）
・ 現地調査 （ビジネスと人権） （3 月）

190



年度 インドネシア

２０２３ ・ ビジネス環境改善のためのドラフターの能力向上及び紛争解決機能強化プロジェクト継続
・ 長期専門家の派遣継続
・ 本邦研修 （５月 ： 最高裁判所、 ９月 ： 法務人権省法規総局）
・ 現地調査 （７月）
・ 第８回ＪＣＣ （８月）
・ 現地セミナー （地方自治） （１２月）
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１９９３

１９９４ ・ 森嶌昭夫教授がＪＩＣＡ短期専門家として、 モンゴルに対し、 民法改正につき助言

１９９５

１９９６ ・ 日本司法書士会連合会による登記制度に関するモンゴル支援

１９９７

１９９８ ・ モンゴル不動産登記庁の登記官に対し、 登記セミナーを開催 （ＪＩＣＡ短期専門家は司法書士他）

１９９９ ・ 前年と同様 （モンゴル）

２０００

２００１ ・ モンゴル法整備支援事前調査
・ 法総研が日本 ・ モンゴル司法制度比較セミナー （本邦研修） を実施
・ 日本司法書士会連合会による登記制度に関するモンゴル支援

２００２ ・ 名古屋大学がモンゴルに対する本邦研修を実施

２００３ ・ モンゴルへ専門家派遣 （名古屋大学 ・ 弁護士）

２００４ ・ モンゴル法務内務省へ弁護士１名を長期派遣
・ 名古屋大学が国際シンポジウムを開催 （モンゴル）

２００５ ・ 名古屋大学が国際シンポジウムを開催 （モンゴル）
・ モンゴルの土地法制に関する法社会学的研究プロジェクト開始 （名古屋大学）

２００６ ・ 弁護士会強化計画プロジェクト開始 （２００６年９月～２００８年１１月）
・ 長期専門家 （弁護士） １名を派遣 （日弁連）
・ モンゴル国立大学に日本法教育研究センターを設立 （名古屋大学）

２００７ ・ 弁護士会強化計画プロジェクト継続

２００８ ・ 弁護士会強化計画プロジェクト終了 （～１１月）

２００９ ・ 調停制度強化プロジェクト詳細計画策定調査団派遣
・ 名古屋大学日本法教育研究センター （モンゴル） ３周年記念行事開催

２０１０ ・ 調停制度強化プロジェクト開始 （２０１０年５月～２０１２年１１月）
・ 長期専門家 （弁護士） １名を派遣 （日弁連）

２０１１ ・ 調停制度強化プロジェクト継続

２０１２ ・ 調停制度強化プロジェクト終了 （～１１月）
・ 調停制度強化プロジェクトフェーズ２詳細計画策定調査団派遣

２０１３ ・ 調停制度強化プロジェクトフェーズ２開始 （２０１３年１月～２０１５年７月）
・ 長期専門家 （弁護士） １名を派遣 （日弁連）
・ 短期専門家２名を派遣

２０１４ ・ 調停制度強化プロジェクトフェーズ２継続
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２０１５ ・ 調停制度強化プロジェクトフェーズ２終了 （～１２月）
・ 長期専門家 （弁護士） 派遣終了 （～１２月）

２０１６ ・ 現地調査実施 （３月）

２０１７ ・ 現地調査実施 （９月）

２０１８ ・ 現地調査実施 （８月）
・ 共同研究実施 （８月 ： 商取引法関連）

２０１９ ・ 現地調査実施 （６月 ・ ９月）
・ 共同研究実施 （１０月 ： 商取引法関連第２回）

２０２０

２０２１ ・ オンラインセミナー （５月 ： 商取引法関連）
・ モンゴル国立法律研究所 （ＮＬＩ） と法務総合研究所との間で協力覚書 （ＭＯＣ） 締結 （８月）
・ ＮＬＩとのオンライン ・ ワークショップ （１０月 ： 刑事司法制度比較）
・ オンラインセミナー （２月 ： 商取引法関連）
・ ＮＬＩとのオンライン ・ ワークショップ （２月 ： 検察官の役割比較）

２０２２ ・ 現地調査、 現地セミナー （少年法制、 商法典起草） （１０月）
・ 日本 ・ モンゴル外交関係樹立５０周年記念講演 （１２月）
・ 共同研究実施 （２月 ： 司法統計）

２０２３ ・ 共同研究実施 （９月 ： 商取引法関連第３回）
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１９９９

２０００ ［ウズベキスタン］
・ 名古屋大学がウズベキスタン３大学と学術交流協定
・ ウズベキスタンで内閣法制局が現地セミナー開催

２００１ ［ウズベキスタン］
・ ＪＩＣＡ調査団派遣

２００２ ［ウズベキスタン］
・ 本邦研修実施
・ 名古屋大学が中央アジア３か国から法律家を招いてシンポジウム開催
・ タシケント法科大学に専門家１名派遣 （名古屋大学）
・ ＪＩＣＡ調査団派遣
・ 現地シンポジウム開催 （名古屋大学）
・ 現地調査実施 （日弁連）
・ 現地セミナー開催 （法総研 ・ 名古屋大学）

２００３ ［ウズベキスタン］
・ ＪＩＣＡ調査団派遣
・ 現地調査、 現地シンポジウム開催 （名古屋大学）
・ 専門家１名派遣 （北海学園大学）
・ 本邦研修実施
・ 法務省 ・ 名古屋大学がウズベキスタン司法大臣を招へいし、 名古屋大学でシンポジウム開催
・ 専門家２名 （法務省 ・ 早稲田大学） を派遣し、 本邦研修のフォローアップセミナー開催

２００４ ・ ＪＩＣＡ調査団派遣
　　　Ｍ／Ｍ締結 （倒産法注釈書支援）
・ 本邦研修を実施 （倒産法注釈書）
・ 民商法典起草支援を継続 （名古屋大学）
・ ウズベキスタン司法省に専門家１名派遣 （三重大学）
・ 最高経済裁判所副長官招聘 （法務省）
・ 現地シンポジウム開催 （名古屋大学）
・ 現地フォローアップセミナー開催 （法務省）

２００５ ［ウズベキスタン］
・ 本邦研修実施 （５月 ・ １１月） 　（倒産法注釈書）
・ 短期専門家派遣 （８月 ・ ３月）　（法務省、 大阪大学等）
・ 倒産法注釈書プロジェクト開始 （法務省、 ２００７年９月まで）
・ 企業活動の発展のための民事法令及び行政法令の改善プロジェクト開始 （司法省－名古屋大学） （１１月～２００８年１０月まで）
　　（中小企業振興、 担保法制改革、 法令データベース）
・ 長期専門家１名派遣 （名古屋大学）
・ タシケント法科大学に日本法教育研究センター設立 （名古屋大学）
・ 現地シンポジウム開催 （名古屋大学）
［その他］
・ 中央アジア諸国の憲法裁判所の比較研究プロジェクト開始 （名古屋大学）

２００６ ［ウズベキスタン］
・ 倒産法注釈書プロジェクト継続 （法務省、 ２００７年９月まで）
・ 倒産法注釈書プロジェクト、 長期専門家１名 （弁護士） 派遣 （法務省、 ２００７年９月まで）
・ 本邦研修 （５月 ・ ８月 ・ ９月 ・ １１月）
　　（倒産法注釈書）
・ 短期専門家派遣 （６月 ・ ２月）　（法務省、 弁護士）
・ 倒産法注釈書 （ロシア語版） 発刊　（３月）
・ 長期専門家１名追加派遣 （名古屋大学）

２００７ ［ウズベキスタン］
・ 現地にて注釈書発刊プレゼンテーション実施 （６月）
・ 現地にて注釈書普及セミナー開催 （７月 ・ １２月）
・ 注釈書活用促進に向けたワークショップ開催 （９月）
・ 注釈書 （日本語版及びウズベク語版） 発刊 （９月）
・ 倒産法注釈書プロジェクト終了 （９月）
・ 注釈書 （英語版） 発刊 （３月）
［その他］
・ 「中央アジア比較法制研究セミナー」 コース運営委員会設置

２００８ ［ウズベキスタン］
・ 「企業活動の発展のための民事法令および行政法令の改善プロジェクト」 終了 （名古屋大学） （１２月）
［その他］
・ 中央アジア比較法制研究セミナー実施 （カザフスタン、 キルギス、 タジキスタン、 ウズベキスタン）
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２００９ ［ウズベキスタン］
・ 企業活動の発展のための民事法令および行政法令の改善プロジェクト （フェーズ２） 協力準備調査団派遣 （１１月）
［その他］
・ 中央アジア比較法制研究セミナー実施 （カザフスタン、 キルギス、 タジキスタン、 ウズベキスタン）

２０１０ ［ウズベキスタン］
・ 民間セクター活性化のための行政手続改善プロジェクト開始 （名古屋大学） （４月～２０１２年４月まで）
［その他］
・ 中央アジア比較法制研究セミナー実施 （カザフスタン、 キルギス、 タジキスタン、 ウズベキスタン） （１２月）

２０１１ ［ウズベキスタン］
・ 民間セクター活性化のための行政手続改善プロジェクト継続 （司法省－名古屋大学）
［その他］
・ 中央アジア比較法制研究セミナー実施 （カザフスタン、 キルギス、 タジキスタン、 ウズベキスタン） （１２月）

２０１２ ［ウズベキスタン］
・ 民間セクター活性化のための行政手続改善プロジェクト終了 （名古屋大学） （５月）
［その他］
・ 中央アジア地域法制比較研究セミナー実施 （カザフスタン、 キルギス、 ウズベキスタン、 タジキスタン） （１１月）  

２０１３ ・ 中央アジア地域法制比較研究セミナー実施 （カザフスタン、 キルギス、 タジキスタン、 ウズベキスタン） （１１月）  

２０１７ ［ウズベキスタン］
・ ウズベキスタン行政法 （行政手続法、 行政訴訟法） セミナー開催 （３月）

２０１８ ［ウズベキスタン］
・ ウズベキスタン行政法現地セミナー実施 （９月 ・ ２月）
・ ウズベキスタン行政法共同研究 （招へい） 実施 （３月）

２０１９ ［ウズベキスタン］
・ ウズベキスタン最高検察庁アカデミーと法務総合研究所との間で協力覚書 （ＭＯＣ） 締結 （７月）
・ ウズベキスタン行政法現地セミナー実施 （７月）

２０２０ ［ウズベキスタン］
・ ウズベキスタン行政法共同研究継続
・ ＪＩＣＡ国別研修 「権利保護及び経済自由化のための司法能力強化」 プロジェクト開始 （２０２０年４月～２０２３年３月）
・ 共同研究 「犯罪白書作成支援」 開始 （６月）
・ ＪＩＣＡ国別研修 「権利保護及び経済自由化のための司法能力強化」 オンラインセミナー （３月）

２０２１ ［ウズベキスタン］
・ ウズベキスタン行政法共同研究継続
・ 共同研究 「犯罪白書作成支援」 オンラインセミナー （犯罪白書） （５、 ６月）
・ ＪＩＣＡ国別研修 「権利保護及び経済自由化のための司法能力強化」 オンラインセミナー （６月）
・  共同研究 「犯罪白書作成支援及び犯罪予防研究支援」 開始 （８月）、 同共同研究オンラインセミナー （犯罪予防） （１０、 １１月）、 同

共同研究オンラインセミナー （犯罪白書） （１２月）
・  ウズベキスタン法律家トレーニングセンターとの協力関係開始 （１１月）、同センターとのオンラインセミナー （法司法分野における改革） （１２

月）
・ ＪＩＣＡ国別研修オンラインセミナー （デジタル時代の契約） （１月）
・ ＪＩＣＡ国別オンライン研修 （契約及び電子契約） （３月）

２０２２ ［ウズベキスタン］
・ ウズベキスタン行政法共同研究 （５月、 ７月、 ８月、 １０月、 １１月、 １２月、 1 月、 ２月、 ３月）
・ 共同研究 「犯罪白書作成支援」 オンラインセミナー （犯罪白書） （５月）
・ 現地調査、 現地セミナー （犯罪白書、 行政法） （９月）
・ ＪＩＣＡ国別研修オンラインセミナー （権利保護及び経済自由化のための司法能力強化） （２月）

２０２３ ［ウズベキスタン］
・ ウズベキスタン行政法共同研究 （４月、 ５月、 ７月、 ８月、 ９月、 １０月、 １１月、 １２月）
・ ウズベキスタン法律家トレーニングセンターと協力計画締結 （５月）
・ ウズベキスタン法律家トレーニングセンターとの共同研究 （公証制度 ・ １１月）
・ 権利保護及び経済自由化のための司法能力強化研修 （１２月）
・ ＪＩＣＡ国別研修 ・ 本邦研修 （権利保護及び経済自由化のための司法能力強化） （１２月）
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１９９５

１９９６ ・ ＩＣＣＬＣが日中民商事法セミナー開始 （年１回）

１９９７ ・ ＩＣＣＬＣが日中民商事法セミナー開催

１９９８ ・ ＩＣＣＬＣが日中民商事法セミナー開催

１９９９ ・ ＩＣＣＬＣが日中民商事法セミナー開催

２０００ ・ ＩＣＣＬＣが日中民商事法セミナー開催

２００１ ・ ＩＣＣＬＣが日中民商事法セミナー開催

２００２ ・ 法総研 ・ ＩＣＣＬＣが日中民商事法セミナー開催

２００３ ・ 法総研 ・ ＩＣＣＬＣ ・ ＪＥＴＲＯが日中民商事法セミナー開催

２００４ ・ 経済産業省等が中国に対する法整備支援 （経済法） を開始
・ 法総研 ・ ＩＣＣＬＣが日中民商事法セミナーを開催
・ 法総研 ・ ＩＣＣＬＣが日中知的財産法制度講演会を開催 （東京、 大阪）

２００５ ・ 法総研 ・ ＩＣＣＬＣ ・ ＪＥＴＲＯが日中民商事法セミナーを開催

２００６ ・ 法総研 ・ ＩＣＣＬＣが日中民商事法セミナーを開催

２００７ ・ ＪＩＣＡ調査団派遣 （６月）
・ ＪＩＣＡ中国民事訴訟法 ・ 仲裁法改善プロジェクトＲ／Ｄ　締結 （１１月）
・ 本邦研修実施 （１１月）
・ 国内研究会を設置 （１１月）
・ 現地セミナーを実施 （３月）
・ 法総研 ・ ＩＣＣＬＣ ・ ＪＥＴＲＯが日中民商事法セミナーを開催

２００８ ・ ＪＩＣＡが弁護士を長期専門家として派遣 （２年間）
・ 本邦研修実施 （５月 ・ １１月）
・ 法総研 ・ ＩＣＣＬＣが日中民商事法セミナーを開催

２００９ ・ 中国現地セミナー開催 （５月 ・ ７月 ・ ３月）
・ 中国国際私法、 国際民事訴訟法講演会 （清華大学副教授招へい）
・ 本邦研修実施 （１１月）
・ 権利侵害責任法成立 （１２月）
・ 法総研 ・ ＩＣＣＬＣ ・ ＪＥＴＲＯが日中民商事法セミナーを開催

２０１０ ・ 中国民事訴訟法 ・ 仲裁法改善プロジェクト終了時評価 （５月） 
・ 国別研修　「民事訴訟法及び民事関連法」 （７月） 
・ 国別研修　中国 「司法人材育成研修」 （７月） 
・ 中国民事訴訟法 ・ 仲裁法改善プロジェクト本邦研修 （１０月） 
・ 渉外民事関係法律適用法成立 （１０月）
・ 中国行政訴訟法現地セミナー （１１月）
・ 長期専門家派遣 （弁護士）
・ 法総研 ・ ＩＣＣＬＣが日中民商事法セミナー （３月）

２０１１ ・ 本邦研修実施 （１１月 ： 司法人材育成）
・ 現地セミナー開催 （１１月 ： 民事訴訟法）
・ 本邦研修実施 （１月 ： 民事訴訟法及び民事関連法）
・ 石川民商事法センターが金沢セミナーを開催 （３月）
・ 法総研 ・ ＩＣＣＬＣ ・ ＪＥＴＲＯが日中民商事法セミナーを開催 （１０月）  
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２０１２ ・ 現地セミナー開催 （６月 ： 相続法）
・ 国別研修 「行政訴訟法及び行政関連法」 開始 （７月）
・ 本邦研修実施 （７月 ： 「行政訴訟法及び行政関連法」、 １月 ： 「民事訴訟法及び民事関連法 （消費者権益保護法）」）
・ 中国民事訴訟法改正 （８月）
・ 法総研 ・ ＩＣＣＬＣが日中民商事法セミナーを開催 （１０月）  

２０１３ ・ 本邦研修実施 （５月 ： 「民事訴訟法及び民事関連法 （消費者権益保護法）」、 １０月 ： 「同 （著作権法）」）
・ 現地セミナー開催 （８月 ： 相続法）
・ 国別研修 「民事訴訟法及び民事関連法」 終了 （１０月）
・ 消費者権益保護法改正 （１０月）
・ 法総研 ・ ＩＣＣＬＣ ・ ＪＥＴＲＯが日中民商事法セミナーを開催 （１２月）  
・ ＪＩＣＡ調査団 （１２月 ： 詳細計画策定調査）

２０１４ ・ 市場経済の健全な発展と民生の保障のための法制度整備プロジェクト開始 （２０１４年６月～２０１７年６月）
・ 長期専門家 （弁護士） １名を派遣 （日弁連）
・ ＪＩＣＡ調査団 （５月 ： 第１回ＪＣＣ）
・ 本邦研修 （１０月 ： 立法法、 １１月 ： 行政訴訟法 ・ 行政関連法 （教育法 ・ 食品安全法）、 １月 ： インターネット安全法）
・ 法総研 ・ ＩＣＣＬＣが日中民商事法セミナーを開催 （１月）
・ ＪＩＣＡ調査団 （２月 ： 第２回ＪＣＣ）

２０１５ ・ 市場経済の健全な発展と民生の保障のための法制度整備プロジェクト継続
・ 長期専門家１名 （弁護士 ： 日弁連派遣） 継続
・ 本邦研修 （１０月及び１１月 ： 犯罪被害者権利保障立法、 １月 ： 業界協会 商会法、 労災保険法）
・ ＪＩＣＡ調査団 （１０月 ： ＪＣＣ）
・ 法総研 ・ ＩＣＣＬＣが日中民商事法セミナーを開催 （２月）

２０１６ ・ 市場経済の健全な発展と民生の保障のための法制度整備プロジェクト継続
・ 長期専門家１名 （弁護士 ： 日弁連派遣） 継続
・ ＪＩＣＡ調査団 （４月 ： ＪＣＣ）
・ 本邦研修 （９月 ： 特許法、 ９月 ： 民法、 １１月 ： 行政手続法）
・ 法総研 ・ ＩＣＣＬＣが日中民商事法セミナーを開催 （１１月）

２０１７ ・ 市場経済の健全な発展と民生の保障のための法制度整備プロジェクト継続 （２０２０年６月まで期間延長）
・ ＪＩＣＡ調査団派遣 （６月、 ＪＣＣ）
・ 現地セミナー （１１月 ： 民法）

２０１８ ・ 市場経済の健全な発展と民生の保障のための法制度整備プロジェクト継続
・ 長期専門家１名 （弁護士 ： 日弁連派遣） 継続
・ ＪＣＣ （５月）
・ 本邦研修 （４月 ： 民法、 ９月 ： 専利法）
・ 現地セミナー （１月 ： 民法）
・ 法総研、 ＩＣＣＬＣ、 日中経済協会が日中民商事法セミナーを開催 （７月 ： 東京、 １１月 ： 北京）

２０１９ ・ 市場経済の健全な発展と民生の保障のための法制度整備プロジェクト継続
・ 長期専門家の派遣継続
・ 本邦研修 （５月 ： 民法、 １１月 ： 専利法）
・ 現地セミナー （９月 ： 民法）
・ 法総研、 ＩＣＣＬＣ、 日中経済協会が日中民商事法セミナーを開催 （１１月 ： 東京）
・ ＪＣＣ （１月）

２０２０ ・ 市場経済の健全な発展と民生の保障のための法制度整備プロジェクト継続 （２０２１年３月まで期間延長）
・ 民法典成立 （５月）
・ 改正専利法成立 （１０月）
・ オンラインセミナー （民法典及び改正専利法） （１月）
・ 市場経済の健全な発展と民生の保障のための法制度整備プロジェクト終了 （３月）

２０２１ ・ オンラインセミナー （会社法） （１１月）

２０２２ ・ オンライン意見交換会 （前科） （７月）
・ オンライン意見交換会 （刑事収容施設法等） （２月）

２０２３ ・ オンライン意見交換会 （災害対策関係法） （９月）
・ 訪日交流 ・ 意見交換会 （就学前教育等） （１０月）
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２００７

２００８ ・ 刑事法比較研究現地セミナー （２回）

２００９

２０１０ ・ 本邦研修 「刑事司法制度及び刑事手続にかかる比較研究」 実施 （７月）
・ 法整備支援アドバイザー長期専門家派遣 （弁護士） （７月）
・ 本邦研修 「民法及び関連法セミナー」 実施 （８月）
・ 現地調査実施 （２月）

２０１１ ・ 「日本 ・ ネパール捜査訴追実務比較共同研究」 実施 （９月）
・ 現地調査実施 （１１月）

２０１２ ・ 「日本 ・ ネパール刑事司法共同研究」 実施 （７月）
・ 法整備支援アドバイザー長期専門家派遣継続 （弁護士） （７月）
・ 本邦研修実施 （「民法解説書作成」 ８月、 「事件管理」 ９月）
・ 現地調査実施 （１１月）

２０１３ ・ 法整備支援アドバイザー長期専門家派遣継続 （弁護士） （７月）
・ ｢ 日本 ・ ネパール司法制度比較共同研究 ｣ 実施 （８月）
・ 法整備支援アドバイザー長期専門家派遣 （弁護士） （９月）
・ 「ネパール迅速かつ公平な紛争解決のための裁判所能力強化プロジェクト」 開始 （２０１３年９月～２０１８年３月）
・ 同プロジェクト長期専門家派遣 （弁護士） （９月）
・ 同プロジェクト第１回本邦研修実施 （１２月）
・ 現地調査実施 （３月）

２０１４ ・ 「ネパール迅速かつ公平な紛争解決のための裁判所能力強化プロジェクト」 継続
・ ＪＩＣＡ調査団派遣 （６月 ： 運営指導調査）
・ 「日本 ・ ネパール司法制度比較共同研究 ｣ 実施 （９月）
・ 同プロジェクト第２ ・ ３回本邦研修実施 （９月 「調停」、 １２月 「事件管理」）
・ 現地調査実施 （１１月 ・ ２月）

２０１５ ・ 「ネパール迅速かつ公平な紛争解決のための裁判所能力強化プロジェクト」 継続
・ 同プロジェクト長期派遣専門家任期満了 （弁護士）、 新規派遣 （弁護士） （９月）
・ 法整備支援アドバイザー長期専門家任期満了 （弁護士）、 新規派遣 （弁護士） （９月）
・ 現地セミナー実施 （１０月）
・ 同プロジェクト第４回本邦研修 （１２月）
・ 現地調査実施 （１２月、 ２月）
・ 「日本 ・ ネパール司法制度比較共同研究 ｣ 実施 （３月）

２０１６ ・ 「ネパール迅速かつ公平な紛争解決のための裁判所能力強化プロジェクト」 継続
・ 「ネパール民法の制定、 普及及び施行支援のための招聘」 実施 （４月）
・ 同プロジェクト第５ ・ ６回本邦研修実施 （７月 ・ １１月）
・ ＪＩＣＡ調査団派遣 （９月 ： 終了時評価） 
・ 現地調査実施 （１２月）
・ 「日本 ・ ネパール司法制度比較共同研究 ｣ 実施 （３月）

２０１７ ・ 現地調査実施 （１１月）
・ 裁判所能力強化プロジェクト ・ ラップアップセミナー （２月）
・ 「日本 ・ ネパール司法制度比較共同研究」 実施 （３月）
・ 「ネパール迅速かつ公平な紛争解決のための裁判所能力強化プロジェクト」 終了 （３月）

２０１８ ・ 現地セミナー、 ワークショップ （改正刑事訴訟法、 ５月 ・ ８月）
・ 現地セミナー （改正民法、 ８月）
・ 現地調査 （１２月）
・ 「日本 ・ ネパール司法制度比較共同研究 ｣ 実施 （３月）

２０１９ ・ 現地セミナー （契約法、 不法行為、 国際私法、 公判前整理手続、 ８月）
・ 現地セミナー （物権法、 不法行為、 国際私法、 １２月）
・ 現地大学での民事模擬裁判 （１２月）
・ Ｎｅｐａｌ Ｌａｗ Ｓｏｃｉｅｔｙとのセミナー （物権法、 不法行為、 １２月）
・ 現地調査 （１１月）
・ 「日本 ・ ネパール司法制度比較共同研究 ｣ 実施 （２月）

２０２０ ・ オンラインセミナー実施 （１２月、 不法行為法、 国際私法、 公判前整理手続）
・ オンラインセミナー実施 （３月、 不法行為法、 国際私法、 刑事手続）
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２０２１ ・ オンラインセミナー実施 （９月、 不法行為法、 国際私法）
・ オンラインセミナー実施 （１２月、 仮釈放、 保護観察）
・ ＪＩＣＡ国別研修 （１月～３月 （計５回）、 民法改正に向けた検討）

２０２２ ・ 現地調査、 現地セミナー （法令整合性、 不法行為法、 家族法） （４月）
・ 民法改正ハイレベルセッション （６月）
・ 現地調査、 現地セミナー （１月）
・ 本邦研修 （３月）

２０２３ ・ 現地調査 （８月）
・ 本邦研修 （１２月）
・ 現地ワークショップ （１２月）
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２００８

２００９ ・ 法案作成能力向上研修実施 （７月）

２０１０ ・ 法案作成能力向上研修 （フェーズ２） 実施 （８月）
・ 現地調査及び現地セミナー実施 （３月 ： 逃亡犯罪人引渡法、 仲裁法）

２０１１ ・ 現地調査及び現地セミナー実施 （３月 ： 麻薬取締法、 法案起草作業）

２０１２ ・ 法制共同研究実施 （９月 ： 薬物犯罪取締法、 調停 ・ 仲裁法）
・ 現地セミナー及び現地調査実施 （１２月 ： 薬物犯罪取締法、 調停 ・ 仲裁法）

２０１３ ・ 東ティモール法制度アドバイザー （２０１３年４月～２０１４年３月） （活動内容～法案起草能力向上）
　　　現地調査及び現地セミナー実施 （６月 ： 調停法）
　　　現地調査及び現地セミナー実施 （９月 ： 調停法）
　　　ＪＩＣＡ－Ｎｅｔセミナー実施 （１２月 ： 調停法）
　　　現地調査及び現地セミナー実施 （３月 ： 調停法）

２０１４ ・ 現地調査実施 （７月）
・ 共同法制研究実施 （１２月 ： 少年法、 国際法）
・ 現地調査及び現地セミナー実施 （３月 ： 少年法）

２０１５ ・ 共同法制研究実施 （７月 ： 調停法、 婚姻 ・ 家族法）
・ 現地調査及び現地セミナー実施 （１２月 ： 調停法）
・ 共同法制研究実施 （３月 ： 調停法、 国籍法）

２０１６ ・ 現地調査実施 （８月）
・ 共同法制研究実施 （２月 ： 市民登録法、 婚姻 ・ 家族法）
・ 現地調査及び現地セミナー実施 （３月 ： 少年法）

２０１７ ・ 現地調査実施 （８月）
・ 現地調査及び現地セミナー実施 （１１月 ： 不動産登記法）
・ 共同法制研究実施 （１月 ： 土地関連法）
・ 現地調査実施 （３月）

２０１８ ・ 現地調査及び現地セミナー実施 （８月 ： 不動産登記法）
・ 現地調査及び現地セミナー実施 （１１月 ： 矯正関係）
・ 共同法制研究実施 （１２月 ： 不動産登記法）
・ 現地セミナー実施 （３月 ： 司法制度）

２０１９ ・ 現地調査及び現地セミナー実施 （７月 ： 不動産登記法、 司法制度）
・ 現地調査実施 （１１月 ： 不動産登記法）
・ 共同法制研究実施 （２月 ： 不動産登記法、 司法制度）

２０２０ ・ オンラインセミナー実施 （１１月 ： 不動産登記法、 １月 ・ ２月 ： 不動産登記法、 土地の紛争解決、 ３月 ： 土地関連法）

２０２１ ・  オンラインセミナー実施 （４月 ： 地籍法、 ６月 ： 地籍法、 土地関連法、 ７月 ・ ９月 ： 市民登録法、 １１月 ： 不動産登記法、 土地の紛争
解決、 １２月 ： 不動産登記法、 市民登録法、 １月 ： 不動産登記法、 市民登録法）

２０２２ ・ 現地調査及び現地セミナー （土地関連法、 国籍法、 紛争解決等） （９月）

２０２３ ・ オンラインセミナー実施 （１月 ： 国籍法）
・ 現地調査及び現地セミナー （２月 ： 不動産登記法、 紛争解決等）
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年度 ミャンマー

２０１１

２０１２ ・ 日ミャンマー法制度比較共同研究実施 （７月） －元ヤンゴン大学法学部長 ・ 元連邦最高裁判所研究国際関係部長を招へい （法総研）
・ 財務省財務総合政策研究所がミャンマー中央銀行との間で資本市場育成支援に関する覚書を締結 （８月）
・ 現地セミナー開催 （８月、 ＪＩＣＡ ・ ＵＡＧＯ ： 「公開会社の法制度及び企業統治の改革」）
・ 日ミャンマー司法制度比較共同研究実施 （１１月） －連邦最高裁判所長官ら５名の現役裁判官を招へい （法総研 ・ 慶應義塾大学）
・ 現地セミナー開催 （１２月、 ＪＩＣＡ ・ ＵＡＧＯ ： 「国営企業の民営化にかかる法的側面」）
・ 連邦法務総裁府及び連邦最高裁判所と協議を実施 （２月、 法総研 ・ ＪＩＣＡ）

２０１３ ・ 現地セミナー開催 （４月、 ＪＩＣＡ ・ ＵＡＧＯ 「商事仲裁」）
・  日ミャンマー法制度比較共同研究実施 （６月） －連邦法務長官及び連邦議会 （下院） 法案委員会委員長ら６名を招へい （法総研 ・ ＪＩ

ＣＡ ・ ＩＣＣＬＣ）
・ 現地小規模セミナー実施 （７月、 法総研 ・ ＪＩＣＡ ： ＵＡＧＯ ・ ＳＣ対象 「知財法、 法曹養成」）
・ 財務省財務総合政策研究所の支援によりミャンマー証券取引法成立 （７月）
・ ＪＩＣＡと連邦法務長官府 ・ 連邦最高裁判所との間で 「ミャンマー法整備支援プロジェクト」 に関する実施合意文書締結 （８月２２日）
・ 現地小規模セミナー実施 （９月、 法総研 ・ ＪＩＣＡ ： ＵＡＧＯ ・ ＳＣ対象 「知財法、 倒産法、 法曹養成」）
・ 現地調査実施 （１０月、 法総研 ・ ＪＩＣＡ、 刑務所 ・ 少年院等を訪問し、 矯正局と協議）
・ 現地小規模セミナー実施 （１１月、 法総研 ・ ＪＩＣＡ ・ 特許庁、 ＵＡＧＯ ・ ＳＣ対象 「知財法」）
・ 「ミャンマー法整備支援プロジェクト」 開始 （１１月２０日～、 ３年間）
・ ＪＩＣＡ長期専門家 （弁護士） 派遣 （１月）
・ 現地小規模セミナー実施 （２月以降、 複数回。 長期専門家 ： ＵＡＧＯ ・ ＳＣ対象 「会社法」）
・ 現地小規模セミナー実施 （２月、 長期専門家 ： ＵＡＧＯ ・ ＳＣ対象 「著作権法」）
・  現地調査、 小規模セミナー実施 （３月、 法総研 ： ＵＡＧＯ ・ ＳＣ対象 「刑事手続における電磁的記録の取扱い」、 「知的財産事件の捜査

方法」）

２０１４ ・ ミャンマー法整備支援プロジェクト継続
・ 現地小規模セミナー実施 （４月、 長期専門家 ： ＵＡＧＯ ・ ＳＣ対象 「民事手続における電磁的証拠の取扱に関するセミナー」）
・ 現地小規模セミナー実施 （４月～５月、 法総研 ： ＵＡＧＯ ・ ＳＣ対象 「日本の司法制度等について」）
・ ＪＩＣＡ長期専門家 （業務調整） 派遣 （５月）
・ ＪＩＣＡ長期専門家 （検事） 派遣 （５月）
・ 現地小規模セミナー実施 （５月、 日本取引所 ： ＵＡＧＯ ・ ＳＣ対象 「証券市場、 資本市場の概要等」）
・ 第１回本邦研修 （５月　「日本の法 ・ 司法制度、 機関の紹介」）
・ ワーキンググループ活動実施 （６月以降、 随時開催）
・ 第１回合同調整委員会 （７月）
・ 現地セミナー実施 （７月、 ＪＩＣＡ ・ 特許庁 ： ＵＡＧＯ ・ ＳＣ対象 「知財法」）
・ 現地セミナー実施 （８月、 ＪＩＣＡ ： ＵＡＧＯ ・ ＳＣ対象 「仲裁法」
・ 会社法アドバイザリーグループ開催 （１０月）
・ 第２回本邦研修 （１１月　「人材育成」）
・ 第２回合同調整委員会 （２月）
・ 第３回本邦研修 （３月　「立法過程の効率化」）

２０１５ ・ ミャンマー法整備支援プロジェクト継続
・ 現地セミナー実施 （ＳＣ対象 「事実認定」）
・ 第４回本邦研修 （６月　「会社法」）
・ 中間評価、 第３回合同調整委員会 （７月）
・ 第５回本邦研修 （１１月 「研修手法、 知財関係」）
・ 現地セミナー実施 （１１ 「　知財裁判制度」）
・ 現地セミナー実施 （２月 「知財裁判制度」　日弁連　知財ネット等と共催）
・ 第６回本邦研修 （２月ＳＣ、 ＵＡＧＯ、 ＭＯＳＴ、 警察、 税関対象　「知財裁判制度」）
・ 第４回合同調整委員会 （３月）

２０１６ ・ ミャンマー法整備支援プロジェクト継続 （延長～２０１８．５）
・ 小規模セミナー実施 （５月　「知財裁判制度」　知財ネット等と共催）
・ 第７回本邦研修 （６月、 ＳＣ、 ＵＡＧＯ、 ＤＩＣＡ、 国会議員対象 「倒産法」）
・ 現地セミナー実施 （７月　ＳＣ対象　「和解、 調停を含む紛争解決制度）
・ 現地セミナー実施 （８月　ＳＣ対象、 これまでのインプットを踏まえた 「知財裁判制度」 の政策文書作りを開始）
・ 運営指導調査 （１０月　ＪＩＣＡ　次期プロジェクト協議）
・ 小規模セミナー実施 （１１月　「倒産法」）
・ 第８回本邦研修実施 （１１月　ＳＣ、 ＵＡＧＯ、 労働省、 国会議員 「和解、 調停を含む紛争解決制度」）
・ ＪＩＣＡ長期専門家 （検事） 交代 （１２月）
・ 現地セミナー実施 （２月 「知財裁判制度」　）
・ 第９回本邦研修 （２月、 ＳＣ、 ＵＡＧＯ、 中央銀行、 ＭＯＰＦ、 会計検査院対象　「倒産法」）
・ 第５回合同調整委員会 （３月）
・ 現地セミナー実施 （３月 「調停制度」）

２０１７ ・ ミャンマー法整備支援プロジェクト継続
・ ＪＩＣＡ長期専門家 （弁護士） 交代 （５月）
・ 現地調査実施 （６月 「不動産法制」）
・ 第１０回本邦研修 （６月、 ＳＣ、 ＵＡＧＯ、 ＭＯＰＦ、 ＭＯＩ対象 「法案起草及び司法修習制度等」）
・ 共同法制研究実施 （８月、 「不動産法制」）
・ 現地セミナー実施 （１０月、 ＳＣ対象 「新任裁判官用知的財産法教材の作成」）
・ 第１１回本邦研修 （１０月、 ＳＣ、 ＵＡＧＯ、 ＭＯＥ対象 「知的財産制度」）
・ 現地調査実施 （２月 「不動産法制」）
・ 現地セミナー実施 （２月、 ＳＣ、 ＵＡＧＯ、 ＭＯＥ、 警察、 税関 「知的財産制度」）
・ 第１２回本邦研修 （３月、 ＳＣ、 ＵＡＧＯ、 警察対象 「新しいタイプの証拠」）
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２０１８ ・ 第１３回本邦研修 （７月、 ＳＣ、 ＵＡＧＯ 「効率的な紛争解決」
・ 現地セミナー実施 （８月、 知的財産裁判制度）
・ 現地セミナー実施 （９月、 調停制度）
・ 現地調査及び現地セミナー実施 （９月 「土地登録法制」）
・ 第１４回本邦研修 （１１月、 法曹の人材育成 ・ 研修制度改善）
・ 現地セミナー実施 （１２月、 知的財産裁判制度）
・ 現地セミナー実施 （１月、 裁判官向けビジネス法令テキスト）
・ 共同法制研究実施 （１月、 「土地登録法制」）
・ 現地調査及び現地セミナー実施 （２月 「土地登録法制」）

２０１９ ・ 現地セミナー実施 （６月、 知的財産裁判制度）
・ 第１６回本邦研修 （７月、 ＳＣ、 ＵＡＧＯ 「立法過程」）
・ 現地調査及び現地セミナー実施 （９月 「土地登録法制」）
・ 現地セミナー実施 （１０月、 知的財産裁判制度）
・ 第１７回本邦研修 （１０月、 ＳＣ、 ＵＡＧＯ 「調停制度」）
・ 共同法制研究実施 （１１月、 「土地登録法制」）
・ 現地セミナー実施 （１２月、 裁判官向けビジネス法令テキスト）
・ 現地セミナー実施 （１２月、 知的財産裁判制度）
・ 第１８回本邦研修 （３月、 ＳＣ、 ＵＡＧＯ 「知的財産裁判制度」）
・ 長期専門家の派遣継続

２０２０ ・ 現地セミナー実施 （８月、 商標法の運用等、 オンライン）
・ 共同法制研究実施 （１２月、 「土地登録法制」、 オンライン）
・ 現地セミナー実施 （１月、 調停人、 オンライン）
・ 現地セミナー実施 （１月、 商標法の運用等、 オンライン）

２０２１ ・ 政治情勢に鑑み、 全ての支援を停止 （２月～）

２０２２

２０２３ ・ ２０２３年５月末プロジェクト期間終了
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年度 バングラデシュ

２０１５ ・ 現地調査実施 （６月、 １２月）
・ 共同研究実施 （３月）

２０１６ ・ 共同研究 ・ 法律司法国会担当大臣招へい実施 （１０月）

２０１７ ・ 第１回本邦研修実施 （１２月 ： ＡＤＲ等）

２０１８ ・ 現地セミナー実施 （７月 ： 調停人養成）
・ 第２回本邦研修実施 （１１月 ： ＡＤＲ等）

２０１９ ・ 現地セミナー実施 （７月 ： 調停人養成）
・ 第３回本邦研修実施 （１１月～１２月 ： ＡＤＲ、 事件管理等）

２０２０ ・ オンラインセミナー実施 （１０月 ： 調停人養成）
・ 第１回オンラインセミナー実施 （１１月 ： 事件管理）
・ 第２回事件管理オンラインセミナー実施 （３月 ： 事件管理）

２０２１ ・ オンラインセミナー実施 （７月 ： 調停人養成）
・ 第３回事件管理オンラインセミナー実施 （１１月 ： 事件管理）

２０２２ ・ 慶應大学留学生 （バングラデシュ裁判官） との勉強会 （７月）
・ 現地調査 （２月）

２０２３ ・ 現地調査実施 （５月、 ９月）
・ 慶應義塾大学大学院留学生との意見交換会 （８月）
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年度 スリランカ

２０１９ ・ 現地調査、 現地セミナー （８月、 １月）
・ 本邦研修 （１月～２月、 刑事司法改善） 

２０２０ ・ 第２回本邦研修 （３月、 刑事司法改善、 オンライン） 

２０２１ ・ 第２回本邦研修フォローアップセミナー （４月、 刑事司法改善、 オンライン） 
・ 第３回本邦研修 （８月、 刑事司法改善、 オンライン） 
・ 第４回本邦研修 （１２月、 刑事司法改善、 オンライン） 

２０２２ ・ 現地調査、 現地セミナー （刑事司法改善） （８月、 ９月）

２０２３ ・ 現地調査 （１１月）
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年度 その他

１９９５

１９９６ ・ 財団法人国際民商事法センター （ＩＣＣＬＣ） 設立
・ ＩＣＣＬＣが国際民商事法シンポジウムを２回開催
・ 法総研で多数国間 （マルチ） 研修を開始 （モンゴル、 ミャンマー、 ベトナム）

１９９７ ・ 国際民商事法シンポジウム （倒産法制） 開催 （法総研、 ＩＣＣＬＣ、 アジア太平洋比較法制研究会）
・ マルチ研修継続 （カンボジア、 中国、 ラオス、 モンゴル、 ミャンマー、 ベトナム）

１９９８ ・ 国際民商事法シンポジウム （第２回） （企業倒産 ・ 担保法制） 開催
・ マルチ研修継続 （参加国は前年と同様）

１９９９ ・ マルチ研修継続 （参加国は前年と同様）
・ 日韓パートナーシップ研修実施 （登記制度比較研究を中心）

２０００ ・ 法整備支援連絡会開催 （第１回、 第２回）
・ 世界銀行主催の法整備支援世界会議開催
・ マルチ研修継続 （参加国は前年と同様）
・ 法総研がＡＤＢと共催でマルチ研修開催
・ 日韓パートナーシップ研修実施 （第２回）

２００１ ・ 法総研に国際協力部新設、 同部が大阪へ移転
・ ＡＤＢ会議 （フィリピン） 出張
・ 法整備支援連絡会開催 （第３回）
・ 世界銀行主催の第２回法整備支援世界会議開催
・ 法総研 ・ ＩＣＣＬＣ共催による国際民商事法シンポジウム （第３回） 「ＡＤＲシンポジウム」 開催
・ マルチ研修継続 （参加国は前年と同様）
・ 日韓パートナーシップ研修実施 （第３回）

２００２ ・ 日本貿易振興会アジア経済研究所 （ＩＤＥ－ＪＥＴＲＯ） が国際ワークショップ 「アジアにおける法 ・ 開発 ・ 経済社会変化」 を開催
・ 法整備支援連絡会開催 （第４回）
・ アジア知的財産権法制シンポジウム開催
・ マルチ研修継続 （カンボジア、 中国、 カザフスタン、 ラオス、 モンゴル、 ミャンマー、 タイ）
・ 法総研がＡＤＢと共催でフィリピン研修開催
・ 日韓パートナーシップ研修実施 （第４回）

２００３ ・ 法総研 ・ ＩＣＣＬＣが日韓知的財産権訴訟講演会開催 （東京、 大阪）
・ 法整備支援連絡会開催 （第５回）
・ 名古屋大学が 「アジア法整備支援」 全体会議を開催
・ 法総研 ・ ＩＣＣＬＣ ・ ＪＥＴＲＯ共催による国際民商事法シンポジウム （第４回） 「知的財産権シンポジウム」 開催
・ 国際民商事法 （地域別） 研修を実施 （カンボジア、 ラオス、 ベトナム）
・ 法令外国語訳 ・ 実施推進検討会議開始
・ イランからＪＩＣＡに対して法整備支援要請
・ 日韓パートナーシップ研修実施 （第５回）

２００４ ・ 名古屋大学が 「アジア法整備支援」 全体会議を開催
・ 法整備支援連絡会開催 （第６回）
・ 国際民商事法 （地域別） 研修を実施 （カンボジア、 ラオス、 ミャンマー、 ベトナム）
・ 名古屋大学がイランに対する法整備支援 （本邦研修） を開始
・ 日韓パートナーシップ研修実施 （第６回）

２００５ ・ 名古屋大学が 「アジア法整備支援」 全体会議を開催
・ 法整備支援連絡会開催 （第７回）
・ 国際民商事法 （地域別） 研修を実施 （カンボジア、 ラオス、 ミャンマー、 ベトナム）
・ 法総研 ・ ＩＣＣＬＣ ・ ＪＥＴＲＯ共催による第５回国際民商事法シンポジウム 「国際会社法シンポジウム」 開催
・ 日韓パートナーシップ研修実施 （第７回）

２００６ ・ 名古屋大学が 「法整備支援戦略の研究」 全体会議を開催
・ 法整備支援連絡会開催 （第８回）
・ 国際民商事法 （地域別） 研修を実施 （カンボジア、 ラオス、 ミャンマー、 ベトナム）
・ 日韓パートナーシップ研修実施 （第８回）

２００７ ・ 法整備支援連絡会開催 （第９回）
・ 国際民商事法 （地域別） 研修を実施 （カンボジア、 ラオス、 ミャンマー、 ベトナム）
・ 法総研 ・ ＩＣＣＬＣが 「アジア株主代表訴訟セミナー」 を開催
・ 石川国際民商事法センター 「金沢セミナー」 開催 （２月）
・ 日韓パートナーシップ研修実施 （第９回）
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２００８ ・ 名古屋大学が 「法整備支援戦略の研究」 全体会議を開催
・ 法整備支援連絡会開催 （第１０回）
・ 法総研 ・ ＩＣＣＬＣ ・ ＪＥＴＲＯ共催による第６回国際民商事法シンポジウム 「アジア株主代表訴訟シンポジウム」 開催
・ 法総研 ・ ＩＣＣＬＣ ・ 石川国際民商事法センター ・ 北國新聞社共催による 「金沢セミナー」 開催 （３月）
・ 日韓パートナーシップ研修実施 （第１０回）

２００９ ・ 名古屋大学が 「法整備支援戦略の研究」 全体会議を開催
・ 法整備支援連絡会開催 （第１１回）
・ 法総研 ・ ＩＣＣＬＣ ・ ＪＩＣＡ共催による 「『私たちの法整備支援～ともに考えよう！法の世界の国際協力』 シンポジウム」 を開催
・ 法総研 ・ ＩＣＣＬＣ ・ 石川国際民商事法センター ・ 北國新聞社共催による 「金沢セミナー」 開催 （３月）
・ 日韓パートナーシップ研修実施 （第１１回）

２０１０ ・ 法務省インターンシップ実施 （８月）
・ 法総研 ・ ＩＣＣＬＣ共催による 「アジア監査制度セミナー」 開催 （８月）
・ 法総研 ・ ＩＣＣＬＣ ・ 名古屋大学共催による 「サマーシンポ 『私たちの法制度整備支援２０１０』」 を開催 （９月）
・ 法整備支援連絡会開催 （第１２ 回）
・ 霞が関法科大学院インターンシップ実施 （３月）
・ 法総研 ・ ＩＣＣＬＣ ・ 石川国際民商事法センター ・ 北國新聞社共催による 「金沢セミナー」 開催 （３月）
・ 日韓パートナーシップ研修実施 （第１２回）
・ 日韓支援協力検討ミニシンポジウム開催 （３月）

２０１１ ・ 法務省インターンシップ実施 （８月）
・ 法総研 ・ ＩＣＣＬＣ ・ 名古屋大学 ・ 慶應大学 ・ 神戸大学 ・ ＩＴＰ共催による 「サマーシンポ 『私たちの法整備支援２０１１』」 開催 （９月）
・ 法総研 ・ ＩＣＣＬＣ共催による第７回国際民商事法シンポジウム 「アジア監査制度シンポジウム」 開催 （９月）
・ 法整備支援連絡会開催 （第１３ 回）
・ 霞が関法科大学院インターンシップ実施予定 （３月）
・ 法総研 ・ ＩＣＣＬＣ ・ 石川国際民商事法センター ・ 北國新聞社共催による 「金沢セミナー」 開催 （３月）
・ 法総研による 「日韓法整備支援協力ミニシンポ」 開催 （３月）

２０１２ ・ 法務省インターンシップ実施 （９月）  
・ 法総研 ・ ＩＣＣＬＣ ・ 名古屋大学 ・ 慶應大学 ・ 神戸大学等共催による 「私たちのシンポ 『アジアの国の司法アクセス』」 開催 （１１月）  
・ 法整備支援連絡会開催 （第１４回）  
・ 霞が関法科大学院インターンシップ実施 （２月）  
・ 法総研 ・ ＩＣＣＬＣ ・ 石川国際民商事法センター ・ 北國新聞社共催による 「金沢セミナー」 開催 （３月）
・ 日韓パートナーシップ研修実施 （第１３回） （６月、 １０月）

２０１３ ・ 法総研 ・ ＩＣＣＬＣ ・ 名古屋大学 ・ 慶應大学等共催による 「連携企画 『アジアのための国際協力ｉｎ法分野』」 開催 （１１月）  
・ 法整備支援連絡会開催 （第１５回）  
・ 霞が関法科大学院インターンシップ実施 （２月）  
・ 法総研 ・ ＩＣＣＬＣ ・ 石川国際民商事法センター ・ 北國新聞社共催による 「金沢セミナー」 開催 （３月）
・ 日韓パートナーシップ共同研究実施 （第１４回） （６月、 １１月）

２０１４ ・ 法総研 ・ ＩＣＣＬＣ共催による第８回国際民商事法シンポジウム 「会社情報提供制度シンポジウム」 開催 （９月）
・ 法総研 ・ ＩＣＣＬＣ ・ 名古屋大学 ・ 慶應大学等共催による 「連携企画 『アジアのための国際協力ｉｎ法分野２０１４』」 開催 （１１月）  
・ 法整備支援連絡会開催 （第１６回） （１月）    
・ 法総研 ・ ＩＣＣＬＣ ・ 石川国際民商事法センター ・ 北國新聞社共催による 「金沢セミナー」 開催 （３月）
・ 日韓パートナーシップ共同研究実施 （第１５回） （６月、 １０月）

２０１５ ・  法総研 ・ ＩＣＣＬＣ ・ 名古屋大学 ・ 慶應大学等共催による 「連携企画 『アジアのための国際協力ｉｎ法分野２０１５』」 開催 （５月、 ８月、
１１月）  

・ 法整備支援連絡会開催 （第１７回） （１月）  
・ 法総研 ・ ＩＣＣＬＣ ・ 石川国際民商事法センター ・ 北國新聞社共催による 「金沢セミナー」 開催 （３月）
・ 日韓パートナーシップ共同研究実施 （第１６回） （９月、 １０月）

２０１６ ・ 法総研 ・ ＩＣＣＬＣ ・ 名古屋大学 ・ 慶應大学等共催による 「連携企画 『アジアのための国際協力ｉｎ法分野』」 開催 （６月、 ８月、 １２月） 
・ 法整備支援連絡会開催 （第１８回） （１月）  
・ 日韓パートナーシップ共同研究実施 （第１７回） （６月、 １０月）
・ 第６９期司法修習生選択型司法修習実施 （９月）

２０１７ ・ 法総研 ・ ＩＣＣＬＣ ・ 名古屋大学 ・ 慶應大学等共催による 「連携企画 『アジアのための国際協力ｉｎ法分野』」 開催 （６月、 ８月、 １２月） 
・ 法総研 ・ ＩＣＣＬＣ ・ 石川国際民商事法センター ・ 北國新聞社共催による 「金沢セミナー」 開催 （６月）
・ 日韓パートナーシップ共同研究実施 （第１８回） （６月、 １１月）
・ 霞ヶ関インターンシップ、 第７０期司法修習生選択型司法修習実施 （８月）
・  法総研 ・ ＩＣＣＬＣ主催による第９回国際民商事法シンポジウム 「東南アジア４か国におけるコーポレート ・ ガバナンス～ ベトナム カンボジア 

ミャンマー インドネシア ～」 開催 （９月）
・ 法総研 ・ ＩＣＣＬＣ主催による 「日韓司法協力 ・ 不動産登記特別講演セミナー」 開催 （１１月）
・  法務省 ・ 最高裁 ・ 知財高裁 ・ 特許庁 ・ 日弁連 ・ 弁護士知財ネットの共催による 「国際知財司法シンポジウム２０１７」 を３日間にわたり開

催 （１０月～１１月）
・ 法整備支援連絡会開催 （第１９回） （１月）  
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２０１８ ・ 法総研 ・ ＩＣＣＬＣ ・ 名古屋大学 ・ 慶應大学等共催による 「連携企画 『アジアのための国際協力ｉｎ法分野』」 開催 （６月、 ８月、 １２月）
・ 日韓パートナーシップ共同研究実施 （第１９回） （６月、 １０月）
・ 法総研 ・ ＩＣＣＬＣ ・ 石川国際民商事法センター ・ 北國新聞社共催による 「金沢セミナー」 開催 （７月）
・ 霞ヶ関インターンシップ実施 （８月）
・ 法務省 ・ 最高裁 ・ 知財高裁 ・ 特許庁 ・ 日弁連 ・ 弁護士知財ネットの共催による 「国際知財司法シンポジウム」 開催 （１１月）
・ 法整備支援連絡会開催 （第２０回） （２月） 

２０１９ ・ 法総研 ・ ＩＣＣＬＣ ・ 名古屋大学 ・ 慶應大学等共催による 「連携企画 『アジアのための国際協力ｉｎ法分野』」 開催 （６月、 ８月、 １２月）
・ 日韓パートナーシップ共同研究実施 （第２０回） （６月、 １０月）
・ 日韓パートナーシップ共同研究第２０回記念国際学術大会開催 （６月）
・ 法総研 ・ ＩＣＣＬＣ ・ 石川国際民商事法センター ・ 北國新聞社共催による 「金沢セミナー」 開催 （８月）
・ 霞ヶ関インターンシップ実施 （８月）
・ 法務省 ・ 最高裁 ・ 知財高裁 ・ 特許庁 ・ 日弁連 ・ 弁護士知財ネットの共催による 「国際知財司法シンポジウム」 開催 （９月）
・ 第７２期司法修習生選択型実務修習実施 （１１月）
・ 法整備支援連絡会開催 （第２１回） （２月） 

２０２０ ・ 法総研 ・ ＩＣＣＬＣ ・ 名古屋大学 ・ 慶應大学等共催による 「連携企画 『アジアのための国際協力ｉｎ法分野』」 開催 （１１月、 １２月）
・ 法務省の主催による 「国際知財司法シンポジウム （ＪＳＩＰ） フォローアップセミナー （ラオス、 ミャンマー）」 開催 （１月）
・ 京都コングレス ・ ユースフォーラム （２月）
・  法総研 ・ ＩＣＣＬＣ主催による第１０回国際民商事法シンポジウム 「東南アジア４か国のジョイントベンチャー法制と実務対応～ インドネシア　

マレーシア　タイ　ベトナム ～」 開催 （３月）
・ 第１４回国連犯罪防止刑事司法会議 （京都コングレス） （３月）

２０２１ ・ 法整備支援連絡会 （第２２回） 開催 （６月）
・ 法総研 ・ ＩＣＣＬＣ ・ 名古屋大学 ・ 慶應大学等共催による 「法整備支援連携企画」 開催 （８月、 ９月、 １１月）
・ 霞が関インターンシップ （８～９月）
・ 法務省インターンシップ （９月）
・ 第１回法遵守の文化のためのグローバルユースフォーラム （Ｃｏｌ－ＹＦ） （１０月）
・  法務省 ・ 最高裁 ・ 知財高裁 ・ 特許庁 ・ 日弁連 ・ 弁護士知財ネットの共催による 「国際知財司法シンポジウム （ＪＳＩＰ） ２０２１」 開催

（１０月）
・ 法総研 ・ ＩＣＣＬＣ ・ 石川国際民商事法センター ・ 北國新聞社共催による 「金沢セミナー」 開催 （１１月）
・ 日韓パートナーシップ共同研究 （第２２回） 実施 （オンライン） （１１～１２月）
・ ＵＮＤＰとのビジネスと人権セミナー （２月）

２０２２ ・ 法総研 ・ ＩＣＣＬＣ ・ 名古屋大学 ・ 慶應大学等共催による 「法整備支援連携企画」 開催 （５月、 ８月、 ９月）
・ 法整備支援連絡会 （第２３回） 開催 （６月）
・ 司法修習 （選択型司法修習） 実施 （８月～９月）
・ 霞が関 ・ 法務省インターンシップ実施 （９月）
・ ２１世紀のための日本 ・ シンガポール ・ パートナーシップ ・ プログラム参加 （９月）
・ 法総研 ・ ＩＣＣＬＣ ・ 石川国際民商事法センター ・ 北國新聞社共催による 「金沢セミナー」 開催 （９月）
・ 名古屋大学法政国際教育協力研究センター設立２０周年記念式典及びシンポジウム参加 （９月）
・ 日韓パートナーシップ共同研究 （第２３回） 実施 （１０～１１月）
・ 法務省の主催による 「国際知財司法シンポジウム （ＪＳＩＰ） フォローアップセミナー （オンライン）」 開催 （１２月）
・ 第２回法遵守の文化のためのグローバルユースフォーラム （Ｃｏｌ－ＹＦ） （１２月）

２０２３ ・ 法総研 ・ ＩＣＣＬＣ ・ 名古屋大学 ・ 慶應大学等共催による 「法整備支援連携企画」 開催 （５月、 ８月、 ９月）
・ 日韓パートナーシップ共同研究 （第２４回） 実施 （６月、 ９月）
・ 「ビジネスと人権」 公開シンポジウム （日ＡＳＥＡＮ特別法務大臣会合開催記念特別イベント） 開催 （７月）
・ 司法修習 （選択型司法修習） 実施 （８月～９月）
・ 霞が関 ・ 法務省インターンシップ実施 （９月）
・ 法総研 ・ ＩＣＣＬＣ ・ 石川国際民商事法センター ・ 北國新聞社共催による 「金沢セミナー」 開催 （９月）
・  法務省 ・ 最高裁 ・ 知財高裁 ・ 特許庁 ・ 日弁連 ・ 弁護士知財ネットの共催による 「国際知財司法シンポジウム （ＪＳＩＰ） ２０２３」 開催

（１０月）
・  法総研 ・ ＩＣＣＬＣ主催による第１１回国際民商事法シンポジウム 「東南アジア４か国の不動産法制と実務対応～フィリピン、 インドネシア、 ラ

オス、 カンボジア～」 開催 （１０月）
・ 法整備支援連絡会 （第２４回、 専門家会合） 開催 （１２月） 
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専門官の眼
第１１回国際民商事法シンポジウムから見る国際専門官の業務

総務企画部国際事務部門
国際専門官　辻　のぞみ

１　はじめに
　２０２３年４月から法務総合研究所総務企画部国際事務部門（同部門は東京都昭島市
所在の国際法務総合センター内で業務を行っているため、以下、通称である「昭島」と
記載。）の研修第二担当で国際専門官として勤務しております国際専門官の辻のぞみと
申します。当職は２０１８年に奈良地方検察庁で採用され、４年間検察事務官として勤
務した後、昭島へ異動となりました。昭島１年目である２０２２年度は庶務担当を、そ
して昭島２年目の２０２３年度は前述のとおり研修第二担当を務めさせていただいてお
ります。
　さて、多くの先輩方が、「国際系の部署なんて全く想定していなかった」という異動
内示時のエピソードを当コラムに書かれていますが、当職は珍しく（？）自ら手を挙げ
て国際系の部署を希望し、その異動がかなった者です。

２　国際専門官のイメージ
　昭島へ異動する前は、国際専門官と聞いて、英語を駆使して国内外とやり取りをす
る外交官のような存在を思い浮かべていました。実際には、国際協力部（以下、「ＩＣ
Ｄ」という。）教官を補助する業務が大半で、その業務内容としては、研修関係、海外
出張関係、イベント関係の大きく３つに分類されます。中でもイベントの企画・運営
は、その業務の幅広さや予算規模の大きさから、国際専門官だからこそ経験できる特殊
な部分も多いのではないかと思っています。
　今年度はＩＣＤにとってイベントの当たり年であり、当職は三度もシンポジウム運営
に携わる機会がありました。今回は、その中でも思い出深い「第１１回国際民商事法シ
ンポジウム」を通して、国際専門官の業務の一部を紹介させていただきます。

３　国際民商事法シンポジウムについて
　同シンポジウムは、公益財団法人国際民商事法センター（以下、「ＩＣＣＬＣ」とい
う）及び法務省法務総合研究所が主催する、アジア・太平洋法制研究会 1 というアジア
各国の民商事法分野に関し法制比較を行う研究会の研究成果報告会として開催されるも
のです。第１１回となる今回の研究テーマは不動産法制であり、カンボジア、インドネ
シア、ラオス、フィリピンが研究対象国として選ばれました。同シンポジウムでは、４

1　アジア・太平洋法制研究会の過去の研究テーマについては、ＩＣＣＬＣホームページの「調査・研究事業」ページに
まとめられています（https://www.icclc.or.jp/research/）。
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か国それぞれから不動産法制を専門とする弁護士をお招きし、スピーカーとして発表を
行っていただきました。ちなみに今回の第１１回は、ＩＣＤの東京完全移転後 2 かつコ
ロナ禍収束後初めての会場開催であり、あらゆることが手探り状態でのスタートでし
た。

４　シンポジウムに係る国際専門官の業務
⑴　シンポジウム開催までのスケジュール

　同シンポジウムは２０２３年１０月２６日（木）に大阪中之島合同庁舎内の国際会
議場で開催しました。開催までの大まかな業務スケジュールは下表のとおりです（こ
のスケジュールは後回し癖のひどい当職の性格が色濃く反映されており、本来はこの
１か月前倒しくらいで準備を進めるのが良いと思われます。）。

時期 国際専門官の主な業務内容

～２０２３年４月 シンポジウム開催日の調整

５月 会場の選定

６月 講演資料の提出期限及び翻訳スケジュールの決定
シンポジウム会場下見

７月 入札スケジュールの決定
イベント業者への参考見積りを依頼
招へい者の航空券及び宿泊ホテルの手配
レセプション会場の手配
経理担当に入札のための仕様書提出

８月 実施要領、プログラム、フライヤー等の作成
査証申請書類の作成・送付
入札公告

９月 ホテル及びレセプション会場の下見
共催・後援依頼、広報の開始
開札（イベント業者決定）
講演資料の翻訳作業

１０月～本番まで ロジ表、席図等の作成

⑵　各業務の詳細について
　それでは、当時のエピソードを交えながら、幾つかの業務を詳しく見ていきます。
ア　会場選定

　会場選定の際の必須条件は、同時通訳設備があること、大阪の中心地からのアク
セスが良いことの２点でした。紆余曲折はあったものの、多くの関係者の方々がＩ
ＣＤを気にかけてくださったお陰で、第一候補であった大阪中之島合同庁舎内の国
際会議場を丸２日間お借りできることになりました。

2　ＩＣＤは２０１７年９月まで大阪の中之島合同庁舎内に設置されていました。その名残として、アジア・太平洋法制
研究会の委員には大阪を拠点とされる学者や実業家の方が多く、研究会の活動も大阪を拠点としています。
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イ　イベント業者への参考見積り依頼、入札スケジュール決定
　ＩＣＤで大規模なイベントを開催する際、民間のイベント業者にもろもろの業務
を外注することがあります。本シンポジウムは、慣れない遠方の会場でかつ限られ
た職員数で対応しなければならないことから、イベント成功のためにもプロの力が
必要と判断し、業者へ参考見積りを依頼しました。その時点で、どういった業務を
委託するか詳細に洗い出しておく必要があります。
　見積額によって入札が必要となると、そのスケジュールを経理担当者と詰めてい
きます。開札希望日から逆算し、今回は７月末に仕様書を提出することになりまし
た。

ウ　招へい者の航空券手配、ホテル及びレセプション会場の予約
　前述のとおり、本シンポジウムでは４か国からゲストを招へいしました。招へい
の日程が固まり次第、まず旅行会社にフライトの照会と見積書の作成を依頼しま
す。また、同時に、ゲストが宿泊するホテルや、シンポジウム前日に開催する法務
総合研究所長主催のレセプションのための会場手配も行います。余談ですが、当職
はコロナ禍収束と円安の影響に伴うインバウンドの回復を軽視しており、予約の取
りづらさ、料金の高さに驚かされました。

エ　仕様書の作成
　イベント業者に委託したい業務内容を正確かつ詳細に文章化していきます。と、
まるで自分が担当したかのように書きましたが、実際には菅原主任国際専門官、矢
口国際専門官のお二人が起案してくださいました。案が出来上がった後、教官を含
めた担当者全員で目を通し、漏れや誤記がないか点検と修正を重ね、経理担当に提
出しました。

オ　招へい状、ビザ申請関係書類の作成及び発出
　海外からゲストを招へいする際、招へい状と呼ばれる招待状のような文書に加
え、招へい理由書、身元保証書、滞在予定表などのビザ申請書類を作成します。国
や旅券の種類によっては来日のためのビザが不要なので、その要否が判然としない
場合は、外務省や大使館に問い合わせていました。

カ　フライヤー作成、共催・後援依頼、広報
　公開シンポジウムを開催するに当たって欠かせないのがフライヤーとそれを用い
た広報活動です。ＩＣＤがイベントを主催する際、他機関から共催及び後援名義の
使用許可を頂き（運営費等の援助を依頼するものではありません。）、フライヤーに
掲載するとともに広報の協力をお願いしています。今回も複数機関に問い合わせ、
シンポジウムの概要を説明するなどして、最終的に、後援については４機関から、
協力については１機関から名義使用の許可を頂きました。
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【シンポジウムのフライヤー】

　一方、今回苦戦した業務の一つが広報です。申込期間終了まで残り１週間という
時点で、何と１０名ちょっとしか申込みがなかったのです。７０名程度の一般参加
を見込んでいたためかなり焦りましたが、元ＩＣＤ教官までも巻き込んだ熱心な広
報活動が実り、最終的な申込者数は６８名まで増えました。短い広報期間であった
にもかかわらず劇的に申込者数が増え、本当にほっとしたことを覚えています。し
かも、「申込者の３分の２が来てくれたら御の字かな ･･･」と内心思っていたとこ
ろ、ほとんどの方が来場してくださったことが嬉しい驚きでした。

キ　発表資料の取りまとめ、翻訳依頼
　９月中旬に発表資料が出そろい、海外ゲストが作成した英文資料は全て日本語へ
の翻訳を依頼しました。なお、今回は資料を印刷配布せず、事前にインターネット
上で資料データを公開して各自必要なものをダウンロードするペーパーレス方式を
採用しました。紙も業務量も削減でき、一石二鳥でした。

ク　その他
　ここまで紹介した業務以外にも、ロジ表作成、関係者へのレク、職員の出張手
続、関係者席の配席図作成、来場者アンケート作成、シンポジウム当日のスタッフ
の昼食手配など、当日までにすべきことはたくさんありました。また、今回は大阪
中之島合同庁舎内の会場をお借りしていたこともあり、大阪高検・地検担当者の
方々との連絡調整も重要な業務の一つでした。

⑶　シンポジウム前日の様子
　シンポジウム前日の２０２３年１０月２５日、海外ゲストを含めた関係者打合せ及
び法務総合研究所長主催のレセプションが行われました。海外ゲストの多くは同日朝
に入国されたのですが、無事入国した旨の連絡を頂くまで落ち着かなかったことを覚
えています。シンポジウム会場の技術的な準備は主に業者の方々にお任せし、我々職
員は海外ゲストの対応に当たったり、登壇者控室、レセプション会場の準備を行いま
した。ちなみに、レセプションは大変盛り上がり、登壇者同士の距離がぐっと縮まっ
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ていました。
⑷　シンポジウム当日の様子

　特段のトラブルもなく、予定どおりシンポジウムが始まりました。進行や来場者対
応などのメイン業務はＩＣＤ教官や業者の方々にお任せし、当職は昼食の準備、控室
の撤収作業、ＩＣＣＬＣ主催レセプションのための会場前乗りなど、当日のプログラ
ムを先回りする形で動いていました。そのため、実は、余りシンポジウム会場でじっ
くり内容を聞く機会がありませんでした。それでも、ほぼ満席となった会場を見て、
無事に本番当日を迎えることができて本当に良かったと、早くも感慨深い気持ちに
なっていました。

【第１１回国際民商事法シンポジウムの様子】

　長時間にわたるシンポジウムでしたが、バタバタと動いていると、あっという間に
閉会の時間となりました。そして、会場を移して行われたＩＣＣＬＣ主催レセプショ
ンも盛況で、第１１回国際民商事法シンポジウムとその関連行事は成功裏に終わりま
した。

⑸　まとめ
　ここまで、シンポジウム開催までの国際専門官の業務内容を簡単に説明いたしまし
た。実のところ、今回のシンポジウムは大阪という遠隔地で開催したこともあり、Ｉ
ＣＤ側の準備がかなり大変であっただけでなく、大阪高検・地検の方々にもいろいろ
と御負担をおかけしたので、今後はオンライン開催にした方が良いのでは…と頭をよ
ぎることもありました。しかし、登壇者と来場者が一堂に会する「お祭り感」はオン
ライン開催では決して味わうことのできないものですし、来場者同士で久々の再会を
喜んだり、名刺交換をしたりなどの交流が生まれるのも会場開催だからこそです。準
備は大変ですが、その分得られるものも大きく、会場開催の意義を強く感じました。

５　最後に
　昭島には、今回御紹介したシンポジウム業務を始め、海外出張（当職はベトナム、イ
ンドネシア、タイ、カンボジア、ネパールの５か国に行かせていただきました。）、様々
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な国の方に対する本邦研修の実施など、ほかの部署では経験することのできない仕事が
あふれています。また、国際専門官は民事、検察、矯正、保護、出入国在留管理と出身
組織が様々であり、異なる組織文化を経験した方々とともに勤務することもできます。
海外に興味がある方、語学ができなくても人と関わるのが好きな方、是非異動希望を出
してみてはいかがでしょうか。
　最後になりましたが、第１１回国際民商事法シンポジウムを開催するに当たってお世
話になった全ての関係者の皆様、特に大阪高検・地検の担当者の皆様、たくさんの温か
いお力添えを頂き本当にありがとうございました。この場をお借りして、厚く御礼申し
上げます。

213ICD NEWS 　第98号（2024.3）



インドネシアインドネシア

カンボジアカンボジア

ベトナムベトナム
ラオスラオス

ネパールネパール

　ベトナムに派遣されて２年。任期を終えるに当たり、これまでお世
話になった関係者の皆様の顔を思い浮かべながら心より御礼申し上
げます。２０２３年は本格稼働した各ＣＰのＷＧ活動の実施、本邦研
修への帯同、訪越団への対応、他ドナーの活動への参加のほか、本誌
に投稿する機会も頂きました。そして、日越外交関係樹立５０周年と
いう節目に両国の関係が包括的戦略的パートナーシップ（最高位の二
国間関係であり、中国、ロシア、インド、韓国、米国に次ぐ６か国
目）へ格上げされる瞬間にここベトナムで立ち会うという幸運にも恵
まれました。
　４月からは検察の現場に戻りますが、ベトナムを愛する一人の日本

人として、今後も何らかの貢献をしていきたいと考えています。
（ＪＩＣＡベトナム長期派遣専門家　河野　龍三）

各国の法制度整備支援の現場から

　新年明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいた
します。
　昨年末にプロジェクトマネージャー（ＰＭ）の姪の結婚式に我々専
門家も招待されました。ＰＭの奥様は、カンボジアのコングロマリッ
ト企業であるチップモングループの一族で、その姪が新婦なので豪華
な結婚式は想像できましたが、実際は想像をはるかに超える豪華さで
した。ちなみに、新郎は経済財政省の次官の御子息だそうです。
　まずは、会場の駐車場に並ぶ来賓の方々の車の豪華さに驚き。ロー
ルスロイス、べンツ、ベントレー、ポルシェなどが目白押し。多分、
会場にＧｒａｂ ｔａｘｉで乗り付けたのは我々ＪＩＣＡ専門家チー

ムのみであったと思われます。
　そして、数千（万かな）の白い薔薇と青いハイドランジア（アジサイ）の花で全面飾られた会場の入り
口の両脇には、バッキンガム宮殿前で撮られたと思われる新郎新婦の大きな写真（前撮りでバッキンガム
宮殿！？）で、中に入ると更に花がこれでもかというぐらい壁のように飾られていました。そこを抜ける
と披露宴の会場の中に花々と緑豊かな木々の庭園！もう、そこまでするのかと驚きを通り越してため息が
出ました。
　それらの庭園を抜けて行くと、両側に宴席のテーブルが並んでおり、どっちに行っていいのか分からず
戸惑っていると、我々日本の庶民代表はＶＩＰ席側とは反対側へ案内されました。
　テーブルについて、料理が来るまでの間に新郎新婦の写真などが大きなスクリーンに映されていました
が、その写真もウェストミンスター宮殿の「ビックベン」を背景にした写真（前撮りでビックベン！？）。
料理も高級中華のオンパレードで、何千人もの参加者分の料理を給仕するアレンジの凄さにまた驚きでし
た（当然、美味しかった！）。
　新郎新婦の馴れ初め紹介のビデオもＴＶ番組のような演出で、更に招待者の前で二人で踊るなどエン
ターテイメント目白押しでした。その後、新郎新婦がＶＩＰ席への挨拶に訪れた先にはフン・セン元首
相！そして、別の円卓には我らの司法大臣も来ていました。やはり政財界の結びつきはどこでも大事なの
ですね。
　十分にカンボジアのハイソで裕福な人たちの凄さを堪能して、会場を後にするときにやっと我らのＰＭ
にもお会いできましたが、家族や一族のカメラマンのように立ち振る舞われている姿に、普段の彼のサー
ビス精神旺盛な人柄を十分に感じました。
　これまでも何度かカンボジアでの結婚式に参加する機会があったのですが、今回はカンボジアのまた
違った世界を知ることができて興味深かったです。
　ただ、帰りのＧｒａｂ ｔａｘｉの運転手の身の上話を聞きながら、カンボジアの富裕層と庶民のギャッ
プの大きさにただ唖然とするばかりではありました。

（ＪＩＣＡカンボジア業務調整専門家　川上　司）
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　１２月上旬に、本邦研修を行い、ＩＣＤで受け入れていただきまし
た。最高裁判事２名、法・司法省の次官を始め、立法・司法機関や弁
護士会など、それぞれの立場から１６名が参加し、一緒に仕事をして
いる弁護士のアマンさんにも同行してもらいました。
　ＪＩＣＡのネパール支援は、技術協力プロジェクトではなく、私の
派遣（アドバイザー）と、この国別研修は、形式的には別の案件です
が、内容はいずれもネパールの民法に関する支援ですので、こちらで
コーディネートしています。
　アドバイザリーグループ（ＡＧ）の先生方にもご講義を頂いたほ
か、法務省や裁判所、日弁連の皆様にもそれぞれ温かく受け入れてい

ただき、参加者全員がそれぞれの立場から、ネパールの民法を見直す良い機会になったと思います。
　続く１２月下旬には、民法逐条解説作成支援のために、ＡＧの先生、ＩＣＤ、ＪＩＣＡ本部からご出張
いただき、前記本邦研修から半月後になったのはたまたまですが、ネパールでの楽しい再会となりました。

（ＪＩＣＡネパール長期派遣専門家　磯井　美葉）

　当方も、専門家として派遣され１年がたちました。
　当初日本から赴任してきた際には日本との気温差や環境の違いに
悩まされましたが、いつの間にか、家族も含め現地滞在に慣れて参り
ました。
　残りの任期も含め、本プロジェクトの活動にまい進していきますの
で、どうぞよろしくお願いいたします。
　１１月２７日のタートルアンフェスティバルの日は、非常に暑い日
となりました。
　私の子供がまだ小さいため、涼しい夜の時間帯に出かけることが難
しく、昼間にタートルアンに行くことになりました。最初は、露店を

見て回ろうと思いましたが、暑すぎて、アイスを買うことからスタートです。
　この日は、ラオス全国からラオス人が集まるようで、イベントのためか、タートルアン敷地内でラオス
の民族衣装に身を包んだ方に多く出くわしましたが、この暑さの中、カメラの前で、きらびやかな衣装の
下、ポーズを決めている皆様の姿勢には脱帽するばかりでした。
　露店では、ラオシルクのスカートや、民族音楽の打楽器、全国のコーヒー、お茶、輸入品のスマート
フォン機器、キッチン用品？までバラエティーに富んだものが売られておりましたが、暑さで判断力を失
いつつ買ったのは、ラオス風の派手な子供用のＴシャツだけでした。
　タートルアンフェスティバルの終了後には、ようやく乾季が来ると聞いていましたが、今年はまだまだ
暑い日が続くようです。
　日本の皆様、どうか健康にお気をつけてお過ごしください。

（ＪＩＣＡラオス長期派遣専門家　澤井　裕）

　２０２３年９月２５日付けで長期派遣専門家として着任した國井
陽平と申します。２０１５年に裁判官に任官し、各地の裁判所（神戸
地裁、長野地家裁松本支部、東京地裁）において勤務した後、派遣前
の約半年間はＩＣＤに在籍しておりました。
　インドネシアの最高裁判所との間では、知的財産事件等の処理に
関する裁判官の能力向上を目的とする活動が実施されていますが、
このために派遣される裁判官出身の長期派遣専門家は、前プロジェ
クト（２０１５年１２月～２０２１年９月）及び現行プロジェクト
（２０２１年１０月～２０２５年９月）を通じて、私で５人目となり
ます。これまでに培われてきた信頼関係のおかげで、先方からも温か

く迎えていただいており、快適な環境で執務に当たることができています。
　本年１月には、執務参考資料として作成された「商標ガイドブック」の完成お披露目会が実施され、多
くの関係者にご出席いただきました。「商標ガイドブック」は、商標事件の審理の手引書として２０１９
年に作成が開始され、コロナ禍を経て、完成に至ったものです。これまで作成された執務参考資料として
は、知的財産事件の判決集が２冊あり、「商標ガイドブック」で３冊目になります。プロジェクトは新た
な執務参考資料の作成に取り組んでおりますが、作成された執務参考資料をいかに普及していくかという
ことについても、よく考えていきたいと思います。
　引き続きご指導ご鞭撻のほど、よろしくお願いいたします。

（ＪＩＣＡインドネシア長期派遣専門家　國井　陽平）
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－編　集　後　記－

　ＩＣＤ ＮＥＷＳ第９８号を最後までお読みいただき誠にありがとうございます。つい
この間お正月を迎えたかと思えば、あっという間に３月です。２０２３年度は皆さまに
とってどのような１年だったでしょうか。
　改めまして、本号に掲載された記事を御紹介します。

　「巻頭言」では、公益財団法人国際民商事法センター（以下、「ＩＣＣＬＣ」という）小
杉丈夫理事から「今後の法整備支援に望むこと－国際民商事法センターの視点から－」と
題して、ＩＣＣＬＣの営む公益事業の２本柱である法整備支援委託事業及びＩＣＣＬＣ独
自の調査・研究・セミナー等事業について執筆していただきました。ＩＣＤで勤務をして
いるとつい支援ばかりに意識がいってしまいますが、当記事では、日本側も「ビジネスと
人権」や「司法のＩＴ化」といった分野に取り組むべき課題があることを示唆されていま
す。

　「寄稿」では、２０２３年６月６日に御逝去された本江威憙先生を偲び、本江先生との
思い出等についてＩＣＣＬＣ大野恒太郎理事長から御寄稿いただきました。本江先生が設
立に関与されたＩＣＣＬＣの歴史を知るとともに、偉大な先生方が築かれた土台の上に今
日のＩＣＤの活動があることを改めて痛感いたしました。

　「外国法制・実務」では、ベトナム、カンボジア及びラオスにおける法制度・実務等に
ついて御紹介しています。
　ベトナムについては、同国の河野龍三ＪＩＣＡ長期派遣専門家から「ベトナム共産党に
よる汚職防止の取組み～党の規律施行と刑事手続の二重構造～」と題し、党主導の汚職防
止について、事例を交えて非常に詳細に御紹介いただきました。
　カンボジアについては、同国の戸部友希ＪＩＣＡ長期派遣専門家から「カンボジア

「法・司法分野人材育成プロジェクト」のワーキンググループ活動～調査フェーズ～」と
題して、毎週実施されているテクニカルワーキンググループやそれに関連する活動につい
て御紹介いただきました。
　ラオスについては、同国の阿讃坊明孝ＪＩＣＡ長期派遣専門家から「ラオスにおける
Access to Justice の状況（各論４）（地方における関連機関の実情・第４　ボリカムサイ）」
と題して、同国のボリカムサイ県における「司法アクセス」の現状について御紹介いただ
きました。当記事は連載となっており、総論及び各論１はＩＣＤ ＮＥＷＳ９３号、各論
２は同９４号、各論３は同９６号に掲載しております。

　「活動報告（会合）」では、２つのイベントを御紹介しています。
　１つ目は、茅根航一国際協力部教官による２０２３年７月に開催された「司法外交閣僚
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フォーラム開催記念特別イベント「ビジネスと人権」公開シンポジウム」についての報告
です。「「ビジネスと人権シンポジウム」の報告：将来のＩＣＤの活動に向けて」と題し、

「ビジネスと人権」分野におけるＩＣＤの活動の展望について御紹介しています。なお、
当記事の英語版は、２０２４年３月発刊のＩＣＤ ＮＥＷＳ英語版 1 に掲載しておりますの
で、御興味のある方は是非併せて御覧ください。
　２つ目は、福島前国際協力部教官（現弁護士）による２０２３年１０月に開催された国
際知財司法シンポジウム（ＪＳＩＰ）についての報告です。「国際知財司法シンポジウム
２０２３（ＪＳＩＰ２０２３）の開催について」と題して、「ＥＣサイトにおける模倣品
対策と官民連携」をテーマとした法務省パートの様子について御紹介しています。

　「活動報告（国際研修・共同研究）」には、菊地英理子国際協力部教官による「インドネ
シア法整備支援第１６回本邦研修」、荒川豊国際協力部教官による「第２４回日韓パート
ナーシップ共同研究」、原彰一国際協力部教官による「２０２３年度ネパール本邦研修」、
茅根航一国際協力部教官と７名の研修参加者による「令和５年度国際協力人材育成研修」
の４本を掲載しています。当職は日韓パートナーシップ共同研究の日本セッションを担当
したのですが、日韓研究員１０名が言語の壁をものともせず、共に課題に取り組み、絆を
深めている姿が印象的でした。また、ネパール本邦研修も担当専門官として携わった思い
出深い研修です。

　「専門官の眼」では、当職から、第１１回国際民商事法シンポジウムを例に、国際専門
官のシンポジウム業務について紹介させていただきました。

　「各国の法制度整備支援の現場から」では、各国のＪＩＣＡ長期派遣専門家等から、現
地での出来事等についてそれぞれ御紹介いただきました。なお、この３月でベトナムの河
野専門家及びネパールの磯井専門家は任期を終えられます。本当にお疲れ様でございまし
た。

　最後になりましたが、御多忙の中、御寄稿くださいました執筆者の皆様に厚く御礼申し
上げます。
　関係者の皆様におかれましては、今後とも更なる御協力を賜りますよう、何とぞよろし
くお願い申し上げます。

総務企画部国際事務部門国際専門官
辻　　　の ぞ み

1　ＩＣＤ ＮＥＷＳ英語版のＰＤＦデータは https://www.moj.go.jp/EN/housouken/m_housouken05_00006.html に掲載されて
います。２０２４年３月発刊号のデータは同年４月頃掲載予定です。
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